
 

 

 

 

 

 

 

 

巻巻末末資資料料  

  
巻末資料１ 効果的な就労支援を行うために必要な知識・スキル等リスト（網羅的リ

スト） 

 

巻末資料２ 就労支援実務者が効果的な就労支援を行うために必要な知識・スキル等

リスト（草案） 

 

巻末資料３ 「就労支援実務者に必要な知識・スキル等に係る意見集約のための支援

実務者調査」調査協力依頼内容 

 

巻末資料４ 就労支援実務者が効果的な就労支援を行うために必要な知識・スキル等

の内容（完全版） 

 

巻末資料５ 就労支援実務者が効果的な就労支援を行うために必要な知識・スキル等

の内容（要点版） 

 

巻末資料６ 「就労支援実務者に必要な知識・スキル等習得の優先度と方法に関する

人材育成担当者の認識調査」調査協力依頼内容 

 

巻末資料７ 就労支援実務者が効果的な就労支援を行うために必要な知識・スキル等

の内容（４領域版） 

 

巻末資料８ 研修や助言・援助等を検討できるチェックリスト（試案） 

 

巻末資料９ こんなことでお困りではありませんか？ ～人材育成のポイントと留意

点～ 

 

用されることが想定される。 

作成した知識・スキル等リストについては、今後就業・生活支援センターや就労移行／定着支

援事業所、研修等実施機関等における活用状況を調査し、知識・スキル等リストのより効果的な

活用に資する事例を収集することで、雇用と福祉の両分野横断的な就労支援実務者を対象とした

人材育成の取組の参考となることが期待される。 

なお、知識・スキル等リストは、就業・生活支援センターや就労移行／定着支援事業所の支援

実務者が効果的な支援を行うために必要な内容を整理したものであるが、地方自治体が設置する

就労支援機関や就労継続支援 A 型・B 型事業所、医療機関等の就労支援担当者、企業在籍型ジョブ

コーチ等も含めた、就労支援に携わる多くの関係者にとって共通する内容も含まれていると考え

る。これらの支援機関や支援者において、知識・スキル等リストの内容に関する重要度や習得に

関する優先度等を明らかにしたり、活用状況や活用事例等を収集することも、地域関係機関の役

割を明確にし、より効果的な連携による障害者就労支援の発展に寄与すると考えられる。 

 

４ 就労支援実務者のキャリアパスの明確化について 

本調査研究では、初任者での人材育成の課題や、長期的な支援者像を踏まえ、一定程度キャリ

アパスを踏まえた人材育成の可能性を示すことができた。しかし、実際の各機関の人材育成担当

者は、管理職・サービス管理責任者等やこれらを経験した者が多く、様々な支援を経験する中

で、人材育成に関する知識・スキル等を習得していると考えられる。 

人材育成担当者のキャリアや経験、習得してきた知識・スキル等について、今後より具体的に

把握・整理する等により、初任者からベテランまでの就労支援実務者のキャリアパスを明確に

し、共通認識のもとで各種研修等の実施が可能となったり、就労支援実務者の育成を行うために

必要な知識・スキル等も明らかにすることができると考えられ、今後、より明確化が重要であ

る。 

 

５ 人材育成の取組の実施状況や効果についての検証 

第４章での人材育成の組織取組のヒアリングは事例数も限られており、その成果は限定的であ

る。ただし、限られた事例数であっても、研修受講や研修効果の阻害要因の除去、外部研修と組

織内の人材育成の連動、OJT における主体的問題意識と相談しやすい環境、業務負担の少ない効率

的な事例検討等、といった取組が、地域の就労支援機関で実施され、効果的な人材育成に寄与し

ていることがうかがえた。今後はより多くの支援機関を対象に、これらの取組の実施状況やその

効果を検証したり、実施にあたっての課題を整理する等することで、地域の就労支援機関の実態

を踏まえた人材育成の取組を促進するための手がかりを得ることが重要である。 



 

効果的な就労支援を行うために必要な知識・スキル等リスト（網羅的リスト） 
（※第２章 第３節の有識者ヒアリングで使用した資料。第２章 第２節を参照。） 

 

【知識・スキル等リスト開発の趣旨】 

 障害者就労支援機関で就労支援に関わる支援実務者（以下「就労支援実務者」という。）に、どの

ような知識やスキルが必要なのかということについては、従来から様々な検討会等で議論され、研

修体系の構築や有用なテキストの作成が行われてきたところである。ただし、近年の急速な就労支

援の発展・広がりに伴い、多様な考え方に基づく多様な実践が様々な関係者により取り組まれるよ

うになっている現状があることから、全国の幅広い就労支援の実践や知見をできる限り反映して共

通認識となるものを整理する必要がある。また、厚生労働省が「障害者雇用・福祉施策の連携強化

に関する検討会報告書」（2021 年 3 月）において報告しているように、「雇用と福祉両分野の基本的

な知識等を分野横断的に付与する基礎的な研修を確立する」こと、「専門人材の高度化に向けた階層

的な研修制度を創設する」ことが検討されている現在において、就労支援実務者が効果的な支援を

行うために、そもそもどのような知識・スキル等が必要なのか改めて整理することは重要である。 

 そこで、幅広い就労支援関係者の意見集約や就労支援機関を対象とした調査を行い、この結果に

基づき、就労支援実務者が効果的な支援を実施するために必要な知識・スキル等（以下「必要な知

識・スキル等」という。）の具体的な内容をリスト化することとした。 

 

【必要な知識・スキル等の考え方】 

● 本調査研究で想定する就労支援実務者は、主として障害者就業・生活支援センターの就業支援

担当者及び生活支援担当者、就労移行支援事業の就労支援員、就労定着支援事業実施機関の就労

定着支援員であるが、整理する知識・スキル等の多くが、専門分野や職種を超えて、就労支援に

携わる全ての関係者にとって共通認識すべき内容となるものであると考える（イメージ図参照）。 

● 必要な知識・スキル等とは、就労支援の多様な成果（働くことを希望する障害者の一般就労の実

現、職場定着、生活の質の向上、エンパワーメント、インクルーシブな社会の実現、ダイバーシ

ティの推進等）の向上に向けた支援を行う際に、欠かすことができないと考えられる知識・スキ

ル・理念・態度を指すこととする。 

● 就職前から就職後のフォローアップ、職業生活に係る支援まで就労支援実務者の多くが担当す

る幅広い支援内容をできる限り網羅する。 

● 就労支援において特別に必要となる専門的知識・スキルだけでなく、専門性を発揮するために

前提として必要となる知識・スキル等（分かり易く説明する等）を含むものとする。 

● 必要な知識・スキル等を客観的に捉えることができるよう、できる限り行動レベルで表現する

こととする。 

 
図 本リストで整理する知識・スキル等のイメージ 

巻末資料１ 



 

効果的な就労支援を行うために必要な知識・スキル等リスト（網羅的リスト） 
（※第２章 第３節の有識者ヒアリングで使用した資料。第２章 第２節を参照。） 

 

【知識・スキル等リスト開発の趣旨】 

 障害者就労支援機関で就労支援に関わる支援実務者（以下「就労支援実務者」という。）に、どの

ような知識やスキルが必要なのかということについては、従来から様々な検討会等で議論され、研

修体系の構築や有用なテキストの作成が行われてきたところである。ただし、近年の急速な就労支

援の発展・広がりに伴い、多様な考え方に基づく多様な実践が様々な関係者により取り組まれるよ

うになっている現状があることから、全国の幅広い就労支援の実践や知見をできる限り反映して共

通認識となるものを整理する必要がある。また、厚生労働省が「障害者雇用・福祉施策の連携強化

に関する検討会報告書」（2021 年 3 月）において報告しているように、「雇用と福祉両分野の基本的

な知識等を分野横断的に付与する基礎的な研修を確立する」こと、「専門人材の高度化に向けた階層

的な研修制度を創設する」ことが検討されている現在において、就労支援実務者が効果的な支援を

行うために、そもそもどのような知識・スキル等が必要なのか改めて整理することは重要である。 

 そこで、幅広い就労支援関係者の意見集約や就労支援機関を対象とした調査を行い、この結果に

基づき、就労支援実務者が効果的な支援を実施するために必要な知識・スキル等（以下「必要な知

識・スキル等」という。）の具体的な内容をリスト化することとした。 

 

【必要な知識・スキル等の考え方】 

● 本調査研究で想定する就労支援実務者は、主として障害者就業・生活支援センターの就業支援

担当者及び生活支援担当者、就労移行支援事業の就労支援員、就労定着支援事業実施機関の就労

定着支援員であるが、整理する知識・スキル等の多くが、専門分野や職種を超えて、就労支援に

携わる全ての関係者にとって共通認識すべき内容となるものであると考える（イメージ図参照）。 

● 必要な知識・スキル等とは、就労支援の多様な成果（働くことを希望する障害者の一般就労の実

現、職場定着、生活の質の向上、エンパワーメント、インクルーシブな社会の実現、ダイバーシ

ティの推進等）の向上に向けた支援を行う際に、欠かすことができないと考えられる知識・スキ

ル・理念・態度を指すこととする。 

● 就職前から就職後のフォローアップ、職業生活に係る支援まで就労支援実務者の多くが担当す

る幅広い支援内容をできる限り網羅する。 

● 就労支援において特別に必要となる専門的知識・スキルだけでなく、専門性を発揮するために

前提として必要となる知識・スキル等（分かり易く説明する等）を含むものとする。 

● 必要な知識・スキル等を客観的に捉えることができるよう、できる限り行動レベルで表現する

こととする。 

 
図 本リストで整理する知識・スキル等のイメージ 
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【知識・スキル等リスト作成の目的】 

① 必要な知識・スキル等を整理することで、就労支援実務者の支援力の底上げと更なる向上に向

けた研修等の効果的な内容や実施方法の検討に資するものとする。 

② 必要な知識・スキル等をリスト化することで、就労支援実務者自身やその育成担当者（管理者や

指導担当者等）が支援力向上に向けて取り組む際の参考にできるものとする。 

 

記記載載のの仕仕方方  

（（例例））  

 

Ⅰ 障害者就労支援の理念と基本的態度                                

 障害者の一般就労を実現するためには、障害者権利条約や差別解消法に基づく支援が必要であ

る。障害者が働く権利と責任を認め、ノーマライゼーションを目指す理念と、支援者が持つべき

基本的な姿勢を理解し、必要な倫理観や態度、自己管理能力、最新情報の活用方法を身につける

ことが求められる。 

Ⅰ－１ 障害者の就労支援の理念と目的の理解 

ア 障害者の権利と労働者の権利の理解に基づく支援スキル 

□ 障害者権利条約や差別解消法に基づく権利擁護の重要性と、ノーマライゼーション 1) とイ

ンクルーシブな雇用 2) の実現に注力する必要性について理解し、他者に説明できる。 

a) 障害者権利条約や障害者差別解消法の主な内容と権利擁護の重要性を理解する。 

b) ノーマライゼーションとインクルーシブな雇用の実現に注力し、事業主に社会的重

要性及び経営的メリットを説明する。 

1) 障害の有無や程度に関わらず、すべての人がノーマルに生活し、共に生きる社会（文献 2） 

2) 障害の有無や程度に関わらず、すべての人が活躍できる包括的な雇用(文献 5) 

 

 

 

 

● 注釈の内容を記すにあたり、下記の文献を参考にした。 
文献１：岡島美代 2015 動機づけ面接 治療動機を発掘するために；岩壁茂編 カウンセリングテクニッ

ク入門 臨床心理学 増刊第 7号 金剛出版 

文献２：九州社会福祉研究会 2013 21 世紀の現代社会福祉用語辞典 第３版 学文社 

文献３：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター職業リハビリテーション

部 令和４年度版就業支援ハンドブック 

文献４：日本行動分析学会 2019 行動分析学事典 丸善出版 

文献５：日本職業リハビリテーション学会 2020 職業リハビリテーション用語集 やどかり印刷 

文献６：日本認知・行動療法学会 2019 認知行動療法事典 丸善出版 

 

大見出し 

知識・スキル等の概要 

中見出し 
小見出し 

知識・スキル等 

知識・スキル等の

具体的内容 
注釈。用語の解説や例示。 

 

Ⅰ 障害者就労支援の理念と基本的態度                           

障害者の一般就労を実現するためには、障害者権利条約や差別解消法に基づく支援が必要であ

る。障害者が働く権利と責任を認め、ノーマライゼーションを目指す理念と、支援者が持つべき

基本的な姿勢を理解し、必要な倫理観や態度、自己管理能力、最新情報の活用方法を身につける

ことが求められる。 

Ⅰ－１ 障害者の就労支援の理念と目的の理解  

ア 障害者の権利と労働者の権利の理解に基づく支援スキル 

□ 障害者権利条約や差別解消法に基づく権利擁護の重要性と、ノーマライゼーション 1) と

インクルーシブな雇用 2) の実現に注力する必要性について理解し、他者に説明できる。 

a) 障害者権利条約や障害者差別解消法の主な内容と権利擁護の重要性を理解する。 

b) 
ノーマライゼーションとインクルーシブな雇用の実現に注力し、事業主に社会的

重要性及び経営的メリットを説明する。 

1) 障害の有無や程度に関わらず、すべての人がノーマルに生活し、共に生きる社会(文献 2） 

2) 障害の有無や程度に関わらず、すべての人が活躍できる包括的な雇用（文献 5） 

 

イ 障害者にとっての就労の重要性と理念の理解 

□ 障害者にとって、一般就労 1) が重要な意義を持つことを理解し、すべての人が働く権利

と責任を認めることが支援の基本であることを理解している。 

a) 
一般就労は障害者本人にとってアイデンティティ確立、自立や自己肯定感向上、

充実感の獲得など、重要な意義を持つことを理解する。 

b) 
労働の権利は準備状態にかかわらず、すべての人に認められていることを理解す

る。 

1) ここでは、企業や公的機関等で雇用契約を結んで働くことを指す。 

 

Ⅰ－２ 就労支援における支援者の基本姿勢 

ア 就労支援における支援者の態度と倫理意識 

□ 支援者自身が適切な社会的態度や倫理意識を持つことが重要であることを理解し、ビジ

ネスマナーや倫理観を身につけ、偏見を排し、相手を尊重する態度を備えている。 

a) 職場環境や場面に応じた服装や言葉遣い、振る舞いをする。 

b) 
障害者、家族、事業主、関係機関に敬意を表し、偏見を排除した上で、それぞれ

の立場を尊重する態度を持つ。 

c) 
日頃から職業倫理を意識し、倫理的ジレンマ 1) に陥った際には上司や指導担当

者に相談する。 
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【知識・スキル等リスト作成の目的】 

① 必要な知識・スキル等を整理することで、就労支援実務者の支援力の底上げと更なる向上に向

けた研修等の効果的な内容や実施方法の検討に資するものとする。 

② 必要な知識・スキル等をリスト化することで、就労支援実務者自身やその育成担当者（管理者や

指導担当者等）が支援力向上に向けて取り組む際の参考にできるものとする。 

 

記記載載のの仕仕方方  

（（例例））  

 

Ⅰ 障害者就労支援の理念と基本的態度                                

 障害者の一般就労を実現するためには、障害者権利条約や差別解消法に基づく支援が必要であ

る。障害者が働く権利と責任を認め、ノーマライゼーションを目指す理念と、支援者が持つべき

基本的な姿勢を理解し、必要な倫理観や態度、自己管理能力、最新情報の活用方法を身につける

ことが求められる。 

Ⅰ－１ 障害者の就労支援の理念と目的の理解 

ア 障害者の権利と労働者の権利の理解に基づく支援スキル 

□ 障害者権利条約や差別解消法に基づく権利擁護の重要性と、ノーマライゼーション 1) とイ

ンクルーシブな雇用 2) の実現に注力する必要性について理解し、他者に説明できる。 

a) 障害者権利条約や障害者差別解消法の主な内容と権利擁護の重要性を理解する。 

b) ノーマライゼーションとインクルーシブな雇用の実現に注力し、事業主に社会的重

要性及び経営的メリットを説明する。 

1) 障害の有無や程度に関わらず、すべての人がノーマルに生活し、共に生きる社会（文献 2） 

2) 障害の有無や程度に関わらず、すべての人が活躍できる包括的な雇用(文献 5) 

 

 

 

 

● 注釈の内容を記すにあたり、下記の文献を参考にした。 
文献１：岡島美代 2015 動機づけ面接 治療動機を発掘するために；岩壁茂編 カウンセリングテクニッ

ク入門 臨床心理学 増刊第 7号 金剛出版 

文献２：九州社会福祉研究会 2013 21 世紀の現代社会福祉用語辞典 第３版 学文社 

文献３：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター職業リハビリテーション

部 令和４年度版就業支援ハンドブック 

文献４：日本行動分析学会 2019 行動分析学事典 丸善出版 

文献５：日本職業リハビリテーション学会 2020 職業リハビリテーション用語集 やどかり印刷 

文献６：日本認知・行動療法学会 2019 認知行動療法事典 丸善出版 

 

大見出し 

知識・スキル等の概要 

中見出し 
小見出し 

知識・スキル等 

知識・スキル等の

具体的内容 
注釈。用語の解説や例示。 

 

Ⅰ 障害者就労支援の理念と基本的態度                           

障害者の一般就労を実現するためには、障害者権利条約や差別解消法に基づく支援が必要であ

る。障害者が働く権利と責任を認め、ノーマライゼーションを目指す理念と、支援者が持つべき

基本的な姿勢を理解し、必要な倫理観や態度、自己管理能力、最新情報の活用方法を身につける

ことが求められる。 

Ⅰ－１ 障害者の就労支援の理念と目的の理解  

ア 障害者の権利と労働者の権利の理解に基づく支援スキル 

□ 障害者権利条約や差別解消法に基づく権利擁護の重要性と、ノーマライゼーション 1) と

インクルーシブな雇用 2) の実現に注力する必要性について理解し、他者に説明できる。 

a) 障害者権利条約や障害者差別解消法の主な内容と権利擁護の重要性を理解する。 

b) 
ノーマライゼーションとインクルーシブな雇用の実現に注力し、事業主に社会的

重要性及び経営的メリットを説明する。 

1) 障害の有無や程度に関わらず、すべての人がノーマルに生活し、共に生きる社会(文献 2） 

2) 障害の有無や程度に関わらず、すべての人が活躍できる包括的な雇用（文献 5） 

 

イ 障害者にとっての就労の重要性と理念の理解 

□ 障害者にとって、一般就労 1) が重要な意義を持つことを理解し、すべての人が働く権利

と責任を認めることが支援の基本であることを理解している。 

a) 
一般就労は障害者本人にとってアイデンティティ確立、自立や自己肯定感向上、

充実感の獲得など、重要な意義を持つことを理解する。 

b) 
労働の権利は準備状態にかかわらず、すべての人に認められていることを理解す

る。 

1) ここでは、企業や公的機関等で雇用契約を結んで働くことを指す。 

 

Ⅰ－２ 就労支援における支援者の基本姿勢 

ア 就労支援における支援者の態度と倫理意識 

□ 支援者自身が適切な社会的態度や倫理意識を持つことが重要であることを理解し、ビジ

ネスマナーや倫理観を身につけ、偏見を排し、相手を尊重する態度を備えている。 

a) 職場環境や場面に応じた服装や言葉遣い、振る舞いをする。 

b) 
障害者、家族、事業主、関係機関に敬意を表し、偏見を排除した上で、それぞれ

の立場を尊重する態度を持つ。 

c) 
日頃から職業倫理を意識し、倫理的ジレンマ 1) に陥った際には上司や指導担当

者に相談する。 
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1) 倫理的観点からはどちらも正しい又は正しくないが、どちらかを選ばなければならないよ

うな葛藤状態。例えば障害者本人が開示を固辞している重大な内容を雇用主に情報提供す

べきかどうかなど。 

 

イ 支援者自身の自己管理と問題解決力の向上 

□ 支援者自身の自己理解を深め、健康管理や感情コントロールをし、問題解決力向上に取

組んでいる。 

a) 日々の業務をふりかえり、自己理解・自己覚知を深め、問題解決力を高める。 

b) 精神的な安定や健康管理を含め、自己管理を徹底する。 

c) 問題や葛藤が生じた場合でも、感情をコントロールし、冷静に対処する。 

 

ウ 最新情報の収集と活用 

□ 効果的な支援を実施するために、最新の知識や技術、事例を活用している。 

a) 
日頃から支援の問題・課題を把握し、最新の知識やスキル、支援事例、調査研究

などに関する情報を積極的に収集する。 

b) 
オンライン相談、IT、ICT を活用した支援についての情報を収集し、メリット・

デメリットを考慮しつつ効果的な提案・活用を行う。 

 

Ⅱ 障害者就労支援の全ての場面で必要な知識                        

障害者を支援するためには、社会保障制度や福祉サービス、企業経営や雇用促進制度について

の知識が必要である。 

Ⅱ－１ 支援制度・施策・サービスの知識 

ア 社会保障・障害福祉の知識 

□ 社会保障制度、障害福祉サービスについての基礎的知識を有し、情報提供や提案を行っ

ている。 

a) 障害福祉サービス全体像と各種サービスの概要を理解し、情報提供を行う。 

b) 
就労系福祉サービス 1) のサービス内容や報酬体系について基本的な知識を有し、

支援を行う。 

c) 公的扶助の理念と概要を理解し、支援を行う。 

d) 
社会保険制度 2) について基礎的知識を有し、障害者本人が利用可能と思われる

ものについて情報提供する。 

e) 
障害福祉サービスや社会保険制度を活用しつつ働くことについて、提案や検討を

する。 

1) 就労移行支援、就労継続支援（A型・B型）、就労定着支援を指す 

2) 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険等を指す 

 

 

イ 障害者雇用支援制度・サービスの知識   

□ 障害者の雇用を促進する制度やサービスについての知識を有し、説明や紹介を行ってい

る。 

a) 
障害者雇用の法律に関する概要を理解し、障害者雇用率制度や障害者雇用納付金

制度、差別禁止や配慮義務について、障害者や事業主に分かりやすく説明する。 

b) 
企業に対する障害者雇用に関する助成金や減税措置等の基本的な知識を持ち、申

請や受給についての相談窓口を紹介する。 

c) 
障害者雇用関連機関 1) の支援サービスの概要や利用方法についての知識を持ち、

障害者や事業主に紹介する。 

1) ハローワークや障害者職業能力開発校、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援

センター等が該当する。 

 

Ⅱ－２ 企業経営と雇用管理の知識 

ア 企業経営や雇用管理に関する基礎知識 

□ 企業経営・経済、労働市場の動向、労働関係法規に関する知識を有し、障害者と事業主

の双方との相談場面で活用している。 

a) 民間企業の経営・経済の動向 1) や障害者雇用に関する動向 2) を把握する。 

b) 地域の労働市場情報を文献やネットワーク等 3) を通じて把握する。 

c) 
労働関係法規 4) に関する基礎的知識を有し、障害者・事業主双方への助言に役

立てる。 

d) 
人間工学や安全衛生の基礎的知識をもとに、業務遂行・手順・安全な職場環境に

関する助言を行う。 

e) 
自営業に関する事例や支援の情報提供を行い、起業・自営を選択する者を支援す

る。 

1) グローバリゼーション、技術革新、経営戦略の変化、働き方・雇用形態の多様化等を指す。 

2) 障害者雇用率の推移、業務創出・雇用の質向上の課題等を指す。 

3) 都道府県労働局やハローワークが公開している資料、新聞、雑誌、インターネット、企業

との関わり、企業団体との情報交換等を指す。 

4) 労働基準法、労働契約法、最低賃金法、パートタイム・有期雇用労働法、職業安定法、労

働者派遣法等を指す。 

 

Ⅲ 障害者就労支援の全ての場面で必要な相談・記録・伝達のスキル             

 障害者就労支援の、障害者・事業主・関係機関等様々な相手とのやり取りにおいて、相談の

基本的態度、分かり易く説明するスキル、適切な記録・伝達のスキルを身につける必要があ
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1) 倫理的観点からはどちらも正しい又は正しくないが、どちらかを選ばなければならないよ

うな葛藤状態。例えば障害者本人が開示を固辞している重大な内容を雇用主に情報提供す

べきかどうかなど。 

 

イ 支援者自身の自己管理と問題解決力の向上 

□ 支援者自身の自己理解を深め、健康管理や感情コントロールをし、問題解決力向上に取

組んでいる。 

a) 日々の業務をふりかえり、自己理解・自己覚知を深め、問題解決力を高める。 

b) 精神的な安定や健康管理を含め、自己管理を徹底する。 

c) 問題や葛藤が生じた場合でも、感情をコントロールし、冷静に対処する。 

 

ウ 最新情報の収集と活用 

□ 効果的な支援を実施するために、最新の知識や技術、事例を活用している。 

a) 
日頃から支援の問題・課題を把握し、最新の知識やスキル、支援事例、調査研究

などに関する情報を積極的に収集する。 

b) 
オンライン相談、IT、ICT を活用した支援についての情報を収集し、メリット・

デメリットを考慮しつつ効果的な提案・活用を行う。 

 

Ⅱ 障害者就労支援の全ての場面で必要な知識                        

障害者を支援するためには、社会保障制度や福祉サービス、企業経営や雇用促進制度について

の知識が必要である。 

Ⅱ－１ 支援制度・施策・サービスの知識 

ア 社会保障・障害福祉の知識 

□ 社会保障制度、障害福祉サービスについての基礎的知識を有し、情報提供や提案を行っ

ている。 

a) 障害福祉サービス全体像と各種サービスの概要を理解し、情報提供を行う。 

b) 
就労系福祉サービス 1) のサービス内容や報酬体系について基本的な知識を有し、

支援を行う。 

c) 公的扶助の理念と概要を理解し、支援を行う。 

d) 
社会保険制度 2) について基礎的知識を有し、障害者本人が利用可能と思われる

ものについて情報提供する。 

e) 
障害福祉サービスや社会保険制度を活用しつつ働くことについて、提案や検討を

する。 

1) 就労移行支援、就労継続支援（A型・B型）、就労定着支援を指す 

2) 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険等を指す 

 

 

イ 障害者雇用支援制度・サービスの知識   

□ 障害者の雇用を促進する制度やサービスについての知識を有し、説明や紹介を行ってい

る。 

a) 
障害者雇用の法律に関する概要を理解し、障害者雇用率制度や障害者雇用納付金

制度、差別禁止や配慮義務について、障害者や事業主に分かりやすく説明する。 

b) 
企業に対する障害者雇用に関する助成金や減税措置等の基本的な知識を持ち、申

請や受給についての相談窓口を紹介する。 

c) 
障害者雇用関連機関 1) の支援サービスの概要や利用方法についての知識を持ち、

障害者や事業主に紹介する。 

1) ハローワークや障害者職業能力開発校、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援

センター等が該当する。 

 

Ⅱ－２ 企業経営と雇用管理の知識 

ア 企業経営や雇用管理に関する基礎知識 

□ 企業経営・経済、労働市場の動向、労働関係法規に関する知識を有し、障害者と事業主

の双方との相談場面で活用している。 

a) 民間企業の経営・経済の動向 1) や障害者雇用に関する動向 2) を把握する。 

b) 地域の労働市場情報を文献やネットワーク等 3) を通じて把握する。 

c) 
労働関係法規 4) に関する基礎的知識を有し、障害者・事業主双方への助言に役

立てる。 

d) 
人間工学や安全衛生の基礎的知識をもとに、業務遂行・手順・安全な職場環境に

関する助言を行う。 

e) 
自営業に関する事例や支援の情報提供を行い、起業・自営を選択する者を支援す

る。 

1) グローバリゼーション、技術革新、経営戦略の変化、働き方・雇用形態の多様化等を指す。 

2) 障害者雇用率の推移、業務創出・雇用の質向上の課題等を指す。 

3) 都道府県労働局やハローワークが公開している資料、新聞、雑誌、インターネット、企業

との関わり、企業団体との情報交換等を指す。 

4) 労働基準法、労働契約法、最低賃金法、パートタイム・有期雇用労働法、職業安定法、労

働者派遣法等を指す。 

 

Ⅲ 障害者就労支援の全ての場面で必要な相談・記録・伝達のスキル             

 障害者就労支援の、障害者・事業主・関係機関等様々な相手とのやり取りにおいて、相談の

基本的態度、分かり易く説明するスキル、適切な記録・伝達のスキルを身につける必要があ
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る。 

Ⅲ－１ 様々な相手（障害者・事業主・関係者）との相談スキル 

ア 相談を行う基本的な態度 

□ 支援者の役割を説明した上で、相手の負担も考慮しながら、共感的態度で傾聴している。 

a) 支援者・所属機関の役割や限界を明確に説明する。 

b) 傾聴のスキルを身に着け、共感的態度で話を聴く。 

c) 必要に応じて休息を挟む、話題の転換を図る等相手の負担を考慮する。 

d) 次のステップ・機会を明確にした上で終了する。 

 

イ 相手に応じて分かりやすく説明するスキル 

□ 支援対象者の立場・ニーズに応じて適切な情報を、相手の理解に合わせた内容・方法で

分かり易く伝えている。 

a) 相手の立場やニーズに合わせて、必要な情報に絞り、簡潔に伝える。 

b) 相手の理解を確認し、必要に応じて解説や具体例を加える。 

c) 相手が理解しやすい適切な用語を使用する。 

d) 相手が理解しやすい方法 1)やツール 2)を用いて伝える。 

1) 文章化、図示、音声、手話、筆談等を指す 

2) チェックリストやフローチャートの作成、アプリの活用等を指す 

 

Ⅲ－２ 記録・伝達のスキル 

ア 適切な記録・伝達のスキル 

□ 支援経過や対象者情報の記録・伝達を行う際には、客観的で適切な内容・文章構成を心

がけ、その取扱いにも細心の注意を払っている。 

a) 客観的に（主観を交えず行動や結果を記録し、解釈と事実を分けて）伝える。 

b) 必要な情報に的を絞り、分かり易く 1) 伝える。 

c) 言葉の使い方に敏感になり、十分に検討して使う。 

d) 
支援経過や対象者情報の記録・伝達に関する倫理的・法的配慮（守秘義務等）を

守る。 

1) 主語述語や起承転結等の基本的な文章構成に気を付ける、箇条書きにする等を指す。 

 

Ⅳ 障害者のアセスメント*とプランニング                          

アセスメントを実施する際は、医学・心理学などの知識、聞き取りや様々なツール、行動観察

などの方法によって収集した情報を基に、多面的視点から障害者の強みや課題を総合的に把握す

る必要がある。また、支援計画はアセスメントに基づく丁寧な説明を行い、障害者本人の主体的

な意思決定により策定する必要がある。 

 

* ここでアセスメントとは、「本人が自分の職業能力・適性等を理解するために行うもの」で、「職業関

連の能力に関する情報を収集し、その結果を本人と一緒に分析すること、それと同時に、障害者本人

を取り巻く環境等に関する情報を収集し、本人と一緒に分析すること、この双方を行うこと」（文献 5）

を指す。 

Ⅳ－１ 的確なアセスメントに必要な視点 

ア 障害者のニーズを引き出す視点 

□ 効果的な支援のために、障害者が抱える仕事や生活に関するニーズを把握することの重

要性を認識し、本人の考え方や興味、希望を引き出している。 

a) 障害者本人の仕事やキャリアに対する考え方や興味、希望を引き出す。 

b) 
仕事に限らず、金銭管理、余暇活動、生活習慣などの生活面の支援ニーズを把握

する。 

     

イ 障害者の特性を職業的観点を踏まえてアセスメントする視点 

□ 適切な支援を提供するために、職業的観点から、障害者の性格や能力のアセスメントを

行っている。 

a) 職業場面で障害特性が与える影響を理解し、必要な支援を検討する。 

b) 障害者本人の強みや能力に注目し、発揮しやすい環境を把握する。 

c) 認知機能の特性を神経心理学的検査 1) の結果や行動観察等を基に把握する。 

d) 行動傾向や性格傾向を関係者からの情報や行動観察等を基に把握する。 

1) 知能・注意・記憶・実行機能等の高次脳機能（認知機能）を客観的に評価するアセスメン

トツール。 

 

ウ 社会的側面の多面的アセスメントする視点 

□ 障害者の職業生活を多角的な視点から理解し、支援をするために、社会的側面のアセス

メントを行っている。 

a) 
障害者本人の社会経済的地位や居住地域の特徴 1) 等を把握し、個人の文化的・

社会的背景や地域社会における役割を理解する。 

b) 家族、友人、地域社会との関係やサポート環境を把握する。 

c) 障害者本人や周囲の関係者の障害や症状に対する受け止め方を把握する。 

d) 
交通機関の利用や身辺自立など、生活的自立に影響する要因を把握し、職業生活

への影響を予測する。 

1) 文化・習慣、気候、地域住民の交流の多さ、交通の発達等を指す 
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る。 

Ⅲ－１ 様々な相手（障害者・事業主・関係者）との相談スキル 

ア 相談を行う基本的な態度 

□ 支援者の役割を説明した上で、相手の負担も考慮しながら、共感的態度で傾聴している。 

a) 支援者・所属機関の役割や限界を明確に説明する。 

b) 傾聴のスキルを身に着け、共感的態度で話を聴く。 

c) 必要に応じて休息を挟む、話題の転換を図る等相手の負担を考慮する。 

d) 次のステップ・機会を明確にした上で終了する。 

 

イ 相手に応じて分かりやすく説明するスキル 

□ 支援対象者の立場・ニーズに応じて適切な情報を、相手の理解に合わせた内容・方法で

分かり易く伝えている。 

a) 相手の立場やニーズに合わせて、必要な情報に絞り、簡潔に伝える。 

b) 相手の理解を確認し、必要に応じて解説や具体例を加える。 

c) 相手が理解しやすい適切な用語を使用する。 

d) 相手が理解しやすい方法 1)やツール 2)を用いて伝える。 

1) 文章化、図示、音声、手話、筆談等を指す 

2) チェックリストやフローチャートの作成、アプリの活用等を指す 

 

Ⅲ－２ 記録・伝達のスキル 

ア 適切な記録・伝達のスキル 

□ 支援経過や対象者情報の記録・伝達を行う際には、客観的で適切な内容・文章構成を心

がけ、その取扱いにも細心の注意を払っている。 

a) 客観的に（主観を交えず行動や結果を記録し、解釈と事実を分けて）伝える。 

b) 必要な情報に的を絞り、分かり易く 1) 伝える。 

c) 言葉の使い方に敏感になり、十分に検討して使う。 

d) 
支援経過や対象者情報の記録・伝達に関する倫理的・法的配慮（守秘義務等）を

守る。 

1) 主語述語や起承転結等の基本的な文章構成に気を付ける、箇条書きにする等を指す。 

 

Ⅳ 障害者のアセスメント*とプランニング                          

アセスメントを実施する際は、医学・心理学などの知識、聞き取りや様々なツール、行動観察

などの方法によって収集した情報を基に、多面的視点から障害者の強みや課題を総合的に把握す

る必要がある。また、支援計画はアセスメントに基づく丁寧な説明を行い、障害者本人の主体的

な意思決定により策定する必要がある。 

 

* ここでアセスメントとは、「本人が自分の職業能力・適性等を理解するために行うもの」で、「職業関

連の能力に関する情報を収集し、その結果を本人と一緒に分析すること、それと同時に、障害者本人

を取り巻く環境等に関する情報を収集し、本人と一緒に分析すること、この双方を行うこと」（文献 5）

を指す。 

Ⅳ－１ 的確なアセスメントに必要な視点 

ア 障害者のニーズを引き出す視点 

□ 効果的な支援のために、障害者が抱える仕事や生活に関するニーズを把握することの重

要性を認識し、本人の考え方や興味、希望を引き出している。 

a) 障害者本人の仕事やキャリアに対する考え方や興味、希望を引き出す。 

b) 
仕事に限らず、金銭管理、余暇活動、生活習慣などの生活面の支援ニーズを把握

する。 

     

イ 障害者の特性を職業的観点を踏まえてアセスメントする視点 

□ 適切な支援を提供するために、職業的観点から、障害者の性格や能力のアセスメントを

行っている。 

a) 職業場面で障害特性が与える影響を理解し、必要な支援を検討する。 

b) 障害者本人の強みや能力に注目し、発揮しやすい環境を把握する。 

c) 認知機能の特性を神経心理学的検査 1) の結果や行動観察等を基に把握する。 

d) 行動傾向や性格傾向を関係者からの情報や行動観察等を基に把握する。 

1) 知能・注意・記憶・実行機能等の高次脳機能（認知機能）を客観的に評価するアセスメン

トツール。 

 

ウ 社会的側面の多面的アセスメントする視点 

□ 障害者の職業生活を多角的な視点から理解し、支援をするために、社会的側面のアセス

メントを行っている。 

a) 
障害者本人の社会経済的地位や居住地域の特徴 1) 等を把握し、個人の文化的・

社会的背景や地域社会における役割を理解する。 

b) 家族、友人、地域社会との関係やサポート環境を把握する。 

c) 障害者本人や周囲の関係者の障害や症状に対する受け止め方を把握する。 

d) 
交通機関の利用や身辺自立など、生活的自立に影響する要因を把握し、職業生活

への影響を予測する。 

1) 文化・習慣、気候、地域住民の交流の多さ、交通の発達等を指す 
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Ⅳ－２ アセスメントに必要な知識とスキル 

ア 行動科学に基づくアセスメント技術 

□ 行動科学の知識に基づいて、対象障害者の行動と行動の生起に関連する周囲の環境を客

観的に把握し、課題の背景や望ましい行動を習得するための手がかりを検討する。 

a) 
行動科学に基づく技法を用いて、対象障害者のパフォーマンスを客観的に測定す

る方法を検討する。 

b) 
課題となっている状況や言動を把握・整理し、改善案を検討するため、その行動

が起きる状況、頻度、起きた結果を整理する。 

 

イ 医学・心理学的知見に基づく体調・ストレス・健康アセスメント技術 

□ 医学・心理学の知見を基に、障害者の特性、ストレス要因による反応、就労意欲の低下

と障害・症状の影響を分析している。 

a) 
障害・疾病の特性や症状・原因・予後等の基本的知識を有し、対象障害者の言動

からその人の特徴や状態を推定する。 

b) 
ストレスが生じるメカニズムに関する基本的知識を有し、精神疾患による症状と

職場環境等のストレス要因による反応とを識別する。 

c) 就労意欲の低下と障害・症状による影響とを識別し、見立てる。 

 

ウ アセスメントに必要な情報収集の技術 

□ 障害者本人・家族・関係機関からの情報を適切に収集し、障害者本人の強みや課題を明

確化している。 

a) 本人の同意を得たうえで、家族や関係機関から必要な情報を収集する。 

b) 
主治医からの情報 1) を得て、障害者本人の現在の状態、予後や今後の治療方針

等を把握する。 

c) 
履歴書、職務経歴書等の資料をもとに、障害者本人のこれまでの経歴を確認し、

強みとなりうる点や想定される課題とその背景等を見立てる。 

1) 通院同行等により直接やりとりする方法の他、診断書・意見書、本人を介した情報共有等

が考えられる 

 

エ 専門的ツールや手法を用いたアセスメントの技術 

□ 様々なツールや検査、行動観察を活用して、障害者の職業的・心理的・対人的な特性を

明確にし、必要な支援を検討している。 

a) 様々な評価ツール 1) に関する情報を収集し、使用する。 

b) 定量的ツール 2) の有効性と限界を理解して活用する。 

c) 関係機関で実施された心理検査・職業適性検査等の結果の報告書を元に、本人の

 

状態像や特性・能力を把握する。 

d) 
実際の職場に近い作業課題・作業環境を設定し（場面見本法）、職場での対人技能

や適応的な作業種や環境、必要な支援をアセスメントする。 

1) 各種アセスメントシートやチェックリスト等が該当する。 

2) 職業適性検査（GATB 等）、興味検査（VRT、VPI 等）、ワークサンプル法、心理検査（神経心

理学的検査、性格検査等）等を指す。 

 

Ⅳ－３ 就労支援のプランニングスキル 

ア 障害者の就労支援計画策定に必要なスキル・知識 

□ 総合的なアセスメント結果を基に目標と段階的な計画を示し、必要な情報提供・提案を

行った上で、本人の主体的な意思決定に基づき支援計画を策定している。 

a) 
診断名や障害名にとらわれず、総合的なアセスメント情報に基づき職業選択の可

能性や課題の背景を論理的に検討する。 

b) 
アセスメント結果に基づいた目標と段階的な計画を示し、障害者本人や関係者と

共有する。 

c) 

目標達成に向けて必要な技能や準備事項、有効なサポート環境 1) を明確にし、

支援サービス 2) 、ツール 3) の活用や課題への対処方法 4) に関する情報提供・提

案を行う。 

d) 本人の主体的な意思決定に基づき計画を策定する。 

1) 例えば、相談しやすい環境、刺激が少ない環境、1つ 1つ教えてもらう等が考えられる。 

2) 障害福祉サービスの他、職業訓練、基礎訓練、職業準備訓練、ジョブコーチ支援の利用等

が考えられる。 

3) 就労支援機器、アプリ、手帳等の活用が考えられる。 

4) 例えば、メモの取り方、周囲への相談の仕方、作業確認の仕方等が考えられる。 

 

Ⅴ 障害者の自己理解・自己選択・自己決定の支援                      

 職業や支援サービス等を障害者が自己選択・自己決定できるよう支援することが重要である。

そのためには自己理解を深める支援が必要であるが、就労支援においては、カウンセリング、体

験と振り返り、グループワークといった手法を用いて、職業との関連の中での自己を探求できる

よう支援する必要がある。 

Ⅴ－１ 自己理解の支援技法と支援スキル 

ア 障害者の自己探求を促進する支援技法の活用 

□ 障害者が自分自身を深く理解するため、様々な気づきが得られるよう、カウンセリング、

体験と振り返り、グループワークなどの支援技法を活用している。 

a) 内省を促す、解釈、要約等のカウンセリングの技法を用いて、障害者本人の自己
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Ⅳ－２ アセスメントに必要な知識とスキル 

ア 行動科学に基づくアセスメント技術 

□ 行動科学の知識に基づいて、対象障害者の行動と行動の生起に関連する周囲の環境を客

観的に把握し、課題の背景や望ましい行動を習得するための手がかりを検討する。 

a) 
行動科学に基づく技法を用いて、対象障害者のパフォーマンスを客観的に測定す

る方法を検討する。 

b) 
課題となっている状況や言動を把握・整理し、改善案を検討するため、その行動

が起きる状況、頻度、起きた結果を整理する。 

 

イ 医学・心理学的知見に基づく体調・ストレス・健康アセスメント技術 

□ 医学・心理学の知見を基に、障害者の特性、ストレス要因による反応、就労意欲の低下

と障害・症状の影響を分析している。 

a) 
障害・疾病の特性や症状・原因・予後等の基本的知識を有し、対象障害者の言動

からその人の特徴や状態を推定する。 

b) 
ストレスが生じるメカニズムに関する基本的知識を有し、精神疾患による症状と

職場環境等のストレス要因による反応とを識別する。 

c) 就労意欲の低下と障害・症状による影響とを識別し、見立てる。 

 

ウ アセスメントに必要な情報収集の技術 

□ 障害者本人・家族・関係機関からの情報を適切に収集し、障害者本人の強みや課題を明

確化している。 

a) 本人の同意を得たうえで、家族や関係機関から必要な情報を収集する。 

b) 
主治医からの情報 1) を得て、障害者本人の現在の状態、予後や今後の治療方針

等を把握する。 

c) 
履歴書、職務経歴書等の資料をもとに、障害者本人のこれまでの経歴を確認し、

強みとなりうる点や想定される課題とその背景等を見立てる。 

1) 通院同行等により直接やりとりする方法の他、診断書・意見書、本人を介した情報共有等

が考えられる 

 

エ 専門的ツールや手法を用いたアセスメントの技術 

□ 様々なツールや検査、行動観察を活用して、障害者の職業的・心理的・対人的な特性を

明確にし、必要な支援を検討している。 

a) 様々な評価ツール 1) に関する情報を収集し、使用する。 

b) 定量的ツール 2) の有効性と限界を理解して活用する。 

c) 関係機関で実施された心理検査・職業適性検査等の結果の報告書を元に、本人の

 

状態像や特性・能力を把握する。 

d) 
実際の職場に近い作業課題・作業環境を設定し（場面見本法）、職場での対人技能

や適応的な作業種や環境、必要な支援をアセスメントする。 

1) 各種アセスメントシートやチェックリスト等が該当する。 

2) 職業適性検査（GATB 等）、興味検査（VRT、VPI 等）、ワークサンプル法、心理検査（神経心

理学的検査、性格検査等）等を指す。 

 

Ⅳ－３ 就労支援のプランニングスキル 

ア 障害者の就労支援計画策定に必要なスキル・知識 

□ 総合的なアセスメント結果を基に目標と段階的な計画を示し、必要な情報提供・提案を

行った上で、本人の主体的な意思決定に基づき支援計画を策定している。 

a) 
診断名や障害名にとらわれず、総合的なアセスメント情報に基づき職業選択の可

能性や課題の背景を論理的に検討する。 

b) 
アセスメント結果に基づいた目標と段階的な計画を示し、障害者本人や関係者と

共有する。 

c) 

目標達成に向けて必要な技能や準備事項、有効なサポート環境 1) を明確にし、

支援サービス 2) 、ツール 3) の活用や課題への対処方法 4) に関する情報提供・提

案を行う。 

d) 本人の主体的な意思決定に基づき計画を策定する。 

1) 例えば、相談しやすい環境、刺激が少ない環境、1つ 1つ教えてもらう等が考えられる。 

2) 障害福祉サービスの他、職業訓練、基礎訓練、職業準備訓練、ジョブコーチ支援の利用等

が考えられる。 

3) 就労支援機器、アプリ、手帳等の活用が考えられる。 

4) 例えば、メモの取り方、周囲への相談の仕方、作業確認の仕方等が考えられる。 

 

Ⅴ 障害者の自己理解・自己選択・自己決定の支援                      

 職業や支援サービス等を障害者が自己選択・自己決定できるよう支援することが重要である。

そのためには自己理解を深める支援が必要であるが、就労支援においては、カウンセリング、体

験と振り返り、グループワークといった手法を用いて、職業との関連の中での自己を探求できる

よう支援する必要がある。 

Ⅴ－１ 自己理解の支援技法と支援スキル 

ア 障害者の自己探求を促進する支援技法の活用 

□ 障害者が自分自身を深く理解するため、様々な気づきが得られるよう、カウンセリング、

体験と振り返り、グループワークなどの支援技法を活用している。 

a) 内省を促す、解釈、要約等のカウンセリングの技法を用いて、障害者本人の自己
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探求を促進する。 

b) 障害者が自分自身の強みと課題に気づけるよう、体験と振り返りの支援を行う。 

c) 
グループワークを実施して、様々な意見やグループメンバーの言動から、自分自

身に関する気づきが得られるよう支援する。 

 

イ 職業との関係の中での自己の理解を深める支援技術 

□ 障害者が自分に合った働き方を見つけ、課題を克服するため、職業と自己に関する理解

を深めるための支援を行っている。 

a) 
様々な仕事・働き方についての理解を深め、そのメリット・デメリットを本人と

ともに整理する相談を行う。 

b) 
働く希望や目標の達成に向けて課題となる内的要因（スキル不足など）や外的要

因（景気の悪化など）について整理する相談を行う。 

 

Ⅴ－２ 自己選択・自己決定の支援スキル  

ア 障害者支援における自己選択・自己決定の促進 

□ 障害者本人との協働関係を築き、情報整理の工夫やカウンセリング技法を効果的に活用

することで、自己選択・自己決定を支援している。 

a) 
障害者本人と協働関係 1) を築き、インフォームド・チョイス 2) 、自己決定、積

極的参加を促す支援を行う。 

b) 
外在化 3) 等の手法を用いて障害者本人の考えを整理し、選択・決定を可能にす

る。 

c) 動機付け面接 4) の基本を理解して、相談において活用する。 

1) 支援者と支援対象者がチームとなり、協働して問題に取組む関係。 

2) 支援内容、支援効果、デメリット、別の方法などについて十分な説明を受け、障害者本人

が十分に理解した上で、本人の意思で支援・サービスを選択すること。 

3) 問題を当事者の外に置くこと。具体的には、問題・悩みを紙等に書き出してみる、自分で

はないものに例えてみる、第三者の立場になってもらい解決策を考える等が挙げられる。 

4) 変化への動機づけを本人の中から引き出し、強めるためのカウンセリング・スタイル。就

労支援においては、課題対処の手段活用の動機付けを高める、就労への動機づけを高める

等の活用が考えられる。 

 

Ⅵ 障害者の社会的行動や自己管理のスキル習得の支援                    

 障害者の雇用や職場適応の可能性を広げるため、働く上で必要な社会的行動や体調管理などに

関するスキルの習得・向上に向けた支援を、医学・心理学等の知見に基づき提供する必要がある。 

 

 

Ⅵ－１ 障害者の社会的行動スキル習得支援 

ア 行動科学に基づくスキル習得・行動形成の支援技術 

□ 行動科学に基づく技法を使い、望ましい行動の生起頻度を高める支援をしている。 

a) 
応用行動分析の技法を理解し、シェーピング 1) 、リハーサル 2) 、モデリング 3) 、

環境調整などを効果的に用いる。 

b) 
環境・周囲から自然に得られる手がかりやサポート（プロンプト）4) に着目し、

活用する。 

c) 
行動形成（課題への対応）が確認できたら、段階的にフェードアウトする方法や

タイミングを計画する。 

1) 目標とする行動に徐々に近づくように、行動を細かく設定し、段階的に行動形成していく

手法。 

2) 特定の行動を何度か繰り返し、練習すること。 

3) 支援者・指導者や周囲の者がモデルとなって見本となる行動を実際に示すこと。 

4) 行動が生起する直前に提示され、行動の生起頻度を高める刺激。いわゆる「ヒント」。例え

ば、休憩の必要性を気づかせるベルの音、確認を促す同僚からの言葉かけ等。 

 

イ 職場での振る舞い・コミュニケーション・問題解決スキルの支援技術 

□ 障害者の雇用や職場適応の可能性を広げるために、職場で必要な振る舞いやコミュニケ

ーション・問題解決スキルの習得を支援している。 

a) 職場での望ましいマナーや振る舞いを分かり易く説明する。 

b) 
企業や官公庁で働くことと、学校生活又は福祉的就労で求められることの違いを

説明する。 

c) 
SST の技法 1) を用いて、コミュニケーションスキルの習得を個別またはグループ

で支援する。 

d) 
問題解決スキル 2) の習得を支援し、障害者本人が問題を整理し、解決策を見つ

けられるようにする。 

1) ソーシャル・スキルス・トレーニング。対人場面をはじめとした社会的場面で自身が望む

結果が得られるようなスキルを身に着けることを目的としている。認知行動療法を基盤と

した訓練パッケージであり、原則少人数のグループで行われるが、支援者との 1対 1で行

う場合もある。 

2) 問題となっている状況や原因を整理し、解決策を見出すスキル 

 

ウ 金銭の自己管理支援 

□ 障害者が自立した生活を送るために、適切に金銭管理が行えるよう、助言や情報提供を

行っている。 
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探求を促進する。 

b) 障害者が自分自身の強みと課題に気づけるよう、体験と振り返りの支援を行う。 

c) 
グループワークを実施して、様々な意見やグループメンバーの言動から、自分自

身に関する気づきが得られるよう支援する。 

 

イ 職業との関係の中での自己の理解を深める支援技術 

□ 障害者が自分に合った働き方を見つけ、課題を克服するため、職業と自己に関する理解

を深めるための支援を行っている。 

a) 
様々な仕事・働き方についての理解を深め、そのメリット・デメリットを本人と

ともに整理する相談を行う。 

b) 
働く希望や目標の達成に向けて課題となる内的要因（スキル不足など）や外的要

因（景気の悪化など）について整理する相談を行う。 

 

Ⅴ－２ 自己選択・自己決定の支援スキル  

ア 障害者支援における自己選択・自己決定の促進 

□ 障害者本人との協働関係を築き、情報整理の工夫やカウンセリング技法を効果的に活用

することで、自己選択・自己決定を支援している。 

a) 
障害者本人と協働関係 1) を築き、インフォームド・チョイス 2) 、自己決定、積

極的参加を促す支援を行う。 

b) 
外在化 3) 等の手法を用いて障害者本人の考えを整理し、選択・決定を可能にす

る。 

c) 動機付け面接 4) の基本を理解して、相談において活用する。 

1) 支援者と支援対象者がチームとなり、協働して問題に取組む関係。 

2) 支援内容、支援効果、デメリット、別の方法などについて十分な説明を受け、障害者本人

が十分に理解した上で、本人の意思で支援・サービスを選択すること。 

3) 問題を当事者の外に置くこと。具体的には、問題・悩みを紙等に書き出してみる、自分で

はないものに例えてみる、第三者の立場になってもらい解決策を考える等が挙げられる。 

4) 変化への動機づけを本人の中から引き出し、強めるためのカウンセリング・スタイル。就

労支援においては、課題対処の手段活用の動機付けを高める、就労への動機づけを高める

等の活用が考えられる。 

 

Ⅵ 障害者の社会的行動や自己管理のスキル習得の支援                    

 障害者の雇用や職場適応の可能性を広げるため、働く上で必要な社会的行動や体調管理などに

関するスキルの習得・向上に向けた支援を、医学・心理学等の知見に基づき提供する必要がある。 

 

 

Ⅵ－１ 障害者の社会的行動スキル習得支援 

ア 行動科学に基づくスキル習得・行動形成の支援技術 

□ 行動科学に基づく技法を使い、望ましい行動の生起頻度を高める支援をしている。 

a) 
応用行動分析の技法を理解し、シェーピング 1) 、リハーサル 2) 、モデリング 3) 、

環境調整などを効果的に用いる。 

b) 
環境・周囲から自然に得られる手がかりやサポート（プロンプト）4) に着目し、

活用する。 

c) 
行動形成（課題への対応）が確認できたら、段階的にフェードアウトする方法や

タイミングを計画する。 

1) 目標とする行動に徐々に近づくように、行動を細かく設定し、段階的に行動形成していく

手法。 

2) 特定の行動を何度か繰り返し、練習すること。 

3) 支援者・指導者や周囲の者がモデルとなって見本となる行動を実際に示すこと。 

4) 行動が生起する直前に提示され、行動の生起頻度を高める刺激。いわゆる「ヒント」。例え

ば、休憩の必要性を気づかせるベルの音、確認を促す同僚からの言葉かけ等。 

 

イ 職場での振る舞い・コミュニケーション・問題解決スキルの支援技術 

□ 障害者の雇用や職場適応の可能性を広げるために、職場で必要な振る舞いやコミュニケ

ーション・問題解決スキルの習得を支援している。 

a) 職場での望ましいマナーや振る舞いを分かり易く説明する。 

b) 
企業や官公庁で働くことと、学校生活又は福祉的就労で求められることの違いを

説明する。 

c) 
SST の技法 1) を用いて、コミュニケーションスキルの習得を個別またはグループ

で支援する。 

d) 
問題解決スキル 2) の習得を支援し、障害者本人が問題を整理し、解決策を見つ

けられるようにする。 

1) ソーシャル・スキルス・トレーニング。対人場面をはじめとした社会的場面で自身が望む

結果が得られるようなスキルを身に着けることを目的としている。認知行動療法を基盤と

した訓練パッケージであり、原則少人数のグループで行われるが、支援者との 1対 1で行

う場合もある。 

2) 問題となっている状況や原因を整理し、解決策を見出すスキル 

 

ウ 金銭の自己管理支援 

□ 障害者が自立した生活を送るために、適切に金銭管理が行えるよう、助言や情報提供を

行っている。 
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a) 
金銭管理を適切に行えるよう、家計簿のつけ方や計画的なお金の使い方などを助

言・指導する。 

b) 必要に応じて、日常生活自立支援事業などの社会資源の活用を勧める。 

 

Ⅵ－２ 障害者の体調自己管理の支援 

ア 医学・心理学に基づく体調管理支援技術 

□ 健康的な生活習慣を維持し、メンタルヘルスの管理をするために、医学・心理学の知見

に基づいた支援を提供している。 

a) 
障害者本人が自分にとってのストレスを理解し、対処できるよう、心理教育及び

カウンセリング技法等を活用した支援を行う。 

b) 
心理教育や活動記録表などを活用した相談により、睡眠・食生活・運動などの生

活習慣とメンタルヘルスに関する気づきを高める支援をする。 

c) 
主治医等の意見や医学・心理学の知見を踏まえ、メンタルヘルス不調への対処に

関する助言をする。 

 

Ⅶ 障害者の就職活動と就職への移行場面の支援                       

 障害者の就職活動や職場への移行を支援するため、求人選択支援や応募書類作成、面接対策支

援の技術が必要である。また、自立した社会参加を支援するため、就職後の配慮や環境整備、通

勤支援の支援技術が必要である。 

Ⅶ－１ 障害者の就職支援技術 

ア 障害者の求人選択支援 

□ 障害者本人が自分に合った求人を自己選択できるよう、求人情報の収集方法や収集した

求人情報を整理する支援を行っている。 

a) 
ハローワークや民間機関、ソーシャルメディアなどの求人情報を活用し、障害者

本人に適した情報を提供する。 

b) 求人情報を障害者本人自ら検索できるよう、その方法を説明する。 

c) 職業リハビリテーション機関 1) と連携して、職場開拓を行う。 

d) 
障害者本人の希望・適性と求人情報とを照らし合わせた整理を一緒に行い、求人

の自己選択をサポートする。 

1) ここでは、ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターを指

す。 

 

イ 障害者の開示/非開示に関する意思決定支援 

□ 障害者本人が自らの障害の開示・非開示について、メリット・デメリットを踏まえて意

思決定ができるよう支援している。また、開示する場合の事業主への適切な説明方法を

 

アドバイスしている。 

a) 
障害者本人が、障害を開示するメリット・デメリットを整理し、意思決定できる

よう支援する。 

b) 
障害の開示を希望する場合は、事業主に対する特性や配慮事項の適切な説明方法 1) 

をアドバイスする。 

1) 簡潔で、真意が伝わる、誤解を生まない説明方法。 

 

ウ 障害者の求職活動の支援 

□ アピール・ポイントや必要なサポート・配慮が適切に伝わるよう、応募書類の作成や面

接の受け方に関する助言・支援を行っている。 

a) 
アピール・ポイントと必要なサポート・配慮が適切に伝わるよう、応募書類の作

成に係る助言・サポートをする。 

b) 
採用面接を想定したシミュレーションを行い、自己 PR の方法や面接官からの質

問への答え方を練習する支援を実施する。 

 

エ 障害者の求職活動に係る職場見学・職場実習等の支援 

□ 障害者が自分に合った職場実習を行い、サポートや環境を整えるための支援を行ってい

る。 

a) 
障害者本人に、職場見学や職場実習等の目的や内容を説明し、実施の意向を確認

する。 

b) 障害者本人の興味や希望に合わせて職場見学・実習の場を開拓する。 

c) 企業に対して、職場実習の目的やメリットを説明し、実施の交渉と調整をする。 

d) 
職場実習の実施にあたって労働災害や賃金の問題に留意し、適切な制度の活用や

企業への説明を行う。 

e) 
職場実習等の振り返りを障害者本人、家族、事業主等と行い、今後の働き方や必

要なサポート・環境等を整理する。 

 

Ⅶ－２ 自立した社会参加を促進する職場への移行の支援 

ア 就職後の配慮・環境整備の支援技術 

□ 障害者と事業主の双方に益となる適応策（配慮事項）について、双方の話合いにおいて

調整している。 

a) 
障害者・事業主双方の希望やニーズ 1) を確認し、必要な配慮・サポートを検討す

る。 

b) 
障害者本人に対して、事業主に要求可能な仕事上の配慮の選択肢を提案し、本人

が主体的に選択できるよう支援する。 
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a) 
金銭管理を適切に行えるよう、家計簿のつけ方や計画的なお金の使い方などを助

言・指導する。 

b) 必要に応じて、日常生活自立支援事業などの社会資源の活用を勧める。 

 

Ⅵ－２ 障害者の体調自己管理の支援 

ア 医学・心理学に基づく体調管理支援技術 

□ 健康的な生活習慣を維持し、メンタルヘルスの管理をするために、医学・心理学の知見

に基づいた支援を提供している。 

a) 
障害者本人が自分にとってのストレスを理解し、対処できるよう、心理教育及び

カウンセリング技法等を活用した支援を行う。 

b) 
心理教育や活動記録表などを活用した相談により、睡眠・食生活・運動などの生

活習慣とメンタルヘルスに関する気づきを高める支援をする。 

c) 
主治医等の意見や医学・心理学の知見を踏まえ、メンタルヘルス不調への対処に

関する助言をする。 

 

Ⅶ 障害者の就職活動と就職への移行場面の支援                       

 障害者の就職活動や職場への移行を支援するため、求人選択支援や応募書類作成、面接対策支

援の技術が必要である。また、自立した社会参加を支援するため、就職後の配慮や環境整備、通

勤支援の支援技術が必要である。 

Ⅶ－１ 障害者の就職支援技術 

ア 障害者の求人選択支援 

□ 障害者本人が自分に合った求人を自己選択できるよう、求人情報の収集方法や収集した

求人情報を整理する支援を行っている。 

a) 
ハローワークや民間機関、ソーシャルメディアなどの求人情報を活用し、障害者

本人に適した情報を提供する。 

b) 求人情報を障害者本人自ら検索できるよう、その方法を説明する。 

c) 職業リハビリテーション機関 1) と連携して、職場開拓を行う。 

d) 
障害者本人の希望・適性と求人情報とを照らし合わせた整理を一緒に行い、求人

の自己選択をサポートする。 

1) ここでは、ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターを指

す。 

 

イ 障害者の開示/非開示に関する意思決定支援 

□ 障害者本人が自らの障害の開示・非開示について、メリット・デメリットを踏まえて意

思決定ができるよう支援している。また、開示する場合の事業主への適切な説明方法を

 

アドバイスしている。 

a) 
障害者本人が、障害を開示するメリット・デメリットを整理し、意思決定できる

よう支援する。 

b) 
障害の開示を希望する場合は、事業主に対する特性や配慮事項の適切な説明方法 1) 

をアドバイスする。 

1) 簡潔で、真意が伝わる、誤解を生まない説明方法。 

 

ウ 障害者の求職活動の支援 

□ アピール・ポイントや必要なサポート・配慮が適切に伝わるよう、応募書類の作成や面

接の受け方に関する助言・支援を行っている。 

a) 
アピール・ポイントと必要なサポート・配慮が適切に伝わるよう、応募書類の作

成に係る助言・サポートをする。 

b) 
採用面接を想定したシミュレーションを行い、自己 PR の方法や面接官からの質

問への答え方を練習する支援を実施する。 

 

エ 障害者の求職活動に係る職場見学・職場実習等の支援 

□ 障害者が自分に合った職場実習を行い、サポートや環境を整えるための支援を行ってい

る。 

a) 
障害者本人に、職場見学や職場実習等の目的や内容を説明し、実施の意向を確認

する。 

b) 障害者本人の興味や希望に合わせて職場見学・実習の場を開拓する。 

c) 企業に対して、職場実習の目的やメリットを説明し、実施の交渉と調整をする。 

d) 
職場実習の実施にあたって労働災害や賃金の問題に留意し、適切な制度の活用や

企業への説明を行う。 

e) 
職場実習等の振り返りを障害者本人、家族、事業主等と行い、今後の働き方や必

要なサポート・環境等を整理する。 

 

Ⅶ－２ 自立した社会参加を促進する職場への移行の支援 

ア 就職後の配慮・環境整備の支援技術 

□ 障害者と事業主の双方に益となる適応策（配慮事項）について、双方の話合いにおいて

調整している。 

a) 
障害者・事業主双方の希望やニーズ 1) を確認し、必要な配慮・サポートを検討す

る。 

b) 
障害者本人に対して、事業主に要求可能な仕事上の配慮の選択肢を提案し、本人

が主体的に選択できるよう支援する。 
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c) 
障害者と事業主を交えて、懸念事項について話し合い、双方にとって過度な負担

がない合理的な適応策を提案する。 

d) 
障害者本人だけでなく、一緒に働く従業員にとっても働きやすい方法・工夫を検

討し、提案する。 

e) 就労支援機器や IT・ICT 技術 2) の活用について提案する。 

f) 
職場定着のためのリソース 3) 活用を判断し、必要な場合は支援をコーディネー

トする。 

1) 勤務時間、業務内容、作業場所、休憩時間などの希望やニーズを指す。 

2) 画面読み上げソフト、補聴システム、イヤーマフ、その他の PC ソフトやスマホアプリ等。 

3) ジョブコーチ支援等を指す。 

 

イ 障害者の通勤支援 

□ 通勤経路や交通手段の利用についての説明や通勤支援を行い、自立した職業生活を支援

している。 

a) 通勤経路や交通手段について提案・説明する。 

b) 通勤支援を実施又は実施する社会資源を紹介する。 

 

Ⅷ 障害者の職場適応と生活支援                              

 障害者の職場適応や定着、継続的な職業生活を支援するため、生産性向上やナチュラルサポー

トの形成などの支援が重要である。また、障害者の生活のバランスや将来の生活設計に関わる支

援も重要である。障害者の職場適応や生活面における支援や情報提供を通じて、障害者が職業生

活を継続し、充実した生活を送るための支援が求められる。 

Ⅷ－１ 障害者の職場適応を支援する技術 

ア 障害者雇用における生産性向上と安定した職場適応のための支援技術 

□ 障害のある従業員が職場において生産性を高め、精神的に安定した働き方ができるよう、

職場の管理者や同僚 1) と協力して適応・定着の方法を検討している。 

a) 
職場の管理者や同僚と協力して、障害のある従業員の生産性/効率を高める方法

を検討する。 

b) 
職場のストレスや不安を軽減するための方法について、管理者や同僚と協力して

検討する。 

c) 
障害者本人が自ら周囲に援助要請 2) ができるよう、障害者本人と職場の管理者

が直接話し合う場を促進する。 

d) 
職場での変化 3) に対応できるよう、障害のある従業員が対応できる方法を検討

する。 

1) 必要に応じて人事担当者、障害者雇用担当者等を含む 

 

2) 自分から困ったことを相談すること 

3) 自分自身や管理者・同僚の異動、指示系統の複雑化、職務の追加、業務スケジュールの変

化等 

 

イ 職場適応支援のためのアドバイス・提案の技術 

□ 障害者が職場で適応的な行動がとれるように、職場の文化・ルール・期待される態度に

ついて、職場の観察や聞き取りを通して情報収集し、分かりやすく助言・提案している。 

a) 
職場の文化・暗黙のルールや期待される態度を、観察や関係者からの聞き取りな

どで把握する。 

b) 
職場のルールやマナー、適切な振る舞い方について、理由を丁寧に説明し、具体

的な例を交えて障害者が理解できるように伝える。 

 

ウ ナチュラルサポート 1) の形成に向けた職場適応支援技術 

□ 職場のキーパーソン 2) を特定し、同僚・上司の関わりを促し、ナチュラルサポートが形

成された段階で、支援者が専門的な支援を計画的にフェードアウトしている。 

a) 職場のキーパーソンを場面観察や関係者の情報から特定する。 

b) 
同僚・上司に関わり方の見本を示すこと、解説、相談、研修を通じて障害のある

従業員への直接的な関わりを促進する。 

c) 
障害のある従業員が職場に適応し、ナチュラルサポートが形成された段階で、支

援者が計画的に専門的な支援をフェードアウトする。 

1) ここでは、「障害のある人に対して、職場の上司や同僚が直接提供するサポート」（文献 5)

を指す。 

2) ここでは、障害者が仕事を行うにあたって力になってくれる同僚・上司を指す。 

 

エ フォローアップに必要な技術・スキル  

□ 定期的な職場訪問や情報共有などのフォローアップを行い、現状と目標を整理し、必要

な支援を提案・実施している。 

a) 
定期的な職場訪問による状況確認を実施し、障害のある従業員の職務遂行状況と

サポート環境をアセスメントする。 

b) 
今後のキャリアアップ等の目標とそのために必要な段階を、障害者本人や事業主

と共に整理する。 

c) 
障害者本人、事業主、家族、関係機関と情報を共有し、必要な支援について意見

交換する。 

d) 
支援者としての役割・限界を理解し、社会資源を活用しながら、長期的な支援を

提供する方法を検討・提案・実施する。 
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c) 
障害者と事業主を交えて、懸念事項について話し合い、双方にとって過度な負担

がない合理的な適応策を提案する。 

d) 
障害者本人だけでなく、一緒に働く従業員にとっても働きやすい方法・工夫を検

討し、提案する。 

e) 就労支援機器や IT・ICT 技術 2) の活用について提案する。 

f) 
職場定着のためのリソース 3) 活用を判断し、必要な場合は支援をコーディネー

トする。 

1) 勤務時間、業務内容、作業場所、休憩時間などの希望やニーズを指す。 

2) 画面読み上げソフト、補聴システム、イヤーマフ、その他の PC ソフトやスマホアプリ等。 

3) ジョブコーチ支援等を指す。 

 

イ 障害者の通勤支援 

□ 通勤経路や交通手段の利用についての説明や通勤支援を行い、自立した職業生活を支援

している。 

a) 通勤経路や交通手段について提案・説明する。 

b) 通勤支援を実施又は実施する社会資源を紹介する。 

 

Ⅷ 障害者の職場適応と生活支援                              

 障害者の職場適応や定着、継続的な職業生活を支援するため、生産性向上やナチュラルサポー

トの形成などの支援が重要である。また、障害者の生活のバランスや将来の生活設計に関わる支

援も重要である。障害者の職場適応や生活面における支援や情報提供を通じて、障害者が職業生

活を継続し、充実した生活を送るための支援が求められる。 

Ⅷ－１ 障害者の職場適応を支援する技術 

ア 障害者雇用における生産性向上と安定した職場適応のための支援技術 

□ 障害のある従業員が職場において生産性を高め、精神的に安定した働き方ができるよう、

職場の管理者や同僚 1) と協力して適応・定着の方法を検討している。 

a) 
職場の管理者や同僚と協力して、障害のある従業員の生産性/効率を高める方法

を検討する。 

b) 
職場のストレスや不安を軽減するための方法について、管理者や同僚と協力して

検討する。 

c) 
障害者本人が自ら周囲に援助要請 2) ができるよう、障害者本人と職場の管理者

が直接話し合う場を促進する。 

d) 
職場での変化 3) に対応できるよう、障害のある従業員が対応できる方法を検討

する。 

1) 必要に応じて人事担当者、障害者雇用担当者等を含む 

 

2) 自分から困ったことを相談すること 

3) 自分自身や管理者・同僚の異動、指示系統の複雑化、職務の追加、業務スケジュールの変

化等 

 

イ 職場適応支援のためのアドバイス・提案の技術 

□ 障害者が職場で適応的な行動がとれるように、職場の文化・ルール・期待される態度に

ついて、職場の観察や聞き取りを通して情報収集し、分かりやすく助言・提案している。 

a) 
職場の文化・暗黙のルールや期待される態度を、観察や関係者からの聞き取りな

どで把握する。 

b) 
職場のルールやマナー、適切な振る舞い方について、理由を丁寧に説明し、具体

的な例を交えて障害者が理解できるように伝える。 

 

ウ ナチュラルサポート 1) の形成に向けた職場適応支援技術 

□ 職場のキーパーソン 2) を特定し、同僚・上司の関わりを促し、ナチュラルサポートが形

成された段階で、支援者が専門的な支援を計画的にフェードアウトしている。 

a) 職場のキーパーソンを場面観察や関係者の情報から特定する。 

b) 
同僚・上司に関わり方の見本を示すこと、解説、相談、研修を通じて障害のある

従業員への直接的な関わりを促進する。 

c) 
障害のある従業員が職場に適応し、ナチュラルサポートが形成された段階で、支

援者が計画的に専門的な支援をフェードアウトする。 

1) ここでは、「障害のある人に対して、職場の上司や同僚が直接提供するサポート」（文献 5)

を指す。 

2) ここでは、障害者が仕事を行うにあたって力になってくれる同僚・上司を指す。 

 

エ フォローアップに必要な技術・スキル  

□ 定期的な職場訪問や情報共有などのフォローアップを行い、現状と目標を整理し、必要

な支援を提案・実施している。 

a) 
定期的な職場訪問による状況確認を実施し、障害のある従業員の職務遂行状況と

サポート環境をアセスメントする。 

b) 
今後のキャリアアップ等の目標とそのために必要な段階を、障害者本人や事業主

と共に整理する。 

c) 
障害者本人、事業主、家族、関係機関と情報を共有し、必要な支援について意見

交換する。 

d) 
支援者としての役割・限界を理解し、社会資源を活用しながら、長期的な支援を

提供する方法を検討・提案・実施する。 

－ 233 －



 

 

オ 休職者の職場復帰支援の技術 

□ 休職者と事業主との話し合いを通じて、プログラムの活用や受け入れ態勢について調整

を行い、円滑な職場復帰に向けた道筋を立てている。 

a) 休職者と事業主双方と話し合い、職場復帰の道筋を調整する。 

b) 
休職者の円滑な職場復帰のため、復職支援やリハビリ出勤等のプログラムを提

案、実施に向けた助言・調整を行う。 

c) 
休職者の職場復帰後の受け入れ体制や必要なサポートについて事業主や職場の

管理者と話し合う。 

 

カ 障害者の円滑な退職支援の技術 

□ 障害者が仕事を辞める必要が生じた場合、適切な方法で円滑に退職するための支援を行

っている。 

a) 
障害者本人が仕事を辞める必要があるときに、退職に係る適切な方法について助

言する。 

b) 障害者本人の意向や状況に応じて、退職後のサポート資源の情報を提供する。 

 

Ⅷ－２ 障害者の生活を支援する技術 

ア 障害者のワークライフバランスと生活の充実のための支援技術 

□ 障害者にとっての仕事とプライベートのバランスを見つけ、生活を充実するために必要

な支援技術を有している。 

a) 障害者本人が、仕事とプライベートのバランスを見つけていけるよう相談する。 

b) 
プライベートな活動 1) が仕事にどのような影響を与えるかを理解できるように

助言する。 

c) 必要に応じて、当事者・在職者の交流や情報交換の機会を紹介する。 

d) 
生活や通勤のニーズに合った住居の確保に向けて、手続きに係る情報提供や、福

祉サービス 2) 利用に向けた相談窓口の紹介を行う。 

1) 家事、家族とのトラブル、余暇活動等を指す。 

2) グループホーム等が考えられる。 

 

イ 生活設計の相談技術 

□ 将来の生活を見据え、希望や考えを整理し、目標実現に向けたプランを一緒に立てる生

活設計の相談を行っている。 

a) 
将来の生活の目標を明確化するため、現在のニーズ、なりたい自分、重視する考

えを整理する。 

 

b) 
目標実現のための段階的なプロセスを、障害者本人と一緒に検討し、計画を立て

る。 

 

Ⅸ 障害者雇用に取り組む企業の支援                             

 障害者の雇用によって企業の成長と社会貢献が実現できることを知り、企業の不安や課題を解

消するための支援技術を有していることが重要である。障害者雇用を促進するための事業主支援

の手法と技術、障害者の特性やニーズを考慮した業務マッチングや職務マニュアル作成支援など

を通じて、障害者と職場双方の成長に繋がる環境づくりを行う知識とスキルが求められる。 

Ⅸ－１ 障害者雇用に向けた事業主支援の手法と技術 

ア 障害者雇用に関する情報提供とニーズ把握の支援技術 

□ 事業主の障害者雇用に関するニーズを把握した上で、ニーズに応じて障害者雇用の意義、

実例、支援制度、支援サービス等の有益な情報を提供している。 

a) 
事業所の視察や様々な情報交換の場を通じて、障害者雇用に関する企業の実態と

ニーズ 1) を把握する。 

b) 事業主に、障害者雇用の実例・支援制度・支援サービスに関する情報を提供する。 

c) 
障害者雇用に取り組むことによる、企業にとってのメリット（生産性向上・人材

確保・ダイバーシティなど）を説明する。 

1) 障害者雇用の実態、障害者雇用への考え方や懸念等を指す。 

 

イ 障害者雇用に取り組む事業主への支援技術 

□ 障害者雇用に取り組む事業主の不安や懸念事項を解消し、障害者受け入れ体制の構築を

支援している。 

a) 
障害者雇用を進めるにあたっての事業主の不安や懸念 1) に対する方策を提案す

る。 

b) 企業の雇用計画・方針の策定に向けた相談に乗る。 

c) 事業主や従業員の理解を深めるため、障害者雇用に関する研修 2) を実施する。 

1) 適切な業務内容や配属部門、人的・物理的環境整備、従業員の理解等を指す。 

2) 障害者雇用の意義、障害特性の理解、良好な関係作り、適切な指導・関わり方等のテーマ

が考えられる。 

 

Ⅸ－２ 障害者就労支援技術の開発と提供 

ア 障害者雇用における業務マッチング支援技術 

□ 障害者に適した職場・業務の切り出し・創出を行い、事業主・職場のニーズ・職務・環

境と対象障害者とのマッチングを行っている。 

a) 事業主からの聞き取りや職場観察を行い、業務内容と人的・物理的環境を総合的
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オ 休職者の職場復帰支援の技術 

□ 休職者と事業主との話し合いを通じて、プログラムの活用や受け入れ態勢について調整

を行い、円滑な職場復帰に向けた道筋を立てている。 

a) 休職者と事業主双方と話し合い、職場復帰の道筋を調整する。 

b) 
休職者の円滑な職場復帰のため、復職支援やリハビリ出勤等のプログラムを提

案、実施に向けた助言・調整を行う。 

c) 
休職者の職場復帰後の受け入れ体制や必要なサポートについて事業主や職場の

管理者と話し合う。 

 

カ 障害者の円滑な退職支援の技術 

□ 障害者が仕事を辞める必要が生じた場合、適切な方法で円滑に退職するための支援を行

っている。 

a) 
障害者本人が仕事を辞める必要があるときに、退職に係る適切な方法について助

言する。 

b) 障害者本人の意向や状況に応じて、退職後のサポート資源の情報を提供する。 

 

Ⅷ－２ 障害者の生活を支援する技術 

ア 障害者のワークライフバランスと生活の充実のための支援技術 

□ 障害者にとっての仕事とプライベートのバランスを見つけ、生活を充実するために必要

な支援技術を有している。 

a) 障害者本人が、仕事とプライベートのバランスを見つけていけるよう相談する。 

b) 
プライベートな活動 1) が仕事にどのような影響を与えるかを理解できるように

助言する。 

c) 必要に応じて、当事者・在職者の交流や情報交換の機会を紹介する。 

d) 
生活や通勤のニーズに合った住居の確保に向けて、手続きに係る情報提供や、福

祉サービス 2) 利用に向けた相談窓口の紹介を行う。 

1) 家事、家族とのトラブル、余暇活動等を指す。 

2) グループホーム等が考えられる。 

 

イ 生活設計の相談技術 

□ 将来の生活を見据え、希望や考えを整理し、目標実現に向けたプランを一緒に立てる生

活設計の相談を行っている。 

a) 
将来の生活の目標を明確化するため、現在のニーズ、なりたい自分、重視する考

えを整理する。 

 

b) 
目標実現のための段階的なプロセスを、障害者本人と一緒に検討し、計画を立て

る。 

 

Ⅸ 障害者雇用に取り組む企業の支援                             

 障害者の雇用によって企業の成長と社会貢献が実現できることを知り、企業の不安や課題を解

消するための支援技術を有していることが重要である。障害者雇用を促進するための事業主支援

の手法と技術、障害者の特性やニーズを考慮した業務マッチングや職務マニュアル作成支援など

を通じて、障害者と職場双方の成長に繋がる環境づくりを行う知識とスキルが求められる。 

Ⅸ－１ 障害者雇用に向けた事業主支援の手法と技術 

ア 障害者雇用に関する情報提供とニーズ把握の支援技術 

□ 事業主の障害者雇用に関するニーズを把握した上で、ニーズに応じて障害者雇用の意義、

実例、支援制度、支援サービス等の有益な情報を提供している。 

a) 
事業所の視察や様々な情報交換の場を通じて、障害者雇用に関する企業の実態と

ニーズ 1) を把握する。 

b) 事業主に、障害者雇用の実例・支援制度・支援サービスに関する情報を提供する。 

c) 
障害者雇用に取り組むことによる、企業にとってのメリット（生産性向上・人材

確保・ダイバーシティなど）を説明する。 

1) 障害者雇用の実態、障害者雇用への考え方や懸念等を指す。 

 

イ 障害者雇用に取り組む事業主への支援技術 

□ 障害者雇用に取り組む事業主の不安や懸念事項を解消し、障害者受け入れ体制の構築を

支援している。 

a) 
障害者雇用を進めるにあたっての事業主の不安や懸念 1) に対する方策を提案す

る。 

b) 企業の雇用計画・方針の策定に向けた相談に乗る。 

c) 事業主や従業員の理解を深めるため、障害者雇用に関する研修 2) を実施する。 

1) 適切な業務内容や配属部門、人的・物理的環境整備、従業員の理解等を指す。 

2) 障害者雇用の意義、障害特性の理解、良好な関係作り、適切な指導・関わり方等のテーマ

が考えられる。 

 

Ⅸ－２ 障害者就労支援技術の開発と提供 

ア 障害者雇用における業務マッチング支援技術 

□ 障害者に適した職場・業務の切り出し・創出を行い、事業主・職場のニーズ・職務・環

境と対象障害者とのマッチングを行っている。 

a) 事業主からの聞き取りや職場観察を行い、業務内容と人的・物理的環境を総合的
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に見て、障害者に適した職場を特定する。 

b) 
事業主・職場関係者からの聞き取り等により、業務における課題、できれば助か

ること、今後新たに取り組みたいことを明確にする。 

c) 
配属候補の部署における業務の目的、責任、内容や求められるスキル・水準を明

確にする。 

d) 障害者の能力や特性を考慮し、求人条件 1) とのマッチングを評価する。 

e) 障害開示の意向を尊重し、対象障害者の能力・特性や興味を説明する。 

f) 
障害者と職場が共に成長できる環境の創出に向けて、職務内容の調整や変更を提

案する。 

1) 求人内容、求めているスキルや人物像、職場環境や雇用条件等を指す。 

 

イ 障害者就労支援における職務マニュアル作成支援技術 

□ 障害者の就労を円滑に進めるために、職務分析・課題分析に基づき、適切な解決策やマ

ニュアル化を提案する支援を行っている。 

a) 職務分析 1) を行う。 

b) 職務内容の課題分析 2) を行う。 

c) 
障害者の円滑な作業遂行のために、必要なスキルを明確化し、適切な解決策を提

案する。 

d) 
明確に示されていない事項（休憩の取り方・過ごし方など）やマニュアル化され

ていない作業の工程を確認し、共有する。 

e) 障害者に合わせた作業手順書やマニュアルを作成する。 

1) 職務の具体的内容、求められる水準、作業時間等をリストアップすることを指す。 

2) 職務の構成要素や具体的な手順の明確化を指す。 

 

Ⅹ 関係機関との連携と家族との協力                            

 障害者支援においては、関係機関との円滑な連携と家族の協力が鍵となる。支援力向上のため

の関係機関との連携方法や地域社会資源の活用、また家族との連携において、適切な情報共有や

肯定的な関係構築を通じて、障害者が豊かな生活を送るための支援を実施することができる。 

Ⅹ－１ 支援力向上に向けた関係機関との連携 

ア 連携体制構築の技術 

□ 利用者（障害者本人や事業主等）に必要な支援を判断し、適切な連携先を検討の上、分

かり易く紹介・説明している。また、スムーズな連携に向け、連携先に適切な情報提供

を行っている。 

a) 
利用者のニーズに応じて社会資源やプログラムを紹介し、その内容と利用方法を

利用者が理解できるように説明する。 

 

b) 対象障害者の症状の悪化や自殺念慮の問題に対して、適切な機関に繋げる。 

c) 
対象障害者の状態や服薬情報から、副作用の可能性を判断し、医療の専門家に繋

ぐ。 

d) 就労支援機器の活用が有効なケースを判断し、関係機関を紹介する。 

e) 
障害者本人の特徴や支援目標を端的に説明し、スムーズな支援の展開や情報の引

継ぎを行う。 

f) 
新たに連携する機関に、現在関わる支援機関がどのような支援を行っているかを

説明する。 

 

イ チーム支援のための関係機関との連携技術 

□ 障害者支援チームにおいて、関係機関と連携するため、ケースマネジメント 1) や教育か

ら雇用への移行の知識、ケース会議 2) の開催など、チーム支援に必要な知識やスキルを

有している。 

a) ケースマネジメントの意義・方法を理解し、関係機関との連携を行う。 

b) 教育から雇用への移行プロセスや現状 3) を理解して、教育機関との連携を行う。 

c) 様々な関係者が互いに補い合い、本人を共に支える意識をもって支援する。 

d) 関係機関と適宜連携を取り、ケースの進捗状況を共有する。 

e) 
障害者本人や関係機関を交えたケース会議を開催し、情報集約と合意形成や役割

分担の整理をする。 

1) 様々な支援ニーズのある人に対して、そのニーズ充足のため、各種支援サービスを調整・

提供し、支援ネットワークを作ることで利用者の職業生活を支える援助方法 

2) 支援対象者の課題解決及びより充実した職業生活に向けて、関係者が集まり情報共有し、

より良い支援に繋げるために行う会議 

3) 教育現場における進路指導の実態、各校の雇用への移行実績と課題等 

 

ウ 地域社会資源の情報収集と連携強化のための情報交換・関係作り 

□ 地域の社会資源を最大限に活用し、地域の支援力を向上させるために、関係機関との情

報交換や関係作りを行っている。 

a) 
社会福祉サービスや自治体、民間機関の取組など、地域の社会資源に関する情報

を収集する。 

b) 
関係機関との個別ケースの情報交換以外にも、会議や研修などの場で支援ノウハ

ウや地域の実態などを共有し、連携を強化する。 

 

Ⅹ－２ 障害者の家族等との連携 

ア 家族支援の重要性と実践方法 
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に見て、障害者に適した職場を特定する。 

b) 
事業主・職場関係者からの聞き取り等により、業務における課題、できれば助か

ること、今後新たに取り組みたいことを明確にする。 

c) 
配属候補の部署における業務の目的、責任、内容や求められるスキル・水準を明

確にする。 

d) 障害者の能力や特性を考慮し、求人条件 1) とのマッチングを評価する。 

e) 障害開示の意向を尊重し、対象障害者の能力・特性や興味を説明する。 

f) 
障害者と職場が共に成長できる環境の創出に向けて、職務内容の調整や変更を提

案する。 

1) 求人内容、求めているスキルや人物像、職場環境や雇用条件等を指す。 

 

イ 障害者就労支援における職務マニュアル作成支援技術 

□ 障害者の就労を円滑に進めるために、職務分析・課題分析に基づき、適切な解決策やマ

ニュアル化を提案する支援を行っている。 

a) 職務分析 1) を行う。 

b) 職務内容の課題分析 2) を行う。 

c) 
障害者の円滑な作業遂行のために、必要なスキルを明確化し、適切な解決策を提

案する。 

d) 
明確に示されていない事項（休憩の取り方・過ごし方など）やマニュアル化され

ていない作業の工程を確認し、共有する。 

e) 障害者に合わせた作業手順書やマニュアルを作成する。 

1) 職務の具体的内容、求められる水準、作業時間等をリストアップすることを指す。 

2) 職務の構成要素や具体的な手順の明確化を指す。 

 

Ⅹ 関係機関との連携と家族との協力                            

 障害者支援においては、関係機関との円滑な連携と家族の協力が鍵となる。支援力向上のため

の関係機関との連携方法や地域社会資源の活用、また家族との連携において、適切な情報共有や

肯定的な関係構築を通じて、障害者が豊かな生活を送るための支援を実施することができる。 

Ⅹ－１ 支援力向上に向けた関係機関との連携 

ア 連携体制構築の技術 

□ 利用者（障害者本人や事業主等）に必要な支援を判断し、適切な連携先を検討の上、分

かり易く紹介・説明している。また、スムーズな連携に向け、連携先に適切な情報提供

を行っている。 

a) 
利用者のニーズに応じて社会資源やプログラムを紹介し、その内容と利用方法を

利用者が理解できるように説明する。 

 

b) 対象障害者の症状の悪化や自殺念慮の問題に対して、適切な機関に繋げる。 

c) 
対象障害者の状態や服薬情報から、副作用の可能性を判断し、医療の専門家に繋

ぐ。 

d) 就労支援機器の活用が有効なケースを判断し、関係機関を紹介する。 

e) 
障害者本人の特徴や支援目標を端的に説明し、スムーズな支援の展開や情報の引

継ぎを行う。 

f) 
新たに連携する機関に、現在関わる支援機関がどのような支援を行っているかを

説明する。 

 

イ チーム支援のための関係機関との連携技術 

□ 障害者支援チームにおいて、関係機関と連携するため、ケースマネジメント 1) や教育か

ら雇用への移行の知識、ケース会議 2) の開催など、チーム支援に必要な知識やスキルを

有している。 

a) ケースマネジメントの意義・方法を理解し、関係機関との連携を行う。 

b) 教育から雇用への移行プロセスや現状 3) を理解して、教育機関との連携を行う。 

c) 様々な関係者が互いに補い合い、本人を共に支える意識をもって支援する。 

d) 関係機関と適宜連携を取り、ケースの進捗状況を共有する。 

e) 
障害者本人や関係機関を交えたケース会議を開催し、情報集約と合意形成や役割

分担の整理をする。 

1) 様々な支援ニーズのある人に対して、そのニーズ充足のため、各種支援サービスを調整・

提供し、支援ネットワークを作ることで利用者の職業生活を支える援助方法 

2) 支援対象者の課題解決及びより充実した職業生活に向けて、関係者が集まり情報共有し、

より良い支援に繋げるために行う会議 

3) 教育現場における進路指導の実態、各校の雇用への移行実績と課題等 

 

ウ 地域社会資源の情報収集と連携強化のための情報交換・関係作り 

□ 地域の社会資源を最大限に活用し、地域の支援力を向上させるために、関係機関との情

報交換や関係作りを行っている。 

a) 
社会福祉サービスや自治体、民間機関の取組など、地域の社会資源に関する情報

を収集する。 

b) 
関係機関との個別ケースの情報交換以外にも、会議や研修などの場で支援ノウハ

ウや地域の実態などを共有し、連携を強化する。 

 

Ⅹ－２ 障害者の家族等との連携 

ア 家族支援の重要性と実践方法 
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□ 家族等と情報や考え方の共有、肯定的な関係の築き方、社会資源の情報提供を行うなど

の家族支援を行っている。 

a) 
家族との情報共有や調整を適切に行い、支援方針などに関して家族の理解を得

る。 

b) 
関わり方に関する助言や、社会福祉サービスや家族会等のサポート資源に関する

情報提供を行い、障害者本人と家族間の肯定的な関係を築いていく。 

 

Ⅺ 障害者雇用の啓発と支援人材育成                            

 障害者の雇用を広めるためには、啓発と支援の人材を育成することが不可欠である。当事者や

支援団体、企業などに対する啓発活動や支援機関への研修、助言や援助の重要性を理解し、障害

者雇用の推進に向けて、啓発と人材育成の役割を果たすことができる。 

Ⅺ－１ 障害者雇用の啓発・支援人材育成 

ア 障害者雇用を広めるための啓発・支援人材の育成 

□ 障害者雇用を広めるために、当事者や保護者、支援団体、地域の市民団体、企業・企業

団体に対する啓発・周知、支援機関に対する研修や助言・援助を行っている。 

a) 
当事者や保護者、支援団体、市民団体、企業・企業団体に対して、障害者雇用の

啓発・周知を行う場面を計画し、実施する。 

b) 障害者雇用啓発のためのパンフレットなどのツールを作成し、活用する。 

c) 
就労支援に取り組む支援機関に対して、それぞれの役割や実態を踏まえつつ、効

果的な支援の実施に向けた助言・援助や研修を行う。 

 

以上 

 

就労支援実務者が効果的な就労支援を行うために必要な 

知識・スキル等リスト（草案） 

（※第２章第３節で実施した有識者へのヒアリングをもとに作成。第４節で実施した意見集約の調査項

目として使用。） 

 

１ 障害者の就労支援の理念と目的 

ア 障害者の権利と労働者の権利の理解に基づく支援 

□ 障害者権利条約に基づく権利擁護の重要性と、ノーマライゼーション 1) とインクルーシブ

な雇用 2) の実現に注力する必要性について理解し、他者に説明できる。 

a) 
障害者差別解消法、障害者虐待防止法の主な内容と権利擁護・虐待防止の重要性を

理解した上で、事業主にもその重要性を説明できる。 

b) 
障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）に基づく障害者差別禁止

と合理的配慮の趣旨と主な内容を理解し、事業主にも説明できる。 

c) 
ノーマライゼーションとインクルーシブな雇用の実現に注力し、事業主に社会的

重要性及び経営的メリットを説明する。 

1) 障害の有無や程度にかかわらず、すべての人がノーマルに生活し、共に生きる社会。 

2) 障害の有無や程度にかかわらず、すべての人が活躍できる包括的な雇用。 

 

イ 労働の権利と障害者にとっての重要性の理解 

□ すべての人に働く権利と責任が認められており、障害者にとっても就労が重要な意義を持つ

ことを理解している。 

a) 
すべての人に働く権利と責任が認められているように、すべての障害者にも同様

の権利と責任が認められていることを理解する。 

b) 
就労は障害者本人にとってアイデンティティ確立、（経済的・精神的・生活的）自

立、自己肯定感向上や充実感の獲得など、重要な意義を持つことを理解する。 

 

ウ 障害についての基本的知識と理解 

□ 障害者が働くことが難しい状況について、障害者個人や特性の問題としてのみ捉えるのでは

なく、社会環境の問題も踏まえてその状況を理解し、個人と社会環境双方への支援を行って

いる。 

a) 
障害やその重さを理由に人権の否定や社会参加の制限を行ってはならず、支援は

すべての障害者の人権と社会参加の実現のためであることを理解する。 

b) 
国際生活機能分類（ICF）1) の考え方を理解し、働く能力（活動）や雇用の制限（参

加）について、障害者個人の問題だけでなく、環境との相互作用の中で捉える。 

1) 2001 年に世界保健機関（WHO)で採択された生活機能・障害・健康の分類・モデル。すべての人の

巻末資料２ 
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□ 家族等と情報や考え方の共有、肯定的な関係の築き方、社会資源の情報提供を行うなど

の家族支援を行っている。 

a) 
家族との情報共有や調整を適切に行い、支援方針などに関して家族の理解を得

る。 

b) 
関わり方に関する助言や、社会福祉サービスや家族会等のサポート資源に関する

情報提供を行い、障害者本人と家族間の肯定的な関係を築いていく。 

 

Ⅺ 障害者雇用の啓発と支援人材育成                            

 障害者の雇用を広めるためには、啓発と支援の人材を育成することが不可欠である。当事者や

支援団体、企業などに対する啓発活動や支援機関への研修、助言や援助の重要性を理解し、障害

者雇用の推進に向けて、啓発と人材育成の役割を果たすことができる。 

Ⅺ－１ 障害者雇用の啓発・支援人材育成 

ア 障害者雇用を広めるための啓発・支援人材の育成 

□ 障害者雇用を広めるために、当事者や保護者、支援団体、地域の市民団体、企業・企業

団体に対する啓発・周知、支援機関に対する研修や助言・援助を行っている。 

a) 
当事者や保護者、支援団体、市民団体、企業・企業団体に対して、障害者雇用の

啓発・周知を行う場面を計画し、実施する。 

b) 障害者雇用啓発のためのパンフレットなどのツールを作成し、活用する。 

c) 
就労支援に取り組む支援機関に対して、それぞれの役割や実態を踏まえつつ、効

果的な支援の実施に向けた助言・援助や研修を行う。 

 

以上 

 

就労支援実務者が効果的な就労支援を行うために必要な 

知識・スキル等リスト（草案） 

（※第２章第３節で実施した有識者へのヒアリングをもとに作成。第４節で実施した意見集約の調査項

目として使用。） 

 

１ 障害者の就労支援の理念と目的 

ア 障害者の権利と労働者の権利の理解に基づく支援 

□ 障害者権利条約に基づく権利擁護の重要性と、ノーマライゼーション 1) とインクルーシブ

な雇用 2) の実現に注力する必要性について理解し、他者に説明できる。 

a) 
障害者差別解消法、障害者虐待防止法の主な内容と権利擁護・虐待防止の重要性を

理解した上で、事業主にもその重要性を説明できる。 

b) 
障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）に基づく障害者差別禁止

と合理的配慮の趣旨と主な内容を理解し、事業主にも説明できる。 

c) 
ノーマライゼーションとインクルーシブな雇用の実現に注力し、事業主に社会的

重要性及び経営的メリットを説明する。 

1) 障害の有無や程度にかかわらず、すべての人がノーマルに生活し、共に生きる社会。 

2) 障害の有無や程度にかかわらず、すべての人が活躍できる包括的な雇用。 

 

イ 労働の権利と障害者にとっての重要性の理解 

□ すべての人に働く権利と責任が認められており、障害者にとっても就労が重要な意義を持つ

ことを理解している。 

a) 
すべての人に働く権利と責任が認められているように、すべての障害者にも同様

の権利と責任が認められていることを理解する。 

b) 
就労は障害者本人にとってアイデンティティ確立、（経済的・精神的・生活的）自

立、自己肯定感向上や充実感の獲得など、重要な意義を持つことを理解する。 

 

ウ 障害についての基本的知識と理解 

□ 障害者が働くことが難しい状況について、障害者個人や特性の問題としてのみ捉えるのでは

なく、社会環境の問題も踏まえてその状況を理解し、個人と社会環境双方への支援を行って

いる。 

a) 
障害やその重さを理由に人権の否定や社会参加の制限を行ってはならず、支援は

すべての障害者の人権と社会参加の実現のためであることを理解する。 

b) 
国際生活機能分類（ICF）1) の考え方を理解し、働く能力（活動）や雇用の制限（参

加）について、障害者個人の問題だけでなく、環境との相互作用の中で捉える。 

1) 2001 年に世界保健機関（WHO)で採択された生活機能・障害・健康の分類・モデル。すべての人の
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生活機能を心身機能・構造、活動、参加の３つのレベルの相互作用として理解し、生活機能のプ

ラスの側面にも着目すること、環境要因の影響を重視すること等が示されている。 

 

２ 就労支援における支援者の基本的姿勢 

ア 支援者が持つべき心構えと倫理意識   

□ 支援者自身が倫理観を身につけ、偏見を排し、利用者のニーズや権利を尊重する態度を備え

ている。 

a) 
障害者の能力について決めつけ・固定観念に捉われることなく、様々な可能性を排

除せずに支援に取り組む。 

b) 障害者本人のニーズ 1) の充足を常に意識して支援に取り組む。 

c) 日頃から職業倫理 2) を意識して支援を選択・実施する。 

d) 個人情報の取り扱いには細心の注意を払い、守秘義務を順守する。 

1) 本人が望んでいること、社会（職業）生活上困っていること、専門職の目で援助が必要と考えら

れることの総体を指す。 

2) 専門職として支援者自身が意識すべき行動規範や倫理観（利用者の権利の尊重、公平・適切なサ

ービス提供等）を指す。これらを明文化した倫理綱領が、各法人や各種資格の職能団体において

定められている場合が多い。 

 

イ 就労支援において支援者が取るべき態度 

□ 支援者自身が適切な態度を取ることが重要であることを理解し、相手の立場を尊重する態度

を備え、TPO に合った振る舞いをしている。 

a) 
障害者、家族、事業主、関係機関に敬意を表し、それぞれの立場を尊重する態度で

接する。 

b) 職場環境や場面に応じた服装や言葉遣い、振る舞いをする。 

 

ウ 支援者自身の自己理解と問題への対処 

□ 支援者自身の自己理解を深め、周囲と相談もしながら、就労支援に関する問題解決に向けて

自身ができる支援について考え続けている。 

a) 
日々の業務をふりかえり、自己理解を深め、自分の得手・不得手や限界を把握した

上で、就労支援に関する問題解決に向けて自身ができる支援について考える。 

b) 
問題や葛藤が生じた場合でも、感情をコントロールし、周りに相談しつつ、冷静に

対処する。 

c) 
倫理的ジレンマ 1) には、その解決に向けて上司や指導担当者と相談をしながら自

分なりの考えを整理する。 

1) 倫理的観点からはどちらも正しい又は正しくないが、どちらかを選ばなければならないような葛

 

藤状態。例えば障害者本人が開示を拒否している重大な内容を雇用主に情報提供すべきかどうか

など。 

 

エ 支援者自身の健康面のケア  

□ 支援者自身の身体・精神的な健康面のケアをしつつ、支援に取り組んでいる。 

a) 
睡眠、食事、運動などの自分自身の基本的生活習慣に目を向け、健康管理に気を付

ける。 

b) 
独りで問題や悩みを抱え込まず、上司や同僚と相談し、周囲の協力も得ながら支援

に取り組む。 

 

オ 最新情報の収集と自己研鑽   

□ 効果的な支援を提供するため、最新の知識・技術や事例の情報収集等を積極的に行っている。 

a) 
日頃から支援の問題・課題を把握し、最新の知識やスキル、支援事例、調査研究な

どに関する情報を積極的に収集する。 

b) 
対応に困ることや、経験の少ない事例等があった場合に、書籍・ＷＥＢ等の情報や

その分野に携わる関係機関等の意見を収集する。 

c) 
オンライン相談、情報通信技術（IT、ICT）を活用した支援についての情報を収集

し、メリット・デメリットを考慮しつつ効果的な提案・活用を行う。 

 

３ 障害者就労支援に関する法令・制度・サービス 

ア 障害福祉、所得補償 

□ 障害福祉サービスや所得補償 1) についての基礎的知識を有し、情報提供や提案を行ってい

る。  

a) 障害福祉サービス全体像と各種サービスの概要を理解し、情報提供を行う。 

b) 
就労系福祉サービス 2) のサービス内容や報酬体系について基本的な知識を有し、

支援を行う。 

c) 障害福祉サービスを活用しつつ働くことについて、提案や検討をする。 

d) 
所得補償に関する内容や手続きを理解し、収入の見通しを立てる相談での活用及

び相談窓口の紹介を行う。 

1) 厚生年金、雇用保険、労災保険や公的扶助に基づく給付により所得を補償すること。 

2) 就労移行支援、就労継続支援（A型・B型）、就労定着支援を指す。 

 

イ 障害者雇用促進法と関連支援サービス   

□ 障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）や関連支援サービスについての知

識を有し、説明や紹介を行っている。 
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生活機能を心身機能・構造、活動、参加の３つのレベルの相互作用として理解し、生活機能のプ

ラスの側面にも着目すること、環境要因の影響を重視すること等が示されている。 

 

２ 就労支援における支援者の基本的姿勢 

ア 支援者が持つべき心構えと倫理意識   

□ 支援者自身が倫理観を身につけ、偏見を排し、利用者のニーズや権利を尊重する態度を備え

ている。 

a) 
障害者の能力について決めつけ・固定観念に捉われることなく、様々な可能性を排

除せずに支援に取り組む。 

b) 障害者本人のニーズ 1) の充足を常に意識して支援に取り組む。 

c) 日頃から職業倫理 2) を意識して支援を選択・実施する。 

d) 個人情報の取り扱いには細心の注意を払い、守秘義務を順守する。 

1) 本人が望んでいること、社会（職業）生活上困っていること、専門職の目で援助が必要と考えら

れることの総体を指す。 

2) 専門職として支援者自身が意識すべき行動規範や倫理観（利用者の権利の尊重、公平・適切なサ

ービス提供等）を指す。これらを明文化した倫理綱領が、各法人や各種資格の職能団体において

定められている場合が多い。 

 

イ 就労支援において支援者が取るべき態度 

□ 支援者自身が適切な態度を取ることが重要であることを理解し、相手の立場を尊重する態度

を備え、TPO に合った振る舞いをしている。 

a) 
障害者、家族、事業主、関係機関に敬意を表し、それぞれの立場を尊重する態度で

接する。 

b) 職場環境や場面に応じた服装や言葉遣い、振る舞いをする。 

 

ウ 支援者自身の自己理解と問題への対処 

□ 支援者自身の自己理解を深め、周囲と相談もしながら、就労支援に関する問題解決に向けて

自身ができる支援について考え続けている。 

a) 
日々の業務をふりかえり、自己理解を深め、自分の得手・不得手や限界を把握した

上で、就労支援に関する問題解決に向けて自身ができる支援について考える。 

b) 
問題や葛藤が生じた場合でも、感情をコントロールし、周りに相談しつつ、冷静に

対処する。 

c) 
倫理的ジレンマ 1) には、その解決に向けて上司や指導担当者と相談をしながら自

分なりの考えを整理する。 

1) 倫理的観点からはどちらも正しい又は正しくないが、どちらかを選ばなければならないような葛

 

藤状態。例えば障害者本人が開示を拒否している重大な内容を雇用主に情報提供すべきかどうか

など。 

 

エ 支援者自身の健康面のケア  

□ 支援者自身の身体・精神的な健康面のケアをしつつ、支援に取り組んでいる。 

a) 
睡眠、食事、運動などの自分自身の基本的生活習慣に目を向け、健康管理に気を付

ける。 

b) 
独りで問題や悩みを抱え込まず、上司や同僚と相談し、周囲の協力も得ながら支援

に取り組む。 

 

オ 最新情報の収集と自己研鑽   

□ 効果的な支援を提供するため、最新の知識・技術や事例の情報収集等を積極的に行っている。 

a) 
日頃から支援の問題・課題を把握し、最新の知識やスキル、支援事例、調査研究な

どに関する情報を積極的に収集する。 

b) 
対応に困ることや、経験の少ない事例等があった場合に、書籍・ＷＥＢ等の情報や

その分野に携わる関係機関等の意見を収集する。 

c) 
オンライン相談、情報通信技術（IT、ICT）を活用した支援についての情報を収集

し、メリット・デメリットを考慮しつつ効果的な提案・活用を行う。 

 

３ 障害者就労支援に関する法令・制度・サービス 

ア 障害福祉、所得補償 

□ 障害福祉サービスや所得補償 1) についての基礎的知識を有し、情報提供や提案を行ってい

る。  

a) 障害福祉サービス全体像と各種サービスの概要を理解し、情報提供を行う。 

b) 
就労系福祉サービス 2) のサービス内容や報酬体系について基本的な知識を有し、

支援を行う。 

c) 障害福祉サービスを活用しつつ働くことについて、提案や検討をする。 

d) 
所得補償に関する内容や手続きを理解し、収入の見通しを立てる相談での活用及

び相談窓口の紹介を行う。 

1) 厚生年金、雇用保険、労災保険や公的扶助に基づく給付により所得を補償すること。 

2) 就労移行支援、就労継続支援（A型・B型）、就労定着支援を指す。 

 

イ 障害者雇用促進法と関連支援サービス   

□ 障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）や関連支援サービスについての知

識を有し、説明や紹介を行っている。 
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a) 
障害者雇用促進法に関する概要を理解し、障害者雇用率制度や障害者雇用納付金

制度、差別禁止や合理的配慮について、障害者や事業主に分かりやすく説明する。 

b) 
障害者雇用に係る助成金や減税措置等の制度の考え方や仕組み、留意事項を理解

した上で、必要な場合は事業主に申請・相談窓口を紹介する。 

c) 
障害者雇用関連機関 1) の支援サービスの概要や利用方法についての知識を持ち、

障害者や事業主に紹介する。 

1) ハローワークや障害者職業能力開発校、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センタ

ー等が該当する。 

 

４ 企業経営と雇用管理 

ア 企業経営や労働市場の動向把握 

□ 企業経営・経済、労働市場・障害者の働き方の動向を把握した上で、障害者と事業主双方と

の相談を行っている。 

a) 民間企業の経営・経済の動向 1) や障害者就労に関する動向 2) を把握する。 

b) 地域の労働市場情報を各種情報やネットワーク等 3) を通じて把握する。 

c) 
在宅勤務や自営等、多様な働き方に関する事例や活用できる支援等の情報収集を

し、相談場面等で活用する。 

1) グローバリゼーション、技術革新、経営戦略の変化、働き方・雇用形態の多様化等を指す。 

2) 障害者雇用率の推移、業務創出・雇用の質や工賃向上の課題等を指す。 

3) 都道府県労働局やハローワークが公開している資料、新聞、雑誌、インターネット、企業との関

わり、企業団体との情報交換等を指す。 

 

イ 雇用管理 

□ 労働関係法規や雇用管理に関連する制度や安全衛生等の知識を有し、障害者と事業主双方の

支援を行っている。 

a) 
労働関係法規 1) や社会保険制度 2) に関する基礎的知識を有し、障害者・事業主双

方への助言に役立てる。 

b) 
人間工学や安全衛生の基礎的知識をもとに、業務遂行・手順・安全な職場環境に関

する助言を行う。 

1) 労働基準法、労働契約法、最低賃金法、パートタイム・有期雇用労働法、職業安定法、労働者派

遣法等を指す。 

2) 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険等を指す。 

 

５ 様々な相手（障害者・事業主・関係機関・家族等）との相談・説明 

ア 相談を行う基本的な態度   

 

□ 支援者の役割や相談目的を説明した上で、共感的態度で傾聴し、一緒に考える姿勢で相談し

ている。 

a) 相談の目的を丁寧に説明し、相談中も、適宜目的を共有する。 

b) 支援者・所属機関の役割や限界を明確に説明する。 

c) 
傾聴のスキルを身に着け、共感的態度で話を聴き、一緒に考える姿勢で相談を行

う。 

d) 次のステップ・機会を明確にした上で終了する。 

 

イ 相手の状況・タイミングに合わせた相談 

□ 話の経過、相手の状況・タイミングに合わせて、話の整理・話題転換・話題への踏み込みを

行っている。 

a) 
相談内容が複雑化した場合は、これまでの相談内容や経過を整理して分かり易く

まとめ、相手と共有する。 

b) 必要に応じて休息を挟む、話題の転換を図る等相手の負担を考慮する。 

c) 
踏み込んだ話については、相手との信頼関係構築状況や相手の心理状況、事態の切

迫具合などを勘案して、適切なタイミングで行う。 

 

ウ 相手に合わせた分かりやすい説明 

□ 相手の立場や必要な内容に応じて、適切な情報を、相手の理解に合わせた内容・方法で分か

り易く伝えている。 

a) 相手の立場や必要な内容に応じた情報に絞り、簡潔に伝える。 

b) 相手の理解を確認し、必要に応じて解説や具体例を加える。 

c) 相手が理解しやすい適切な用語を使用する。 

d) 相手が理解しやすい方法 1)やツール 2)を用いて伝える。 

1) 文章化、図示、音声、手話、筆談等を指す。 

2) チェックリストやフローチャートの作成、アプリの活用等を指す。 

 

６ 支援者間の記録・伝達 

ア 分かり易い記録・伝達 

□ 支援経過や対象者情報の記録・伝達を行う際には、客観的で簡潔な内容・文章構成を心がけ

ている。 

a) 客観的に（主観を交えず行動や結果を記録し、解釈と事実を分けて）伝える。 

b) 必要な情報に的を絞り、分かり易い 1) 記録・伝達を行う。 

c) 言葉の使い方に敏感になり、十分に検討した記録・伝達とする。 

1) 主語述語や起承転結等の基本的な文章構成に気を付ける、箇条書きにする等を指す。 
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a) 
障害者雇用促進法に関する概要を理解し、障害者雇用率制度や障害者雇用納付金

制度、差別禁止や合理的配慮について、障害者や事業主に分かりやすく説明する。 

b) 
障害者雇用に係る助成金や減税措置等の制度の考え方や仕組み、留意事項を理解

した上で、必要な場合は事業主に申請・相談窓口を紹介する。 

c) 
障害者雇用関連機関 1) の支援サービスの概要や利用方法についての知識を持ち、

障害者や事業主に紹介する。 

1) ハローワークや障害者職業能力開発校、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センタ

ー等が該当する。 

 

４ 企業経営と雇用管理 

ア 企業経営や労働市場の動向把握 

□ 企業経営・経済、労働市場・障害者の働き方の動向を把握した上で、障害者と事業主双方と

の相談を行っている。 

a) 民間企業の経営・経済の動向 1) や障害者就労に関する動向 2) を把握する。 

b) 地域の労働市場情報を各種情報やネットワーク等 3) を通じて把握する。 

c) 
在宅勤務や自営等、多様な働き方に関する事例や活用できる支援等の情報収集を

し、相談場面等で活用する。 

1) グローバリゼーション、技術革新、経営戦略の変化、働き方・雇用形態の多様化等を指す。 

2) 障害者雇用率の推移、業務創出・雇用の質や工賃向上の課題等を指す。 

3) 都道府県労働局やハローワークが公開している資料、新聞、雑誌、インターネット、企業との関

わり、企業団体との情報交換等を指す。 

 

イ 雇用管理 

□ 労働関係法規や雇用管理に関連する制度や安全衛生等の知識を有し、障害者と事業主双方の

支援を行っている。 

a) 
労働関係法規 1) や社会保険制度 2) に関する基礎的知識を有し、障害者・事業主双

方への助言に役立てる。 

b) 
人間工学や安全衛生の基礎的知識をもとに、業務遂行・手順・安全な職場環境に関

する助言を行う。 

1) 労働基準法、労働契約法、最低賃金法、パートタイム・有期雇用労働法、職業安定法、労働者派

遣法等を指す。 

2) 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険等を指す。 

 

５ 様々な相手（障害者・事業主・関係機関・家族等）との相談・説明 

ア 相談を行う基本的な態度   

 

□ 支援者の役割や相談目的を説明した上で、共感的態度で傾聴し、一緒に考える姿勢で相談し

ている。 

a) 相談の目的を丁寧に説明し、相談中も、適宜目的を共有する。 

b) 支援者・所属機関の役割や限界を明確に説明する。 

c) 
傾聴のスキルを身に着け、共感的態度で話を聴き、一緒に考える姿勢で相談を行

う。 

d) 次のステップ・機会を明確にした上で終了する。 

 

イ 相手の状況・タイミングに合わせた相談 

□ 話の経過、相手の状況・タイミングに合わせて、話の整理・話題転換・話題への踏み込みを

行っている。 

a) 
相談内容が複雑化した場合は、これまでの相談内容や経過を整理して分かり易く

まとめ、相手と共有する。 

b) 必要に応じて休息を挟む、話題の転換を図る等相手の負担を考慮する。 

c) 
踏み込んだ話については、相手との信頼関係構築状況や相手の心理状況、事態の切

迫具合などを勘案して、適切なタイミングで行う。 

 

ウ 相手に合わせた分かりやすい説明 

□ 相手の立場や必要な内容に応じて、適切な情報を、相手の理解に合わせた内容・方法で分か

り易く伝えている。 

a) 相手の立場や必要な内容に応じた情報に絞り、簡潔に伝える。 

b) 相手の理解を確認し、必要に応じて解説や具体例を加える。 

c) 相手が理解しやすい適切な用語を使用する。 

d) 相手が理解しやすい方法 1)やツール 2)を用いて伝える。 

1) 文章化、図示、音声、手話、筆談等を指す。 

2) チェックリストやフローチャートの作成、アプリの活用等を指す。 

 

６ 支援者間の記録・伝達 

ア 分かり易い記録・伝達 

□ 支援経過や対象者情報の記録・伝達を行う際には、客観的で簡潔な内容・文章構成を心がけ

ている。 

a) 客観的に（主観を交えず行動や結果を記録し、解釈と事実を分けて）伝える。 

b) 必要な情報に的を絞り、分かり易い 1) 記録・伝達を行う。 

c) 言葉の使い方に敏感になり、十分に検討した記録・伝達とする。 

1) 主語述語や起承転結等の基本的な文章構成に気を付ける、箇条書きにする等を指す。 
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イ 記録・情報の適切な取り扱い   

□ 個人情報保護法の趣旨を十分に理解した上で記録・情報を適切に取り扱っている。 

a) 
支援経過や対象者情報の記録にあたっては、個人情報保護法やそれに伴う保有個

人情報の開示請求について理解した上で適切に取り扱う。 

b) 

関係機関等との情報共有の際には、本人に対してその目的を丁寧に説明し、本人の

不利益にならない最良の内容や方法を一緒に検討した上で、本人の同意を得て行

う。 

 

７ 障害者の自己理解・自己選択・自己決定の支援 

ア 障害者本人の自己肯定感の回復の支援 

□ 障害者が自身の強みに気づき、自己肯定感を回復することで、自己理解を更に深め、本来の

力を発揮していけるよう支援している。 

a) 本人が本来の力を発揮できるよう、自己肯定感の向上に着目した支援を行う。 

b) 
障害者本人が自身の強みや力を発揮できる職務や職場環境への気づきを得られる

よう相談を行う。 

 

イ 障害者本人の自己探求を促進する支援技法活用 

□ 障害者本人が自分自身を深く理解するため、様々な気づきが得られるよう、カウンセリング、

体験 1) と振り返り・意見のすり合わせ等の支援技法を活用している。 

a) 
内省を促す、解釈、要約等のカウンセリングの技法を用いて、障害者本人の自己探

求を促進する。 

b) 
障害者が自分自身ができること・強みや課題と必要な支援に気づけるよう、体験 1) 

と振り返りの支援を行う。 

c) 
障害者本人の自己評価と支援者や職場の上司等の他者評価を共有し、意見のすり

合わせを行う。 

d) 
グループワークを通じて、様々な意見やグループメンバーの言動から、自分自身に

関する気づきが得られるよう支援する。 

1) 職場実習、職場見学、求人情報の閲覧、実際に働く経験、対価を得る経験、模擬的就労場面（就

労移行支援事業所における作業等）等、相談場面以外のリアルな体験の場。 

 

ウ 職業との関係の中での自己理解を深める相談 

□ 障害者本人が自分に合った働き方と希望や目標の達成に向けた方法を見つけていけるよう、

職業と自己に関する理解を深めるための支援を行っている。 

 

a) 
体験 1) と振り返りをとおして、様々な仕事・働き方についての理解を深め、それ

ぞれの仕事・働き方を選択した際に起こりうる状況を本人とともに整理する。 

b) 
働く希望や目標の達成に向けて課題となる内的要因（スキル不足など）や外的要因

（景気の悪化など）について整理し、対応法を検討するための相談を行う。 

1) 職場実習、職場見学、求人情報の閲覧、実際に働く経験、対価を得る経験、模擬的就労場面（就

労移行支援事業所における作業等）等、相談場面以外のリアルな体験の場。 

 

エ 障害者支援における自己選択・自己決定の支援 

□ 情報整理の工夫やカウンセリング技法を効果的に活用することで、自己選択・自己決定を支

援している。 

a) 
障害者本人と協働関係 1) を築き、インフォームド・チョイス 2) 、自己決定、積極

的参加を促す支援を行う。 

b) 障害者本人の考えを、分かり易く整理して提示し、選択・決定を可能にする。 

c) 
動機付け面接 3) 等のカウンセリング技法の基本を理解して、相談において活用す

る。 

1) 支援者と支援対象者が対等な立場でパートナーシップを結び、協働して問題に取り組む関係。 

2) 支援内容、支援効果、デメリット、別の方法などについて十分な説明を受け、障害者本人が十分

に理解した上で、本人の意思で支援・サービスを選択すること。 

3) 変化への動機づけを本人の中から引き出し、強めるためのカウンセリング・スタイル。就労支援

においては、課題対処の手段活用の動機付けを高める、就労への動機づけを高める等の活用が考

えられる。 

 

８ 就労支援のアセスメント 

* アセスメントとは、「本人が自分の職業能力・適性等を理解するために行うもの」で、「職業関連の能

力に関する情報を収集し、その結果を本人と一緒に分析すること、それと同時に、障害者本人を取り

巻く環境等に関する情報を収集し、本人と一緒に分析すること、この双方を行うこと」を指す。 

 

ア ニーズの引き出し、ニーズ充足に向けた職業的観点からのアセスメント 

□ 障害者の仕事・生活・人生に関する考え方やニーズ 1) を引き出し、ニーズ充足に向けて必要

な支援や環境を検討するため、課題だけでなく、障害者本人の強み・能力に着目して見立て

ている。 

a) 障害者本人の仕事やキャリアに対する考え方や興味、ニーズを引き出す。 

b) 仕事に限らず、金銭管理、余暇活動、生活習慣などの生活面のニーズを把握する。 

c) 
障害者本人の強みや能力に注目し、これまでの経過や関係機関等からの情報、行動

観察等により、力を発揮しやすい環境や職務を見立てる。 
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イ 記録・情報の適切な取り扱い   

□ 個人情報保護法の趣旨を十分に理解した上で記録・情報を適切に取り扱っている。 

a) 
支援経過や対象者情報の記録にあたっては、個人情報保護法やそれに伴う保有個

人情報の開示請求について理解した上で適切に取り扱う。 

b) 

関係機関等との情報共有の際には、本人に対してその目的を丁寧に説明し、本人の

不利益にならない最良の内容や方法を一緒に検討した上で、本人の同意を得て行

う。 

 

７ 障害者の自己理解・自己選択・自己決定の支援 

ア 障害者本人の自己肯定感の回復の支援 

□ 障害者が自身の強みに気づき、自己肯定感を回復することで、自己理解を更に深め、本来の

力を発揮していけるよう支援している。 

a) 本人が本来の力を発揮できるよう、自己肯定感の向上に着目した支援を行う。 

b) 
障害者本人が自身の強みや力を発揮できる職務や職場環境への気づきを得られる

よう相談を行う。 

 

イ 障害者本人の自己探求を促進する支援技法活用 

□ 障害者本人が自分自身を深く理解するため、様々な気づきが得られるよう、カウンセリング、

体験 1) と振り返り・意見のすり合わせ等の支援技法を活用している。 

a) 
内省を促す、解釈、要約等のカウンセリングの技法を用いて、障害者本人の自己探

求を促進する。 

b) 
障害者が自分自身ができること・強みや課題と必要な支援に気づけるよう、体験 1) 

と振り返りの支援を行う。 

c) 
障害者本人の自己評価と支援者や職場の上司等の他者評価を共有し、意見のすり

合わせを行う。 

d) 
グループワークを通じて、様々な意見やグループメンバーの言動から、自分自身に

関する気づきが得られるよう支援する。 

1) 職場実習、職場見学、求人情報の閲覧、実際に働く経験、対価を得る経験、模擬的就労場面（就

労移行支援事業所における作業等）等、相談場面以外のリアルな体験の場。 

 

ウ 職業との関係の中での自己理解を深める相談 

□ 障害者本人が自分に合った働き方と希望や目標の達成に向けた方法を見つけていけるよう、

職業と自己に関する理解を深めるための支援を行っている。 

 

a) 
体験 1) と振り返りをとおして、様々な仕事・働き方についての理解を深め、それ

ぞれの仕事・働き方を選択した際に起こりうる状況を本人とともに整理する。 

b) 
働く希望や目標の達成に向けて課題となる内的要因（スキル不足など）や外的要因

（景気の悪化など）について整理し、対応法を検討するための相談を行う。 

1) 職場実習、職場見学、求人情報の閲覧、実際に働く経験、対価を得る経験、模擬的就労場面（就

労移行支援事業所における作業等）等、相談場面以外のリアルな体験の場。 

 

エ 障害者支援における自己選択・自己決定の支援 

□ 情報整理の工夫やカウンセリング技法を効果的に活用することで、自己選択・自己決定を支

援している。 

a) 
障害者本人と協働関係 1) を築き、インフォームド・チョイス 2) 、自己決定、積極

的参加を促す支援を行う。 

b) 障害者本人の考えを、分かり易く整理して提示し、選択・決定を可能にする。 

c) 
動機付け面接 3) 等のカウンセリング技法の基本を理解して、相談において活用す

る。 

1) 支援者と支援対象者が対等な立場でパートナーシップを結び、協働して問題に取り組む関係。 

2) 支援内容、支援効果、デメリット、別の方法などについて十分な説明を受け、障害者本人が十分

に理解した上で、本人の意思で支援・サービスを選択すること。 

3) 変化への動機づけを本人の中から引き出し、強めるためのカウンセリング・スタイル。就労支援

においては、課題対処の手段活用の動機付けを高める、就労への動機づけを高める等の活用が考

えられる。 

 

８ 就労支援のアセスメント 

* アセスメントとは、「本人が自分の職業能力・適性等を理解するために行うもの」で、「職業関連の能

力に関する情報を収集し、その結果を本人と一緒に分析すること、それと同時に、障害者本人を取り

巻く環境等に関する情報を収集し、本人と一緒に分析すること、この双方を行うこと」を指す。 

 

ア ニーズの引き出し、ニーズ充足に向けた職業的観点からのアセスメント 

□ 障害者の仕事・生活・人生に関する考え方やニーズ 1) を引き出し、ニーズ充足に向けて必要

な支援や環境を検討するため、課題だけでなく、障害者本人の強み・能力に着目して見立て

ている。 

a) 障害者本人の仕事やキャリアに対する考え方や興味、ニーズを引き出す。 

b) 仕事に限らず、金銭管理、余暇活動、生活習慣などの生活面のニーズを把握する。 

c) 
障害者本人の強みや能力に注目し、これまでの経過や関係機関等からの情報、行動

観察等により、力を発揮しやすい環境や職務を見立てる。 
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d) 
職業場面で障害特性が与える影響や、ニーズ充足に向けて想定される課題とその

背景を見立て、必要な支援を検討する。 

1) 本人が望んでいること、社会（職業）生活上困っていること、専門職の目で援助が必要と考えら

れることの総体を指す。 

 

イ 作業遂行面・対人面・生活面を本人と一緒に整理・分析するアセスメント 

□ 作業遂行力、対人関係、生活的自立の側面に関して情報収集を行い、本人と一緒に状況を整

理・分析し、力を発揮しやすい環境や必要な支援について検討している。 

a) 
作業指示の理解、指示に基づく遂行、作業の正確性、スピード、安全な遂行等の作

業遂行力と必要な配慮を本人と一緒に把握・分析する。 

b) 
コミュニケーションの取り方や対人行動の傾向を、本人の認識と関係機関や職場、

家族等からの情報、行動観察等を踏まえて整理・分析する。 

c) 
交通機関の利用や身辺自立など、生活的自立に影響する要因を把握し、職業生活へ

の影響を予測する。 

 

ウ 医学・心理学的知見に基づくアセスメント 

□ 障害・疾病について医学・心理学の知見を基に、認知機能や身体機能の特徴、疾病やストレ

スの状態を様々な情報から把握・分析している。 

a) 
障害・疾病の特性や症状・原因・予後等の基本的知識を有した上で、関係機関等か

らの情報や行動観察等を基にその人の特徴や状態、必要な支援・配慮を把握する。 

b) 
認知機能（知能・注意・記憶・実行機能等）の特性を医療機関等からの情報や行動

観察等を基に把握する。 

c) 
身体機能（身体動作、視力・視野、聴力・言語機能等）の制限・程度や、社会生活

においてできること（支援・機会があればできることを含む）を把握する。 

d) 
ストレスが生じるメカニズムを理解した上で、精神疾患による症状と職場環境等

のストレス要因を総合的に整理して、障害者本人の状況を捉える。 

 

エ 障害者本人の心理面とその背景を整理するアセスメント 

□ 障害者本人の就労意欲や障害に対する受け止め方について把握した上で、障害特性・環境・

経済状況なども含めた総合的な視点からその背景を推定している。 

a) 
障害者本人の就労意欲について、障害・疾病の特性、周囲の関わりや環境、社会的

立場・経済的要因等様々な要因を総合的に整理して背景を推定する。 

b) 障害者本人の障害や症状に対する受け止め方を把握する。 

 

オ 社会生活や職場の環境的側面のアセスメント 

 

□ 障害者本人が生活する社会や働く（働いた）職場での役割・環境や周囲との関係について情

報収集している。 

a) 
障害者本人の社会経済的地位や居住地域の特徴 1) 等を把握し、個人の文化的・社

会的背景や地域社会における役割を理解する。 

b) 家族、友人、地域社会との関係やサポート環境、障害への理解を把握する。 

c) 
（現在又は過去の）職場での周囲との関係やサポート、職場環境（人数、騒音、温

度、配置など）についての情報を把握する。 

1) 文化・習慣、気候、地域住民の交流の多さ、交通の発達等を指す。 

 

カ アセスメント手法①：聞き取りや資料等による情報収集 

□ 障害者本人・家族・関係機関からの聞き取り、資料 1) の提供などにより、情報を適切に収集

している。 

a) 
本人との継続的な相談を行う中で、本人との信頼関係や必要なタイミングなども

踏まえつつ、必要な情報を収集する。 

b) 本人の同意を得たうえで、家族や関係機関から必要な情報を収集する。 

c) 
主治医からの情報 2) を得て、障害者本人の現在の状態、予後や今後の治療方針等

を把握する。 

1) 履歴書、職務経歴書等の他、関係機関等からの情報提供書等が考えられる。 

2) 通院同行等により直接やりとりする方法の他、診断書・意見書、本人を介した情報共有等が考え

られる。 

 

キ アセスメント手法②：専門的ツールを用いたアセスメント 

□ 様々な評価ツール 1) や検査 2)3) を活用して、障害者の職業・心理・対人的な特性を明確にし、

必要な支援を検討している。 

a) 様々な評価ツール 1) に関する情報を収集し、使用する。 

b) 
自機関又は関係機関で実施された心理検査 2) ・職業検査 3) 等の結果を元に、本

人の状態像や特性・能力を把握する。 

1) 各種アセスメントシートやチェックリスト等が該当する。 

2) 神経心理学的検査、性格検査等を指す。 

3) 職業適性検査（GATB 等）、興味検査（VRT、VPI 等）、ワークサンプル法等を指す。 

 

ク アセスメント手法③：行動観察を用いたアセスメント 

□ 実際の職場（実習等含む）又は職場に近い作業場面（模擬的就労場面等）の中で、職場での

対人技能や適応的な作業種・環境、必要な支援をアセスメントしている。 

a) 実際の職場や職場に近い作業場面での様子について、何がきっかけとなり、どのよ
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d) 
職業場面で障害特性が与える影響や、ニーズ充足に向けて想定される課題とその

背景を見立て、必要な支援を検討する。 

1) 本人が望んでいること、社会（職業）生活上困っていること、専門職の目で援助が必要と考えら
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□ 障害者本人・家族・関係機関からの聞き取り、資料 1) の提供などにより、情報を適切に収集

している。 

a) 
本人との継続的な相談を行う中で、本人との信頼関係や必要なタイミングなども

踏まえつつ、必要な情報を収集する。 

b) 本人の同意を得たうえで、家族や関係機関から必要な情報を収集する。 

c) 
主治医からの情報 2) を得て、障害者本人の現在の状態、予後や今後の治療方針等

を把握する。 

1) 履歴書、職務経歴書等の他、関係機関等からの情報提供書等が考えられる。 

2) 通院同行等により直接やりとりする方法の他、診断書・意見書、本人を介した情報共有等が考え

られる。 

 

キ アセスメント手法②：専門的ツールを用いたアセスメント 

□ 様々な評価ツール 1) や検査 2)3) を活用して、障害者の職業・心理・対人的な特性を明確にし、

必要な支援を検討している。 

a) 様々な評価ツール 1) に関する情報を収集し、使用する。 

b) 
自機関又は関係機関で実施された心理検査 2) ・職業検査 3) 等の結果を元に、本

人の状態像や特性・能力を把握する。 

1) 各種アセスメントシートやチェックリスト等が該当する。 

2) 神経心理学的検査、性格検査等を指す。 

3) 職業適性検査（GATB 等）、興味検査（VRT、VPI 等）、ワークサンプル法等を指す。 

 

ク アセスメント手法③：行動観察を用いたアセスメント 

□ 実際の職場（実習等含む）又は職場に近い作業場面（模擬的就労場面等）の中で、職場での

対人技能や適応的な作業種・環境、必要な支援をアセスメントしている。 

a) 実際の職場や職場に近い作業場面での様子について、何がきっかけとなり、どのよ
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うな言動（思考）をして、どのような結果になったのか、行動レベルで記録をつけ

る。 

b) 
具体的に記録した内容に基づいて、課題となっている言動や思考を把握・整理し、

改善案や必要な支援を検討する。 

 

９ 就労支援のプランニング 

ア アセスメントに基づく見立てや目標と計画の共有 

□ 総合的なアセスメント結果を基に、職業選択の可能性や課題の背景、必要な技能や有効なサ

ポートなどの見立てを示し、今後の目標と段階的な計画（案）を共有している。 

a) 
診断名や障害名にとらわれず、総合的なアセスメント情報に基づく職業選択の可

能性や課題の背景等を論理的に整理し、障害者本人と共有する。 

b) 
アセスメント結果に基づいた目標と目標達成に向けて必要な技能や準備事項、有

効なサポート環境 1) を明確にし、障害者本人と共有する。 

c) 
目標達成に向けた段階的な計画（いつまでに・何を取り組むか等）の案を示し、障

害者本人や家族・関係機関等と共有する。 

1) 例えば、相談しやすい環境、刺激が少ない環境、1つ 1つ教えてもらう等が考えられる。 

 

イ 就労支援計画策定と定期的なモニタリング 

□ 目標や計画の達成に向けて有益な情報を共有した上で、本人の主体的な意思決定に基づく計

画の策定と、その後の定期的な計画の見直しを行っている。 

a) 
目標や計画の達成に向け有益な支援サービス 1) 、効果的なツール 2) の活用や課題

への対処方法 3) に関する情報提供や提案を行う。 

b) 
目標達成に向け必要な支援ネットワークの構築に向け、連携を強化する機関や連

携内容について障害者本人に説明し、同意を得る。 

c) 本人の主体的な意思決定に基づき計画を策定する。 

d) 
目標の達成度や状況を定期的に確認し、必要に応じて支援計画の見直し・変更を行

う。 

1) 障害福祉サービスの他、職業訓練、基礎訓練、職業準備訓練、ジョブコーチ支援の利用等が考え

られる。 

2) 就労支援機器、アプリ、手帳等の活用が考えられる。 

3) 例えば、メモの取り方、周囲への相談の仕方、作業確認の仕方等が考えられる。 

 

 

10 職業生活に必要なスキル習得に向けた支援 

ア 目標とするスキルや行動を習得するための支援 

 

□ 障害者本人が支援者や職場の上司等と共有した目標の行動（社会的スキルや課題への対処行

動等）を身に着けられるよう、科学的に根拠のある体系的な支援をしている。 

a) 

目標の行動の習得に向け、無理の無い段階的な計画を立て、支援者又は周囲が手本

を見せる、手がかりを与える、繰り返しの練習を促す、環境を調整するなどの働き

かけを行う。 

b) 
環境・周囲から無理なく自然に得られる手がかりやサポート 1) に着目し、活用す

る。 

c) 
目標の行動が手がかりやサポートのある環境の下でできるようになったら、段階

的に手がかりやサポートを減らす方法やタイミングを計画し、実行する。 

1) 例えば、休憩の必要性を気づくためにタイマーを活用する、仕事のミスを減らすために同僚が確

認を促す等。 

 

イ 対人スキルや問題解決スキル習得のための支援 

□ 障害者の雇用や職場適応の可能性を広げるために、職場で必要な振る舞いやコミュニケーシ

ョン・問題解決スキルの習得を支援している。 

a) 

時間を守る、質問・報告・相談、ミスをした時の対応、怒りのコントロール等職場

で最低限必要となるマナーや振る舞いに関して必要な理由や有効な手段を分かり

易く説明する。 

b) 
企業や官公庁で働くことと、学校生活又は福祉的就労で求められることの違いを

説明する。 

c) 
SST1) 等の手法を用いて、コミュニケーションスキルの習得を個別またはグループ

で支援する。 

d) 
悩みや困りごと等、問題となっている状況や原因を障害者本人自ら整理し、解決策

を見つけていけるよう、支援する。 

1) ソーシャル・スキルス・トレーニング。対人場面をはじめとした社会的場面で自身が望む結果が

得られるようなスキルを身に着けることを目的としている。認知行動療法を基盤とした訓練パッ

ケージであり、原則少人数のグループで行われるが、支援者との 1対 1で行う場合もある。 

 

ウ 生活面の自立や自己管理の支援 

□ 障害者が自立した生活を送るために、日常生活や金銭管理等に関する助言や情報提供を行っ

ている。 

a) 
必要に応じて身だしなみの整え方、食事の準備、自室の整理・整頓など、日常生活

面に関する助言・指導をする。 

b) 
金銭管理を適切に行えるよう、家計簿のつけ方や計画的なお金の使い方などを助

言・指導する。 
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うな言動（思考）をして、どのような結果になったのか、行動レベルで記録をつけ
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具体的に記録した内容に基づいて、課題となっている言動や思考を把握・整理し、
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b) 
環境・周囲から無理なく自然に得られる手がかりやサポート 1) に着目し、活用す
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的に手がかりやサポートを減らす方法やタイミングを計画し、実行する。 
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認を促す等。 

 

イ 対人スキルや問題解決スキル習得のための支援 

□ 障害者の雇用や職場適応の可能性を広げるために、職場で必要な振る舞いやコミュニケーシ

ョン・問題解決スキルの習得を支援している。 

a) 

時間を守る、質問・報告・相談、ミスをした時の対応、怒りのコントロール等職場

で最低限必要となるマナーや振る舞いに関して必要な理由や有効な手段を分かり

易く説明する。 

b) 
企業や官公庁で働くことと、学校生活又は福祉的就労で求められることの違いを

説明する。 

c) 
SST1) 等の手法を用いて、コミュニケーションスキルの習得を個別またはグループ

で支援する。 

d) 
悩みや困りごと等、問題となっている状況や原因を障害者本人自ら整理し、解決策

を見つけていけるよう、支援する。 

1) ソーシャル・スキルス・トレーニング。対人場面をはじめとした社会的場面で自身が望む結果が

得られるようなスキルを身に着けることを目的としている。認知行動療法を基盤とした訓練パッ

ケージであり、原則少人数のグループで行われるが、支援者との 1対 1で行う場合もある。 

 

ウ 生活面の自立や自己管理の支援 

□ 障害者が自立した生活を送るために、日常生活や金銭管理等に関する助言や情報提供を行っ

ている。 

a) 
必要に応じて身だしなみの整え方、食事の準備、自室の整理・整頓など、日常生活

面に関する助言・指導をする。 

b) 
金銭管理を適切に行えるよう、家計簿のつけ方や計画的なお金の使い方などを助

言・指導する。 
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c) 必要に応じて、日常生活自立支援事業などの社会資源の活用を勧める。 

 

エ 通勤支援 

□ 通勤経路や交通手段の利用についての説明や通勤支援を行っている。 

a) 通勤経路や交通手段について提案・説明する。 

b) 通勤支援を実施又は実施する社会資源を紹介する。 

 

11 求人選択・求職活動や職場への移行時の支援 

ア 障害者の求人選択支援 

□ 障害者本人が希望や適性に合った求人を自己選択できるよう、求人情報の収集方法や収集し

た求人情報を整理する支援を行っている。 

a) 
障害者本人の希望・適性と求人情報とを照らし合わせた整理を一緒に行い、求人の

自己選択をサポートする。 

b) 
ハローワークや民間機関、ソーシャルメディアなどの求人情報を活用し、障害者本

人に適した情報を提供する。 

c) 求人情報を障害者本人自ら検索できるよう、その方法を説明する。 

d) 必要があれば、職業リハビリテーション機関 1) と連携して、職場開拓を行う。 

1) ここでは、ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターを指す。 

 

イ 障害者の開示/非開示に関する意思決定支援 

□ 障害者本人が自らの障害の開示・非開示について、それぞれの選択によって起こりうる状況

を踏まえて意思決定や事業主への説明ができるよう支援している。 

a) 
障害者本人が、障害を開示して（もしくは非開示で）働くことによって起こりうる

状況を整理し、意思決定できるよう支援する。 

b) 
障害の開示を希望する場合は、事業主に対する特性や配慮事項の適切な説明方法 1) 

をアドバイスする。 

1) 簡潔で、真意が伝わる、誤解を生まない説明方法。 

 

ウ 求人とのマッチングのための企業情報収集 

□ 求人とのマッチングのため、職場環境や詳しい仕事内容、応募者に求める内容等を情報収集

する。 

a) 
障害者本人の希望や適性に合う事業所への訪問や聞き取り、関わりのある支援者

への聞き取りにより、職場環境 1) や仕事内容の詳細を把握する。 

b) 
事業所からの聞き取りにより、求人のきっかけ、仕事の要求水準、求める人物像を

情報収集する。 

 

1) 人数、温度、騒音、休憩の取り方、社風等が考えられる。 

 

エ 障害者の求職活動の支援 

□ アピール・ポイントや合理的配慮が適切に伝わるよう、応募書類の作成や面接の受け方に関

する助言・支援を行っている。 

a) 
アピール・ポイントと合理的配慮が適切に伝わるよう、応募書類 1) の作成に係る

助言・サポートをする。 

b) 
採用面接を想定したシミュレーションにて、自己 PR や面接官とのコミュニケーシ

ョンの取り方についての練習を実施する。 

c) 
就職差別につながる恐れのある不適切な質問の例を把握した上で、代表的な内容

については障害者本人とも答える必要が無いことを共有する。 

1) 履歴書、職務経歴書の他、自己紹介ツール、就労パスポート等が考えられる。 

 

オ 求職活動の一環としての職業能力開発の選択支援 

□ 障害者のニーズに合った職業に従事するために必要な技能を整理し、必要に応じて職業能力

開発施設の利用に向けた情報提供を行っている。 

a) 
障害者のニーズに合った職業で必要な技能と、障害者本人が身に着けている技能

を整理し、必要な技能訓練について話し合う。 

b) 
職業能力開発施設に関する情報を把握した上で、必要に応じて、当該施設への問い

合わせやハローワーク等の窓口の紹介をする。 

 

カ 障害者の求職活動に係る職場見学・職場実習等の支援 

□ 障害者が自分に合った職場実習を行い、サポートや環境を整えるための支援を行っている。 

a) 
障害者本人に、職場見学や職場実習等の目的や内容を説明し、実施の意向を確認す

る。 

b) 障害者本人の興味や希望に合わせて職場見学・実習の場を開拓する。 

c) 企業に対して、職場実習等の目的やメリットを説明し、実施の交渉と調整をする。 

d) 
職場実習等の実施にあたって労働災害や賃金の問題に留意し、適切な制度の活用

や企業への説明を行う。 

e) 職場実習等を実施し、職場適応に向けた障害者と職場双方への支援を行う。 

f) 
職場実習等の振り返りを障害者本人、事業主、家族等と行い、今後の働き方や必要

なサポート・環境等を整理する。 

 

キ 就職後の合理的配慮提供に向けた支援  

□ 障害者と事業主それぞれの立場や視点を理解した上で、双方の話し合いのもと、合理的配慮
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c) 必要に応じて、日常生活自立支援事業などの社会資源の活用を勧める。 

 

エ 通勤支援 

□ 通勤経路や交通手段の利用についての説明や通勤支援を行っている。 

a) 通勤経路や交通手段について提案・説明する。 

b) 通勤支援を実施又は実施する社会資源を紹介する。 

 

11 求人選択・求職活動や職場への移行時の支援 

ア 障害者の求人選択支援 

□ 障害者本人が希望や適性に合った求人を自己選択できるよう、求人情報の収集方法や収集し

た求人情報を整理する支援を行っている。 

a) 
障害者本人の希望・適性と求人情報とを照らし合わせた整理を一緒に行い、求人の

自己選択をサポートする。 

b) 
ハローワークや民間機関、ソーシャルメディアなどの求人情報を活用し、障害者本

人に適した情報を提供する。 

c) 求人情報を障害者本人自ら検索できるよう、その方法を説明する。 

d) 必要があれば、職業リハビリテーション機関 1) と連携して、職場開拓を行う。 

1) ここでは、ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターを指す。 

 

イ 障害者の開示/非開示に関する意思決定支援 

□ 障害者本人が自らの障害の開示・非開示について、それぞれの選択によって起こりうる状況

を踏まえて意思決定や事業主への説明ができるよう支援している。 

a) 
障害者本人が、障害を開示して（もしくは非開示で）働くことによって起こりうる

状況を整理し、意思決定できるよう支援する。 

b) 
障害の開示を希望する場合は、事業主に対する特性や配慮事項の適切な説明方法 1) 

をアドバイスする。 

1) 簡潔で、真意が伝わる、誤解を生まない説明方法。 

 

ウ 求人とのマッチングのための企業情報収集 

□ 求人とのマッチングのため、職場環境や詳しい仕事内容、応募者に求める内容等を情報収集

する。 

a) 
障害者本人の希望や適性に合う事業所への訪問や聞き取り、関わりのある支援者

への聞き取りにより、職場環境 1) や仕事内容の詳細を把握する。 

b) 
事業所からの聞き取りにより、求人のきっかけ、仕事の要求水準、求める人物像を

情報収集する。 

 

1) 人数、温度、騒音、休憩の取り方、社風等が考えられる。 

 

エ 障害者の求職活動の支援 

□ アピール・ポイントや合理的配慮が適切に伝わるよう、応募書類の作成や面接の受け方に関

する助言・支援を行っている。 

a) 
アピール・ポイントと合理的配慮が適切に伝わるよう、応募書類 1) の作成に係る

助言・サポートをする。 

b) 
採用面接を想定したシミュレーションにて、自己 PR や面接官とのコミュニケーシ

ョンの取り方についての練習を実施する。 

c) 
就職差別につながる恐れのある不適切な質問の例を把握した上で、代表的な内容

については障害者本人とも答える必要が無いことを共有する。 

1) 履歴書、職務経歴書の他、自己紹介ツール、就労パスポート等が考えられる。 

 

オ 求職活動の一環としての職業能力開発の選択支援 

□ 障害者のニーズに合った職業に従事するために必要な技能を整理し、必要に応じて職業能力

開発施設の利用に向けた情報提供を行っている。 

a) 
障害者のニーズに合った職業で必要な技能と、障害者本人が身に着けている技能

を整理し、必要な技能訓練について話し合う。 

b) 
職業能力開発施設に関する情報を把握した上で、必要に応じて、当該施設への問い

合わせやハローワーク等の窓口の紹介をする。 

 

カ 障害者の求職活動に係る職場見学・職場実習等の支援 

□ 障害者が自分に合った職場実習を行い、サポートや環境を整えるための支援を行っている。 

a) 
障害者本人に、職場見学や職場実習等の目的や内容を説明し、実施の意向を確認す

る。 

b) 障害者本人の興味や希望に合わせて職場見学・実習の場を開拓する。 

c) 企業に対して、職場実習等の目的やメリットを説明し、実施の交渉と調整をする。 

d) 
職場実習等の実施にあたって労働災害や賃金の問題に留意し、適切な制度の活用

や企業への説明を行う。 

e) 職場実習等を実施し、職場適応に向けた障害者と職場双方への支援を行う。 

f) 
職場実習等の振り返りを障害者本人、事業主、家族等と行い、今後の働き方や必要

なサポート・環境等を整理する。 

 

キ 就職後の合理的配慮提供に向けた支援  

□ 障害者と事業主それぞれの立場や視点を理解した上で、双方の話し合いのもと、合理的配慮
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の内容について調整している。 

a) 
障害者・事業主それぞれの希望やニーズ 1) を確認し、必要な配慮・サポートを検

討する。 

b) 
障害者本人に対して、事業主に要求可能な仕事上の配慮の選択肢を提案し、本人が

主体的に選択できるよう支援する。 

c) 
障害者と事業主を交えて、懸念事項について話し合い、障害者が力を発揮でき、企

業全体の生産性向上や働きやすさにも繋がる合理的な適応策を提案する。 

d) 
障害者本人だけでなく、一緒に働く従業員にとっても働きやすい方法・工夫を検討

し、提案する。  

e) 
障害者の権利擁護の視点から有益な話し合いになっていることを支援者自身が内

省しつつ調整を行う。 

1) 具体的には、勤務時間、業務内容、作業場所、休憩時間などの希望やニーズを指す。 

 

ク 職場適応・定着に役立つ機器や資源の情報提供 

□ 障害者の職場適応・定着に役立つ機器・ＩＴ・ＩＣＴの活用や社会資源について障害者本人

と事業主に情報提供し、その活用についての話し合いを行っている。 

a) 就労支援機器や IT・ICT 技術 1) の活用について提案する。 

b) 
職場適応・定着のためのリソース 2) 活用を判断し、必要な場合は支援をコーディ

ネートする。 

1) 画面読み上げソフト、補聴システム、イヤーマフ、その他の PC ソフトやスマホアプリ等。 

2) ジョブコーチ支援等を指す。 

 

12 職場（実習中含む）への適応支援 

ア 障害者雇用における仕事の遂行力向上と安定・充実した職場適応のための支援 

□ 障害のある従業員が職場において仕事の遂行力を高め、精神的にも安定・充実した働き方が

できるよう、職場の管理者や同僚 1) と協力して適応・定着の方法を検討している。 

a) 
職場の管理者や同僚と協力して、障害のある従業員が仕事の手順を習得して遂行

力を高める方法を検討する。 

b) 
職場のストレスや不安を軽減するための方法について、管理者や同僚と協力して

検討する。 

c) 
障害者本人が自ら周囲に援助要請 2) ができるよう、障害者本人と職場の管理者が

直接話し合う場を促進する。 

d) 
職場での変化 3) に対応できるよう、障害のある従業員が対応できる方法を検討す

る。 

1) 必要に応じて人事担当者、障害者雇用担当者等を含む。 

 

2) 自分から困ったことを相談すること。 

3) 自分自身や管理者・同僚の異動、指示系統の複雑化、職務の追加、業務スケジュールの変化等。 

 

イ 職場に順応した行動習得のためのアドバイス・提案 

□ 障害者が職場で適応的な行動がとれるように、所属する職場の文化・ルールや本人に求めら

れている役割について、職場の観察や聞き取りを通して情報収集し、分かりやすく助言・提

案している。 

a) 
障害者本人が所属する職場の文化・暗黙のルールや本人に求められている役割を、

観察や関係者からの聞き取りなどで把握する。 

b) 

所属する職場のルールやマナー、本人の立場や役割等を踏まえた適切な振る舞い

方について、理由を丁寧に説明し、具体的な例を交えて本人が理解できるように伝

える。 

 

ウ ナチュラルサポート 1) の形成に向けた職場適応支援 

□ 企業の主体的な雇用に向けて障害のある従業員と同僚・上司の関わりを促進すると同時に、

同僚・上司の悩みに寄り添い、社内サポート体制づくりを支援している。 

a) 
仕事における指示・命令又は職場でコミュニケーションを取ることの多い、複数の

キーパーソン 2) を場面観察や関係者の情報から把握する。 

b) 
同僚・上司に関わり方の見本を示すこと、解説、相談、研修を通じて障害のある従

業員への直接的な関わりや社内サポート体制づくりを促進する。 

c) 
同僚・上司の悩みに寄り添い、状況を改善するための工夫や社内サポート体制づく

りを提案する。 

d) 
企業の主体的な雇用のため、障害のある従業員の職場適応と、ナチュラルサポート

形成が確認できた段階で、計画的に専門的な支援をフェードアウトする。 

1) ここでは、「障害のある人に対して、職場の上司や同僚が直接提供するサポート」を指す。 

2) ここでは、障害者が仕事を行うにあたって力になってくれる同僚・上司を指す。 

 

エ フォローアップ 

□ 定期的な職場訪問や情報共有等のフォローアップを行い、状況のモニタリングと目標の整理

をし、必要な支援を提案・実施している。 

a) 
定期的な職場訪問による状況確認を実施し、障害のある従業員の職場適応状況と

社内サポート体制などの企業の自立的な雇用環境をモニタリングする。 

b) 
今後のキャリアアップ等の目標とそのために必要な段階を、障害者本人や事業主

と共に整理する。 

c) 障害者本人、事業主、家族、関係機関と情報を共有し、障害者の安定的な職場適応
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の内容について調整している。 

a) 
障害者・事業主それぞれの希望やニーズ 1) を確認し、必要な配慮・サポートを検

討する。 

b) 
障害者本人に対して、事業主に要求可能な仕事上の配慮の選択肢を提案し、本人が

主体的に選択できるよう支援する。 

c) 
障害者と事業主を交えて、懸念事項について話し合い、障害者が力を発揮でき、企

業全体の生産性向上や働きやすさにも繋がる合理的な適応策を提案する。 

d) 
障害者本人だけでなく、一緒に働く従業員にとっても働きやすい方法・工夫を検討

し、提案する。  

e) 
障害者の権利擁護の視点から有益な話し合いになっていることを支援者自身が内

省しつつ調整を行う。 

1) 具体的には、勤務時間、業務内容、作業場所、休憩時間などの希望やニーズを指す。 

 

ク 職場適応・定着に役立つ機器や資源の情報提供 

□ 障害者の職場適応・定着に役立つ機器・ＩＴ・ＩＣＴの活用や社会資源について障害者本人

と事業主に情報提供し、その活用についての話し合いを行っている。 

a) 就労支援機器や IT・ICT 技術 1) の活用について提案する。 

b) 
職場適応・定着のためのリソース 2) 活用を判断し、必要な場合は支援をコーディ

ネートする。 

1) 画面読み上げソフト、補聴システム、イヤーマフ、その他の PC ソフトやスマホアプリ等。 

2) ジョブコーチ支援等を指す。 

 

12 職場（実習中含む）への適応支援 

ア 障害者雇用における仕事の遂行力向上と安定・充実した職場適応のための支援 

□ 障害のある従業員が職場において仕事の遂行力を高め、精神的にも安定・充実した働き方が

できるよう、職場の管理者や同僚 1) と協力して適応・定着の方法を検討している。 

a) 
職場の管理者や同僚と協力して、障害のある従業員が仕事の手順を習得して遂行

力を高める方法を検討する。 

b) 
職場のストレスや不安を軽減するための方法について、管理者や同僚と協力して

検討する。 

c) 
障害者本人が自ら周囲に援助要請 2) ができるよう、障害者本人と職場の管理者が

直接話し合う場を促進する。 

d) 
職場での変化 3) に対応できるよう、障害のある従業員が対応できる方法を検討す

る。 

1) 必要に応じて人事担当者、障害者雇用担当者等を含む。 

 

2) 自分から困ったことを相談すること。 

3) 自分自身や管理者・同僚の異動、指示系統の複雑化、職務の追加、業務スケジュールの変化等。 

 

イ 職場に順応した行動習得のためのアドバイス・提案 

□ 障害者が職場で適応的な行動がとれるように、所属する職場の文化・ルールや本人に求めら

れている役割について、職場の観察や聞き取りを通して情報収集し、分かりやすく助言・提

案している。 

a) 
障害者本人が所属する職場の文化・暗黙のルールや本人に求められている役割を、

観察や関係者からの聞き取りなどで把握する。 

b) 

所属する職場のルールやマナー、本人の立場や役割等を踏まえた適切な振る舞い

方について、理由を丁寧に説明し、具体的な例を交えて本人が理解できるように伝

える。 

 

ウ ナチュラルサポート 1) の形成に向けた職場適応支援 

□ 企業の主体的な雇用に向けて障害のある従業員と同僚・上司の関わりを促進すると同時に、

同僚・上司の悩みに寄り添い、社内サポート体制づくりを支援している。 

a) 
仕事における指示・命令又は職場でコミュニケーションを取ることの多い、複数の

キーパーソン 2) を場面観察や関係者の情報から把握する。 

b) 
同僚・上司に関わり方の見本を示すこと、解説、相談、研修を通じて障害のある従

業員への直接的な関わりや社内サポート体制づくりを促進する。 

c) 
同僚・上司の悩みに寄り添い、状況を改善するための工夫や社内サポート体制づく

りを提案する。 

d) 
企業の主体的な雇用のため、障害のある従業員の職場適応と、ナチュラルサポート

形成が確認できた段階で、計画的に専門的な支援をフェードアウトする。 

1) ここでは、「障害のある人に対して、職場の上司や同僚が直接提供するサポート」を指す。 

2) ここでは、障害者が仕事を行うにあたって力になってくれる同僚・上司を指す。 

 

エ フォローアップ 

□ 定期的な職場訪問や情報共有等のフォローアップを行い、状況のモニタリングと目標の整理

をし、必要な支援を提案・実施している。 

a) 
定期的な職場訪問による状況確認を実施し、障害のある従業員の職場適応状況と

社内サポート体制などの企業の自立的な雇用環境をモニタリングする。 

b) 
今後のキャリアアップ等の目標とそのために必要な段階を、障害者本人や事業主

と共に整理する。 

c) 障害者本人、事業主、家族、関係機関と情報を共有し、障害者の安定的な職場適応
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と企業の継続可能で自立的な雇用に向けて必要な支援について意見交換する。 

d) 
支援者としての役割・限界を理解し、障害者・企業の自立と定期的フォローアップ

の必要性を見極め、必要に応じた支援を継続的に提供する方法を検討・提案する。  

e) 
障害者本人の精神的サポート及び継続的支援体制構築のため、必要に応じて在職

者同士の交流の機会を提供又は紹介する。 

 

オ 休職者の職場復帰支援 

□ 休職者と事業主との話し合いを通じて、プログラムの活用に向けた提案・実施、円滑な職場

復帰に向けた社内サポート体制づくりの助言を行っている。 

a) 休職者と事業主双方と話し合い、職場復帰に向けて必要な内容を整理する。 

b) 
休職者の円滑な職場復帰のため、職場復帰支援（リワーク支援）やリハビリ出勤等

のプログラムを提案、実施に向けた助言を行う。 

c) 必要に応じて職場復帰支援（リワーク支援）を実施又は紹介する。 

d) 
休職者の職場復帰後の社内サポート体制づくりについて事業主や職場の管理者に

助言する。 

 

カ 障害者の円滑な退職と再就職に向けた支援 

□ 障害者が仕事を辞める必要が生じた場合には、今後の見通しを整理した上で、適切な退職の

手続きや、その後のサポートの情報提供等を行っている。 

a) 
障害者本人の退職の意向が聞かれた際には、その考えや背景について話を聴き、今

後の進路について一緒に検討する。 

b) 
障害者本人が仕事を辞める必要があるときには、円滑な退職に向けて取るべき適

切な手続き 1) について助言する。 

c) 
再就職に向けて経験の振り返りを行い、上手くできたこと、今後必要なサポートや

環境等について話し合う。 

d) 
障害者本人の意向や状況に応じて、退職後のサポート資源（雇用保険の受給の仕方

等の所得補償を含む）の情報を提供する。 

1) 退職の申し出や退職願の提出、貸与されている物の返却、退職後の社会保険の手続きに向けた準

備等がある。 

 

13 職業生活を支える生活や体調管理の支援 

ア 障害者のワークライフバランスと生活の充実のための相談・情報提供 

□ 障害者にとっての仕事とプライベートのバランスを見つけ、生活を充実するための相談や社

会資源・情報の紹介をしている。 

a) 障害者本人が、仕事とプライベートのバランスを見つけていけるよう相談する。 

 

b) 
充実した生活が送れるよう、障害者本人の余暇のニーズを把握し、余暇活動の取り

組み方に関する相談や情報の紹介を行う。 

c) 
障害者の悩みの解消や孤立を防ぐため、必要に応じて当事者交流の機会（セルフヘ

ルプグループ）を紹介する。 

d) 
生活や通勤のニーズに合った住居の確保に向けて、手続きに係る情報提供や、福祉

サービス 1) 利用に向けた相談窓口の紹介を行う。 

1) グループホーム等が考えられる。 

 

イ 生活設計を一緒に検討する相談 

□ 将来の生活を見据え、希望や考えを整理し、目標実現に向けたプランを一緒に立てる生活設

計の相談を行っている。 

a) 
将来の生活の目標を明確化するため、現在のニーズ、なりたい自分、重視する考え

を整理する。 

b) 
目標実現のための段階的なプロセスを、障害者本人と一緒に検討し、計画を立て

る。 

 

ウ 体調管理の支援 

□ 健康的な生活習慣を維持し、ストレスや疲労、体調の管理をするために、医学・心理学の知

見に基づいた支援を提供している。 

a) 
障害者本人が自分にとってのストレスや疲労のサインを理解・把握し、対処できる

よう、心理教育及びカウンセリング技法等を活用した支援を行う。 

b) 
心理教育や活動記録表などを活用した相談により、睡眠・食生活・運動などの生活

習慣とストレス・疲労や体調・体力に関する気づきを高める支援をする。 

c) 
定期的な通院と処方に沿った服薬が行えるよう、通院時間の調整方法、薬の飲み忘

れを防ぐ方法等について本人と一緒に検討する。 

d) 
主治医等の意見や医学・心理学の知見を踏まえ、体調不良への対処に関する助言を

する。 

 

14 障害者雇用に取り組む企業のアセスメントと支援 

ア 企業の障害者雇用に関する実態把握と情報提供 

□ 企業の障害者雇用に関する実態・姿勢や考え方を踏まえ、障害者雇用の意義、実例、支援制

度、支援サービス等の有益な情報を提供している。 

a) 
事業所の視察や様々な情報交換の場を通じて、障害者雇用に関する企業の実態・姿

勢や考え方を把握する。 

b) 事業主に、障害者雇用の実例・支援制度・支援サービスに関する情報を提供する。 
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と企業の継続可能で自立的な雇用に向けて必要な支援について意見交換する。 

d) 
支援者としての役割・限界を理解し、障害者・企業の自立と定期的フォローアップ

の必要性を見極め、必要に応じた支援を継続的に提供する方法を検討・提案する。  

e) 
障害者本人の精神的サポート及び継続的支援体制構築のため、必要に応じて在職

者同士の交流の機会を提供又は紹介する。 

 

オ 休職者の職場復帰支援 

□ 休職者と事業主との話し合いを通じて、プログラムの活用に向けた提案・実施、円滑な職場

復帰に向けた社内サポート体制づくりの助言を行っている。 

a) 休職者と事業主双方と話し合い、職場復帰に向けて必要な内容を整理する。 

b) 
休職者の円滑な職場復帰のため、職場復帰支援（リワーク支援）やリハビリ出勤等

のプログラムを提案、実施に向けた助言を行う。 

c) 必要に応じて職場復帰支援（リワーク支援）を実施又は紹介する。 

d) 
休職者の職場復帰後の社内サポート体制づくりについて事業主や職場の管理者に

助言する。 

 

カ 障害者の円滑な退職と再就職に向けた支援 

□ 障害者が仕事を辞める必要が生じた場合には、今後の見通しを整理した上で、適切な退職の

手続きや、その後のサポートの情報提供等を行っている。 

a) 
障害者本人の退職の意向が聞かれた際には、その考えや背景について話を聴き、今

後の進路について一緒に検討する。 

b) 
障害者本人が仕事を辞める必要があるときには、円滑な退職に向けて取るべき適

切な手続き 1) について助言する。 

c) 
再就職に向けて経験の振り返りを行い、上手くできたこと、今後必要なサポートや

環境等について話し合う。 

d) 
障害者本人の意向や状況に応じて、退職後のサポート資源（雇用保険の受給の仕方

等の所得補償を含む）の情報を提供する。 

1) 退職の申し出や退職願の提出、貸与されている物の返却、退職後の社会保険の手続きに向けた準

備等がある。 

 

13 職業生活を支える生活や体調管理の支援 

ア 障害者のワークライフバランスと生活の充実のための相談・情報提供 

□ 障害者にとっての仕事とプライベートのバランスを見つけ、生活を充実するための相談や社

会資源・情報の紹介をしている。 

a) 障害者本人が、仕事とプライベートのバランスを見つけていけるよう相談する。 

 

b) 
充実した生活が送れるよう、障害者本人の余暇のニーズを把握し、余暇活動の取り

組み方に関する相談や情報の紹介を行う。 

c) 
障害者の悩みの解消や孤立を防ぐため、必要に応じて当事者交流の機会（セルフヘ

ルプグループ）を紹介する。 

d) 
生活や通勤のニーズに合った住居の確保に向けて、手続きに係る情報提供や、福祉

サービス 1) 利用に向けた相談窓口の紹介を行う。 

1) グループホーム等が考えられる。 

 

イ 生活設計を一緒に検討する相談 

□ 将来の生活を見据え、希望や考えを整理し、目標実現に向けたプランを一緒に立てる生活設

計の相談を行っている。 

a) 
将来の生活の目標を明確化するため、現在のニーズ、なりたい自分、重視する考え

を整理する。 

b) 
目標実現のための段階的なプロセスを、障害者本人と一緒に検討し、計画を立て

る。 

 

ウ 体調管理の支援 

□ 健康的な生活習慣を維持し、ストレスや疲労、体調の管理をするために、医学・心理学の知

見に基づいた支援を提供している。 

a) 
障害者本人が自分にとってのストレスや疲労のサインを理解・把握し、対処できる

よう、心理教育及びカウンセリング技法等を活用した支援を行う。 

b) 
心理教育や活動記録表などを活用した相談により、睡眠・食生活・運動などの生活

習慣とストレス・疲労や体調・体力に関する気づきを高める支援をする。 

c) 
定期的な通院と処方に沿った服薬が行えるよう、通院時間の調整方法、薬の飲み忘

れを防ぐ方法等について本人と一緒に検討する。 

d) 
主治医等の意見や医学・心理学の知見を踏まえ、体調不良への対処に関する助言を

する。 

 

14 障害者雇用に取り組む企業のアセスメントと支援 

ア 企業の障害者雇用に関する実態把握と情報提供 

□ 企業の障害者雇用に関する実態・姿勢や考え方を踏まえ、障害者雇用の意義、実例、支援制

度、支援サービス等の有益な情報を提供している。 

a) 
事業所の視察や様々な情報交換の場を通じて、障害者雇用に関する企業の実態・姿

勢や考え方を把握する。 

b) 事業主に、障害者雇用の実例・支援制度・支援サービスに関する情報を提供する。 
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c) 
障害者雇用に取り組むことによる、企業にとってのメリット（生産性向上・人材確

保・ダイバーシティなど）を説明する。 

d) 
障害者雇用における企業の社会的責任や役割について支援者自身が理解した上

で、必要に応じて企業が果たすべき役割や支援者の役割について説明する。 

 

イ 企業の障害者雇用に関するニーズ把握と主体的取組の支援 

□ 事業主の障害者雇用に関するニーズや懸念事項を把握した上で、企業が障害者雇用に主体的

に取組んでいけるよう、相談・研修・情報交換等の機会を作り、障害者受け入れ体制構築を

支援している。 

a) 
事業主のニーズや懸念事項を把握した上で、雇用計画・方針の策定に向けた相談に

乗る。 

b) 
事業主や従業員の理解を深めるため、ニーズに合った障害者雇用に関する研修・説

明 1) を行う。 

c) 
障害者雇用に取り組む企業同士の情報交換の場を作る又は情報共有のネットワー

クづくりをサポートする。 

1) 障害者雇用の意義、障害特性の理解、良好な関係作り、適切な指導・関わり方等のテーマが考え

られる。 

 

ウ 職場・業務のアセスメントと業務切り出し支援 

□ 障害者の配属候補となり得る職場・業務を人的・物理的視点からアセスメントし、適した業

務の切り出し・創出を行っている。 

a) 
事業主からの聞き取りや職場観察を行い、業務内容と人的・物理的環境を総合的に

見て、障害者に適した職場を特定する。 

b) 
事業主・職場関係者からの聞き取り等により、業務における課題、できれば助かる

こと、今後新たに取り組みたいことを明確にする。 

c) 
配属候補の部署における業務の目的、責任、内容や求められるスキル・水準を明確

にする。 

 

エ 障害者と業務・職場のマッチング・調整支援 

□ 対象障害者と業務・職場のマッチングを評価し、必要に応じて事業主に職務内容の調整や変

更を提案している。 

a) 障害者の能力や特性を考慮し、求人条件 1) とのマッチングを評価する。 

b) 障害者本人の意向を尊重した上で、対象障害者の能力・特性や興味を説明する。 

c) 
障害者と職場が共に成長できる環境の創出に向けて、職務内容の調整や変更を提

案する。 

 

1) 求人内容、求めているスキルや人物像、職場環境や雇用条件等を指す。 

 

オ 職務・課題分析と解決策の提案 

□ 障害者の就労を円滑に進めるために、職務分析 1) ・課題分析 2) に基づき、事業主に適切な

解決策の提案やツール等の提供を行っている。 

a) 職務分析 1) を行う。 

b) 職務内容の課題分析 2) を行う。 

c) 
障害者の円滑な作業遂行のために、必要なスキルを明確化し、適切な解決策を事業

主に提案する。 

d) 
明確に示されていない事項（休憩の取り方・過ごし方など）やマニュアル化されて

いない作業の工程を確認し、事業主と共有する。 

e) 
事業主との相談のもと、障害者に合わせた作業手順書やマニュアルを作成し、提

案・提供する。 

1) 職務の具体的内容、求められる水準、作業時間等をリストアップすることを指す。 

2) 職務の構成要素や具体的な手順の明確化を指す。 

 

15 関係機関や家族との連携 

ア 連携の必要性の判断と紹介 

□ 利用者（障害者本人や事業主等）に必要な支援を判断し、適切な連携先を検討の上、分かり

易く紹介・説明している。 

a) 
利用者のニーズに応じて社会資源やプログラムを紹介し、その内容と利用方法を

利用者が理解できるように説明する。 

b) 対象障害者の症状の悪化や懸念すべき様子に関して、適切な機関に繋げる。 

c) 
対象障害者の状態や服薬情報から、副作用の可能性を判断し、医療の専門家に繋

ぐ。 

d) 就労支援機器の活用が有効なケースを判断し、関係機関を紹介する。 

 

イ 連携先機関への情報提供と連携体制の構築 

□ スムーズな連携に向け、連携先との適切な情報共有と、役割分担等の調整を行っている。 

a) 
本人の同意を得たうえで、障害者本人の特徴や支援目標を端的に説明し、スムーズ

な支援の展開や情報の引継ぎを行う。 

b) 
新たに連携する機関に、現在関わる支援機関がどのような支援を行っているか説

明する。 

c) 
障害者本人や関係機関を交えた話合いやケース会議 1) 等の開催又は参加により、

情報集約と合意形成や役割分担の整理をする。 
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c) 
障害者雇用に取り組むことによる、企業にとってのメリット（生産性向上・人材確

保・ダイバーシティなど）を説明する。 

d) 
障害者雇用における企業の社会的責任や役割について支援者自身が理解した上

で、必要に応じて企業が果たすべき役割や支援者の役割について説明する。 

 

イ 企業の障害者雇用に関するニーズ把握と主体的取組の支援 

□ 事業主の障害者雇用に関するニーズや懸念事項を把握した上で、企業が障害者雇用に主体的

に取組んでいけるよう、相談・研修・情報交換等の機会を作り、障害者受け入れ体制構築を

支援している。 

a) 
事業主のニーズや懸念事項を把握した上で、雇用計画・方針の策定に向けた相談に

乗る。 

b) 
事業主や従業員の理解を深めるため、ニーズに合った障害者雇用に関する研修・説

明 1) を行う。 

c) 
障害者雇用に取り組む企業同士の情報交換の場を作る又は情報共有のネットワー

クづくりをサポートする。 

1) 障害者雇用の意義、障害特性の理解、良好な関係作り、適切な指導・関わり方等のテーマが考え

られる。 

 

ウ 職場・業務のアセスメントと業務切り出し支援 

□ 障害者の配属候補となり得る職場・業務を人的・物理的視点からアセスメントし、適した業

務の切り出し・創出を行っている。 

a) 
事業主からの聞き取りや職場観察を行い、業務内容と人的・物理的環境を総合的に

見て、障害者に適した職場を特定する。 

b) 
事業主・職場関係者からの聞き取り等により、業務における課題、できれば助かる

こと、今後新たに取り組みたいことを明確にする。 

c) 
配属候補の部署における業務の目的、責任、内容や求められるスキル・水準を明確

にする。 

 

エ 障害者と業務・職場のマッチング・調整支援 

□ 対象障害者と業務・職場のマッチングを評価し、必要に応じて事業主に職務内容の調整や変

更を提案している。 

a) 障害者の能力や特性を考慮し、求人条件 1) とのマッチングを評価する。 

b) 障害者本人の意向を尊重した上で、対象障害者の能力・特性や興味を説明する。 

c) 
障害者と職場が共に成長できる環境の創出に向けて、職務内容の調整や変更を提

案する。 

 

1) 求人内容、求めているスキルや人物像、職場環境や雇用条件等を指す。 

 

オ 職務・課題分析と解決策の提案 

□ 障害者の就労を円滑に進めるために、職務分析 1) ・課題分析 2) に基づき、事業主に適切な

解決策の提案やツール等の提供を行っている。 

a) 職務分析 1) を行う。 

b) 職務内容の課題分析 2) を行う。 

c) 
障害者の円滑な作業遂行のために、必要なスキルを明確化し、適切な解決策を事業

主に提案する。 

d) 
明確に示されていない事項（休憩の取り方・過ごし方など）やマニュアル化されて

いない作業の工程を確認し、事業主と共有する。 

e) 
事業主との相談のもと、障害者に合わせた作業手順書やマニュアルを作成し、提

案・提供する。 

1) 職務の具体的内容、求められる水準、作業時間等をリストアップすることを指す。 

2) 職務の構成要素や具体的な手順の明確化を指す。 

 

15 関係機関や家族との連携 

ア 連携の必要性の判断と紹介 

□ 利用者（障害者本人や事業主等）に必要な支援を判断し、適切な連携先を検討の上、分かり

易く紹介・説明している。 

a) 
利用者のニーズに応じて社会資源やプログラムを紹介し、その内容と利用方法を

利用者が理解できるように説明する。 

b) 対象障害者の症状の悪化や懸念すべき様子に関して、適切な機関に繋げる。 

c) 
対象障害者の状態や服薬情報から、副作用の可能性を判断し、医療の専門家に繋

ぐ。 

d) 就労支援機器の活用が有効なケースを判断し、関係機関を紹介する。 

 

イ 連携先機関への情報提供と連携体制の構築 

□ スムーズな連携に向け、連携先との適切な情報共有と、役割分担等の調整を行っている。 

a) 
本人の同意を得たうえで、障害者本人の特徴や支援目標を端的に説明し、スムーズ

な支援の展開や情報の引継ぎを行う。 

b) 
新たに連携する機関に、現在関わる支援機関がどのような支援を行っているか説

明する。 

c) 
障害者本人や関係機関を交えた話合いやケース会議 1) 等の開催又は参加により、

情報集約と合意形成や役割分担の整理をする。 

－ 257 －



 

1) 支援対象者の課題解決及びより充実した職業生活に向けて、関係者が集まり情報共有し、より良

い支援に繋げるために行う会議。 

ウ 関係機関とのチーム支援 

□ 関係機関それぞれの立場や役割、現状を理解した上で、障害者本人を共に支える意識を持ち、

チーム支援を行っている。 

a) ケースマネジメント 1) の意義・方法を理解し、関係機関との連携を行う。 

b) 教育から雇用への移行プロセスや現状 2) を理解して、教育機関との連携を行う。 

c) 
様々な関係者が互いに補い合い、本人を共に支える対等・平等な関係を築く意識を

もち、関係機関と一緒に考える姿勢で連携を行う。 

d) 関係機関と適宜連携を取り、ケースの進捗状況を共有する。 

1) 様々な支援ニーズのある人に対して、そのニーズ充足のため、各種支援サービスを調整・提供し、

支援ネットワークを作ることで利用者の職業生活を支える援助方法。 

2) 教育現場における進路指導の実態、各校の雇用への移行実績と課題等。 

 

エ 地域社会資源の情報収集と情報交換・ネットワークづくり 

□ 地域の社会資源の最大限の活用と、地域の支援力向上のために、関係機関との情報交換を行

い、機関同士のつながりを強化している。 

a) 
社会福祉サービスや自治体、民間機関の取組など、地域の社会資源の情報を収集す

る。 

b) 
関係機関との個別ケースの情報交換以外にも、会議や研修などの場で支援ノウハ

ウや地域の実態などを共有し、連携を強化する。 

c) 
就労支援の地域支援力向上のカギとなりうる地域の社会資源への呼びかけを行

い、支援ネットワークの立上げや強化を行う。 

 

 

オ 家族等との連携 

□ 家族等と情報や考え方の共有、肯定的な関係の築き方、社会資源の情報提供を行うなどの家

族等との連携を行っている。 

a) 
家族等との情報共有や調整を本人の了解のもと適切に行い、支援方針などに関し

て家族等の理解を得る。 

b) 
関わり方に関する助言や、社会福祉サービスや家族会等のサポート資源に関する

情報提供を行い、障害者本人と家族間の肯定的な関係を築いていく。 

 

16 障害者雇用の啓発と支援人材育成 

ア 障害者雇用を広めるための啓発 

 

□ 障害者雇用に関する理解を広めることで、障害者の権利・ニーズの獲得に繋がるよう、当事

者や保護者、支援団体、地域の市民団体、企業・企業団体に対する啓発・周知を行っている。 

a) 
当事者や保護者、支援団体、市民団体、企業・企業団体に対して、障害者雇用の啓

発・周知を行う機会を計画又は計画に協力し、実施する。 

b) 
障害者雇用啓発のためのパンフレットなどのツールを、機関や地域で作成し、活用

する。 

 

イ 組織や地域の支援人材の育成 

□ 地域全体の就労支援力向上のため、自機関の人材育成に加えて地域で支援ノウハウを共有す

る意識を持ち、積極的に研修・情報共有等を実施・協力している。 

a) 
自機関の効果的な人材育成のため、スーパーバイズ 1) やケースカンファレンス 2) 

の実施又は参加、外部研修への積極的参加・推進などを行う。 

b) 
地域全体の就労支援力向上の重要性を認識し、支援ノウハウの共有や情報交換を

積極的に行う。 

c) 
就労支援に取り組む支援機関に対して、それぞれの役割や実態を踏まえつつ、効果

的な支援の実施に向けた助言・援助や研修を行う。 

1) 熟練者（スーパーバイザー）が未熟練者（スーパーバイジー）から事例に関する報告を受け、ス

ーパーバイジーの成長を目的とした援助・指導を行うこと。スーパーバイズには、知識・スキル

や倫理観を教育するという機能の他、スーパーバイジーを精神的に支える、業務量などを適切に

管理する機能がある。 

2) 的確な支援を行うために、支援に携わる者やスーパーバイザー・助言者が集まり、検討する会議

のこと。 

 

－ 258 －



 

1) 支援対象者の課題解決及びより充実した職業生活に向けて、関係者が集まり情報共有し、より良

い支援に繋げるために行う会議。 

ウ 関係機関とのチーム支援 

□ 関係機関それぞれの立場や役割、現状を理解した上で、障害者本人を共に支える意識を持ち、

チーム支援を行っている。 

a) ケースマネジメント 1) の意義・方法を理解し、関係機関との連携を行う。 

b) 教育から雇用への移行プロセスや現状 2) を理解して、教育機関との連携を行う。 

c) 
様々な関係者が互いに補い合い、本人を共に支える対等・平等な関係を築く意識を

もち、関係機関と一緒に考える姿勢で連携を行う。 

d) 関係機関と適宜連携を取り、ケースの進捗状況を共有する。 

1) 様々な支援ニーズのある人に対して、そのニーズ充足のため、各種支援サービスを調整・提供し、

支援ネットワークを作ることで利用者の職業生活を支える援助方法。 

2) 教育現場における進路指導の実態、各校の雇用への移行実績と課題等。 

 

エ 地域社会資源の情報収集と情報交換・ネットワークづくり 

□ 地域の社会資源の最大限の活用と、地域の支援力向上のために、関係機関との情報交換を行

い、機関同士のつながりを強化している。 

a) 
社会福祉サービスや自治体、民間機関の取組など、地域の社会資源の情報を収集す

る。 

b) 
関係機関との個別ケースの情報交換以外にも、会議や研修などの場で支援ノウハ

ウや地域の実態などを共有し、連携を強化する。 

c) 
就労支援の地域支援力向上のカギとなりうる地域の社会資源への呼びかけを行

い、支援ネットワークの立上げや強化を行う。 

 

 

オ 家族等との連携 

□ 家族等と情報や考え方の共有、肯定的な関係の築き方、社会資源の情報提供を行うなどの家

族等との連携を行っている。 

a) 
家族等との情報共有や調整を本人の了解のもと適切に行い、支援方針などに関し

て家族等の理解を得る。 

b) 
関わり方に関する助言や、社会福祉サービスや家族会等のサポート資源に関する

情報提供を行い、障害者本人と家族間の肯定的な関係を築いていく。 

 

16 障害者雇用の啓発と支援人材育成 

ア 障害者雇用を広めるための啓発 

 

□ 障害者雇用に関する理解を広めることで、障害者の権利・ニーズの獲得に繋がるよう、当事

者や保護者、支援団体、地域の市民団体、企業・企業団体に対する啓発・周知を行っている。 

a) 
当事者や保護者、支援団体、市民団体、企業・企業団体に対して、障害者雇用の啓

発・周知を行う機会を計画又は計画に協力し、実施する。 

b) 
障害者雇用啓発のためのパンフレットなどのツールを、機関や地域で作成し、活用

する。 

 

イ 組織や地域の支援人材の育成 

□ 地域全体の就労支援力向上のため、自機関の人材育成に加えて地域で支援ノウハウを共有す

る意識を持ち、積極的に研修・情報共有等を実施・協力している。 

a) 
自機関の効果的な人材育成のため、スーパーバイズ 1) やケースカンファレンス 2) 

の実施又は参加、外部研修への積極的参加・推進などを行う。 

b) 
地域全体の就労支援力向上の重要性を認識し、支援ノウハウの共有や情報交換を

積極的に行う。 

c) 
就労支援に取り組む支援機関に対して、それぞれの役割や実態を踏まえつつ、効果

的な支援の実施に向けた助言・援助や研修を行う。 

1) 熟練者（スーパーバイザー）が未熟練者（スーパーバイジー）から事例に関する報告を受け、ス

ーパーバイジーの成長を目的とした援助・指導を行うこと。スーパーバイズには、知識・スキル

や倫理観を教育するという機能の他、スーパーバイジーを精神的に支える、業務量などを適切に

管理する機能がある。 

2) 的確な支援を行うために、支援に携わる者やスーパーバイザー・助言者が集まり、検討する会議

のこと。 
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「就労支援実務者に必要な知識・スキル等に係る意見集約のための支援実務者調査」 

調査協力依頼内容 
 

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 

障害者職業総合センター 研究部門 
 

１ 本調査の目的と内容 

本調査は、就労支援実務者が効果的な就労支援を行うために必要な知識・スキル・理念・態度

を整理することを目的としております。本調査は、文献や有識者の意見を踏まえて「草案」とし

て作成した知識・スキル等の内容について、就労支援の経験が豊富な支援実務者の視点からの重

要性や適切さについてお聞きします。 

 必要な知識・スキル等を整理したリストは、今後の全国的な研修等のあり方の検討や、就労支

援実務者や人材育成担当者の専門性向上への共通認識づくりに活用されます。 

 

２ 本調査へのご協力をお願いしたい方 

 就業支援担当者（主任含む）、就労支援員、就労定着支援員のいずれかで、障害者就労支援の経

験が豊富な方１名。 

＊ 調査へのご回答は任意です。すべての質問にお答えいただけない場合は、可能な範囲でご回答

ください。ご回答の内容によって不利益になることはありません。 

 

３ 回答方法 

本調査は Web 調査です。障害者職業総合センターが提供する Web フォームによりご回答くださ

い。Web フォームは、裏面に記載した URL よりアクセスし、指定のウェブフォームからパスワード

を入力して始めてください。回答時間の目安は、個人差がありますが、30 分程度です。 

＊ 回答者の負担軽減のため、「草案」として作成した知識・スキル等の全体の内容の３分の１程度についてご回答

いただくよう設問項目を配分しております。別紙２『「就労支援実務者が効果的な就労支援を行うために必要な

知識・スキル等リスト（草案）」の概要』に知識・スキル等の内容の全体像及び配分箇所を示しておりますの

で、必要に応じてご参照下さい。 

 

４ 回答期限 

 令和５年 10 月 19 日（木）までにご回答いただきますようご協力のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

５ 調査データの管理・取り扱いについて 

調査で得られた情報は、研究以外の目的に使用することはなく、関係法令及び当機構の規定に基

づき厳重に保存し、使用が終了した後廃棄します。 

調査で得られたデータは個人が特定されない方法により分析を行い、報告書に取りまとめて公表

（令和７年３月予定）するとともに、学会等で発表する場合があります。 

公表にあたって、施設名や回答者個人が特定されることはありません。 
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「就労支援実務者に必要な知識・スキル等に係る意見集約のための支援実務者調査」 

調査協力依頼内容 
 

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 

障害者職業総合センター 研究部門 
 

１ 本調査の目的と内容 

本調査は、就労支援実務者が効果的な就労支援を行うために必要な知識・スキル・理念・態度

を整理することを目的としております。本調査は、文献や有識者の意見を踏まえて「草案」とし

て作成した知識・スキル等の内容について、就労支援の経験が豊富な支援実務者の視点からの重

要性や適切さについてお聞きします。 

 必要な知識・スキル等を整理したリストは、今後の全国的な研修等のあり方の検討や、就労支

援実務者や人材育成担当者の専門性向上への共通認識づくりに活用されます。 

 

２ 本調査へのご協力をお願いしたい方 

 就業支援担当者（主任含む）、就労支援員、就労定着支援員のいずれかで、障害者就労支援の経

験が豊富な方１名。 

＊ 調査へのご回答は任意です。すべての質問にお答えいただけない場合は、可能な範囲でご回答

ください。ご回答の内容によって不利益になることはありません。 

 

３ 回答方法 

本調査は Web 調査です。障害者職業総合センターが提供する Web フォームによりご回答くださ

い。Web フォームは、裏面に記載した URL よりアクセスし、指定のウェブフォームからパスワード

を入力して始めてください。回答時間の目安は、個人差がありますが、30 分程度です。 

＊ 回答者の負担軽減のため、「草案」として作成した知識・スキル等の全体の内容の３分の１程度についてご回答

いただくよう設問項目を配分しております。別紙２『「就労支援実務者が効果的な就労支援を行うために必要な

知識・スキル等リスト（草案）」の概要』に知識・スキル等の内容の全体像及び配分箇所を示しておりますの

で、必要に応じてご参照下さい。 

 

４ 回答期限 

 令和５年 10 月 19 日（木）までにご回答いただきますようご協力のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

５ 調査データの管理・取り扱いについて 

調査で得られた情報は、研究以外の目的に使用することはなく、関係法令及び当機構の規定に基

づき厳重に保存し、使用が終了した後廃棄します。 

調査で得られたデータは個人が特定されない方法により分析を行い、報告書に取りまとめて公表

（令和７年３月予定）するとともに、学会等で発表する場合があります。 

公表にあたって、施設名や回答者個人が特定されることはありません。 
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ＷＷｅｅｂｂ（（アアンンケケーートト））調調査査のの始始めめ方方  

  

 下下記記ＵＵＲＲＬＬ又又はは右右記記二二次次元元ココーードドよよりりアアククセセスス下下ささいい。。  

 

 

 

＊ 下記の方法でもアクセス可能です。 

 障害者職業総合センターのホームページよりアクセス 

① 「障害者職業総合センター」又は「ＮＩＶＲ」と検索 

② トップページの「お知らせ」より『「就労支援実務者に必要な知識・スキル等に係る意見集約

のための支援実務者調査」ご回答用ウェブフォーム』をクリック 

 メールに添付したＵＲＬから直接アクセス（メールが届いたセンター/事業所の方） 

メールアドレスが確認できた場合は、本調査研究へのご協力のお願いを貴センター/事業所の

代表アドレスに送信しております。 

 貴貴セセンンタターー//事事業業所所はは、、下下記記のの記記号号ののウウェェブブフフォォーームムよよりりごご回回答答くくだだささいい。。  

    

 

 

 パパススワワーードドををごご入入力力下下ささいい。。（パスワードにより回答者を特定することはありません。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本調査についてご質問などございましたら、下記までお問い合わせください。 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

障害者職業総合センター研究部門（社会的支援部門） 

担当：竹内（たけうち）、大竹（おおたけ） 

〒261-0014 千葉市美浜区若葉３－１－３ 

電話：043－297-9087（月～金 9：15～17：30） 

電子メール：ssdiv@jeed.go.jp 

https://www.nivr.jeed.go.jp/ chishiki-skill.html 

ご回答用ウェブフォーム ☆ をクリックしてください。 

★★★★ 

 

今後の本調査研究の予定について 

 本調査研究では、今回の結果に基づき作成した知識・スキルリストの内容を人材育成の観点から

整理するために、所属施設の人材育成を担当されている管理者や現場責任者の方等を対象とした調

査を 2023 年 12 月～2024 年 1 月頃の実施を予定しております。改めて調査協力を依頼する可能性が

ございますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

ウェブフォームの見本 
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ＷＷｅｅｂｂ（（アアンンケケーートト））調調査査のの始始めめ方方  

  

 下下記記ＵＵＲＲＬＬ又又はは右右記記二二次次元元ココーードドよよりりアアククセセスス下下ささいい。。  

 

 

 

＊ 下記の方法でもアクセス可能です。 

 障害者職業総合センターのホームページよりアクセス 

① 「障害者職業総合センター」又は「ＮＩＶＲ」と検索 

② トップページの「お知らせ」より『「就労支援実務者に必要な知識・スキル等に係る意見集約

のための支援実務者調査」ご回答用ウェブフォーム』をクリック 

 メールに添付したＵＲＬから直接アクセス（メールが届いたセンター/事業所の方） 

メールアドレスが確認できた場合は、本調査研究へのご協力のお願いを貴センター/事業所の

代表アドレスに送信しております。 

 貴貴セセンンタターー//事事業業所所はは、、下下記記のの記記号号ののウウェェブブフフォォーームムよよりりごご回回答答くくだだささいい。。  

    

 

 

 パパススワワーードドををごご入入力力下下ささいい。。（パスワードにより回答者を特定することはありません。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本調査についてご質問などございましたら、下記までお問い合わせください。 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

障害者職業総合センター研究部門（社会的支援部門） 

担当：竹内（たけうち）、大竹（おおたけ） 

〒261-0014 千葉市美浜区若葉３－１－３ 

電話：043－297-9087（月～金 9：15～17：30） 

電子メール：ssdiv@jeed.go.jp 

https://www.nivr.jeed.go.jp/ chishiki-skill.html 

ご回答用ウェブフォーム ☆ をクリックしてください。 

★★★★ 

 

今後の本調査研究の予定について 

 本調査研究では、今回の結果に基づき作成した知識・スキルリストの内容を人材育成の観点から

整理するために、所属施設の人材育成を担当されている管理者や現場責任者の方等を対象とした調

査を 2023 年 12 月～2024 年 1 月頃の実施を予定しております。改めて調査協力を依頼する可能性が

ございますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

ウェブフォームの見本 
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これ以降、ウェブフォーム記号（Ａ～Ｇ）により、質問項目が異なります。 
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これ以降、ウェブフォーム記号（Ａ～Ｇ）により、質問項目が異なります。 
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この質問は、前の質問（問２）で「要修正」にチェックをした場合のみ提示

されます。 

 

 
  

＊前の質問（問２）で「要修正」にチ

ェックをした項目のみ呈示されます。 
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この質問は、前の質問（問２）で「要修正」にチェックをした場合のみ提示

されます。 

 

 
  

＊前の質問（問２）で「要修正」にチ

ェックをした項目のみ呈示されます。 

－ 275 －



 

 

 

＊前の質問（問２）で「要修正」にチ

ェックをした項目のみ呈示されます。 
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＊前の質問（問２）で「要修正」にチ

ェックをした項目のみ呈示されます。 
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＊前の質問（問２）で「要修正」にチ

ェックをした項目のみ呈示されます。 

この質問は、前の質問（問２）で「要修正」にチェックをした場合のみ提示

されます。 

 

 

 
  

＊前の質問（問２）で「要修正」にチ

ェックをした項目のみ呈示されます。 
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＊前の質問（問２）で「要修正」にチ

ェックをした項目のみ呈示されます。 

この質問は、前の質問（問２）で「要修正」にチェックをした場合のみ提示

されます。 

 

 

 
  

＊前の質問（問２）で「要修正」にチ

ェックをした項目のみ呈示されます。 
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 これ以降、知識・スキル等の項目を変えながら、Ｐ10～Ｐ20 と同様の質

問を繰り返します。 

質問をする知識・スキル等の項目内容については、お送りした「調査への

ご協力のお願い」の別紙２「就労支援実務者が効果的な就労支援を行うため

に必要な知識・スキル等リスト（草案）の概要」をご参照下さい。 

１１　　障障害害者者のの就就労労支支援援のの意意義義

No.１

□

a)

障害者が働くに当たっては、仕事・通勤・働く準備の場面等における困難や、働く機会・
条件・内容、昇進、技能向上の機会の制約等、様々な困難があることを理解する。

b)

障害者の就労上の困難1) については、個人の心身機能や健康状態と、障害以外の本人ので

きることや社会・環境との相互作用2) として捉え、個人と社会・環境双方への支援を行
う。

1)
世界保健機関(WHO)が発表している生活機能・障害・健康の分類・モデルである国際生活機能分類(ICF)におけ
る、「活動制限」「参加制約」に該当する。

2)
国際生活機能分類(ICF)における「心身機能・身体構造」「健康状態」「環境因子」「個人因子」の相互作用の
影響により「参加制限」「参加制約」が生じ、これを「障害」と呼ぶという考え方に準じている。

No.２

□

a)

働くことが、障害者の経済・精神・生活の自立、健康の維持・回復、所属・役割意識の確
立、充実感の獲得と自己実現等に繋がることの意義を理解して支援に取り組む。

b)

すべての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら生活や仕事ができる社会や職場の実現
のために、障害者を含む多様な人材の雇用機会拡大や働きやすい職場づくり推進の重要性
を理解して、障害者の権利擁護や事業主等への支援に取り組む。

障害の有無や程度に関わらず、働くことには重要な意義があり、すべての人が相互に人格と個性
を尊重し合いながら生活や仕事ができる社会や職場の実現を目指すことの必要性を理解した上
で、障害者の権利擁護や事業主等への支援に取り組むこと。

障害者が働くに当たっての様々な困難1)については、個人と社会・環境との相互作用2)の問題と
して捉え、個人と社会・環境双方への支援を行うこと。

就就労労支支援援実実務務者者がが効効果果的的なな就就労労支支援援をを行行ううたためめにに必必要要なな
知知識識・・ススキキルル等等のの内内容容（（完完全全版版））

就職前から就職後の多様な職業場面での困難状況の理解

個人と社会・環境との相互作用としての障害の理解

【具体的内容】

障害についての基本的理解

障害者の働く意義と権利擁護・共生社会実現の理解

働くことの意義の理解

ノーマライゼーション、インクルージョン、ダイバーシティ実現の重要性の理解

【具体的内容】
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１１　　障障害害者者のの就就労労支支援援のの意意義義

No.１

□

a)

障害者が働くに当たっては、仕事・通勤・働く準備の場面等における困難や、働く機会・
条件・内容、昇進、技能向上の機会の制約等、様々な困難があることを理解する。

b)

障害者の就労上の困難1) については、個人の心身機能や健康状態と、障害以外の本人ので

きることや社会・環境との相互作用2) として捉え、個人と社会・環境双方への支援を行
う。

1)
世界保健機関(WHO)が発表している生活機能・障害・健康の分類・モデルである国際生活機能分類(ICF)におけ
る、「活動制限」「参加制約」に該当する。

2)
国際生活機能分類(ICF)における「心身機能・身体構造」「健康状態」「環境因子」「個人因子」の相互作用の
影響により「参加制限」「参加制約」が生じ、これを「障害」と呼ぶという考え方に準じている。

No.２

□

a)

働くことが、障害者の経済・精神・生活の自立、健康の維持・回復、所属・役割意識の確
立、充実感の獲得と自己実現等に繋がることの意義を理解して支援に取り組む。

b)

すべての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら生活や仕事ができる社会や職場の実現
のために、障害者を含む多様な人材の雇用機会拡大や働きやすい職場づくり推進の重要性
を理解して、障害者の権利擁護や事業主等への支援に取り組む。

障害の有無や程度に関わらず、働くことには重要な意義があり、すべての人が相互に人格と個性
を尊重し合いながら生活や仕事ができる社会や職場の実現を目指すことの必要性を理解した上
で、障害者の権利擁護や事業主等への支援に取り組むこと。

障害者が働くに当たっての様々な困難1)については、個人と社会・環境との相互作用2)の問題と
して捉え、個人と社会・環境双方への支援を行うこと。

就就労労支支援援実実務務者者がが効効果果的的なな就就労労支支援援をを行行ううたためめにに必必要要なな
知知識識・・ススキキルル等等のの内内容容（（完完全全版版））

就職前から就職後の多様な職業場面での困難状況の理解

個人と社会・環境との相互作用としての障害の理解

【具体的内容】

障害についての基本的理解

障害者の働く意義と権利擁護・共生社会実現の理解

働くことの意義の理解

ノーマライゼーション、インクルージョン、ダイバーシティ実現の重要性の理解

【具体的内容】
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 これ以降、知識・スキル等の項目を変えながら、Ｐ10～Ｐ20 と同様の質

問を繰り返します。 

質問をする知識・スキル等の項目内容については、お送りした「調査への

ご協力のお願い」の別紙２「就労支援実務者が効果的な就労支援を行うため

に必要な知識・スキル等リスト（草案）の概要」をご参照下さい。 

１１　　障障害害者者のの就就労労支支援援のの意意義義

No.１

□

a)

障害者が働くに当たっては、仕事・通勤・働く準備の場面等における困難や、働く機会・
条件・内容、昇進、技能向上の機会の制約等、様々な困難があることを理解する。

b)

障害者の就労上の困難1) については、個人の心身機能や健康状態と、障害以外の本人ので

きることや社会・環境との相互作用2) として捉え、個人と社会・環境双方への支援を行
う。

1)
世界保健機関(WHO)が発表している生活機能・障害・健康の分類・モデルである国際生活機能分類(ICF)におけ
る、「活動制限」「参加制約」に該当する。

2)
国際生活機能分類(ICF)における「心身機能・身体構造」「健康状態」「環境因子」「個人因子」の相互作用の
影響により「参加制限」「参加制約」が生じ、これを「障害」と呼ぶという考え方に準じている。

No.２

□

a)

働くことが、障害者の経済・精神・生活の自立、健康の維持・回復、所属・役割意識の確
立、充実感の獲得と自己実現等に繋がることの意義を理解して支援に取り組む。

b)

すべての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら生活や仕事ができる社会や職場の実現
のために、障害者を含む多様な人材の雇用機会拡大や働きやすい職場づくり推進の重要性
を理解して、障害者の権利擁護や事業主等への支援に取り組む。

障害の有無や程度に関わらず、働くことには重要な意義があり、すべての人が相互に人格と個性
を尊重し合いながら生活や仕事ができる社会や職場の実現を目指すことの必要性を理解した上
で、障害者の権利擁護や事業主等への支援に取り組むこと。

障害者が働くに当たっての様々な困難1)については、個人と社会・環境との相互作用2)の問題と
して捉え、個人と社会・環境双方への支援を行うこと。

就就労労支支援援実実務務者者がが効効果果的的なな就就労労支支援援をを行行ううたためめにに必必要要なな
知知識識・・ススキキルル等等のの内内容容（（完完全全版版））

就職前から就職後の多様な職業場面での困難状況の理解

個人と社会・環境との相互作用としての障害の理解

【具体的内容】

障害についての基本的理解

障害者の働く意義と権利擁護・共生社会実現の理解

働くことの意義の理解

ノーマライゼーション、インクルージョン、ダイバーシティ実現の重要性の理解

【具体的内容】

巻末資料４

１１　　障障害害者者のの就就労労支支援援のの意意義義

No.１

□

a)

障害者が働くに当たっては、仕事・通勤・働く準備の場面等における困難や、働く機会・
条件・内容、昇進、技能向上の機会の制約等、様々な困難があることを理解する。

b)

障害者の就労上の困難1) については、個人の心身機能や健康状態と、障害以外の本人ので

きることや社会・環境との相互作用2) として捉え、個人と社会・環境双方への支援を行
う。

1)
世界保健機関(WHO)が発表している生活機能・障害・健康の分類・モデルである国際生活機能分類(ICF)におけ
る、「活動制限」「参加制約」に該当する。

2)
国際生活機能分類(ICF)における「心身機能・身体構造」「健康状態」「環境因子」「個人因子」の相互作用の
影響により「参加制限」「参加制約」が生じ、これを「障害」と呼ぶという考え方に準じている。

No.２

□

a)

働くことが、障害者の経済・精神・生活の自立、健康の維持・回復、所属・役割意識の確
立、充実感の獲得と自己実現等に繋がることの意義を理解して支援に取り組む。

b)

すべての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら生活や仕事ができる社会や職場の実現
のために、障害者を含む多様な人材の雇用機会拡大や働きやすい職場づくり推進の重要性
を理解して、障害者の権利擁護や事業主等への支援に取り組む。

障害の有無や程度に関わらず、働くことには重要な意義があり、すべての人が相互に人格と個性
を尊重し合いながら生活や仕事ができる社会や職場の実現を目指すことの必要性を理解した上
で、障害者の権利擁護や事業主等への支援に取り組むこと。

障害者が働くに当たっての様々な困難1)については、個人と社会・環境との相互作用2)の問題と
して捉え、個人と社会・環境双方への支援を行うこと。

就就労労支支援援実実務務者者がが効効果果的的なな就就労労支支援援をを行行ううたためめにに必必要要なな
知知識識・・ススキキルル等等のの内内容容（（完完全全版版））

就職前から就職後の多様な職業場面での困難状況の理解

個人と社会・環境との相互作用としての障害の理解

【具体的内容】

障害についての基本的理解

障害者の働く意義と権利擁護・共生社会実現の理解

働くことの意義の理解

ノーマライゼーション、インクルージョン、ダイバーシティ実現の重要性の理解

【具体的内容】

巻末資料４
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２２　　就就労労支支援援ににおおけけるる支支援援者者のの基基本本的的姿姿勢勢

No.３

□

a)

障害者の能力について、固定観念にとらわれることなく、様々な可能性を排除せずに支援
に取り組む。

b)

利用者のニーズ3) の充足を常に意識して支援に取り組む。
c)

日頃から職業倫理4) を意識して支援を選択・実施する。
d)

個人情報の取り扱いには細心の注意を払い、守秘義務を遵守する。

3)
利用者が望んでいること、社会（職業）生活上困っていること、専門職の視点で支援が必要と考えられることの
総体を指す。

4)
支援者自身が意識すべき行動規範や倫理観（利用者の権利の尊重、公平・適切なサービス提供等）を指す。これ
らを明文化した倫理綱領が、各法人や各種資格の職能団体において定められている場合がある。

No.４

□

a) 相手の立場や考え方を尊重したコミュニケーション

障害者、家族、事業主、関係機関等のそれぞれの立場を尊重し、それぞれの考え方に配慮
しつつ、適切な言葉を選んだ上で、対等なコミュニケーションをとる。

b)

職場環境や場面に応じた服装や言葉遣い、振る舞いを行う。

No.５

□

a)

日々の支援を振り返り、自己理解を深め、自分の得意・不得意や限界を把握した上で、自
身ができる支援について考える。

b)

問題や葛藤が生じた場合は、感情をコントロールし、周囲と相談しつつ冷静に対処する。

c)

就労支援に関する様々な問題や葛藤等の倫理的ジレンマ5) には、その解決に向けて上司・
指導担当者・同僚等と相談をしながら自分なりの考えを整理する。

5)
倫理的観点からはどちらも正しい又は正しくないが、どちらかを選ばなければならないような葛藤状態。例え
ば、障害者本人が開示を拒否している重大な内容を雇用主に情報提供すべきかどうかなど。

相手（障害者・家族・事業主・関係機関等）の立場や考え方を尊重した対等なコミュニケーショ
ン及び職場環境や場面に応じた服装や振る舞いを行うこと。

支援者自身が倫理観を身につけ、偏見を排し、利用者のニーズ充足を意識して支援に取り組むこ
と。

職業倫理の意識

個人情報の取り扱いと守秘義務の遵守

就労支援において支援者が取るべき態度

【具体的内容】

場面に応じた服装、言葉遣い、振る舞い

支援者自身の自己理解を深め、就労支援に関する様々な問題や葛藤に対して周囲と相談しなが
ら、自身ができる支援や最善の方法を検討しつつ、支援に取り組むこと。

支援者自身の自己理解と自身ができる支援の検討

【具体的内容】

支援の振り返りと支援者自身の自己理解

支援者自身の感情コントロールと問題解決

倫理的ジレンマへの対応

支援者が持つべき心構えと倫理意識

固定観念に捉われない支援の取組

【具体的内容】

利用者中心の支援

No.６

□

a) 継続的な自己研鑽と最新情報の収集

日頃から支援を行うに当たっての課題を把握し、最新の知識やスキル、支援事例、調査研
究成果などに関する情報を積極的に収集する。

b)

対応に困ることや、経験の少ない事例等については、書籍・ＷＥＢ等の情報やその分野に
携わる関係機関等の意見を収集する。

c)

就労支援担当者に必要な知識の充足やスキルの向上を図るため、研修や情報交換等の場に
積極的に参加する。

d)

オンライン相談、情報通信技術（IT、ICT）を活用した支援についての情報を収集し、メ
リット・デメリットを考慮しつつ効果的な提案・活用を行う。

No.７

□

a)

支援者自身の健康管理のため、睡眠、食事、運動など、自身の生活習慣を整える。

b) 問題や悩みの相談

独りで問題や悩みを抱え込まず、上司や同僚と相談し、周囲の協力も得ながら支援に取り
組む。

支援者自身の身体・精神的なケアを行いつつ、支援に取り組むこと。

効果的な支援を提供するために必要となる最新の知識・技術や事例の情報収集等を積極的に行う
こと。

最新情報の収集と自己研鑽

【具体的内容】

情報収集、専門機関への照会

研修・情報交換の場等への積極的参加

情報通信技術の活用

支援者自身の身体・精神的なケア

【具体的内容】

支援者自身のセルフケア
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２２　　就就労労支支援援ににおおけけるる支支援援者者のの基基本本的的姿姿勢勢

No.３

□

a)

障害者の能力について、固定観念にとらわれることなく、様々な可能性を排除せずに支援
に取り組む。

b)

利用者のニーズ3) の充足を常に意識して支援に取り組む。
c)

日頃から職業倫理4) を意識して支援を選択・実施する。
d)

個人情報の取り扱いには細心の注意を払い、守秘義務を遵守する。

3)
利用者が望んでいること、社会（職業）生活上困っていること、専門職の視点で支援が必要と考えられることの
総体を指す。

4)
支援者自身が意識すべき行動規範や倫理観（利用者の権利の尊重、公平・適切なサービス提供等）を指す。これ
らを明文化した倫理綱領が、各法人や各種資格の職能団体において定められている場合がある。

No.４

□

a) 相手の立場や考え方を尊重したコミュニケーション

障害者、家族、事業主、関係機関等のそれぞれの立場を尊重し、それぞれの考え方に配慮
しつつ、適切な言葉を選んだ上で、対等なコミュニケーションをとる。

b)

職場環境や場面に応じた服装や言葉遣い、振る舞いを行う。

No.５

□

a)

日々の支援を振り返り、自己理解を深め、自分の得意・不得意や限界を把握した上で、自
身ができる支援について考える。

b)

問題や葛藤が生じた場合は、感情をコントロールし、周囲と相談しつつ冷静に対処する。

c)

就労支援に関する様々な問題や葛藤等の倫理的ジレンマ5) には、その解決に向けて上司・
指導担当者・同僚等と相談をしながら自分なりの考えを整理する。

5)
倫理的観点からはどちらも正しい又は正しくないが、どちらかを選ばなければならないような葛藤状態。例え
ば、障害者本人が開示を拒否している重大な内容を雇用主に情報提供すべきかどうかなど。

相手（障害者・家族・事業主・関係機関等）の立場や考え方を尊重した対等なコミュニケーショ
ン及び職場環境や場面に応じた服装や振る舞いを行うこと。

支援者自身が倫理観を身につけ、偏見を排し、利用者のニーズ充足を意識して支援に取り組むこ
と。

職業倫理の意識

個人情報の取り扱いと守秘義務の遵守

就労支援において支援者が取るべき態度

【具体的内容】

場面に応じた服装、言葉遣い、振る舞い

支援者自身の自己理解を深め、就労支援に関する様々な問題や葛藤に対して周囲と相談しなが
ら、自身ができる支援や最善の方法を検討しつつ、支援に取り組むこと。

支援者自身の自己理解と自身ができる支援の検討

【具体的内容】

支援の振り返りと支援者自身の自己理解

支援者自身の感情コントロールと問題解決

倫理的ジレンマへの対応

支援者が持つべき心構えと倫理意識

固定観念に捉われない支援の取組

【具体的内容】

利用者中心の支援

No.６

□

a) 継続的な自己研鑽と最新情報の収集

日頃から支援を行うに当たっての課題を把握し、最新の知識やスキル、支援事例、調査研
究成果などに関する情報を積極的に収集する。

b)

対応に困ることや、経験の少ない事例等については、書籍・ＷＥＢ等の情報やその分野に
携わる関係機関等の意見を収集する。

c)

就労支援担当者に必要な知識の充足やスキルの向上を図るため、研修や情報交換等の場に
積極的に参加する。

d)

オンライン相談、情報通信技術（IT、ICT）を活用した支援についての情報を収集し、メ
リット・デメリットを考慮しつつ効果的な提案・活用を行う。

No.７

□

a)

支援者自身の健康管理のため、睡眠、食事、運動など、自身の生活習慣を整える。

b) 問題や悩みの相談

独りで問題や悩みを抱え込まず、上司や同僚と相談し、周囲の協力も得ながら支援に取り
組む。

支援者自身の身体・精神的なケアを行いつつ、支援に取り組むこと。

効果的な支援を提供するために必要となる最新の知識・技術や事例の情報収集等を積極的に行う
こと。

最新情報の収集と自己研鑽

【具体的内容】

情報収集、専門機関への照会

研修・情報交換の場等への積極的参加

情報通信技術の活用

支援者自身の身体・精神的なケア

【具体的内容】

支援者自身のセルフケア
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３３　　障障害害者者就就労労支支援援にに関関すするる法法令令・・制制度度・・ササーービビスス

No.８

□

a) 障害者差別解消法の理解と適切な対応

障害者差別解消法で求められている障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止と合理的
配慮の提供義務について理解し、その趣旨に沿った対応をする。

b)

障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止と合理的配慮の提供義務について理解し、必要
に応じて事業主等への啓発を行い、不適切と思われる事態についてはハローワーク等に相
談する。

c)

障害者虐待防止法の概要を理解し、事業主に必要に応じた啓発を行い、使用者による虐待
の懸念があった場合は、市町村又は都道府県の通報窓口に相談する。

No.９

□

a) 障害者雇用促進法（障害者雇用率制度等）の理解

障害者雇用促進法の概要を理解し、障害者雇用率制度や障害者雇用納付金制度、差別禁止
や合理的配慮について、障害者本人や事業主に分かりやすく説明する。

b)

障害者雇用に係る助成金や減税措置等の制度の考え方や仕組み、留意事項を理解した上
で、必要に応じて事業主に申請・相談窓口を紹介する。

c)

障害者雇用関連機関6) の支援サービスの概要や利用方法について理解し、障害者本人や事
業主に紹介する。

6)
ハローワークや障害者職業能力開発校、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター等が該当す
る。

No.10

□

a) 障害福祉サービスの理解

障害福祉サービス全体像と各種サービスの概要を理解し、情報提供を行う。

b)

就労系福祉サービス9) のサービス内容や報酬体系について基本的な内容を理解した上で、
支援を行う。

c)

障害福祉サービスを活用しつつ働くことについて検討し、提案を行う。

d)

所得保障に関する社会保障制度の内容や手続きを理解し、収入の見通しを立てる相談で活
用するとともに、相談窓口の紹介を行う。

7)
障害者総合支援法によるサービスと児童福祉法によるサービス。代表的なサービスとしては、就労移行支援等の
訓練等給付、計画相談支援等の相談支援、医療費の自己負担額を軽減する自立支援医療等がある。

8) 厚生年金、雇用保険、労災保険や公的扶助に基づく給付により所得を保障する制度。

9) 就労移行支援、就労継続支援（A型・B型）、就労定着支援を指す。

障害者雇用促進法や関連支援サービスについて理解し、説明を行うこと。

障害者差別の解消・禁止、虐待防止の理解と対応

障害者差別解消法や障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止と合理的配慮の提供義務及び障害
者虐待防止法の概要を理解し、これらの趣旨に沿った適切な対応を行うこと。

障害者雇用促進法と関連支援サービスの理解

【具体的内容】

障害者雇用に係る助成金制度の理解

障害者雇用関連機関の支援サービスの理解

障害福祉サービスや社会保障制度の理解

【具体的内容】

就労系福祉サービスの報酬体系の理解

障害福祉サービスの活用事例の提案

所得保障に関する社会保障制度の理解

【具体的内容】

障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮提供義務の理解と適切な対応

障害者虐待防止法の理解と適切な対応

障害福祉サービス7) や所得保障に関する社会保障制度8) についての基礎的事項を理解し、情報
提供を行うこと。

４４　　企企業業経経営営とと雇雇用用管管理理

No.11

□

a) 企業経営の基礎や障害者雇用状況の把握

民間企業の経営・経済の動向10) や障害者就労に関する動向11) を把握する。
b)

地域の労働市場の動向について関係機関や一般の公開情報等12) を活用して、把握する。

c)

在宅勤務や自営等、多様な働き方に関する事例や活用できる支援等の情報収集を行い、必
要に応じて情報提供する。

10)グローバリゼーション、技術革新、経営戦略の変化、働き方・雇用形態の多様化等を指す。

11)障害者雇用に関する施策、障害者雇用率、障害者求人の動向等を指す。

12)
都道府県労働局やハローワークが公開している資料、新聞、雑誌、インターネット、企業との関わり、企業団体
との情報交換等を指す。

No.12

□

a) 労働関係法規や社会保険制度の理解

労働関係法規13) や社会保険制度14) に関する基礎的内容を理解し、障害者本人や事業主と
の相談場面で活用する。

b)

企業における従業員の募集・採用、配置・昇進、能力開発、定年・退職等の雇用管理に関
する基本的な制度・慣行について理解する。

c)

労働安全衛生や人間工学（人間の特性に基づく動きやすさ・使いやすさ等）の基礎的知識
を基に、業務遂行・手順・安全な職場環境に関する助言を行う。

13)労働基準法、労働契約法、最低賃金法、パートタイム・有期雇用労働法、職業安定法、労働者派遣法等を指す。

14)健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険等を指す。

５５　　様様々々なな相相手手（（障障害害者者・・事事業業主主・・関関係係機機関関・・家家族族等等））ととのの相相談談・・説説明明

No.13

□

a) 相談の目的の説明・共有

相談の目的を丁寧に説明し、相談中も、適宜、目的を共有する。

b) 支援者の役割と支援内容の説明

支援者・所属機関の役割や支援可能な範囲を明確に説明する。

c)

傾聴のスキルを身に着け、共感的態度で話を聴き、一緒に考える姿勢で相談を行う。

d)

次のステップ・機会やタイミングを共有した上で終了する。

支援者の役割や相談目的を説明した上で、共感的態度で傾聴し、一緒に考える姿勢で相談するこ
と。

労働関係法規や雇用管理の理解

【具体的内容】

労働安全衛生管理や人間工学の理解

労働関係法規や企業の雇用管理に関連する基礎的事項を理解した上で支援を行うこと。

企業経営や労働市場の動向把握

【具体的内容】

地域の労働市場の動向の把握

多様な働き方（在宅勤務、自営等）の情報収集

企業の雇用管理の理解

相談を行う際の基本的な態度

【具体的内容】

傾聴や共感的態度による協働的相談

次のステップを明確にした上での相談の終え方

企業経営・経済、労働市場・障害者の働き方の動向を把握しつつ支援を行うこと。
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３３　　障障害害者者就就労労支支援援にに関関すするる法法令令・・制制度度・・ササーービビスス

No.８

□

a) 障害者差別解消法の理解と適切な対応

障害者差別解消法で求められている障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止と合理的
配慮の提供義務について理解し、その趣旨に沿った対応をする。

b)

障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止と合理的配慮の提供義務について理解し、必要
に応じて事業主等への啓発を行い、不適切と思われる事態についてはハローワーク等に相
談する。

c)

障害者虐待防止法の概要を理解し、事業主に必要に応じた啓発を行い、使用者による虐待
の懸念があった場合は、市町村又は都道府県の通報窓口に相談する。

No.９

□

a) 障害者雇用促進法（障害者雇用率制度等）の理解

障害者雇用促進法の概要を理解し、障害者雇用率制度や障害者雇用納付金制度、差別禁止
や合理的配慮について、障害者本人や事業主に分かりやすく説明する。

b)

障害者雇用に係る助成金や減税措置等の制度の考え方や仕組み、留意事項を理解した上
で、必要に応じて事業主に申請・相談窓口を紹介する。

c)

障害者雇用関連機関6) の支援サービスの概要や利用方法について理解し、障害者本人や事
業主に紹介する。

6)
ハローワークや障害者職業能力開発校、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター等が該当す
る。

No.10

□

a) 障害福祉サービスの理解

障害福祉サービス全体像と各種サービスの概要を理解し、情報提供を行う。

b)

就労系福祉サービス9) のサービス内容や報酬体系について基本的な内容を理解した上で、
支援を行う。

c)

障害福祉サービスを活用しつつ働くことについて検討し、提案を行う。

d)

所得保障に関する社会保障制度の内容や手続きを理解し、収入の見通しを立てる相談で活
用するとともに、相談窓口の紹介を行う。

7)
障害者総合支援法によるサービスと児童福祉法によるサービス。代表的なサービスとしては、就労移行支援等の
訓練等給付、計画相談支援等の相談支援、医療費の自己負担額を軽減する自立支援医療等がある。

8) 厚生年金、雇用保険、労災保険や公的扶助に基づく給付により所得を保障する制度。

9) 就労移行支援、就労継続支援（A型・B型）、就労定着支援を指す。

障害者雇用促進法や関連支援サービスについて理解し、説明を行うこと。

障害者差別の解消・禁止、虐待防止の理解と対応

障害者差別解消法や障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止と合理的配慮の提供義務及び障害
者虐待防止法の概要を理解し、これらの趣旨に沿った適切な対応を行うこと。

障害者雇用促進法と関連支援サービスの理解

【具体的内容】

障害者雇用に係る助成金制度の理解

障害者雇用関連機関の支援サービスの理解

障害福祉サービスや社会保障制度の理解

【具体的内容】

就労系福祉サービスの報酬体系の理解

障害福祉サービスの活用事例の提案

所得保障に関する社会保障制度の理解

【具体的内容】

障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮提供義務の理解と適切な対応

障害者虐待防止法の理解と適切な対応

障害福祉サービス7) や所得保障に関する社会保障制度8) についての基礎的事項を理解し、情報
提供を行うこと。

４４　　企企業業経経営営とと雇雇用用管管理理

No.11

□

a) 企業経営の基礎や障害者雇用状況の把握

民間企業の経営・経済の動向10) や障害者就労に関する動向11) を把握する。
b)

地域の労働市場の動向について関係機関や一般の公開情報等12) を活用して、把握する。

c)

在宅勤務や自営等、多様な働き方に関する事例や活用できる支援等の情報収集を行い、必
要に応じて情報提供する。

10)グローバリゼーション、技術革新、経営戦略の変化、働き方・雇用形態の多様化等を指す。

11)障害者雇用に関する施策、障害者雇用率、障害者求人の動向等を指す。

12)
都道府県労働局やハローワークが公開している資料、新聞、雑誌、インターネット、企業との関わり、企業団体
との情報交換等を指す。

No.12

□

a) 労働関係法規や社会保険制度の理解

労働関係法規13) や社会保険制度14) に関する基礎的内容を理解し、障害者本人や事業主と
の相談場面で活用する。

b)

企業における従業員の募集・採用、配置・昇進、能力開発、定年・退職等の雇用管理に関
する基本的な制度・慣行について理解する。

c)

労働安全衛生や人間工学（人間の特性に基づく動きやすさ・使いやすさ等）の基礎的知識
を基に、業務遂行・手順・安全な職場環境に関する助言を行う。

13)労働基準法、労働契約法、最低賃金法、パートタイム・有期雇用労働法、職業安定法、労働者派遣法等を指す。

14)健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険等を指す。

５５　　様様々々なな相相手手（（障障害害者者・・事事業業主主・・関関係係機機関関・・家家族族等等））ととのの相相談談・・説説明明

No.13

□

a) 相談の目的の説明・共有

相談の目的を丁寧に説明し、相談中も、適宜、目的を共有する。

b) 支援者の役割と支援内容の説明

支援者・所属機関の役割や支援可能な範囲を明確に説明する。

c)

傾聴のスキルを身に着け、共感的態度で話を聴き、一緒に考える姿勢で相談を行う。

d)

次のステップ・機会やタイミングを共有した上で終了する。

支援者の役割や相談目的を説明した上で、共感的態度で傾聴し、一緒に考える姿勢で相談するこ
と。

労働関係法規や雇用管理の理解

【具体的内容】

労働安全衛生管理や人間工学の理解

労働関係法規や企業の雇用管理に関連する基礎的事項を理解した上で支援を行うこと。

企業経営や労働市場の動向把握

【具体的内容】

地域の労働市場の動向の把握

多様な働き方（在宅勤務、自営等）の情報収集

企業の雇用管理の理解

相談を行う際の基本的な態度

【具体的内容】

傾聴や共感的態度による協働的相談

次のステップを明確にした上での相談の終え方

企業経営・経済、労働市場・障害者の働き方の動向を把握しつつ支援を行うこと。
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No.14

□

a) 相手が必要とする情報の簡潔な説明

相手の立場や伝えるべき内容に応じて情報を整理し、簡潔に伝える。

b) 相手の理解に応じた解説や具体例

相手の理解を確認し、必要に応じて解説や具体例を加える。

c)

相手が理解しやすい適切な用語を使用する。

d)

相手が理解しやすい方法15) やツール16) を用いて伝える。
15)文章化、図示、音声、手話、筆談等を指す。

16)チェックリスト、フローチャートの作成、パンフレットやアプリの活用等を指す。

No.15

□

a) 相談場所・環境の選定

相手が相談しやすい場所や環境17) を選んで相談を行う。
b) 相手の負担の考慮

あらかじめ時間を定める、必要に応じて休憩を挟む、話題の転換を図る等相手の負担を考
慮する。

c)

適宜、これまでの相談内容や経過を整理して分かり易くまとめ、相手と共有する。

d)

踏み込んだ話については、信頼関係の構築状況や相手の心理状況、事態の切迫具合などを
勘案して、適切なタイミングで行う。

17)
相談場所へのアクセスのし易さ、プライバシーに配慮した空間、部屋の明るさや解放感等の雰囲気が考えられ
る。

６６　　支支援援者者間間のの記記録録・・伝伝達達

No.16

□

a) 客観的なケース記録の書き方

客観的に（主観を交えず行動や結果を記録し、解釈と事実を分けて）伝える。

b) 簡潔で分かり易い記録・伝達の仕方

必要な情報に的を絞り、分かり易い18) 記録・伝達を行う。
c)

利用者の受け止め方を踏まえて使用する言葉を慎重に吟味して、記録・伝達する。

18)主語述語や起承転結等の基本的な文章構成に気を付ける、箇条書きにする等を指す。

相手の特性（性格や障害特性等）や状況を踏まえて相談をする場所や時間を選択し、相談中も、
相手の特性や反応に応じて相談を進展させたり、まとめたりすること。

相手の立場やニーズを踏まえた適切な情報を、相手の理解に応じた内容・方法で分かり易く伝え
ること。

客観的で簡潔な構成や内容にすることを心がけて、支援経過や利用者情報の記録・伝達を行うこ
と。

相手の立場やニーズを踏まえた分かりやすい説明

【具体的内容】

相手の知識に応じた用語の使用

図示、見える化、補足資料を使用した説明

相手の特性・状況を踏まえた相談

【具体的内容】

相談内容の要約と共有

相手の心情、タイミングを考慮した話題の選定

分かり易い記録・伝達

利用者を意識した言葉の使用

【具体的内容】

No.17

□

a) 個人情報保護法の理解と適切な情報の取扱い

支援経過や利用者情報の記録に当たっては、個人情報保護法やそれに伴う保有個人情報の
取扱いについて理解した上で適切に行う（取得・利用、保管、提供、開示）。

b)

関係機関等との情報共有の際には、障害者本人に対してその目的を丁寧に説明し、本人の
不利益にならない最良の内容や方法を一緒に検討した上で、本人の同意を得て行う。

７７　　障障害害者者のの自自己己理理解解・・自自己己選選択択・・自自己己決決定定のの支支援援

No.18

□

a) 自己肯定感の回復の支援

障害者本人が本来の力を発揮できるように、自己肯定感の回復に着目した支援を行う。

b)

障害者本人が自身の強みや力を発揮できる職務や職場環境への気づきを得られるように支
援する。

No.19

□

a) 言いかえ、解釈、確認の質問等

言いかえ、解釈、確認の質問等の内省を促すカウンセリングの技法を用いて、障害者本人
が自己に向き合うきっかけを作る。

b) 体験や振り返りを通した強みや課題への気づきの支援

障害者本人が自身でできること・強みや課題と必要な支援に気づけるように、体験19) や
振り返りの支援を行う。

c)

グループワークを通じて、様々な意見やグループメンバーの言動から、自分自身に関する
気づきが得られるよう支援する。

19)
例えば、職場実習、実際に働く経験、模擬的就労場面（就労移行支援事業所における作業等）等の職業的な体験
の他、生活場面の様々な体験も含むリアルな体験の場。

障害者本人が自身の強みに気づき、自己肯定感を回復することで、本来の力を発揮できるよう支
援すること。

障害者本人が自分自身を深く理解するための様々な気づきが得られるように、カウンセリング技
法を活用した相談、体験や振り返り等の支援を行うこと。

個人情報保護法の趣旨を十分に理解した上で情報・記録を適切に取り扱う（取得・利用、保管、
提供、開示する）こと。

個人情報の適切な取り扱い

【具体的内容】

本人の同意に基づく情報共有

障害者本人の自己肯定感の回復の支援

【具体的内容】

ストレングスへの着目

障害者本人の自己探求を促進する支援

【具体的内容】

グループワークを通した自己理解の深化
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No.14

□

a) 相手が必要とする情報の簡潔な説明

相手の立場や伝えるべき内容に応じて情報を整理し、簡潔に伝える。

b) 相手の理解に応じた解説や具体例

相手の理解を確認し、必要に応じて解説や具体例を加える。

c)

相手が理解しやすい適切な用語を使用する。

d)

相手が理解しやすい方法15) やツール16) を用いて伝える。
15)文章化、図示、音声、手話、筆談等を指す。

16)チェックリスト、フローチャートの作成、パンフレットやアプリの活用等を指す。

No.15

□

a) 相談場所・環境の選定

相手が相談しやすい場所や環境17) を選んで相談を行う。
b) 相手の負担の考慮

あらかじめ時間を定める、必要に応じて休憩を挟む、話題の転換を図る等相手の負担を考
慮する。

c)

適宜、これまでの相談内容や経過を整理して分かり易くまとめ、相手と共有する。

d)

踏み込んだ話については、信頼関係の構築状況や相手の心理状況、事態の切迫具合などを
勘案して、適切なタイミングで行う。

17)
相談場所へのアクセスのし易さ、プライバシーに配慮した空間、部屋の明るさや解放感等の雰囲気が考えられ
る。

６６　　支支援援者者間間のの記記録録・・伝伝達達

No.16

□

a) 客観的なケース記録の書き方

客観的に（主観を交えず行動や結果を記録し、解釈と事実を分けて）伝える。

b) 簡潔で分かり易い記録・伝達の仕方

必要な情報に的を絞り、分かり易い18) 記録・伝達を行う。
c)

利用者の受け止め方を踏まえて使用する言葉を慎重に吟味して、記録・伝達する。

18)主語述語や起承転結等の基本的な文章構成に気を付ける、箇条書きにする等を指す。

相手の特性（性格や障害特性等）や状況を踏まえて相談をする場所や時間を選択し、相談中も、
相手の特性や反応に応じて相談を進展させたり、まとめたりすること。

相手の立場やニーズを踏まえた適切な情報を、相手の理解に応じた内容・方法で分かり易く伝え
ること。

客観的で簡潔な構成や内容にすることを心がけて、支援経過や利用者情報の記録・伝達を行うこ
と。

相手の立場やニーズを踏まえた分かりやすい説明

【具体的内容】

相手の知識に応じた用語の使用

図示、見える化、補足資料を使用した説明

相手の特性・状況を踏まえた相談

【具体的内容】

相談内容の要約と共有

相手の心情、タイミングを考慮した話題の選定

分かり易い記録・伝達

利用者を意識した言葉の使用

【具体的内容】

No.17

□

a) 個人情報保護法の理解と適切な情報の取扱い

支援経過や利用者情報の記録に当たっては、個人情報保護法やそれに伴う保有個人情報の
取扱いについて理解した上で適切に行う（取得・利用、保管、提供、開示）。

b)

関係機関等との情報共有の際には、障害者本人に対してその目的を丁寧に説明し、本人の
不利益にならない最良の内容や方法を一緒に検討した上で、本人の同意を得て行う。

７７　　障障害害者者のの自自己己理理解解・・自自己己選選択択・・自自己己決決定定のの支支援援

No.18

□

a) 自己肯定感の回復の支援

障害者本人が本来の力を発揮できるように、自己肯定感の回復に着目した支援を行う。

b)

障害者本人が自身の強みや力を発揮できる職務や職場環境への気づきを得られるように支
援する。

No.19

□

a) 言いかえ、解釈、確認の質問等

言いかえ、解釈、確認の質問等の内省を促すカウンセリングの技法を用いて、障害者本人
が自己に向き合うきっかけを作る。

b) 体験や振り返りを通した強みや課題への気づきの支援

障害者本人が自身でできること・強みや課題と必要な支援に気づけるように、体験19) や
振り返りの支援を行う。

c)

グループワークを通じて、様々な意見やグループメンバーの言動から、自分自身に関する
気づきが得られるよう支援する。

19)
例えば、職場実習、実際に働く経験、模擬的就労場面（就労移行支援事業所における作業等）等の職業的な体験
の他、生活場面の様々な体験も含むリアルな体験の場。

障害者本人が自身の強みに気づき、自己肯定感を回復することで、本来の力を発揮できるよう支
援すること。

障害者本人が自分自身を深く理解するための様々な気づきが得られるように、カウンセリング技
法を活用した相談、体験や振り返り等の支援を行うこと。

個人情報保護法の趣旨を十分に理解した上で情報・記録を適切に取り扱う（取得・利用、保管、
提供、開示する）こと。

個人情報の適切な取り扱い

【具体的内容】

本人の同意に基づく情報共有

障害者本人の自己肯定感の回復の支援

【具体的内容】

ストレングスへの着目

障害者本人の自己探求を促進する支援

【具体的内容】

グループワークを通した自己理解の深化
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No.20

□

a) 様々な仕事・働き方の体験と振り返り

様々な仕事・働き方について、体験20) と振り返りを通して理解を深め、それぞれの仕
事・働き方を選択した際に自身に起こりうる状況を障害者本人とともに整理する。

b) 自己評価と他者評価のすり合わせ

障害者本人の自己評価と支援者や職場の上司等の他者評価を共有し、すり合わせを行う。

c)

働く希望や目標の達成に向けて課題となる内的要因（スキル不足など）や外的要因（景気
の悪化など）の整理と対応法の検討を本人と一緒に行う。

20)
例えば、職場実習、実際に働く経験、対価を得る経験、模擬的就労場面（就労移行支援事業所における作業等）
等の職業的な体験で、職場見学、求人情報の閲覧等の求職活動の体験も含まれる。

No.21

□

a) 進路選択の結果や影響の丁寧な説明

今後の進路や支援活用等の選択肢の内容や選択により想定される結果や影響などについて
丁寧に説明し、障害者本人が今後の進路や支援について十分に理解した上で、自己選択・
自己決定できるよう支援する。

b) 障害者本人と支援者の協働による課題の整理

障害者本人と一緒に課題に取り組む関係を築いた上で、本人が抱えている課題や本人の考
え方を、分かり易く整理して提示することで、自己選択・自己決定を促す。

c)

障害者本人の現状から変わろう（変えたい）とする言動に着目しながら、共感的に本人の

考え方を確認・整理し、就労や職場に適応するために必要な変化21) への動機づけを高め
る。

21)例えば、就労に対する考え方の変化、課題に対する補完手段活用に向けた考え方の変化等が考えられる。

障害者本人が自分に合った働き方と希望・目標の達成方法を見つけられるように、職業との関わ
りの中での自己の理解を深める支援を行うこと。

職業との関わりの中での自己の理解を深める支援

【具体的内容】

希望や目標に向けた課題と対応法の整理

障害者支援における自己選択・自己決定の支援

【具体的内容】

本人の考え方の汲み取りと確認・整理

伝え方の工夫やカウンセリング技法を効果的に活用して、自己選択・自己決定を支援すること。

８８　　就就労労支支援援ににおおけけるる障障害害者者ののアアセセススメメンントト

*

No.22

□

a) 仕事やキャリアに対する興味やニーズの把握

障害者本人の仕事やキャリアに対する考え方や興味、ニーズを引き出す。

b) 生活面や医療面のニーズの把握

仕事に限らず、金銭管理、余暇活動、生活習慣、家族関係、人付き合いなどの生活面の
ニーズや、健康状態などの医療面のニーズを把握する。

c) 職場での作業遂行やコミュニケーション等における障害特性が与える影響・課題の把握

職場での作業遂行やコミュニケーション等において、障害特性が与える影響や課題とその
背景、必要な支援を検討する。

d)

障害者本人の強みや能力に注目し、これまでの経過や関係機関等からの情報、行動観察等
により、能力を発揮しやすい環境や職務を見立てる。

No.23

□

a) 本人と一緒に行う作業遂行面と必要な配慮についての整理・分析

作業指示の理解、指示に基づく遂行、作業の正確性、スピード、安全な遂行等の作業遂行
力と必要な配慮を障害者本人と一緒に整理・分析する。

b) コミュニケーションや対人関係についての聞き取りや行動観察

コミュニケーションの取り方や対人関係の傾向を、障害者本人の認識と関係機関や職場、
家族等からの情報、行動観察等を踏まえて整理・分析する。

c)

職業生活への影響を考慮して、交通機関の利用や身辺自立など、生活的自立に影響する要
因を把握する。

No.24

□

a) 就労意欲の背景の理解

障害・疾病の特性、周囲との関わりや環境、社会的立場・経済的要因等様々な要因を総合
的に整理・分析して、障害者本人の就労意欲の背景を理解する。

b)

障害者本人の障害や症状に対する理解や考え方を把握する。

就労支援における障害者のアセスメントとは、障害者本人が「自分の職業能力・適性等を理解するために行うもの」
で、「職業関連の能力に関する情報を収集し、その結果を本人と一緒に分析すること、それと同時に、障害者本人を取
り巻く環境等に関する情報を収集し、本人と一緒に分析すること、この双方を行うこと」（文献１より引用）を指す。

作業遂行面、対人面、生活面に関して情報収集を行い、能力を発揮しやすい作業種・作業環境等
を障害者本人と一緒に整理・分析すること。

障害者本人の就労や障害に対する理解や考え方を把握した上で、障害特性・環境・経済状況など
も含めた総合的な視点からその背景を整理・分析すること。

障害に対する理解や考え方の把握

障害者本人のニーズの引き出しや充足に向けた強み・能力の把握

【具体的内容】

障害者本人の仕事・生活・人生に関する考え方やニーズを引き出し、ニーズの充足に向けて必要
な支援や環境を検討するため、課題だけでなく、障害者本人の強み・能力を把握すること。

強みや能力の把握

作業遂行面・対人面・生活面の整理・分析

【具体的内容】

身辺自立、生活面の把握

障害者本人の心理面とその背景の整理・分析

【具体的内容】
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No.20

□

a) 様々な仕事・働き方の体験と振り返り

様々な仕事・働き方について、体験20) と振り返りを通して理解を深め、それぞれの仕
事・働き方を選択した際に自身に起こりうる状況を障害者本人とともに整理する。

b) 自己評価と他者評価のすり合わせ

障害者本人の自己評価と支援者や職場の上司等の他者評価を共有し、すり合わせを行う。

c)

働く希望や目標の達成に向けて課題となる内的要因（スキル不足など）や外的要因（景気
の悪化など）の整理と対応法の検討を本人と一緒に行う。

20)
例えば、職場実習、実際に働く経験、対価を得る経験、模擬的就労場面（就労移行支援事業所における作業等）
等の職業的な体験で、職場見学、求人情報の閲覧等の求職活動の体験も含まれる。

No.21

□

a) 進路選択の結果や影響の丁寧な説明

今後の進路や支援活用等の選択肢の内容や選択により想定される結果や影響などについて
丁寧に説明し、障害者本人が今後の進路や支援について十分に理解した上で、自己選択・
自己決定できるよう支援する。

b) 障害者本人と支援者の協働による課題の整理

障害者本人と一緒に課題に取り組む関係を築いた上で、本人が抱えている課題や本人の考
え方を、分かり易く整理して提示することで、自己選択・自己決定を促す。

c)

障害者本人の現状から変わろう（変えたい）とする言動に着目しながら、共感的に本人の

考え方を確認・整理し、就労や職場に適応するために必要な変化21) への動機づけを高め
る。

21)例えば、就労に対する考え方の変化、課題に対する補完手段活用に向けた考え方の変化等が考えられる。

障害者本人が自分に合った働き方と希望・目標の達成方法を見つけられるように、職業との関わ
りの中での自己の理解を深める支援を行うこと。

職業との関わりの中での自己の理解を深める支援

【具体的内容】

希望や目標に向けた課題と対応法の整理

障害者支援における自己選択・自己決定の支援

【具体的内容】

本人の考え方の汲み取りと確認・整理

伝え方の工夫やカウンセリング技法を効果的に活用して、自己選択・自己決定を支援すること。

８８　　就就労労支支援援ににおおけけるる障障害害者者ののアアセセススメメンントト

*

No.22

□

a) 仕事やキャリアに対する興味やニーズの把握

障害者本人の仕事やキャリアに対する考え方や興味、ニーズを引き出す。

b) 生活面や医療面のニーズの把握

仕事に限らず、金銭管理、余暇活動、生活習慣、家族関係、人付き合いなどの生活面の
ニーズや、健康状態などの医療面のニーズを把握する。

c) 職場での作業遂行やコミュニケーション等における障害特性が与える影響・課題の把握

職場での作業遂行やコミュニケーション等において、障害特性が与える影響や課題とその
背景、必要な支援を検討する。

d)

障害者本人の強みや能力に注目し、これまでの経過や関係機関等からの情報、行動観察等
により、能力を発揮しやすい環境や職務を見立てる。

No.23

□

a) 本人と一緒に行う作業遂行面と必要な配慮についての整理・分析

作業指示の理解、指示に基づく遂行、作業の正確性、スピード、安全な遂行等の作業遂行
力と必要な配慮を障害者本人と一緒に整理・分析する。

b) コミュニケーションや対人関係についての聞き取りや行動観察

コミュニケーションの取り方や対人関係の傾向を、障害者本人の認識と関係機関や職場、
家族等からの情報、行動観察等を踏まえて整理・分析する。

c)

職業生活への影響を考慮して、交通機関の利用や身辺自立など、生活的自立に影響する要
因を把握する。

No.24

□

a) 就労意欲の背景の理解

障害・疾病の特性、周囲との関わりや環境、社会的立場・経済的要因等様々な要因を総合
的に整理・分析して、障害者本人の就労意欲の背景を理解する。

b)

障害者本人の障害や症状に対する理解や考え方を把握する。

就労支援における障害者のアセスメントとは、障害者本人が「自分の職業能力・適性等を理解するために行うもの」
で、「職業関連の能力に関する情報を収集し、その結果を本人と一緒に分析すること、それと同時に、障害者本人を取
り巻く環境等に関する情報を収集し、本人と一緒に分析すること、この双方を行うこと」（文献１より引用）を指す。

作業遂行面、対人面、生活面に関して情報収集を行い、能力を発揮しやすい作業種・作業環境等
を障害者本人と一緒に整理・分析すること。

障害者本人の就労や障害に対する理解や考え方を把握した上で、障害特性・環境・経済状況など
も含めた総合的な視点からその背景を整理・分析すること。

障害に対する理解や考え方の把握

障害者本人のニーズの引き出しや充足に向けた強み・能力の把握

【具体的内容】

障害者本人の仕事・生活・人生に関する考え方やニーズを引き出し、ニーズの充足に向けて必要
な支援や環境を検討するため、課題だけでなく、障害者本人の強み・能力を把握すること。

強みや能力の把握

作業遂行面・対人面・生活面の整理・分析

【具体的内容】

身辺自立、生活面の把握

障害者本人の心理面とその背景の整理・分析

【具体的内容】

－ 291 －



No.25

□

a) 障害特性の知識に基づく特徴や状態の把握

障害・疾病の特性や症状・原因・予後等の基本的知識を踏まえつつ、関係機関等からの情
報や行動観察等を基づいて障害者本人の特徴や状態を把握する。

b) 医療情報や行動観察による認知機能の特性の把握

認知機能（知能・注意・記憶・実行機能等）の特性を医療機関等からの情報や行動観察等
を基づいて把握する。

c) 身体機能の制限・程度の把握

身体機能（身体動作、視力・視野、聴力・言語機能等）の制限・程度や、社会生活におい
てできること（支援・機会があればできることを含む）を把握する。

d)

ストレスが生じるメカニズムを踏まえつつ、精神疾患による症状と職場環境等のストレス
要因を総合的に整理・分析して障害者本人の状況を把握する。

No.26

□

a)

障害者本人の社会経済的地位や地域社会における役割、居住地域の特徴23) 等を把握する。

b) 職場の人間関係・環境の把握

現在又は過去の職場での周囲との関係やサポート、職場環境（人数、騒音、温度、配置な
ど）についての情報を把握する。

c) 職場以外の周囲のサポート環境の把握

家族、友人、地域社会との関係やサポート環境、障害への理解を把握する。

22)現職・前職での役職・立場、地域で担当している役などを指す。

23)文化・習慣、気候、地域住民の交流の多さ、交通の発達等を指す。

No.27

□

a) 障害者本人との相談場面での情報収集

継続的な相談を行う中で、障害者本人との信頼関係や必要なタイミングなども踏まえつ
つ、必要な情報を収集する。

b) 障害者本人を取り巻く周囲からの情報収集

障害者本人の同意を得た上で、家族や関係機関から必要な情報を収集する。

c)

主治医からの情報24) を得て、障害者本人の現在の状態、予後や今後の治療方針等を把握
する。

24)通院同行等により直接やりとりする方法の他、診断書・意見書、障害者本人を介した情報共有等が考えられる。

障害・疾病に関する医学・心理学の知見を踏まえ、認知機能や身体機能の特徴、疾病やストレス
の状態を様々な情報から把握すること。

障害者本人の社会生活や職場の中での役割22) ・環境や周囲との関係を把握すること。

障害者本人・家族・関係機関からの聞き取り、履歴書・職務経歴書、関係機関等からの情報提供
書等の提供などにより、情報を適切に収集すること。

社会生活や職場の環境的側面の把握

【具体的内容】

医療機関からの情報収集

聞き取りや資料等による情報収集

【具体的内容】

障害者本人の社会経済的地位、役割及び地域の環境の把握

医学・心理学的知見を踏まえた情報把握

【具体的内容】

障害者本人に生じているストレスの把握

No.28

□

a) 行動分析と行動記録

実際の職場や職場に近い作業場面での様子について、何がきっかけとなり、どのような言
動（思考）をして、どのような結果になったのか、行動レベルで記録をつける。

b)

具体的に記録した内容に基づいて、対人技能や本人に合った作業内容や環境、必要な支援
について障害者本人と一緒に整理・分析する。

No.29

□

a) アセスメントシートやチェックリスト等の活用

アセスメントシートやチェックリスト等の様々な評価ツールに関する情報を収集し、使用
する。

b)

自機関又は関係機関で実施された検査等の結果を参考に、障害者本人の状態像や特性・能
力を把握する。

25)
神経心理学的検査、性格検査、職業適性検査（GATB等）、興味検査（VRT、VPI等）、ワークサンプル法等を指
す。

９９　　就就労労支支援援ののププラランンニニンンググ

No.30

□

a) 職業の選択肢や課題等の協働による整理

障害者本人が今後の目標を明確にできるように、総合的なアセスメント情報に基づき、職
業選択の可能性や課題やその背景等を本人と一緒に整理する。

b) 目標達成に向けたステップや必要な支援の確認

目標達成に向けて必要な技能や準備事項、有効なサポート環境26) について、障害者本人
と一緒に整理する。

c)

障害者本人と整理した内容を踏まえて、目標達成に向けた段階的な就労支援計画（いつま
でに・誰が・何に取り組むか等）の案を作成し、本人や家族・関係機関等と共有する。

26)例えば、相談しやすい環境、刺激が少ない環境、1つ1つ教えてもらう等が考えられる。

アセスメントシートやチェックリスト等の評価ツールや各種検査25) から得られた情報を活用し
て、障害者本人の職業・心理・対人的な特性を把握すること。

障害者本人が目標を明確にできるように、総合的なアセスメント結果を基に、職業選択の可能性
や課題の背景、必要な技能や有効なサポートなどを一緒に整理し、今後の段階的な就労支援計画
（案）を共有すること。

【具体的内容】

行動記録に基づく課題と解決策の整理・分析

専門的なアセスメントツールの活用

【具体的内容】

心理検査・職業検査の活用

アセスメントに基づく見立てや目標と計画の共有

実際の職場（実習等含む）又は職場に近い作業場面（模擬的就労場面等）での行動観察を通し
て、対人技能や本人に合った作業内容や環境、必要な支援を障害者本人と一緒に整理・分析する
こと。

行動観察

【具体的内容】

就労支援計画（案）の共有
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No.25

□

a) 障害特性の知識に基づく特徴や状態の把握

障害・疾病の特性や症状・原因・予後等の基本的知識を踏まえつつ、関係機関等からの情
報や行動観察等を基づいて障害者本人の特徴や状態を把握する。

b) 医療情報や行動観察による認知機能の特性の把握

認知機能（知能・注意・記憶・実行機能等）の特性を医療機関等からの情報や行動観察等
を基づいて把握する。

c) 身体機能の制限・程度の把握

身体機能（身体動作、視力・視野、聴力・言語機能等）の制限・程度や、社会生活におい
てできること（支援・機会があればできることを含む）を把握する。

d)

ストレスが生じるメカニズムを踏まえつつ、精神疾患による症状と職場環境等のストレス
要因を総合的に整理・分析して障害者本人の状況を把握する。

No.26

□

a)

障害者本人の社会経済的地位や地域社会における役割、居住地域の特徴23) 等を把握する。

b) 職場の人間関係・環境の把握

現在又は過去の職場での周囲との関係やサポート、職場環境（人数、騒音、温度、配置な
ど）についての情報を把握する。

c) 職場以外の周囲のサポート環境の把握

家族、友人、地域社会との関係やサポート環境、障害への理解を把握する。

22)現職・前職での役職・立場、地域で担当している役などを指す。

23)文化・習慣、気候、地域住民の交流の多さ、交通の発達等を指す。

No.27

□

a) 障害者本人との相談場面での情報収集

継続的な相談を行う中で、障害者本人との信頼関係や必要なタイミングなども踏まえつ
つ、必要な情報を収集する。

b) 障害者本人を取り巻く周囲からの情報収集

障害者本人の同意を得た上で、家族や関係機関から必要な情報を収集する。

c)

主治医からの情報24) を得て、障害者本人の現在の状態、予後や今後の治療方針等を把握
する。

24)通院同行等により直接やりとりする方法の他、診断書・意見書、障害者本人を介した情報共有等が考えられる。

障害・疾病に関する医学・心理学の知見を踏まえ、認知機能や身体機能の特徴、疾病やストレス
の状態を様々な情報から把握すること。

障害者本人の社会生活や職場の中での役割22) ・環境や周囲との関係を把握すること。

障害者本人・家族・関係機関からの聞き取り、履歴書・職務経歴書、関係機関等からの情報提供
書等の提供などにより、情報を適切に収集すること。

社会生活や職場の環境的側面の把握

【具体的内容】

医療機関からの情報収集

聞き取りや資料等による情報収集

【具体的内容】

障害者本人の社会経済的地位、役割及び地域の環境の把握

医学・心理学的知見を踏まえた情報把握

【具体的内容】

障害者本人に生じているストレスの把握

No.28

□

a) 行動分析と行動記録

実際の職場や職場に近い作業場面での様子について、何がきっかけとなり、どのような言
動（思考）をして、どのような結果になったのか、行動レベルで記録をつける。

b)

具体的に記録した内容に基づいて、対人技能や本人に合った作業内容や環境、必要な支援
について障害者本人と一緒に整理・分析する。

No.29

□

a) アセスメントシートやチェックリスト等の活用

アセスメントシートやチェックリスト等の様々な評価ツールに関する情報を収集し、使用
する。

b)

自機関又は関係機関で実施された検査等の結果を参考に、障害者本人の状態像や特性・能
力を把握する。

25)
神経心理学的検査、性格検査、職業適性検査（GATB等）、興味検査（VRT、VPI等）、ワークサンプル法等を指
す。

９９　　就就労労支支援援ののププラランンニニンンググ

No.30

□

a) 職業の選択肢や課題等の協働による整理

障害者本人が今後の目標を明確にできるように、総合的なアセスメント情報に基づき、職
業選択の可能性や課題やその背景等を本人と一緒に整理する。

b) 目標達成に向けたステップや必要な支援の確認

目標達成に向けて必要な技能や準備事項、有効なサポート環境26) について、障害者本人
と一緒に整理する。

c)

障害者本人と整理した内容を踏まえて、目標達成に向けた段階的な就労支援計画（いつま
でに・誰が・何に取り組むか等）の案を作成し、本人や家族・関係機関等と共有する。

26)例えば、相談しやすい環境、刺激が少ない環境、1つ1つ教えてもらう等が考えられる。

アセスメントシートやチェックリスト等の評価ツールや各種検査25) から得られた情報を活用し
て、障害者本人の職業・心理・対人的な特性を把握すること。

障害者本人が目標を明確にできるように、総合的なアセスメント結果を基に、職業選択の可能性
や課題の背景、必要な技能や有効なサポートなどを一緒に整理し、今後の段階的な就労支援計画
（案）を共有すること。

【具体的内容】

行動記録に基づく課題と解決策の整理・分析

専門的なアセスメントツールの活用

【具体的内容】

心理検査・職業検査の活用

アセスメントに基づく見立てや目標と計画の共有

実際の職場（実習等含む）又は職場に近い作業場面（模擬的就労場面等）での行動観察を通し
て、対人技能や本人に合った作業内容や環境、必要な支援を障害者本人と一緒に整理・分析する
こと。

行動観察

【具体的内容】

就労支援計画（案）の共有
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No.31

□

a) 目標や計画の達成に有益な社会資源やツール等の情報提供

目標や計画の達成に有益な支援サービス27) 、効果的なツール28) の活用や課題への対処方

法29) に関する情報提供や提案を行う。

b) 支援ネットワーク構築に関する説明と同意

目標達成に必要な支援ネットワークの構築に向けて、連携を強化する機関や連携内容につ
いて障害者本人に説明し、同意を得る。

c) 本人の意思決定に基づく就労支援計画の策定

障害者本人の意思決定に基づき就労支援計画を策定する。

d)

目標の達成度や達成状況を定期的に確認し、必要に応じて就労支援計画の見直し・変更を
行う。

27)障害福祉サービスの他、職業訓練、職業準備支援、ジョブコーチ支援の利用等が考えられる。

28)就労支援機器、アプリ、手帳等の活用が考えられる。

29)例えば、メモの取り方、周囲への相談の仕方、作業確認の仕方等が考えられる。

1100　　職職業業生生活活にに必必要要ななススキキルル習習得得にに向向けけたた支支援援

No.32

□

a) 体系的な教示（システマティック・インストラクション）

目標とする行動の習得に向け、段階的な計画を立て、支援者又は周囲が手本を見せる、手
がかりを与える、繰り返しの練習を促す、環境を調整するなどの集中的な働きかけを行
う。

b) 行動習得のための環境整備

目標の内容によっては、障害者本人が自力で全て行うことを目指すのではなく、周囲の関

係者（同僚・上司等）や職場環境整備等による自然で無理のないサポートを活用31) した習
得を目指す。

c)

障害者本人が周囲のサポート等を活用しつつ自立的に行動できるように、目標とする行動
の習得度等を考慮した上で、集中的な働きかけの内容や頻度を段階的に弱める。

30)例えば、応用行動分析学、社会学習理論に基づく技法がある。

31)
例えば、無理のない範囲での上司からの声がけ、報告のタイミングの定型化、休憩の必要性に気づくためのタイ
マーの活用等。

目標や計画の達成に有益な情報を共有した上で、障害者本人の意思決定に基づく就労支援計画の
策定と、その後の定期的な見直しを行うこと。

目標とするスキルや行動を習得するための支援

障害者本人が目標とする行動（社会的スキルや課題への対処行動等）を身に付けられるように、

行動の習得に科学的根拠のある技法30) を用いた体系的な支援をすること。

就労支援計画策定と定期的なモニタリング

【具体的内容】

目標の達成度や達成状況のモニタリング

【具体的内容】

フェイディング

障害者本人が目標とする行動を身につけられるように、以下の手法に基づいた体系的な支援を行
う。

No.33

□

a) 基本的生活習慣の確立や生活スキル習得に関する助言や情報提供

必要に応じて身だしなみの整え方、食事の準備、自室の整理・整頓、情報リテラシー等の
日常生活面に関する助言・指導、社会資源活用の提案や情報提供を行う。

b)

金銭管理を適切に行えるように、特性に合わせた有効な方法についての助言、社会資源活
用等の提案や情報提供を行う。

No.34

□

a) 基本的ビジネスマナーについての説明

企業や官公庁で働く場合において必要とされる基本的なマナーや振る舞い方（時間を守
る、報告・連絡・相談、ミスをした時の対応、怒りのコントロール等）について分かり易
く説明する。

b) コミュニケーションスキルの習得の支援

SST32) 等の手法を用いて、コミュニケーションスキルの習得を個別またはグループで支援
する。

c)

悩みや困りごと等、問題となっている状況や原因を障害者本人自ら整理し、解決策を見つ
けられるように、支援する。

32)
ソーシャル・スキルス・トレーニング。対人場面をはじめとした社会的場面で自身が望む結果が得られるような
スキルを身に着けることを目的としている。認知行動療法を基盤とした訓練パッケージであり、原則少人数のグ
ループで行われるが、支援者との1対1で行う場合もある。

No.35

□

a) 通勤の方法の提案・助言

通勤経路や交通手段について提案・助言する。

b)

通勤支援を実施し、必要に応じて関連する社会資源を紹介する。

障害者本人が自立した生活を送ることができるように、基本的な生活習慣等や金銭管理に関する
助言や情報提供を行うこと。

通勤経路や交通手段の利用についての提案・助言や通勤支援を行うこと。

障害者本人の雇用や職場適応の可能性を広げるために、職場で必要な振る舞い方やコミュニケー
ション・問題解決スキルの習得を支援すること。

【具体的内容】

金銭管理に関する助言や情報提供

【具体的内容】

通勤支援に関わる社会資源の活用

対人スキルや問題解決スキルの習得のための支援

【具体的内容】

問題解決スキルの習得の支援

基本的生活習慣の確立や自己管理の支援

通勤支援
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No.31

□

a) 目標や計画の達成に有益な社会資源やツール等の情報提供

目標や計画の達成に有益な支援サービス27) 、効果的なツール28) の活用や課題への対処方

法29) に関する情報提供や提案を行う。

b) 支援ネットワーク構築に関する説明と同意

目標達成に必要な支援ネットワークの構築に向けて、連携を強化する機関や連携内容につ
いて障害者本人に説明し、同意を得る。

c) 本人の意思決定に基づく就労支援計画の策定

障害者本人の意思決定に基づき就労支援計画を策定する。

d)

目標の達成度や達成状況を定期的に確認し、必要に応じて就労支援計画の見直し・変更を
行う。

27)障害福祉サービスの他、職業訓練、職業準備支援、ジョブコーチ支援の利用等が考えられる。

28)就労支援機器、アプリ、手帳等の活用が考えられる。

29)例えば、メモの取り方、周囲への相談の仕方、作業確認の仕方等が考えられる。

1100　　職職業業生生活活にに必必要要ななススキキルル習習得得にに向向けけたた支支援援

No.32

□

a) 体系的な教示（システマティック・インストラクション）

目標とする行動の習得に向け、段階的な計画を立て、支援者又は周囲が手本を見せる、手
がかりを与える、繰り返しの練習を促す、環境を調整するなどの集中的な働きかけを行
う。

b) 行動習得のための環境整備

目標の内容によっては、障害者本人が自力で全て行うことを目指すのではなく、周囲の関

係者（同僚・上司等）や職場環境整備等による自然で無理のないサポートを活用31) した習
得を目指す。

c)

障害者本人が周囲のサポート等を活用しつつ自立的に行動できるように、目標とする行動
の習得度等を考慮した上で、集中的な働きかけの内容や頻度を段階的に弱める。

30)例えば、応用行動分析学、社会学習理論に基づく技法がある。

31)
例えば、無理のない範囲での上司からの声がけ、報告のタイミングの定型化、休憩の必要性に気づくためのタイ
マーの活用等。

目標や計画の達成に有益な情報を共有した上で、障害者本人の意思決定に基づく就労支援計画の
策定と、その後の定期的な見直しを行うこと。

目標とするスキルや行動を習得するための支援

障害者本人が目標とする行動（社会的スキルや課題への対処行動等）を身に付けられるように、

行動の習得に科学的根拠のある技法30) を用いた体系的な支援をすること。

就労支援計画策定と定期的なモニタリング

【具体的内容】

目標の達成度や達成状況のモニタリング

【具体的内容】

フェイディング

障害者本人が目標とする行動を身につけられるように、以下の手法に基づいた体系的な支援を行
う。

No.33

□

a) 基本的生活習慣の確立や生活スキル習得に関する助言や情報提供

必要に応じて身だしなみの整え方、食事の準備、自室の整理・整頓、情報リテラシー等の
日常生活面に関する助言・指導、社会資源活用の提案や情報提供を行う。

b)

金銭管理を適切に行えるように、特性に合わせた有効な方法についての助言、社会資源活
用等の提案や情報提供を行う。

No.34

□

a) 基本的ビジネスマナーについての説明

企業や官公庁で働く場合において必要とされる基本的なマナーや振る舞い方（時間を守
る、報告・連絡・相談、ミスをした時の対応、怒りのコントロール等）について分かり易
く説明する。

b) コミュニケーションスキルの習得の支援

SST32) 等の手法を用いて、コミュニケーションスキルの習得を個別またはグループで支援
する。

c)

悩みや困りごと等、問題となっている状況や原因を障害者本人自ら整理し、解決策を見つ
けられるように、支援する。

32)
ソーシャル・スキルス・トレーニング。対人場面をはじめとした社会的場面で自身が望む結果が得られるような
スキルを身に着けることを目的としている。認知行動療法を基盤とした訓練パッケージであり、原則少人数のグ
ループで行われるが、支援者との1対1で行う場合もある。

No.35

□

a) 通勤の方法の提案・助言

通勤経路や交通手段について提案・助言する。

b)

通勤支援を実施し、必要に応じて関連する社会資源を紹介する。

障害者本人が自立した生活を送ることができるように、基本的な生活習慣等や金銭管理に関する
助言や情報提供を行うこと。

通勤経路や交通手段の利用についての提案・助言や通勤支援を行うこと。

障害者本人の雇用や職場適応の可能性を広げるために、職場で必要な振る舞い方やコミュニケー
ション・問題解決スキルの習得を支援すること。

【具体的内容】

金銭管理に関する助言や情報提供

【具体的内容】

通勤支援に関わる社会資源の活用

対人スキルや問題解決スキルの習得のための支援

【具体的内容】

問題解決スキルの習得の支援

基本的生活習慣の確立や自己管理の支援

通勤支援
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No.36

□

a) 応募する求人の自己選択の支援

障害者本人の希望・適性と求人情報とを照らし合わせた整理を一緒に行い、応募する求人
の自己選択をサポートする。

b) ハローワークや民間の職業紹介機関の活用

ハローワークや民間の職業紹介機関、求人メディアなどの求人情報を活用し、希望や適性
に合った求人情報を障害者本人と共有する。

c) 求人検索方法の説明

障害者本人自ら検索できるように、求人情報の検索方法を説明する。

d)

必要があれば、ハローワークや地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター
等と連携して、職場開拓を行う。

No.37

□

a) 障害の開示・非開示の意思決定支援

障害者本人が、障害を開示して（もしくは非開示で）働くことによって起こりうる状況に
ついて情報提供を行い、意思決定できるよう支援する。

b)

障害の開示を希望する場合は、事業主に対する特性や配慮事項の適切な説明方法33) をア
ドバイスする。

33)簡潔で、真意が伝わる、誤解を生まない説明方法。

No.38

□

a) 企業の求人内容の詳細把握

事業所への訪問や聞き取りにより、仕事内容、職場環境34) 、求人のきっかけ、仕事の要求
水準、求める人物像等を情報収集する。

b)

事業所への訪問（障害者本人同行の職場見学を含む）により、求人企業の職場環境や仕事
内容について情報収集した上で、必要に応じて職場実習等を提案する。

34)人数、温度、騒音、休憩の取り方、社風等が考えられる。

障害者本人が希望や適性に合った仕事を自己選択できるよう、求人情報の収集・整理の支援を行
うこと。

障害者本人が、自らの障害の開示・非開示の目的とその選択によって起こりうる状況を踏まえて
意思決定や事業主への説明ができるよう支援すること。

障害者本人の仕事の選択の支援

【具体的内容】

職場開拓

障害の開示・非開示に関する意思決定の支援

【具体的内容】

障害特性と配慮事項の事業主への説明方法の検討

求人とのマッチングのための職場の情報収集

【具体的内容】

事業所訪問を通した職場環境・仕事内容の情報収集

求人とのマッチングの参考にするため、求人企業の職場環境や詳しい仕事内容、応募者に求める
条件等の情報収集を行うこと。

No.39

□

a) 応募書類作成の支援

アピール・ポイントと配慮を得たい内容が適切に伝わるよう、応募書類35) の作成に係る
助言・サポートを行う。

b) 採用面接対策の支援

採用面接を想定したシミュレーションにおいて、自己PRや面接官とのコミュニケーション
の取り方、面接の受け方の練習を実施する。

c)

就職差別につながる恐れがあるような採用面接における不適切な質問については、答える

必要がないことを障害者本人と確認する36) 。

35)履歴書、職務経歴書の他、自己紹介ツール、就労パスポート等が考えられる。

36)不適切な質問の代表例を一緒に確認しておくこと等が考えられる。

No.40

□

a) 必要な技能訓練についての話し合い

障害者本人のニーズに合った職業で必要な技能と、本人が身につけている技能を整理し、
必要な技能訓練について話し合う。

b)

職業能力開発施設に関する情報を把握した上で、必要に応じて、当該施設への問い合わせ
やハローワーク等の窓口の紹介を行う。

No.41

□

a)

障害者本人に、職場見学・職場実習の目的や内容を説明し、実施の意向を確認する。

b)

障害者本人の興味や希望に合わせて職場見学・職場実習の受入れ先を開拓する。

c)

企業に対して、職場実習の目的やメリットを説明し、実施の調整をする。

d)

職場実習中の災害や賃金の問題に留意しつつ、職場実習の支援事業の活用について企業へ
の説明を行う。

e) 職場実習中の本人と職場への支援

職場実習を実施し、職場適応に向けて障害者本人と職場双方への支援を行う。

f)

職場実習の振り返りを障害者本人、事業主や関係機関等と行い、今後の働き方や必要なサ
ポート・環境等を整理する。

興味・希望に合った受入れ先の開拓

企業に対する職場見学・職場実習の説明

職場実習の支援事業の説明

障害者本人の求職活動の支援

【具体的内容】

就職差別と不適切な質問の理解

職業能力開発施設の利用に向けた情報提供

【具体的内容】

職業能力開発施設に関する情報把握と提供

障害者本人のニーズに合った職場見学・職場実習の支援

【具体的内容】

職場見学・職場実習の説明

障害者本人のニーズに合った職場見学・職場実習の機会を設定し、職場のサポートや環境を整え
るための支援を行うこと。

求職活動の場面において、アピール・ポイントや配慮を得たい内容が適切に伝わるように、応募
書類の作成や面接の受け方に関する助言・支援を行うこと。

障害者本人のニーズに合った職業で求められる技能を整理し、必要に応じて職業能力開発施設に
係るサービスの利用に向けた情報提供を行うこと。

職場実習の振り返り
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No.36

□

a) 応募する求人の自己選択の支援

障害者本人の希望・適性と求人情報とを照らし合わせた整理を一緒に行い、応募する求人
の自己選択をサポートする。

b) ハローワークや民間の職業紹介機関の活用

ハローワークや民間の職業紹介機関、求人メディアなどの求人情報を活用し、希望や適性
に合った求人情報を障害者本人と共有する。

c) 求人検索方法の説明

障害者本人自ら検索できるように、求人情報の検索方法を説明する。

d)

必要があれば、ハローワークや地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター
等と連携して、職場開拓を行う。

No.37

□

a) 障害の開示・非開示の意思決定支援

障害者本人が、障害を開示して（もしくは非開示で）働くことによって起こりうる状況に
ついて情報提供を行い、意思決定できるよう支援する。

b)

障害の開示を希望する場合は、事業主に対する特性や配慮事項の適切な説明方法33) をア
ドバイスする。

33)簡潔で、真意が伝わる、誤解を生まない説明方法。

No.38

□

a) 企業の求人内容の詳細把握

事業所への訪問や聞き取りにより、仕事内容、職場環境34) 、求人のきっかけ、仕事の要求
水準、求める人物像等を情報収集する。

b)

事業所への訪問（障害者本人同行の職場見学を含む）により、求人企業の職場環境や仕事
内容について情報収集した上で、必要に応じて職場実習等を提案する。

34)人数、温度、騒音、休憩の取り方、社風等が考えられる。

障害者本人が希望や適性に合った仕事を自己選択できるよう、求人情報の収集・整理の支援を行
うこと。

障害者本人が、自らの障害の開示・非開示の目的とその選択によって起こりうる状況を踏まえて
意思決定や事業主への説明ができるよう支援すること。

障害者本人の仕事の選択の支援

【具体的内容】

職場開拓

障害の開示・非開示に関する意思決定の支援

【具体的内容】

障害特性と配慮事項の事業主への説明方法の検討

求人とのマッチングのための職場の情報収集

【具体的内容】

事業所訪問を通した職場環境・仕事内容の情報収集

求人とのマッチングの参考にするため、求人企業の職場環境や詳しい仕事内容、応募者に求める
条件等の情報収集を行うこと。

No.39

□

a) 応募書類作成の支援

アピール・ポイントと配慮を得たい内容が適切に伝わるよう、応募書類35) の作成に係る
助言・サポートを行う。

b) 採用面接対策の支援

採用面接を想定したシミュレーションにおいて、自己PRや面接官とのコミュニケーション
の取り方、面接の受け方の練習を実施する。

c)

就職差別につながる恐れがあるような採用面接における不適切な質問については、答える

必要がないことを障害者本人と確認する36) 。

35)履歴書、職務経歴書の他、自己紹介ツール、就労パスポート等が考えられる。

36)不適切な質問の代表例を一緒に確認しておくこと等が考えられる。

No.40

□

a) 必要な技能訓練についての話し合い

障害者本人のニーズに合った職業で必要な技能と、本人が身につけている技能を整理し、
必要な技能訓練について話し合う。

b)

職業能力開発施設に関する情報を把握した上で、必要に応じて、当該施設への問い合わせ
やハローワーク等の窓口の紹介を行う。

No.41

□

a)

障害者本人に、職場見学・職場実習の目的や内容を説明し、実施の意向を確認する。

b)

障害者本人の興味や希望に合わせて職場見学・職場実習の受入れ先を開拓する。

c)

企業に対して、職場実習の目的やメリットを説明し、実施の調整をする。

d)

職場実習中の災害や賃金の問題に留意しつつ、職場実習の支援事業の活用について企業へ
の説明を行う。

e) 職場実習中の本人と職場への支援

職場実習を実施し、職場適応に向けて障害者本人と職場双方への支援を行う。

f)

職場実習の振り返りを障害者本人、事業主や関係機関等と行い、今後の働き方や必要なサ
ポート・環境等を整理する。

興味・希望に合った受入れ先の開拓

企業に対する職場見学・職場実習の説明

職場実習の支援事業の説明

障害者本人の求職活動の支援

【具体的内容】

就職差別と不適切な質問の理解

職業能力開発施設の利用に向けた情報提供

【具体的内容】

職業能力開発施設に関する情報把握と提供

障害者本人のニーズに合った職場見学・職場実習の支援

【具体的内容】

職場見学・職場実習の説明

障害者本人のニーズに合った職場見学・職場実習の機会を設定し、職場のサポートや環境を整え
るための支援を行うこと。

求職活動の場面において、アピール・ポイントや配慮を得たい内容が適切に伝わるように、応募
書類の作成や面接の受け方に関する助言・支援を行うこと。

障害者本人のニーズに合った職業で求められる技能を整理し、必要に応じて職業能力開発施設に
係るサービスの利用に向けた情報提供を行うこと。

職場実習の振り返り
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No.42

□

a)

障害者本人・事業主それぞれの希望やニーズ37) を確認し、必要な配慮・サポートを検討
する。

b)

障害者本人に対して、事業主に提案可能な仕事上の配慮の選択肢を伝え、本人が主体的に
選択できるよう支援する。

c)

障害者本人が、事業主に対して懸念事項を伝え、本人が力を発揮できるとともに企業全体
の生産性向上や働きやすさにも繋がる方策について話し合えるよう調整する。

d) 権利擁護の視点からの話し合いの調整

障害者本人の権利擁護の視点から、本人と事業主の双方にとって有益なものになっている
かを支援者自身が内省しつつ、話し合いの調整を行う。

e)

就労支援機器38) やIT・ICT39) の活用が、障害者本人の仕事のやり易さ向上や効率的な業務
遂行に役立つと考えられる場合は、これらの活用を提案する。

f)

障害者本人だけでなく、一緒に働く従業員にとっても働きやすい方法・工夫を検討し、本
人と事業主双方に提案する。

37)具体的には、勤務時間、職務内容、作業場所、休憩時間などの希望やニーズを指す。

38)
障害者が効率的に業務遂行するために必要な機能を備えた機器。例えば、拡大読書器、画面読み上げソフト、補
聴システム、イヤーマフ等がある。

39)PCソフトやスマホアプリ等が考えられる。

1122　　職職場場（（実実習習中中含含むむ））へへのの適適応応支支援援

No.43

□

a)

障害者本人と職場の管理者や同僚と一緒に、本人が仕事の手順を習得して遂行力を高めら
れる方法を検討する。

b)

障害者本人に対する業務指示の方法や職場環境について、安心及び仕事への意欲に繋がる
ように障害者本人と管理者や同僚と一緒に検討する。

c)

障害者本人が自ら周囲に援助要請41) を行えるように、障害者本人と職場の管理者・同僚
が直接話し合う場の設定を調整する。

d) 職場環境や職務内容等の変化への対応の検討

職場環境や職務内容等の変化42) に対応できるように、障害者本人が対応可能な方法を検討
する。

40)必要に応じて人事担当者、障害者雇用担当者等を含む。

41)自分から困ったことを相談すること。

42)障害者本人や管理者・同僚の異動、指示系統の複雑化、職務の追加、スケジュールの変化等。

障害者本人が職場において仕事の遂行力を高め、精神的にも安定・充実した働き方ができるよう

に、本人と職場の管理者40) や同僚と一緒に職場適応・定着の方法を検討すること。

就職後の合理的配慮提供に向けた支援

障害者本人及び事業主のニーズ把握

配慮事項の障害者本人の選択の支援

ユニバーサルデザインの検討・提案

就労支援機器やＩＴ・ＩＣＴ（アシスティブ・テクノロジー）活用に関する提案

合理的配慮に係る話し合いの調整

【具体的内容】

仕事の遂行力向上と職場適応のための支援

障害者本人と事業主それぞれの立場や視点を理解した上で、双方の話し合いを通じて、合理的配
慮の提供について調整すること。

【具体的内容】

仕事の手順習得と職務遂行力向上の支援

職場適応・定着に繋がる人的・物理的環境の調整

障害者本人の援助要請の促進と管理者・職場との話し合いの場の設定

No.44

□

a)

障害者本人が所属する職場の文化・ルールや本人に求められている役割を把握するため、
他の従業員への聞き取りや職場の様子の観察を行う。

b) 職場での適切な振る舞い方についての助言

職場の文化・ルールや本人に求められている役割を踏まえた適切な振る舞い方について、
理由を丁寧に説明し、具体的な例を交えて本人が理解できるように伝える。

No.45

□

a)

仕事における指示・命令を受けたり、職場でコミュニケーションを取ることの多い、複数

のキーパーソン44) を場面観察や関係者の情報により把握する。

b)

同僚・上司への障害者本人との関わり方の見本の提示、解説や研修、本人とのコミュニ
ケーションのきっかけづくりを通じて障害者本人への支援的な関わりを促進する。

c)

ナチュラルサポートの形成・維持のため、同僚・上司が障害者本人と関わる上での悩みに
寄り添い、状況を改善するための工夫や社内サポート体制づくりを提案する。

d) 専門的支援のフェイディング

同僚・上司等による主体的な取組を促進するため、障害者本人の職場適応と、ナチュラル
サポート形成が確認できた段階で、計画的に専門的な支援をフェードアウトする。

43)
「障害のある人が働いている職場の一般従業員（上司や同僚など）が職場内において（通勤は含む）、障害のあ
る人が働き続けるために必要なさまざまな援助を、自然にもしくは計画的に提供すること」（文献２より引
用）。

44)ここでは、障害者が仕事を行うにあたって力になってくれる同僚・上司を指す。

No.46

□

a)

定期的な職場訪問による状況確認を実施し、障害者本人の職場適応状況と社内サポート体
制、要求内容や要求水準の変化などをモニタリングする。

b)

今後のキャリアアップ等の目標とそのために必要なステップを、障害者本人や事業主と共
に整理する。

c)

本人の安定的な職場適応と企業の継続可能で自立的な雇用に向けて、障害者本人、事業
主、家族、関係機関と必要な支援について話し合う。

d)

支援者としての役割・限界を理解し、障害者本人・企業の自立と定期的フォローアップの
必要性を見極め、必要に応じた支援を継続的に提供する方法を提案する。

e) 在職者同士の交流の場の提供・紹介

必要に応じて、障害者本人の精神的サポート及び継続的支援体制構築のため、働いている
障害者同士の交流の機会を提供又は紹介する。

障害者本人が職場に適応する行動がとれるように、所属する職場の文化・ルールや本人に求めら
れている役割について、職場の観察や聞き取りを通して情報収集し、本人に助言すること。

定期的な職場訪問や情報共有等のフォローアップを通じて、職場適応状況のモニタリングとキャ
リアアップ等の目標の整理を行い、必要な支援を提案・実施すること。

職場において、障害者本人が働き続けるために必要な上司・同僚等による援助を促進するととも
に、上司・同僚等の悩みに寄り添い、社内サポート体制づくりを支援すること。

職場に適応する行動習得のための支援

【具体的内容】

職場の文化・ルール、本人に求められている役割の把握

職場におけるナチュラルサポート43) の形成に向けた職場適応支援

【具体的内容】

職場のキーパーソンの把握

同僚・上司による支援的な関わりの促進

職場の悩みに寄り添う支援体制づくり

フォローアップ

定期的な職場訪問とモニタリング

キャリアアップ等に向けたステップの整理

今後の必要な支援に関する話し合い

今後のフォローアップ計画の提案

【具体的内容】
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No.42

□

a)

障害者本人・事業主それぞれの希望やニーズ37) を確認し、必要な配慮・サポートを検討
する。

b)

障害者本人に対して、事業主に提案可能な仕事上の配慮の選択肢を伝え、本人が主体的に
選択できるよう支援する。

c)

障害者本人が、事業主に対して懸念事項を伝え、本人が力を発揮できるとともに企業全体
の生産性向上や働きやすさにも繋がる方策について話し合えるよう調整する。

d) 権利擁護の視点からの話し合いの調整

障害者本人の権利擁護の視点から、本人と事業主の双方にとって有益なものになっている
かを支援者自身が内省しつつ、話し合いの調整を行う。

e)

就労支援機器38) やIT・ICT39) の活用が、障害者本人の仕事のやり易さ向上や効率的な業務
遂行に役立つと考えられる場合は、これらの活用を提案する。

f)

障害者本人だけでなく、一緒に働く従業員にとっても働きやすい方法・工夫を検討し、本
人と事業主双方に提案する。

37)具体的には、勤務時間、職務内容、作業場所、休憩時間などの希望やニーズを指す。

38)
障害者が効率的に業務遂行するために必要な機能を備えた機器。例えば、拡大読書器、画面読み上げソフト、補
聴システム、イヤーマフ等がある。

39)PCソフトやスマホアプリ等が考えられる。

1122　　職職場場（（実実習習中中含含むむ））へへのの適適応応支支援援

No.43

□

a)

障害者本人と職場の管理者や同僚と一緒に、本人が仕事の手順を習得して遂行力を高めら
れる方法を検討する。

b)

障害者本人に対する業務指示の方法や職場環境について、安心及び仕事への意欲に繋がる
ように障害者本人と管理者や同僚と一緒に検討する。

c)

障害者本人が自ら周囲に援助要請41) を行えるように、障害者本人と職場の管理者・同僚
が直接話し合う場の設定を調整する。

d) 職場環境や職務内容等の変化への対応の検討

職場環境や職務内容等の変化42) に対応できるように、障害者本人が対応可能な方法を検討
する。

40)必要に応じて人事担当者、障害者雇用担当者等を含む。

41)自分から困ったことを相談すること。

42)障害者本人や管理者・同僚の異動、指示系統の複雑化、職務の追加、スケジュールの変化等。

障害者本人が職場において仕事の遂行力を高め、精神的にも安定・充実した働き方ができるよう

に、本人と職場の管理者40) や同僚と一緒に職場適応・定着の方法を検討すること。

就職後の合理的配慮提供に向けた支援

障害者本人及び事業主のニーズ把握

配慮事項の障害者本人の選択の支援

ユニバーサルデザインの検討・提案

就労支援機器やＩＴ・ＩＣＴ（アシスティブ・テクノロジー）活用に関する提案

合理的配慮に係る話し合いの調整

【具体的内容】

仕事の遂行力向上と職場適応のための支援

障害者本人と事業主それぞれの立場や視点を理解した上で、双方の話し合いを通じて、合理的配
慮の提供について調整すること。

【具体的内容】

仕事の手順習得と職務遂行力向上の支援

職場適応・定着に繋がる人的・物理的環境の調整

障害者本人の援助要請の促進と管理者・職場との話し合いの場の設定

No.44

□

a)

障害者本人が所属する職場の文化・ルールや本人に求められている役割を把握するため、
他の従業員への聞き取りや職場の様子の観察を行う。

b) 職場での適切な振る舞い方についての助言

職場の文化・ルールや本人に求められている役割を踏まえた適切な振る舞い方について、
理由を丁寧に説明し、具体的な例を交えて本人が理解できるように伝える。

No.45

□

a)

仕事における指示・命令を受けたり、職場でコミュニケーションを取ることの多い、複数

のキーパーソン44) を場面観察や関係者の情報により把握する。

b)

同僚・上司への障害者本人との関わり方の見本の提示、解説や研修、本人とのコミュニ
ケーションのきっかけづくりを通じて障害者本人への支援的な関わりを促進する。

c)

ナチュラルサポートの形成・維持のため、同僚・上司が障害者本人と関わる上での悩みに
寄り添い、状況を改善するための工夫や社内サポート体制づくりを提案する。

d) 専門的支援のフェイディング

同僚・上司等による主体的な取組を促進するため、障害者本人の職場適応と、ナチュラル
サポート形成が確認できた段階で、計画的に専門的な支援をフェードアウトする。

43)
「障害のある人が働いている職場の一般従業員（上司や同僚など）が職場内において（通勤は含む）、障害のあ
る人が働き続けるために必要なさまざまな援助を、自然にもしくは計画的に提供すること」（文献２より引
用）。

44)ここでは、障害者が仕事を行うにあたって力になってくれる同僚・上司を指す。

No.46

□

a)

定期的な職場訪問による状況確認を実施し、障害者本人の職場適応状況と社内サポート体
制、要求内容や要求水準の変化などをモニタリングする。

b)

今後のキャリアアップ等の目標とそのために必要なステップを、障害者本人や事業主と共
に整理する。

c)

本人の安定的な職場適応と企業の継続可能で自立的な雇用に向けて、障害者本人、事業
主、家族、関係機関と必要な支援について話し合う。

d)

支援者としての役割・限界を理解し、障害者本人・企業の自立と定期的フォローアップの
必要性を見極め、必要に応じた支援を継続的に提供する方法を提案する。

e) 在職者同士の交流の場の提供・紹介

必要に応じて、障害者本人の精神的サポート及び継続的支援体制構築のため、働いている
障害者同士の交流の機会を提供又は紹介する。

障害者本人が職場に適応する行動がとれるように、所属する職場の文化・ルールや本人に求めら
れている役割について、職場の観察や聞き取りを通して情報収集し、本人に助言すること。

定期的な職場訪問や情報共有等のフォローアップを通じて、職場適応状況のモニタリングとキャ
リアアップ等の目標の整理を行い、必要な支援を提案・実施すること。

職場において、障害者本人が働き続けるために必要な上司・同僚等による援助を促進するととも
に、上司・同僚等の悩みに寄り添い、社内サポート体制づくりを支援すること。

職場に適応する行動習得のための支援

【具体的内容】

職場の文化・ルール、本人に求められている役割の把握

職場におけるナチュラルサポート43) の形成に向けた職場適応支援

【具体的内容】

職場のキーパーソンの把握

同僚・上司による支援的な関わりの促進

職場の悩みに寄り添う支援体制づくり

フォローアップ

定期的な職場訪問とモニタリング

キャリアアップ等に向けたステップの整理

今後の必要な支援に関する話し合い

今後のフォローアップ計画の提案

【具体的内容】
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No.47

□

a)

休職者と事業主双方と話し合い、職場復帰に向けて必要な事項を整理する。

b)

休職者の円滑な職場復帰のため、職場復帰支援（リワーク支援）やリハビリ出勤等のプロ
グラムの提案、実施の助言を行う。

c)

必要に応じて職場復帰支援（リワーク支援）を実施又は紹介する。

d) 社内サポート体制作りの助言

休職者の職場復帰後の社内サポート体制作りについて事業主や職場の管理者に助言する。

No.48

□

a)

障害者本人の退職の意向が聞かれた際には、その理由や背景を聴取して、今後の進路につ
いて一緒に検討する。

b)

障害者本人が退職する必要がある時は、円滑な退職に向けて取るべき適切な手続き45) に
ついて助言する。

c)

障害者本人の意向や状況に応じて、退職後に利用できる制度やサービス（雇用保険の受給
の仕方等の所得保障を含む）の情報を提供する。

d) これまでの仕事の経験の振り返りと再就職に向けた相談

これまでの仕事の経験を振り返り、仕事での強みを確認するとともに、再就職に向けて自
分に適した仕事・職務の条件や今後必要なサポートについて話し合う。

45)退職の申し出や退職願の提出、貸与されている物の返却、退職後の社会保険の手続きに向けた準備等がある。

休職者と事業主との話し合いを通じて、復職に向けたプロセスの整理、職場復帰支援の提案・紹
介・実施や円滑な職場復帰に向けた社内サポート体制づくりの助言を行うこと。

休職者の職場復帰支援

【具体的内容】

職場復帰までに必要な事項の整理

復職に向けたプログラム等の提案

職場復帰支援の実施

退職と再就職に向けた支援

【具体的内容】

退職の意向と背景の確認

円滑な退職に向けた手続きの助言

退職する必要が生じた場合には、今後の見通しを整理した上で、適切な退職の手続きや、退職後
に必要となるサポートについての情報提供等を行うこと。

退職後に利用できる制度・サービスの情報提供

1133　　職職業業生生活活をを充充実実ささせせるるたためめのの体体調調管管理理やや生生活活のの支支援援

No.49

□

a)

障害者本人がストレスや疲労と上手く付き合っていけるように、ストレスや疲労のメカニ
ズムを説明した上で、そのサインと自分に合った対処法について気づきを高める支援を行
う。

b)

障害者本人が、睡眠・食生活・運動などの生活習慣とストレス・疲労や体調・体力の関係
に気づき、本人に合った生活習慣を意識して生活を送れるように支援する。

c)

適切な通院と処方に沿った服薬が行えるように、通院時間の調整方法、薬の飲み忘れを防
ぐ方法等について障害者本人と一緒に検討する。

d) 体調不良時の対処に関する支援

主治医等の意見や医学・心理学の知見を踏まえ、体調不良への対処に関する助言を行う。

No.50

□

a)

障害者本人が仕事と生活のバランスを見つけられるように、必要に応じて相談する。

b)

充実した生活が送れるように、障害者本人の余暇ニーズを把握し、余暇活動の取組方法に
ついて一緒に検討したり社会資源の開拓を行う。

c) 住居の確保に向けた情報提供

生活や通勤のニーズに合った住居の確保に向けて、手続きに係る情報提供や、福祉サービ

ス47) 利用に向けた相談窓口の紹介を行う。

46)支援制度・サービスだけでなく、利用者のニーズの充足に関連するあらゆる人材、団体、情報、技術等を指す。

47)グループホーム等が考えられる。

No.51

□

a)

将来の生活の目標を明確化するため、現在の生活のニーズ、今後重視したい事項や考え方
を整理する。

b) 生活設計に関する相談

障害者本人が目標に向けたプランを立てることができるように、目標達成に向けての段階
的なプロセスを本人と相談する。

職業生活における体調管理の支援

【具体的内容】

ストレス・疲労の対処に関する支援

生活習慣に関する支援

職業生活においてストレス・疲労への上手な付き合い方や本人に合った生活習慣、体調不良時の
対処法に気づき、体調管理を行えるよう支援すること。

通院・服薬管理に関する支援

生活設計の相談

【具体的内容】

今後の生活の目標やニーズの整理

ワークライフバランスと生活の充実のための相談・情報提供

【具体的内容】

仕事と生活のバランスを取りつつ、充実した生活が送れるように、本人との相談や社会資源46)

の開拓・情報提供を行うこと。

将来の生活を見据えた生活設計を立てられるように、本人の目標を明確化し、そこに至るまでの
道筋について相談を行うこと。

ワークライフバランスに関する相談

余暇活動のニーズ把握と情報提供
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No.47

□

a)

休職者と事業主双方と話し合い、職場復帰に向けて必要な事項を整理する。

b)

休職者の円滑な職場復帰のため、職場復帰支援（リワーク支援）やリハビリ出勤等のプロ
グラムの提案、実施の助言を行う。

c)

必要に応じて職場復帰支援（リワーク支援）を実施又は紹介する。

d) 社内サポート体制作りの助言

休職者の職場復帰後の社内サポート体制作りについて事業主や職場の管理者に助言する。

No.48

□

a)

障害者本人の退職の意向が聞かれた際には、その理由や背景を聴取して、今後の進路につ
いて一緒に検討する。

b)

障害者本人が退職する必要がある時は、円滑な退職に向けて取るべき適切な手続き45) に
ついて助言する。

c)

障害者本人の意向や状況に応じて、退職後に利用できる制度やサービス（雇用保険の受給
の仕方等の所得保障を含む）の情報を提供する。

d) これまでの仕事の経験の振り返りと再就職に向けた相談

これまでの仕事の経験を振り返り、仕事での強みを確認するとともに、再就職に向けて自
分に適した仕事・職務の条件や今後必要なサポートについて話し合う。

45)退職の申し出や退職願の提出、貸与されている物の返却、退職後の社会保険の手続きに向けた準備等がある。

休職者と事業主との話し合いを通じて、復職に向けたプロセスの整理、職場復帰支援の提案・紹
介・実施や円滑な職場復帰に向けた社内サポート体制づくりの助言を行うこと。

休職者の職場復帰支援

【具体的内容】

職場復帰までに必要な事項の整理

復職に向けたプログラム等の提案

職場復帰支援の実施

退職と再就職に向けた支援

【具体的内容】

退職の意向と背景の確認

円滑な退職に向けた手続きの助言

退職する必要が生じた場合には、今後の見通しを整理した上で、適切な退職の手続きや、退職後
に必要となるサポートについての情報提供等を行うこと。

退職後に利用できる制度・サービスの情報提供

1133　　職職業業生生活活をを充充実実ささせせるるたためめのの体体調調管管理理やや生生活活のの支支援援

No.49

□

a)

障害者本人がストレスや疲労と上手く付き合っていけるように、ストレスや疲労のメカニ
ズムを説明した上で、そのサインと自分に合った対処法について気づきを高める支援を行
う。

b)

障害者本人が、睡眠・食生活・運動などの生活習慣とストレス・疲労や体調・体力の関係
に気づき、本人に合った生活習慣を意識して生活を送れるように支援する。

c)

適切な通院と処方に沿った服薬が行えるように、通院時間の調整方法、薬の飲み忘れを防
ぐ方法等について障害者本人と一緒に検討する。

d) 体調不良時の対処に関する支援

主治医等の意見や医学・心理学の知見を踏まえ、体調不良への対処に関する助言を行う。

No.50

□

a)

障害者本人が仕事と生活のバランスを見つけられるように、必要に応じて相談する。

b)

充実した生活が送れるように、障害者本人の余暇ニーズを把握し、余暇活動の取組方法に
ついて一緒に検討したり社会資源の開拓を行う。

c) 住居の確保に向けた情報提供

生活や通勤のニーズに合った住居の確保に向けて、手続きに係る情報提供や、福祉サービ

ス47) 利用に向けた相談窓口の紹介を行う。

46)支援制度・サービスだけでなく、利用者のニーズの充足に関連するあらゆる人材、団体、情報、技術等を指す。

47)グループホーム等が考えられる。

No.51

□

a)

将来の生活の目標を明確化するため、現在の生活のニーズ、今後重視したい事項や考え方
を整理する。

b) 生活設計に関する相談

障害者本人が目標に向けたプランを立てることができるように、目標達成に向けての段階
的なプロセスを本人と相談する。

職業生活における体調管理の支援

【具体的内容】

ストレス・疲労の対処に関する支援

生活習慣に関する支援

職業生活においてストレス・疲労への上手な付き合い方や本人に合った生活習慣、体調不良時の
対処法に気づき、体調管理を行えるよう支援すること。

通院・服薬管理に関する支援

生活設計の相談

【具体的内容】

今後の生活の目標やニーズの整理

ワークライフバランスと生活の充実のための相談・情報提供

【具体的内容】

仕事と生活のバランスを取りつつ、充実した生活が送れるように、本人との相談や社会資源46)

の開拓・情報提供を行うこと。

将来の生活を見据えた生活設計を立てられるように、本人の目標を明確化し、そこに至るまでの
道筋について相談を行うこと。

ワークライフバランスに関する相談

余暇活動のニーズ把握と情報提供
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No.52

□

a)

障害者本人の結婚・出産・子育てや家族等の介護・死亡等により変化するライフステージ
に対応した本人のニーズを把握し、働き方や生活の相談・調整や活用できる社会資源の情
報提供を行う。

b) 退職後の生活・活動を見据えた支援

障害者本人の定年・高齢化等に伴う退職や福祉サービスの利用とその後の生活について、
適切な関係機関と連携を図り、円滑な移行に向け本人との相談を行う。

1144　　障障害害者者雇雇用用にに取取りり組組むむ企企業業ののアアセセススメメンントトとと支支援援

No.53

□

a)

事業所の視察や様々な情報交換の場を通じて、障害者雇用に関する企業の実態や考え方を
把握する。

b)

事業主に、障害者雇用の実例・支援制度・支援サービスに関する情報を提供する。

c)

障害者雇用に取り組むことによる企業にとってのメリット（生産性向上・人材確保・ダイ
バーシティなど）を説明する。

d) 企業が果たすべきことや支援者の役割の説明

障害者雇用における企業の社会的責任や役割について支援者自身が理解した上で、必要に
応じて企業が果たすべきことや支援者の役割について説明する。

No.54

□

a)

事業主のニーズや懸念事項を把握した上で、雇用計画・方針の策定に向けた相談に乗る。

b)

事業主や従業員の理解を深めるため、ニーズに合った障害者雇用に関する研修・説明48) を
行う。

c) 企業同士の情報交換の促進

障害者雇用に取り組む企業同士が情報交換・情報共有できる機会を作る。

48)障害者雇用の意義、障害特性の理解、良好な関係作り、適切な指導・関わり方等のテーマが考えられる。

事業主や従業員に対する研修・説明

ライフステージに対応した支援

【具体的内容】

ライフステージに対応したニーズの把握と相談

様々なライフステージに対応した仕事や生活のニーズを把握し、働き方や生活の仕方についての
相談・調整や必要な社会資源の紹介・連携を行うこと。

企業の障害者雇用に関する実態把握と情報提供

【具体的内容】

事業主との情報交換による実態・考え方の把握

事業主への障害者雇用の事例・制度・支援サービスの情報提供

企業にとってのメリットの説明

事業主の障害者雇用に関するニーズの把握と取組の支援

事業主のニーズや懸念事項の把握

【具体的内容】

企業の障害者雇用に関する実態や考え方を踏まえて、障害者雇用の意義、実例、支援制度、支援
サービス等の有益な情報を提供すること。

事業主の障害者雇用に関するニーズや懸念事項を把握した上で、必要に応じて相談・研修・情報
交換等の機会を作り、企業の障害者受け入れ体制の構築を支援すること。

No.55

□

a)

各種障害の理解と配慮に必要な一般的な障害特性を分かり易く、簡潔に説明する。

b) 雇用管理のポイントや合理的配慮の具体例を紹介

各種障害の特性を踏まえた一般的な雇用管理のポイントや合理的配慮の具体例を紹介す
る。

No.56

□

a)

障害者本人の能力や特性と、実際の仕事内容、求めている知識・スキルや水準、職場の環
境、雇用条件との適合性について検討する。

b)

障害者本人の意向を尊重した上で、本人の能力・特性や興味を説明する。

c) 職場環境・職務の調整

職場のニーズを踏まえつつ、障害者本人が成長できる職場環境・職務の調整を提案する。

No.57

□

a)

事業主からの聞き取りや職場観察を行い、業務と人的・物理的環境を総合的に見て、障害
者に適した職場・職務を見つける。

b)

配属候補の部署における様々な作業の目的、責任、内容や求められる知識・スキルや水準
（正確性・スピード等）を明確にし、リストアップする。

ｃ) 職務の再構成

職務分析によりリストアップした中から適切な作業を組合せ、一人分の職務に再構成す
る。

ｄ)

事業主・職場関係者からの聞き取り等により、業務上の課題、職場としてできれば助かる
こと、今後新たに取り組みたいことを明確にし、障害者に適した職務の創出に繋げること
ができないか検討する。

職場・職務の調整支援

本人と仕事内容や職場環境・条件の適合性の検討

障害者の配属の候補となり得る職場・職務を人的・物理的視点からアセスメントし、適した職務
の再構成・創出を行うこと。

障害者本人の能力・特性と職場・職務との適合性を考慮して、必要に応じて事業主に職場・職務
の調整を提案すること。

事業主に対して、各種障害の理解と合理的配慮の提供に役立つ一般的な障害特性や基本的な対
応、雇用管理のポイントを分かり易く説明すること。

障害特性や雇用管理のポイントに関する一般的な説明

【具体的内容】

障害特性についての説明

職場・職務のアセスメントと職務の再構成・創出支援

【具体的内容】

職務の情報収集

職務分析の実施

職務の創出

障害者本人の能力・特性・興味の説明

【具体的内容】
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No.52

□

a)

障害者本人の結婚・出産・子育てや家族等の介護・死亡等により変化するライフステージ
に対応した本人のニーズを把握し、働き方や生活の相談・調整や活用できる社会資源の情
報提供を行う。

b) 退職後の生活・活動を見据えた支援

障害者本人の定年・高齢化等に伴う退職や福祉サービスの利用とその後の生活について、
適切な関係機関と連携を図り、円滑な移行に向け本人との相談を行う。

1144　　障障害害者者雇雇用用にに取取りり組組むむ企企業業ののアアセセススメメンントトとと支支援援

No.53

□

a)

事業所の視察や様々な情報交換の場を通じて、障害者雇用に関する企業の実態や考え方を
把握する。

b)

事業主に、障害者雇用の実例・支援制度・支援サービスに関する情報を提供する。

c)

障害者雇用に取り組むことによる企業にとってのメリット（生産性向上・人材確保・ダイ
バーシティなど）を説明する。

d) 企業が果たすべきことや支援者の役割の説明

障害者雇用における企業の社会的責任や役割について支援者自身が理解した上で、必要に
応じて企業が果たすべきことや支援者の役割について説明する。

No.54

□

a)

事業主のニーズや懸念事項を把握した上で、雇用計画・方針の策定に向けた相談に乗る。

b)

事業主や従業員の理解を深めるため、ニーズに合った障害者雇用に関する研修・説明48) を
行う。

c) 企業同士の情報交換の促進

障害者雇用に取り組む企業同士が情報交換・情報共有できる機会を作る。

48)障害者雇用の意義、障害特性の理解、良好な関係作り、適切な指導・関わり方等のテーマが考えられる。

事業主や従業員に対する研修・説明

ライフステージに対応した支援

【具体的内容】

ライフステージに対応したニーズの把握と相談

様々なライフステージに対応した仕事や生活のニーズを把握し、働き方や生活の仕方についての
相談・調整や必要な社会資源の紹介・連携を行うこと。

企業の障害者雇用に関する実態把握と情報提供

【具体的内容】

事業主との情報交換による実態・考え方の把握

事業主への障害者雇用の事例・制度・支援サービスの情報提供

企業にとってのメリットの説明

事業主の障害者雇用に関するニーズの把握と取組の支援

事業主のニーズや懸念事項の把握

【具体的内容】

企業の障害者雇用に関する実態や考え方を踏まえて、障害者雇用の意義、実例、支援制度、支援
サービス等の有益な情報を提供すること。

事業主の障害者雇用に関するニーズや懸念事項を把握した上で、必要に応じて相談・研修・情報
交換等の機会を作り、企業の障害者受け入れ体制の構築を支援すること。

No.55

□

a)

各種障害の理解と配慮に必要な一般的な障害特性を分かり易く、簡潔に説明する。

b) 雇用管理のポイントや合理的配慮の具体例を紹介

各種障害の特性を踏まえた一般的な雇用管理のポイントや合理的配慮の具体例を紹介す
る。

No.56

□

a)

障害者本人の能力や特性と、実際の仕事内容、求めている知識・スキルや水準、職場の環
境、雇用条件との適合性について検討する。

b)

障害者本人の意向を尊重した上で、本人の能力・特性や興味を説明する。

c) 職場環境・職務の調整

職場のニーズを踏まえつつ、障害者本人が成長できる職場環境・職務の調整を提案する。

No.57

□

a)

事業主からの聞き取りや職場観察を行い、業務と人的・物理的環境を総合的に見て、障害
者に適した職場・職務を見つける。

b)

配属候補の部署における様々な作業の目的、責任、内容や求められる知識・スキルや水準
（正確性・スピード等）を明確にし、リストアップする。

ｃ) 職務の再構成

職務分析によりリストアップした中から適切な作業を組合せ、一人分の職務に再構成す
る。

ｄ)

事業主・職場関係者からの聞き取り等により、業務上の課題、職場としてできれば助かる
こと、今後新たに取り組みたいことを明確にし、障害者に適した職務の創出に繋げること
ができないか検討する。

職場・職務の調整支援

本人と仕事内容や職場環境・条件の適合性の検討

障害者の配属の候補となり得る職場・職務を人的・物理的視点からアセスメントし、適した職務
の再構成・創出を行うこと。

障害者本人の能力・特性と職場・職務との適合性を考慮して、必要に応じて事業主に職場・職務
の調整を提案すること。

事業主に対して、各種障害の理解と合理的配慮の提供に役立つ一般的な障害特性や基本的な対
応、雇用管理のポイントを分かり易く説明すること。

障害特性や雇用管理のポイントに関する一般的な説明

【具体的内容】

障害特性についての説明

職場・職務のアセスメントと職務の再構成・創出支援

【具体的内容】

職務の情報収集

職務分析の実施

職務の創出

障害者本人の能力・特性・興味の説明

【具体的内容】
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No.58

□

a)

課題分析を行い、職務の構成要素や具体的な手順を明確化し、障害者が作業を遂行するに
当たり課題となっている要素を明らかにする。

b)

課題分析により明らかになった課題の解決に繋がる教え方やツール（補助具、作業手順書
等）を事業主に提案する。

c)

明確に示されていない事項（休憩の取り方・過ごし方など）やマニュアル化されていない
作業の工程を確認し、事業主と共有する。

d) 作業手順の見える化

事業主との相談を通じて、障害者本人に合わせた作業手順書やマニュアル等の作成を提
案・提供する。

1155　　関関係係機機関関やや家家族族ととのの連連携携

No.59

□

a)

社会福祉サービスや自治体、民間機関の取組など、地域の社会資源の情報を収集する。

b)

関係機関との個別ケースの情報交換以外にも、会議や研修などの場で支援ノウハウや地域
の実態などを共有し、連携を強化する。

c) 支援ネットワーク立上げ・強化

地域の就労支援力向上のカギとなりうる地域の社会資源への呼びかけを行い、支援ネット
ワークの立上げや強化を行う。

No.60

□

a)

利用者のニーズに応じて社会資源やプログラムを紹介し、その内容と利用方法を利用者が
理解できるように説明する。

b) 医療機関等との適切な連携

障害者本人に症状の悪化や懸念すべき状況が見られた場合は、医療機関等の適切な機関と
連携をとる。

障害者の円滑な作業遂行と職場定着のため、課題分析に基づいて、事業主に適切な解決策の提案
やツール等の提供を行うこと。

地域の社会資源を最大限に活用するために、社会資源に関する情報収集や、情報交換・研修の場
への参加、支援ネットワーク立上げの参画等を行うこと。

課題分析と解決策の提案

【具体的内容】

課題分析の実施と課題の特定

解決策の提案

暗黙のルールの明示化

地域の社会資源の情報収集と情報交換・ネットワーク作り

【具体的内容】

社会資源の情報収集

地域支援機関との情報交換、連携強化

関係機関との連携の必要性の検討と紹介

【具体的内容】

社会資源に関する情報提供

利用者（障害者本人や事業主等）に必要な支援について、適切な連携機関を検討の上、分かり易
く紹介すること。

No.61

□

a)

障害者本人の同意を得た上で、個別ケースにおける本人の特徴や支援目標を端的に説明
し、スムーズな支援の展開や情報の引継ぎを行う。

b)

個別ケースについて新たに連携する機関に、障害者本人が現在関わっている支援機関がど
のような支援を行っているか、本人の同意を得た上で説明を行う。

c) ケース会議等による情報集約・合意形成・役割分担

障害者本人や関係機関を交えた話し合いやケース会議49) 等により、情報集約と合意形成
や役割分担を行う。

49)
利用者の課題解決及びより充実した職業生活に向けて、関係者が集まり情報共有し、より良い支援に繋げるため
に行う会議。

No.62

□

a)

ケースマネジメント50) の意義・方法を理解し、関係機関との連携を行う。
b)

教育や福祉から雇用への移行の現状51) やそのプロセスを理解して、教育や福祉機関との
連携を行う。

c)

様々な関係者が互いに補い合い、障害者本人を共に支える対等・平等な関係を築く意識を
持ち、関係機関と一緒に考える姿勢で連携を行う。

d) 進捗状況の適宜共有

関係機関と適宜連携を取り、ケースの進捗状況を共有する。

50)
障害者本人のニーズ充足のため、各種支援サービスを調整・提供し、支援ネットワークを作ることで本人の職業
生活を支える援助方法。

51)教育現場における進路指導の実態、各学校や就労移行・継続支援事業所の雇用への移行実績と課題等。

No.63

□

a)

家族等との情報共有を障害者本人の同意を得て適切に行い、支援方針などに関して家族等
の理解を得る。

b) 家族のニーズに応じた情報提供

家族等に対して本人への関わり方に関する提案や、本人・家族のニーズに応じた社会福祉
サービスや家族会等の社会資源の情報提供を行う。

各地域における関係機関それぞれの役割や機能を理解した上で、障害者本人を共に支える意識を
持ち、チーム支援を行うこと。

障害者本人の同意の下に、家族等と情報や考え方を共有し、社会資源の情報提供を行うなどの連
携を行うこと。

個別ケースについての連携先機関への情報提供と連携体制の構築

【具体的内容】

連携機関へのケース概要の端的な説明

連携機関への経過の説明

個別ケースについてのスムーズな連携に向けて、連携機関との適切な情報共有と役割分担等の調
整を行うこと。

関係機関とのチーム支援

【具体的内容】

ケースマネジメントの理解

教育や福祉から雇用への移行プロセスと現状の理解

関係機関との協同関係の構築

家族等との連携

【具体的内容】

家族等との情報共有
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No.58

□

a)

課題分析を行い、職務の構成要素や具体的な手順を明確化し、障害者が作業を遂行するに
当たり課題となっている要素を明らかにする。

b)

課題分析により明らかになった課題の解決に繋がる教え方やツール（補助具、作業手順書
等）を事業主に提案する。

c)

明確に示されていない事項（休憩の取り方・過ごし方など）やマニュアル化されていない
作業の工程を確認し、事業主と共有する。

d) 作業手順の見える化

事業主との相談を通じて、障害者本人に合わせた作業手順書やマニュアル等の作成を提
案・提供する。

1155　　関関係係機機関関やや家家族族ととのの連連携携

No.59

□

a)

社会福祉サービスや自治体、民間機関の取組など、地域の社会資源の情報を収集する。

b)

関係機関との個別ケースの情報交換以外にも、会議や研修などの場で支援ノウハウや地域
の実態などを共有し、連携を強化する。

c) 支援ネットワーク立上げ・強化

地域の就労支援力向上のカギとなりうる地域の社会資源への呼びかけを行い、支援ネット
ワークの立上げや強化を行う。

No.60

□

a)

利用者のニーズに応じて社会資源やプログラムを紹介し、その内容と利用方法を利用者が
理解できるように説明する。

b) 医療機関等との適切な連携

障害者本人に症状の悪化や懸念すべき状況が見られた場合は、医療機関等の適切な機関と
連携をとる。

障害者の円滑な作業遂行と職場定着のため、課題分析に基づいて、事業主に適切な解決策の提案
やツール等の提供を行うこと。

地域の社会資源を最大限に活用するために、社会資源に関する情報収集や、情報交換・研修の場
への参加、支援ネットワーク立上げの参画等を行うこと。

課題分析と解決策の提案

【具体的内容】

課題分析の実施と課題の特定

解決策の提案

暗黙のルールの明示化

地域の社会資源の情報収集と情報交換・ネットワーク作り

【具体的内容】

社会資源の情報収集

地域支援機関との情報交換、連携強化

関係機関との連携の必要性の検討と紹介

【具体的内容】

社会資源に関する情報提供

利用者（障害者本人や事業主等）に必要な支援について、適切な連携機関を検討の上、分かり易
く紹介すること。

No.61

□

a)

障害者本人の同意を得た上で、個別ケースにおける本人の特徴や支援目標を端的に説明
し、スムーズな支援の展開や情報の引継ぎを行う。

b)

個別ケースについて新たに連携する機関に、障害者本人が現在関わっている支援機関がど
のような支援を行っているか、本人の同意を得た上で説明を行う。

c) ケース会議等による情報集約・合意形成・役割分担

障害者本人や関係機関を交えた話し合いやケース会議49) 等により、情報集約と合意形成
や役割分担を行う。

49)
利用者の課題解決及びより充実した職業生活に向けて、関係者が集まり情報共有し、より良い支援に繋げるため
に行う会議。

No.62

□

a)

ケースマネジメント50) の意義・方法を理解し、関係機関との連携を行う。
b)

教育や福祉から雇用への移行の現状51) やそのプロセスを理解して、教育や福祉機関との
連携を行う。

c)

様々な関係者が互いに補い合い、障害者本人を共に支える対等・平等な関係を築く意識を
持ち、関係機関と一緒に考える姿勢で連携を行う。

d) 進捗状況の適宜共有

関係機関と適宜連携を取り、ケースの進捗状況を共有する。

50)
障害者本人のニーズ充足のため、各種支援サービスを調整・提供し、支援ネットワークを作ることで本人の職業
生活を支える援助方法。

51)教育現場における進路指導の実態、各学校や就労移行・継続支援事業所の雇用への移行実績と課題等。

No.63

□

a)

家族等との情報共有を障害者本人の同意を得て適切に行い、支援方針などに関して家族等
の理解を得る。

b) 家族のニーズに応じた情報提供

家族等に対して本人への関わり方に関する提案や、本人・家族のニーズに応じた社会福祉
サービスや家族会等の社会資源の情報提供を行う。

各地域における関係機関それぞれの役割や機能を理解した上で、障害者本人を共に支える意識を
持ち、チーム支援を行うこと。

障害者本人の同意の下に、家族等と情報や考え方を共有し、社会資源の情報提供を行うなどの連
携を行うこと。

個別ケースについての連携先機関への情報提供と連携体制の構築

【具体的内容】

連携機関へのケース概要の端的な説明

連携機関への経過の説明

個別ケースについてのスムーズな連携に向けて、連携機関との適切な情報共有と役割分担等の調
整を行うこと。

関係機関とのチーム支援

【具体的内容】

ケースマネジメントの理解

教育や福祉から雇用への移行プロセスと現状の理解

関係機関との協同関係の構築

家族等との連携

【具体的内容】

家族等との情報共有
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1166　　障障害害者者雇雇用用のの啓啓発発とと支支援援人人材材のの育育成成

No.64

□

a)

障害者本人や保護者、支援団体、企業・企業団体等に対して、自治体や関係機関と連携
し、障害者雇用の周知・啓発を行う。

b) パンフレットやホームページの活用

パンフレットやホームページなどを活用して、障害者雇用の啓発を行う。

No.65

□

a)

就労支援担当者に必要な知識の充足やスキルの向上を図るため、研修や情報交換等の場に
積極的に参加する。

b)

地域全体の就労支援力向上の重要性を認識し、就労支援実務者同士の支援ノウハウの共有
や情報交換の機会を定期的に作る。

c) 地域支援機関への助言・援助

就労支援に取り組む支援機関に対して、それぞれの役割や実態を踏まえつつ、効果的な支
援の実施に向けた助言・援助や研修等の協力を行う。

引用文献

文献１

文献２ 小川浩（2000）ジョブコーチとナチュラルサポート, 職業リハビリテーション, 13, 25-31

倉知延章 (2020) 職業リハビリテーションのプロセス, 日本職業リハビリテーション学会 ; 職業リハビリテーション用
語集, やどかり印刷, 106-107

【具体的内容】

障害者雇用に関する周知・啓発

支援人材の育成

【具体的内容】

研修・情報交換の場等への参加

地域支援機関との交流・情報交換の機会づくり

障害者雇用の啓発

障害者の権利保障や必要な支援・配慮の提供に繋がるように、障害者本人や家族等、支援団体、
企業・企業団体等に対して、障害者雇用に関する理解を広める周知・啓発を行うこと。

地域全体の就労支援力向上のため、自機関だけでなく地域で支援ノウハウを共有する意識を持
ち、積極的に情報共有や研修等を行い協力をすること。

１１　　障障害害者者のの就就労労支支援援のの意意義義

No.１

□

a)

b)

1)
世界保健機関(WHO)が発表している生活機能・障害・健康の分類・モデルである国際生活機能分類(ICF)におけ
る、「活動制限」「参加制約」に該当する。

2)
国際生活機能分類(ICF)における「心身機能・身体構造」「健康状態」「環境因子」「個人因子」の相互作用の
影響により「参加制限」「参加制約」が生じ、これを「障害」と呼ぶという考え方に準じている。

No.２

□

a)

b)

２２　　就就労労支支援援ににおおけけるる支支援援者者のの基基本本的的姿姿勢勢

No.３

□

a)

b)

c)

d)

No.４

□

a) 相手の立場や考え方を尊重したコミュニケーション

b)

就職前から就職後の多様な職業場面での困難状況の理解

個人と社会・環境との相互作用としての障害の理解

【要点】

障害についての基本的理解

障害者の働く意義と権利擁護・共生社会実現の理解

働くことの意義の理解

ノーマライゼーション、インクルージョン、ダイバーシティ実現の重要性の理解

【要点】

支援者が持つべき心構えと倫理意識

固定観念に捉われない支援の取組

【要点】

利用者中心の支援

就就労労支支援援実実務務者者がが効効果果的的なな就就労労支支援援をを行行ううたためめにに必必要要なな
知知識識・・ススキキルル等等のの内内容容（（要要点点版版））

障害の有無や程度に関わらず、働くことには重要な意義があり、すべての人が相互に人格と個性
を尊重し合いながら生活や仕事ができる社会や職場の実現を目指すことの必要性を理解した上
で、障害者の権利擁護や事業主等への支援に取り組むこと。

障害者が働くに当たっての様々な困難1)については、個人と社会・環境との相互作用2)の問題と
して捉え、個人と社会・環境双方への支援を行うこと。

相手（障害者・家族・事業主・関係機関等）の立場や考え方を尊重した対等なコミュニケーショ
ン及び職場環境や場面に応じた服装や振る舞いを行うこと。

支援者自身が倫理観を身につけ、偏見を排し、利用者のニーズ充足を意識して支援に取り組むこ
と。

職業倫理の意識

個人情報の取り扱いと守秘義務の遵守

就労支援において支援者が取るべき態度

【要点】

場面に応じた服装、言葉遣い、振る舞い

巻末資料５

１１　　障障害害者者のの就就労労支支援援のの意意義義

No.１

□

a)

b)

1)
世界保健機関(WHO)が発表している生活機能・障害・健康の分類・モデルである国際生活機能分類(ICF)におけ
る、「活動制限」「参加制約」に該当する。

2)
国際生活機能分類(ICF)における「心身機能・身体構造」「健康状態」「環境因子」「個人因子」の相互作用の
影響により「参加制限」「参加制約」が生じ、これを「障害」と呼ぶという考え方に準じている。

No.２

□

a)

b)

２２　　就就労労支支援援ににおおけけるる支支援援者者のの基基本本的的姿姿勢勢

No.３

□

a)

b)

c)

d)

No.４

□

a) 相手の立場や考え方を尊重したコミュニケーション

b)

就職前から就職後の多様な職業場面での困難状況の理解

個人と社会・環境との相互作用としての障害の理解

【要点】

障害についての基本的理解

障害者の働く意義と権利擁護・共生社会実現の理解

働くことの意義の理解

ノーマライゼーション、インクルージョン、ダイバーシティ実現の重要性の理解

【要点】

支援者が持つべき心構えと倫理意識

固定観念に捉われない支援の取組

【要点】

利用者中心の支援

就就労労支支援援実実務務者者がが効効果果的的なな就就労労支支援援をを行行ううたためめにに必必要要なな
知知識識・・ススキキルル等等のの内内容容（（要要点点版版））

障害の有無や程度に関わらず、働くことには重要な意義があり、すべての人が相互に人格と個性
を尊重し合いながら生活や仕事ができる社会や職場の実現を目指すことの必要性を理解した上
で、障害者の権利擁護や事業主等への支援に取り組むこと。

障害者が働くに当たっての様々な困難1)については、個人と社会・環境との相互作用2)の問題と
して捉え、個人と社会・環境双方への支援を行うこと。

相手（障害者・家族・事業主・関係機関等）の立場や考え方を尊重した対等なコミュニケーショ
ン及び職場環境や場面に応じた服装や振る舞いを行うこと。

支援者自身が倫理観を身につけ、偏見を排し、利用者のニーズ充足を意識して支援に取り組むこ
と。

職業倫理の意識

個人情報の取り扱いと守秘義務の遵守

就労支援において支援者が取るべき態度

【要点】

場面に応じた服装、言葉遣い、振る舞い

巻末資料５
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1166　　障障害害者者雇雇用用のの啓啓発発とと支支援援人人材材のの育育成成

No.64

□

a)

障害者本人や保護者、支援団体、企業・企業団体等に対して、自治体や関係機関と連携
し、障害者雇用の周知・啓発を行う。

b) パンフレットやホームページの活用

パンフレットやホームページなどを活用して、障害者雇用の啓発を行う。

No.65

□

a)

就労支援担当者に必要な知識の充足やスキルの向上を図るため、研修や情報交換等の場に
積極的に参加する。

b)

地域全体の就労支援力向上の重要性を認識し、就労支援実務者同士の支援ノウハウの共有
や情報交換の機会を定期的に作る。

c) 地域支援機関への助言・援助

就労支援に取り組む支援機関に対して、それぞれの役割や実態を踏まえつつ、効果的な支
援の実施に向けた助言・援助や研修等の協力を行う。

引用文献

文献１

文献２ 小川浩（2000）ジョブコーチとナチュラルサポート, 職業リハビリテーション, 13, 25-31

倉知延章 (2020) 職業リハビリテーションのプロセス, 日本職業リハビリテーション学会 ; 職業リハビリテーション用
語集, やどかり印刷, 106-107

【具体的内容】

障害者雇用に関する周知・啓発

支援人材の育成

【具体的内容】

研修・情報交換の場等への参加

地域支援機関との交流・情報交換の機会づくり

障害者雇用の啓発

障害者の権利保障や必要な支援・配慮の提供に繋がるように、障害者本人や家族等、支援団体、
企業・企業団体等に対して、障害者雇用に関する理解を広める周知・啓発を行うこと。

地域全体の就労支援力向上のため、自機関だけでなく地域で支援ノウハウを共有する意識を持
ち、積極的に情報共有や研修等を行い協力をすること。

１１　　障障害害者者のの就就労労支支援援のの意意義義

No.１

□

a)

b)

1)
世界保健機関(WHO)が発表している生活機能・障害・健康の分類・モデルである国際生活機能分類(ICF)におけ
る、「活動制限」「参加制約」に該当する。

2)
国際生活機能分類(ICF)における「心身機能・身体構造」「健康状態」「環境因子」「個人因子」の相互作用の
影響により「参加制限」「参加制約」が生じ、これを「障害」と呼ぶという考え方に準じている。

No.２

□

a)

b)

２２　　就就労労支支援援ににおおけけるる支支援援者者のの基基本本的的姿姿勢勢

No.３

□

a)

b)

c)

d)

No.４

□

a) 相手の立場や考え方を尊重したコミュニケーション

b)

就職前から就職後の多様な職業場面での困難状況の理解

個人と社会・環境との相互作用としての障害の理解

【要点】

障害についての基本的理解

障害者の働く意義と権利擁護・共生社会実現の理解

働くことの意義の理解

ノーマライゼーション、インクルージョン、ダイバーシティ実現の重要性の理解

【要点】

支援者が持つべき心構えと倫理意識

固定観念に捉われない支援の取組

【要点】

利用者中心の支援

就就労労支支援援実実務務者者がが効効果果的的なな就就労労支支援援をを行行ううたためめにに必必要要なな
知知識識・・ススキキルル等等のの内内容容（（要要点点版版））

障害の有無や程度に関わらず、働くことには重要な意義があり、すべての人が相互に人格と個性
を尊重し合いながら生活や仕事ができる社会や職場の実現を目指すことの必要性を理解した上
で、障害者の権利擁護や事業主等への支援に取り組むこと。

障害者が働くに当たっての様々な困難1)については、個人と社会・環境との相互作用2)の問題と
して捉え、個人と社会・環境双方への支援を行うこと。

相手（障害者・家族・事業主・関係機関等）の立場や考え方を尊重した対等なコミュニケーショ
ン及び職場環境や場面に応じた服装や振る舞いを行うこと。

支援者自身が倫理観を身につけ、偏見を排し、利用者のニーズ充足を意識して支援に取り組むこ
と。

職業倫理の意識

個人情報の取り扱いと守秘義務の遵守

就労支援において支援者が取るべき態度

【要点】

場面に応じた服装、言葉遣い、振る舞い

巻末資料５

１１　　障障害害者者のの就就労労支支援援のの意意義義

No.１

□

a)

b)

1)
世界保健機関(WHO)が発表している生活機能・障害・健康の分類・モデルである国際生活機能分類(ICF)におけ
る、「活動制限」「参加制約」に該当する。

2)
国際生活機能分類(ICF)における「心身機能・身体構造」「健康状態」「環境因子」「個人因子」の相互作用の
影響により「参加制限」「参加制約」が生じ、これを「障害」と呼ぶという考え方に準じている。

No.２

□

a)

b)

２２　　就就労労支支援援ににおおけけるる支支援援者者のの基基本本的的姿姿勢勢

No.３

□

a)

b)

c)

d)

No.４

□

a) 相手の立場や考え方を尊重したコミュニケーション

b)

就職前から就職後の多様な職業場面での困難状況の理解

個人と社会・環境との相互作用としての障害の理解

【要点】

障害についての基本的理解

障害者の働く意義と権利擁護・共生社会実現の理解

働くことの意義の理解

ノーマライゼーション、インクルージョン、ダイバーシティ実現の重要性の理解

【要点】

支援者が持つべき心構えと倫理意識

固定観念に捉われない支援の取組

【要点】

利用者中心の支援

就就労労支支援援実実務務者者がが効効果果的的なな就就労労支支援援をを行行ううたためめにに必必要要なな
知知識識・・ススキキルル等等のの内内容容（（要要点点版版））

障害の有無や程度に関わらず、働くことには重要な意義があり、すべての人が相互に人格と個性
を尊重し合いながら生活や仕事ができる社会や職場の実現を目指すことの必要性を理解した上
で、障害者の権利擁護や事業主等への支援に取り組むこと。

障害者が働くに当たっての様々な困難1)については、個人と社会・環境との相互作用2)の問題と
して捉え、個人と社会・環境双方への支援を行うこと。

相手（障害者・家族・事業主・関係機関等）の立場や考え方を尊重した対等なコミュニケーショ
ン及び職場環境や場面に応じた服装や振る舞いを行うこと。

支援者自身が倫理観を身につけ、偏見を排し、利用者のニーズ充足を意識して支援に取り組むこ
と。

職業倫理の意識

個人情報の取り扱いと守秘義務の遵守

就労支援において支援者が取るべき態度

【要点】

場面に応じた服装、言葉遣い、振る舞い

巻末資料５
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No.５

□

a)

b)

c)

No.６

□

a) 継続的な自己研鑽と最新情報の収集

b)

c)

d)

No.７

□

a)

b) 問題や悩みの相談

３３　　障障害害者者就就労労支支援援にに関関すするる法法令令・・制制度度・・ササーービビスス

No.８

□

a) 障害者差別解消法の理解と適切な対応

b)

c)

No.９

□

a) 障害者雇用促進法（障害者雇用率制度等）の理解

b)

c)

【要点】

障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮提供義務の理解と適切な対応

障害者虐待防止法の理解と適切な対応

支援者自身の身体・精神的なケア

【要点】

支援者自身のセルフケア

支援者自身の自己理解と自身ができる支援の検討

【要点】

支援の振り返りと支援者自身の自己理解

支援者自身の感情コントロールと問題解決

倫理的ジレンマへの対応

障害者差別解消法や障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止と合理的配慮の提供義務及び障害
者虐待防止法の概要を理解し、これらの趣旨に沿った適切な対応を行うこと。

障害者雇用促進法と関連支援サービスの理解

【要点】

障害者雇用に係る助成金制度の理解

障害者雇用関連機関の支援サービスの理解

障害者雇用促進法や関連支援サービスについて理解し、説明を行うこと。

支援者自身の身体・精神的なケアを行いつつ、支援に取り組むこと。

効果的な支援を提供するために必要となる最新の知識・技術や事例の情報収集等を積極的に行う
こと。

最新情報の収集と自己研鑽

【要点】

情報収集、専門機関への照会

支援者自身の自己理解を深め、就労支援に関する様々な問題や葛藤に対して周囲と相談しなが
ら、自身ができる支援や最善の方法を検討しつつ、支援に取り組むこと。

研修・情報交換の場等への積極的参加

情報通信技術の活用

障害者差別の解消・禁止、虐待防止の理解と対応

No.10

□

a) 障害福祉サービスの理解

b)

c)

d)

3)
障害者総合支援法によるサービスと児童福祉法によるサービス。代表的なサービスとしては、就労移行支援等の
訓練等給付、計画相談支援等の相談支援、医療費の自己負担額を軽減する自立支援医療等がある。

4) 厚生年金、雇用保険、労災保険や公的扶助に基づく給付により所得を保障する制度。

４４　　企企業業経経営営とと雇雇用用管管理理

No.11

□

a) 企業経営の基礎や障害者雇用状況の把握

b)

c)

No.12

□

a) 労働関係法規や社会保険制度の理解

b)

c)

５５　　様様々々なな相相手手（（障障害害者者・・事事業業主主・・関関係係機機関関・・家家族族等等））ととのの相相談談・・説説明明

No.13

□

a) 相談の目的の説明・共有

b) 支援者の役割と支援内容の説明

c)

d)

相談を行う際の基本的な態度

【要点】

傾聴や共感的態度による協働的相談

次のステップを明確にした上での相談の終え方

企業経営・経済、労働市場・障害者の働き方の動向を把握しつつ支援を行うこと。

労働関係法規や雇用管理の理解

【要点】

労働安全衛生管理や人間工学の理解

障害福祉サービス3) や所得保障に関する社会保障制度4) についての基礎的事項を理解し、情報
提供を行うこと。

労働関係法規や企業の雇用管理に関連する基礎的事項を理解した上で支援を行うこと。

企業経営や労働市場の動向把握

【要点】

地域の労働市場の動向の把握

多様な働き方（在宅勤務、自営等）の情報収集

企業の雇用管理の理解

障害福祉サービスや社会保障制度の理解

【要点】

就労系福祉サービスの報酬体系の理解

障害福祉サービスの活用事例の提案

所得保障に関する社会保障制度の理解

支援者の役割や相談目的を説明した上で、共感的態度で傾聴し、一緒に考える姿勢で相談するこ
と。
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No.５

□

a)

b)

c)

No.６

□

a) 継続的な自己研鑽と最新情報の収集

b)

c)

d)

No.７

□

a)

b) 問題や悩みの相談

３３　　障障害害者者就就労労支支援援にに関関すするる法法令令・・制制度度・・ササーービビスス

No.８

□

a) 障害者差別解消法の理解と適切な対応

b)

c)

No.９

□

a) 障害者雇用促進法（障害者雇用率制度等）の理解

b)

c)

【要点】

障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮提供義務の理解と適切な対応

障害者虐待防止法の理解と適切な対応

支援者自身の身体・精神的なケア

【要点】

支援者自身のセルフケア

支援者自身の自己理解と自身ができる支援の検討

【要点】

支援の振り返りと支援者自身の自己理解

支援者自身の感情コントロールと問題解決

倫理的ジレンマへの対応

障害者差別解消法や障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止と合理的配慮の提供義務及び障害
者虐待防止法の概要を理解し、これらの趣旨に沿った適切な対応を行うこと。

障害者雇用促進法と関連支援サービスの理解

【要点】

障害者雇用に係る助成金制度の理解

障害者雇用関連機関の支援サービスの理解

障害者雇用促進法や関連支援サービスについて理解し、説明を行うこと。

支援者自身の身体・精神的なケアを行いつつ、支援に取り組むこと。

効果的な支援を提供するために必要となる最新の知識・技術や事例の情報収集等を積極的に行う
こと。

最新情報の収集と自己研鑽

【要点】

情報収集、専門機関への照会

支援者自身の自己理解を深め、就労支援に関する様々な問題や葛藤に対して周囲と相談しなが
ら、自身ができる支援や最善の方法を検討しつつ、支援に取り組むこと。

研修・情報交換の場等への積極的参加

情報通信技術の活用

障害者差別の解消・禁止、虐待防止の理解と対応

No.10

□

a) 障害福祉サービスの理解

b)

c)

d)

3)
障害者総合支援法によるサービスと児童福祉法によるサービス。代表的なサービスとしては、就労移行支援等の
訓練等給付、計画相談支援等の相談支援、医療費の自己負担額を軽減する自立支援医療等がある。

4) 厚生年金、雇用保険、労災保険や公的扶助に基づく給付により所得を保障する制度。

４４　　企企業業経経営営とと雇雇用用管管理理

No.11

□

a) 企業経営の基礎や障害者雇用状況の把握

b)

c)

No.12

□

a) 労働関係法規や社会保険制度の理解

b)

c)

５５　　様様々々なな相相手手（（障障害害者者・・事事業業主主・・関関係係機機関関・・家家族族等等））ととのの相相談談・・説説明明

No.13

□

a) 相談の目的の説明・共有

b) 支援者の役割と支援内容の説明

c)

d)

相談を行う際の基本的な態度

【要点】

傾聴や共感的態度による協働的相談

次のステップを明確にした上での相談の終え方

企業経営・経済、労働市場・障害者の働き方の動向を把握しつつ支援を行うこと。

労働関係法規や雇用管理の理解

【要点】

労働安全衛生管理や人間工学の理解

障害福祉サービス3) や所得保障に関する社会保障制度4) についての基礎的事項を理解し、情報
提供を行うこと。

労働関係法規や企業の雇用管理に関連する基礎的事項を理解した上で支援を行うこと。

企業経営や労働市場の動向把握

【要点】

地域の労働市場の動向の把握

多様な働き方（在宅勤務、自営等）の情報収集

企業の雇用管理の理解

障害福祉サービスや社会保障制度の理解

【要点】

就労系福祉サービスの報酬体系の理解

障害福祉サービスの活用事例の提案

所得保障に関する社会保障制度の理解

支援者の役割や相談目的を説明した上で、共感的態度で傾聴し、一緒に考える姿勢で相談するこ
と。
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No.14

□

a) 相手が必要とする情報の簡潔な説明

b) 相手の理解に応じた解説や具体例

c)

d)

No.15

□

a) 相談場所・環境の選定

b) 相手の負担の考慮

c)

d)

６６　　支支援援者者間間のの記記録録・・伝伝達達

No.16

□

a) 客観的なケース記録の書き方

b) 簡潔で分かり易い記録・伝達の仕方

c)

No.17

□

a) 個人情報保護法の理解と適切な情報の取扱い

b)

７７　　障障害害者者のの自自己己理理解解・・自自己己選選択択・・自自己己決決定定のの支支援援

No.18

□

a) 自己肯定感の回復の支援

b)

障害者本人の自己肯定感の回復の支援

【要点】

【要点】

ストレングスへの着目

相手の特性・状況を踏まえた相談

【要点】

相談内容の要約と共有

相手の心情、タイミングを考慮した話題の選定

個人情報の適切な取り扱い

【要点】

本人の同意に基づく情報共有

分かり易い記録・伝達

利用者を意識した言葉の使用

相手の立場やニーズを踏まえた分かりやすい説明

【要点】

相手の知識に応じた用語の使用

図示、見える化、補足資料を使用した説明

客観的で簡潔な構成や内容にすることを心がけて、支援経過や利用者情報の記録・伝達を行うこ
と。

個人情報保護法の趣旨を十分に理解した上で情報・記録を適切に取り扱う（取得・利用、保管、
提供、開示する）こと。

障害者本人が自身の強みに気づき、自己肯定感を回復することで、本来の力を発揮できるよう支
援すること。

相手の特性（性格や障害特性等）や状況を踏まえて相談をする場所や時間を選択し、相談中も、
相手の特性や反応に応じて相談を進展させたり、まとめたりすること。

相手の立場やニーズを踏まえた適切な情報を、相手の理解に応じた内容・方法で分かり易く伝え
ること。

No.19

□

a) 言いかえ、解釈、確認の質問等

b) 体験や振り返りを通した強みや課題への気づきの支援

c)

No.20

□

a) 様々な仕事・働き方の体験と振り返り

b) 自己評価と他者評価のすり合わせ

c)

No.21

□

a) 進路選択の結果や影響の丁寧な説明

b) 障害者本人と支援者の協働による課題の整理

c)

８８　　就就労労支支援援ににおおけけるる障障害害者者ののアアセセススメメンントト

*

No.22

□

a) 仕事やキャリアに対する興味やニーズの把握

b) 生活面や医療面のニーズの把握

c) 職場での作業遂行やコミュニケーション等における障害特性が与える影響・課題の把握

d)

No.23

□

a) 本人と一緒に行う作業遂行面と必要な配慮についての整理・分析

b) コミュニケーションや対人関係についての聞き取りや行動観察

c)

作業遂行面・対人面・生活面の整理・分析

【要点】

身辺自立、生活面の把握

希望や目標に向けた課題と対応法の整理

障害者支援における自己選択・自己決定の支援

【要点】

本人の考え方の汲み取りと確認・整理

障害者本人のニーズの引き出しや充足に向けた強み・能力の把握

【要点】

伝え方の工夫やカウンセリング技法を効果的に活用して、自己選択・自己決定を支援すること。

障害者本人の仕事・生活・人生に関する考え方やニーズを引き出し、ニーズの充足に向けて必要
な支援や環境を検討するため、課題だけでなく、障害者本人の強み・能力を把握すること。

強みや能力の把握

障害者本人の自己探求を促進する支援

【要点】

グループワークを通した自己理解の深化

職業との関わりの中での自己の理解を深める支援

【要点】

就労支援における障害者のアセスメントとは、障害者本人が「自分の職業能力・適性等を理解するために行うもの」
で、「職業関連の能力に関する情報を収集し、その結果を本人と一緒に分析すること、それと同時に、障害者本人を取
り巻く環境等に関する情報を収集し、本人と一緒に分析すること、この双方を行うこと」（文献１より引用）を指す。

障害者本人が自分に合った働き方と希望・目標の達成方法を見つけられるように、職業との関わ
りの中での自己の理解を深める支援を行うこと。

作業遂行面、対人面、生活面に関して情報収集を行い、能力を発揮しやすい作業種・作業環境等
を障害者本人と一緒に整理・分析すること。

障害者本人が自分自身を深く理解するための様々な気づきが得られるように、カウンセリング技
法を活用した相談、体験や振り返り等の支援を行うこと。
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No.14

□

a) 相手が必要とする情報の簡潔な説明

b) 相手の理解に応じた解説や具体例

c)

d)

No.15

□

a) 相談場所・環境の選定

b) 相手の負担の考慮

c)

d)

６６　　支支援援者者間間のの記記録録・・伝伝達達

No.16

□

a) 客観的なケース記録の書き方

b) 簡潔で分かり易い記録・伝達の仕方

c)

No.17

□

a) 個人情報保護法の理解と適切な情報の取扱い

b)

７７　　障障害害者者のの自自己己理理解解・・自自己己選選択択・・自自己己決決定定のの支支援援

No.18

□

a) 自己肯定感の回復の支援

b)

障害者本人の自己肯定感の回復の支援

【要点】

【要点】

ストレングスへの着目

相手の特性・状況を踏まえた相談

【要点】

相談内容の要約と共有

相手の心情、タイミングを考慮した話題の選定

個人情報の適切な取り扱い

【要点】

本人の同意に基づく情報共有

分かり易い記録・伝達

利用者を意識した言葉の使用

相手の立場やニーズを踏まえた分かりやすい説明

【要点】

相手の知識に応じた用語の使用

図示、見える化、補足資料を使用した説明

客観的で簡潔な構成や内容にすることを心がけて、支援経過や利用者情報の記録・伝達を行うこ
と。

個人情報保護法の趣旨を十分に理解した上で情報・記録を適切に取り扱う（取得・利用、保管、
提供、開示する）こと。

障害者本人が自身の強みに気づき、自己肯定感を回復することで、本来の力を発揮できるよう支
援すること。

相手の特性（性格や障害特性等）や状況を踏まえて相談をする場所や時間を選択し、相談中も、
相手の特性や反応に応じて相談を進展させたり、まとめたりすること。

相手の立場やニーズを踏まえた適切な情報を、相手の理解に応じた内容・方法で分かり易く伝え
ること。

No.19

□

a) 言いかえ、解釈、確認の質問等

b) 体験や振り返りを通した強みや課題への気づきの支援

c)

No.20

□

a) 様々な仕事・働き方の体験と振り返り

b) 自己評価と他者評価のすり合わせ

c)

No.21

□

a) 進路選択の結果や影響の丁寧な説明

b) 障害者本人と支援者の協働による課題の整理

c)

８８　　就就労労支支援援ににおおけけるる障障害害者者ののアアセセススメメンントト

*

No.22

□

a) 仕事やキャリアに対する興味やニーズの把握

b) 生活面や医療面のニーズの把握

c) 職場での作業遂行やコミュニケーション等における障害特性が与える影響・課題の把握

d)

No.23

□

a) 本人と一緒に行う作業遂行面と必要な配慮についての整理・分析

b) コミュニケーションや対人関係についての聞き取りや行動観察

c)

作業遂行面・対人面・生活面の整理・分析

【要点】

身辺自立、生活面の把握

希望や目標に向けた課題と対応法の整理

障害者支援における自己選択・自己決定の支援

【要点】

本人の考え方の汲み取りと確認・整理

障害者本人のニーズの引き出しや充足に向けた強み・能力の把握

【要点】

伝え方の工夫やカウンセリング技法を効果的に活用して、自己選択・自己決定を支援すること。

障害者本人の仕事・生活・人生に関する考え方やニーズを引き出し、ニーズの充足に向けて必要
な支援や環境を検討するため、課題だけでなく、障害者本人の強み・能力を把握すること。

強みや能力の把握

障害者本人の自己探求を促進する支援

【要点】

グループワークを通した自己理解の深化

職業との関わりの中での自己の理解を深める支援

【要点】

就労支援における障害者のアセスメントとは、障害者本人が「自分の職業能力・適性等を理解するために行うもの」
で、「職業関連の能力に関する情報を収集し、その結果を本人と一緒に分析すること、それと同時に、障害者本人を取
り巻く環境等に関する情報を収集し、本人と一緒に分析すること、この双方を行うこと」（文献１より引用）を指す。

障害者本人が自分に合った働き方と希望・目標の達成方法を見つけられるように、職業との関わ
りの中での自己の理解を深める支援を行うこと。

作業遂行面、対人面、生活面に関して情報収集を行い、能力を発揮しやすい作業種・作業環境等
を障害者本人と一緒に整理・分析すること。

障害者本人が自分自身を深く理解するための様々な気づきが得られるように、カウンセリング技
法を活用した相談、体験や振り返り等の支援を行うこと。
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No.24

□

a) 就労意欲の背景の理解

b)

No.25

□

a) 障害特性の知識に基づく特徴や状態の把握

b) 医療情報や行動観察による認知機能の特性の把握

c) 身体機能の制限・程度の把握

d)

No.26

□

a)

b) 職場の人間関係・環境の把握

c) 職場以外の周囲のサポート環境の把握
5) 現職・前職での役職・立場、地域で担当している役などを指す。

No.27

□

a) 障害者本人との相談場面での情報収集

b) 障害者本人を取り巻く周囲からの情報収集

c)

No.28

□

a) 行動分析と行動記録

b)

No.29

□

a) アセスメントシートやチェックリスト等の活用

b)

6)
神経心理学的検査、性格検査、職業適性検査（GATB等）、興味検査（VRT、VPI等）、ワークサンプル法等を指
す。

障害者本人の心理面とその背景の整理・分析

【要点】

【要点】

医療機関からの情報収集

行動観察

聞き取りや資料等による情報収集

【要点】

障害者本人の社会経済的地位、役割及び地域の環境の把握

医学・心理学的知見を踏まえた情報把握

【要点】

障害者本人に生じているストレスの把握

アセスメントシートやチェックリスト等の評価ツールや各種検査6)から得られた情報を活用し
て、障害者本人の職業・心理・対人的な特性を把握すること。

障害者本人・家族・関係機関からの聞き取り、履歴書・職務経歴書、関係機関等からの情報提供
書等の提供などにより、情報を適切に収集すること。

障害に対する理解や考え方の把握

社会生活や職場の環境的側面の把握

【要点】

行動記録に基づく課題と解決策の整理・分析

専門的なアセスメントツールの活用

【要点】

心理検査・職業検査の活用

実際の職場（実習等含む）又は職場に近い作業場面（模擬的就労場面等）での行動観察を通し
て、対人技能や本人に合った作業内容や環境、必要な支援を障害者本人と一緒に整理・分析する
こと。

障害・疾病に関する医学・心理学の知見を踏まえ、認知機能や身体機能の特徴、疾病やストレス
の状態を様々な情報から把握すること。

障害者本人の就労や障害に対する理解や考え方を把握した上で、障害特性・環境・経済状況など
も含めた総合的な視点からその背景を整理・分析すること。

障害者本人の社会生活や職場の中での役割5)・環境や周囲との関係を把握すること。

９９　　就就労労支支援援ののププラランンニニンンググ

No.30

□

a) 職業の選択肢や課題等の協働による整理

b) 目標達成に向けたステップや必要な支援の確認

c)

No.31

□

a) 目標や計画の達成に有益な社会資源やツール等の情報提供

b) 支援ネットワーク構築に関する説明と同意

c) 本人の意思決定に基づく就労支援計画の策定

d)

1100　　職職業業生生活活にに必必要要ななススキキルル習習得得にに向向けけたた支支援援

No.32

□

a) 体系的な教示（システマティック・インストラクション）

b) 行動習得のための環境整備

c)
7) 例えば、応用行動分析学、社会学習理論に基づく技法がある。

No.33

□

a) 基本的生活習慣の確立や生活スキル習得に関する助言や情報提供

b)

【要点】

就労支援計画（案）の共有

就労支援計画策定と定期的なモニタリング

【要点】

目標の達成度や達成状況のモニタリング

基本的生活習慣の確立や自己管理の支援

【要点】

フェイディング

障害者本人が目標とする行動を身につけられるように、以下の手法に基づいた体系的な支援を行
う。

障害者本人が目標を明確にできるように、総合的なアセスメント結果を基に、職業選択の可能性
や課題の背景、必要な技能や有効なサポートなどを一緒に整理し、今後の段階的な就労支援計画
（案）を共有すること。

障害者本人が目標とする行動（社会的スキルや課題への対処行動等）を身に付けられるように、

行動の習得に科学的根拠のある技法7)を用いた体系的な支援をすること。

障害者本人が自立した生活を送ることができるように、基本的な生活習慣等や金銭管理に関する
助言や情報提供を行うこと。

アセスメントに基づく見立てや目標と計画の共有

【要点】

金銭管理に関する助言や情報提供

目標や計画の達成に有益な情報を共有した上で、障害者本人の意思決定に基づく就労支援計画の
策定と、その後の定期的な見直しを行うこと。

目標とするスキルや行動を習得するための支援
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No.24

□

a) 就労意欲の背景の理解

b)

No.25

□

a) 障害特性の知識に基づく特徴や状態の把握

b) 医療情報や行動観察による認知機能の特性の把握

c) 身体機能の制限・程度の把握

d)

No.26

□

a)

b) 職場の人間関係・環境の把握

c) 職場以外の周囲のサポート環境の把握
5) 現職・前職での役職・立場、地域で担当している役などを指す。

No.27

□

a) 障害者本人との相談場面での情報収集

b) 障害者本人を取り巻く周囲からの情報収集

c)

No.28

□

a) 行動分析と行動記録

b)

No.29

□

a) アセスメントシートやチェックリスト等の活用

b)

6)
神経心理学的検査、性格検査、職業適性検査（GATB等）、興味検査（VRT、VPI等）、ワークサンプル法等を指
す。

障害者本人の心理面とその背景の整理・分析

【要点】

【要点】

医療機関からの情報収集

行動観察

聞き取りや資料等による情報収集

【要点】

障害者本人の社会経済的地位、役割及び地域の環境の把握

医学・心理学的知見を踏まえた情報把握

【要点】

障害者本人に生じているストレスの把握

アセスメントシートやチェックリスト等の評価ツールや各種検査6)から得られた情報を活用し
て、障害者本人の職業・心理・対人的な特性を把握すること。

障害者本人・家族・関係機関からの聞き取り、履歴書・職務経歴書、関係機関等からの情報提供
書等の提供などにより、情報を適切に収集すること。

障害に対する理解や考え方の把握

社会生活や職場の環境的側面の把握

【要点】

行動記録に基づく課題と解決策の整理・分析

専門的なアセスメントツールの活用

【要点】

心理検査・職業検査の活用

実際の職場（実習等含む）又は職場に近い作業場面（模擬的就労場面等）での行動観察を通し
て、対人技能や本人に合った作業内容や環境、必要な支援を障害者本人と一緒に整理・分析する
こと。

障害・疾病に関する医学・心理学の知見を踏まえ、認知機能や身体機能の特徴、疾病やストレス
の状態を様々な情報から把握すること。

障害者本人の就労や障害に対する理解や考え方を把握した上で、障害特性・環境・経済状況など
も含めた総合的な視点からその背景を整理・分析すること。

障害者本人の社会生活や職場の中での役割5)・環境や周囲との関係を把握すること。

９９　　就就労労支支援援ののププラランンニニンンググ

No.30

□

a) 職業の選択肢や課題等の協働による整理

b) 目標達成に向けたステップや必要な支援の確認

c)

No.31

□

a) 目標や計画の達成に有益な社会資源やツール等の情報提供

b) 支援ネットワーク構築に関する説明と同意

c) 本人の意思決定に基づく就労支援計画の策定

d)

1100　　職職業業生生活活にに必必要要ななススキキルル習習得得にに向向けけたた支支援援

No.32

□

a) 体系的な教示（システマティック・インストラクション）

b) 行動習得のための環境整備

c)
7) 例えば、応用行動分析学、社会学習理論に基づく技法がある。

No.33

□

a) 基本的生活習慣の確立や生活スキル習得に関する助言や情報提供

b)

【要点】

就労支援計画（案）の共有

就労支援計画策定と定期的なモニタリング

【要点】

目標の達成度や達成状況のモニタリング

基本的生活習慣の確立や自己管理の支援

【要点】

フェイディング

障害者本人が目標とする行動を身につけられるように、以下の手法に基づいた体系的な支援を行
う。

障害者本人が目標を明確にできるように、総合的なアセスメント結果を基に、職業選択の可能性
や課題の背景、必要な技能や有効なサポートなどを一緒に整理し、今後の段階的な就労支援計画
（案）を共有すること。

障害者本人が目標とする行動（社会的スキルや課題への対処行動等）を身に付けられるように、

行動の習得に科学的根拠のある技法7)を用いた体系的な支援をすること。

障害者本人が自立した生活を送ることができるように、基本的な生活習慣等や金銭管理に関する
助言や情報提供を行うこと。

アセスメントに基づく見立てや目標と計画の共有

【要点】

金銭管理に関する助言や情報提供

目標や計画の達成に有益な情報を共有した上で、障害者本人の意思決定に基づく就労支援計画の
策定と、その後の定期的な見直しを行うこと。

目標とするスキルや行動を習得するための支援
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No.34

□

a) 基本的ビジネスマナーについての説明

b) コミュニケーションスキルの習得の支援

c)

No.35

□

a) 通勤の方法の提案・助言

b)

1111　　仕仕事事のの選選択択・・求求職職活活動動やや職職場場へへのの移移行行のの支支援援

No.36

□

a) 応募する求人の自己選択の支援

b) ハローワークや民間の職業紹介機関の活用

c) 求人検索方法の説明

d)

No.37

□

a) 障害の開示・非開示の意思決定支援

b)

No.38

□

a) 企業の求人内容の詳細把握

b)

No.39

□

a) 応募書類作成の支援

b) 採用面接対策の支援

c)

障害者本人の求職活動の支援

【要点】

就職差別と不適切な質問の理解

求職活動の場面において、アピール・ポイントや配慮を得たい内容が適切に伝わるように、応募
書類の作成や面接の受け方に関する助言・支援を行うこと。

障害者本人の仕事の選択の支援

【要点】

職場開拓

障害の開示・非開示に関する意思決定の支援

【要点】

障害特性と配慮事項の事業主への説明方法の検討

求人とのマッチングのための職場の情報収集

【要点】

事業所訪問を通した職場環境・仕事内容の情報収集

求人とのマッチングの参考にするため、求人企業の職場環境や詳しい仕事内容、応募者に求める
条件等の情報収集を行うこと。

【要点】

通勤支援に関わる社会資源の活用

対人スキルや問題解決スキルの習得のための支援

【要点】

問題解決スキルの習得の支援

通勤支援

障害者本人が、自らの障害の開示・非開示の目的とその選択によって起こりうる状況を踏まえて
意思決定や事業主への説明ができるよう支援すること。

通勤経路や交通手段の利用についての提案・助言や通勤支援を行うこと。

障害者本人の雇用や職場適応の可能性を広げるために、職場で必要な振る舞い方やコミュニケー
ション・問題解決スキルの習得を支援すること。

障害者本人が希望や適性に合った仕事を自己選択できるよう、求人情報の収集・整理の支援を行
うこと。

No.40

□

a) 必要な技能訓練についての話し合い

b)

No.41

□

a)

b)

c)

d)

e) 職場実習中の本人と職場への支援

f)

No.42

□

a)

b)

c)

d) 権利擁護の視点からの話し合いの調整

e)

f)

1122　　職職場場（（実実習習中中含含むむ））へへのの適適応応支支援援

No.43

□

a)

b)

c)

d) 職場環境や職務内容等の変化への対応の検討
8) 必要に応じて人事担当者、障害者雇用担当者等を含む。

No.44

□

a)
b) 職場での適切な振る舞い方についての助言

【要点】

仕事の手順習得と職務遂行力向上の支援

職場適応・定着に繋がる人的・物理的環境の調整

障害者本人の援助要請の促進と管理者・職場との話し合いの場の設定

職場に適応する行動習得のための支援

【要点】

職場の文化・ルール、本人に求められている役割の把握

職場実習の振り返り

就職後の合理的配慮提供に向けた支援

障害者本人及び事業主のニーズ把握

配慮事項の障害者本人の選択の支援

ユニバーサルデザインの検討・提案

就労支援機器やＩＴ・ＩＣＴ（アシスティブ・テクノロジー）活用に関する提案

合理的配慮に係る話し合いの調整

【要点】

仕事の遂行力向上と職場適応のための支援

障害者本人と事業主それぞれの立場や視点を理解した上で、双方の話し合いを通じて、合理的配
慮の提供について調整すること。

職業能力開発施設の利用に向けた情報提供

【要点】

職業能力開発施設に関する情報把握と提供

障害者本人のニーズに合った職場見学・職場実習の支援

【要点】

職場見学・職場実習の説明

障害者本人のニーズに合った職場見学・職場実習の機会を設定し、職場のサポートや環境を整え
るための支援を行うこと。

障害者本人のニーズに合った職業で求められる技能を整理し、必要に応じて職業能力開発施設に
係るサービスの利用に向けた情報提供を行うこと。

興味・希望に合った受入れ先の開拓

企業に対する職場見学・職場実習の説明

職場実習の支援事業の説明

障害者本人が職場において仕事の遂行力を高め、精神的にも安定・充実した働き方ができるよう

に、本人と職場の管理者8)や同僚と一緒に職場適応・定着の方法を検討すること。

障害者本人が職場に適応する行動がとれるように、所属する職場の文化・ルールや本人に求めら
れている役割について、職場の観察や聞き取りを通して情報収集し、本人に助言すること。
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No.34

□

a) 基本的ビジネスマナーについての説明

b) コミュニケーションスキルの習得の支援

c)

No.35

□

a) 通勤の方法の提案・助言

b)

1111　　仕仕事事のの選選択択・・求求職職活活動動やや職職場場へへのの移移行行のの支支援援

No.36

□

a) 応募する求人の自己選択の支援

b) ハローワークや民間の職業紹介機関の活用

c) 求人検索方法の説明

d)

No.37

□

a) 障害の開示・非開示の意思決定支援

b)

No.38

□

a) 企業の求人内容の詳細把握

b)

No.39

□

a) 応募書類作成の支援

b) 採用面接対策の支援

c)

障害者本人の求職活動の支援

【要点】

就職差別と不適切な質問の理解

求職活動の場面において、アピール・ポイントや配慮を得たい内容が適切に伝わるように、応募
書類の作成や面接の受け方に関する助言・支援を行うこと。

障害者本人の仕事の選択の支援

【要点】

職場開拓

障害の開示・非開示に関する意思決定の支援

【要点】

障害特性と配慮事項の事業主への説明方法の検討

求人とのマッチングのための職場の情報収集

【要点】

事業所訪問を通した職場環境・仕事内容の情報収集

求人とのマッチングの参考にするため、求人企業の職場環境や詳しい仕事内容、応募者に求める
条件等の情報収集を行うこと。

【要点】

通勤支援に関わる社会資源の活用

対人スキルや問題解決スキルの習得のための支援

【要点】

問題解決スキルの習得の支援

通勤支援

障害者本人が、自らの障害の開示・非開示の目的とその選択によって起こりうる状況を踏まえて
意思決定や事業主への説明ができるよう支援すること。

通勤経路や交通手段の利用についての提案・助言や通勤支援を行うこと。

障害者本人の雇用や職場適応の可能性を広げるために、職場で必要な振る舞い方やコミュニケー
ション・問題解決スキルの習得を支援すること。

障害者本人が希望や適性に合った仕事を自己選択できるよう、求人情報の収集・整理の支援を行
うこと。

No.40

□

a) 必要な技能訓練についての話し合い

b)

No.41

□

a)

b)

c)

d)

e) 職場実習中の本人と職場への支援

f)

No.42

□

a)

b)

c)

d) 権利擁護の視点からの話し合いの調整

e)

f)

1122　　職職場場（（実実習習中中含含むむ））へへのの適適応応支支援援

No.43

□

a)

b)

c)

d) 職場環境や職務内容等の変化への対応の検討
8) 必要に応じて人事担当者、障害者雇用担当者等を含む。

No.44

□

a)
b) 職場での適切な振る舞い方についての助言

【要点】

仕事の手順習得と職務遂行力向上の支援

職場適応・定着に繋がる人的・物理的環境の調整

障害者本人の援助要請の促進と管理者・職場との話し合いの場の設定

職場に適応する行動習得のための支援

【要点】

職場の文化・ルール、本人に求められている役割の把握

職場実習の振り返り

就職後の合理的配慮提供に向けた支援

障害者本人及び事業主のニーズ把握

配慮事項の障害者本人の選択の支援

ユニバーサルデザインの検討・提案

就労支援機器やＩＴ・ＩＣＴ（アシスティブ・テクノロジー）活用に関する提案

合理的配慮に係る話し合いの調整

【要点】

仕事の遂行力向上と職場適応のための支援

障害者本人と事業主それぞれの立場や視点を理解した上で、双方の話し合いを通じて、合理的配
慮の提供について調整すること。

職業能力開発施設の利用に向けた情報提供

【要点】

職業能力開発施設に関する情報把握と提供

障害者本人のニーズに合った職場見学・職場実習の支援

【要点】

職場見学・職場実習の説明

障害者本人のニーズに合った職場見学・職場実習の機会を設定し、職場のサポートや環境を整え
るための支援を行うこと。

障害者本人のニーズに合った職業で求められる技能を整理し、必要に応じて職業能力開発施設に
係るサービスの利用に向けた情報提供を行うこと。

興味・希望に合った受入れ先の開拓

企業に対する職場見学・職場実習の説明

職場実習の支援事業の説明

障害者本人が職場において仕事の遂行力を高め、精神的にも安定・充実した働き方ができるよう

に、本人と職場の管理者8)や同僚と一緒に職場適応・定着の方法を検討すること。

障害者本人が職場に適応する行動がとれるように、所属する職場の文化・ルールや本人に求めら
れている役割について、職場の観察や聞き取りを通して情報収集し、本人に助言すること。
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No.45

□

a)

b)

c)

d) 専門的支援のフェイディング

9)
「障害のある人が働いている職場の一般従業員（上司や同僚など）が職場内において（通勤は含む）、障害のあ
る人が働き続けるために必要なさまざまな援助を、自然にもしくは計画的に提供すること」（文献２より引
用）。

No.46

□

a)

b)

c)

d)

e) 在職者同士の交流の場の提供・紹介

No.47

□

a)

b)

c)

d) 社内サポート体制作りの助言

No.48

□

a)

b)

c)

d) これまでの仕事の経験の振り返りと再就職に向けた相談

退職後に利用できる制度・サービスの情報提供

休職者の職場復帰支援

【要点】

職場復帰までに必要な事項の整理

復職に向けたプログラム等の提案

職場復帰支援の実施

退職と再就職に向けた支援

【要点】

退職の意向と背景の確認

円滑な退職に向けた手続きの助言

退職する必要が生じた場合には、今後の見通しを整理した上で、適切な退職の手続きや、退職後
に必要となるサポートについての情報提供等を行うこと。

職場のキーパーソンの把握

同僚・上司による支援的な関わりの促進

職場の悩みに寄り添う支援体制づくり

フォローアップ

定期的な職場訪問とモニタリング

キャリアアップ等に向けたステップの整理

今後の必要な支援に関する話し合い

今後のフォローアップ計画の提案

【要点】

職場におけるナチュラルサポート9) の形成に向けた職場適応支援

【要点】

定期的な職場訪問や情報共有等のフォローアップを通じて、職場適応状況のモニタリングとキャ
リアアップ等の目標の整理を行い、必要な支援を提案・実施すること。

休職者と事業主との話し合いを通じて、復職に向けたプロセスの整理、職場復帰支援の提案・紹
介・実施や円滑な職場復帰に向けた社内サポート体制づくりの助言を行うこと。

職場において、障害者本人が働き続けるために必要な上司・同僚等による援助を促進するととも
に、上司・同僚等の悩みに寄り添い、社内サポート体制づくりを支援すること。

1133　　職職業業生生活活をを充充実実ささせせるるたためめのの体体調調管管理理やや生生活活のの支支援援

No.49

□

a)

b)

c)

d) 体調不良時の対処に関する支援

No.50

□

a)

b)

c) 住居の確保に向けた情報提供

10)支援制度・サービスだけでなく、利用者のニーズの充足に関連するあらゆる人材、団体、情報、技術等を指す。

No.51

□

a)

b) 生活設計に関する相談

No.52

□

a)

b) 退職後の生活・活動を見据えた支援

1144　　障障害害者者雇雇用用にに取取りり組組むむ企企業業ののアアセセススメメンントトとと支支援援

No.53

□

a)

b)

c)

d) 企業が果たすべきことや支援者の役割の説明

企業の障害者雇用に関する実態把握と情報提供

【要点】

事業主との情報交換による実態・考え方の把握

事業主への障害者雇用の事例・制度・支援サービスの情報提供

企業にとってのメリットの説明

企業の障害者雇用に関する実態や考え方を踏まえて、障害者雇用の意義、実例、支援制度、支援
サービス等の有益な情報を提供すること。

ライフステージに対応したニーズの把握と相談

生活設計の相談

【要点】

今後の生活の目標やニーズの整理

ワークライフバランスと生活の充実のための相談・情報提供

【要点】

仕事と生活のバランスを取りつつ、充実した生活が送れるように、本人との相談や社会資源10)

の開拓・情報提供を行うこと。

将来の生活を見据えた生活設計を立てられるように、本人の目標を明確化し、そこに至るまでの
道筋について相談を行うこと。

様々なライフステージに対応した仕事や生活のニーズを把握し、働き方や生活の仕方についての
相談・調整や必要な社会資源の紹介・連携を行うこと。

ワークライフバランスに関する相談

余暇活動のニーズ把握と情報提供

職業生活における体調管理の支援

【要点】

ストレス・疲労の対処に関する支援

生活習慣に関する支援

職業生活においてストレス・疲労への上手な付き合い方や本人に合った生活習慣、体調不良時の
対処法に気づき、体調管理を行えるよう支援すること。

通院・服薬管理に関する支援

ライフステージに対応した支援

【要点】
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No.45

□

a)

b)

c)

d) 専門的支援のフェイディング

9)
「障害のある人が働いている職場の一般従業員（上司や同僚など）が職場内において（通勤は含む）、障害のあ
る人が働き続けるために必要なさまざまな援助を、自然にもしくは計画的に提供すること」（文献２より引
用）。

No.46

□

a)

b)

c)

d)

e) 在職者同士の交流の場の提供・紹介

No.47

□

a)

b)

c)

d) 社内サポート体制作りの助言

No.48

□

a)

b)

c)

d) これまでの仕事の経験の振り返りと再就職に向けた相談

退職後に利用できる制度・サービスの情報提供

休職者の職場復帰支援

【要点】

職場復帰までに必要な事項の整理

復職に向けたプログラム等の提案

職場復帰支援の実施

退職と再就職に向けた支援

【要点】

退職の意向と背景の確認

円滑な退職に向けた手続きの助言

退職する必要が生じた場合には、今後の見通しを整理した上で、適切な退職の手続きや、退職後
に必要となるサポートについての情報提供等を行うこと。

職場のキーパーソンの把握

同僚・上司による支援的な関わりの促進

職場の悩みに寄り添う支援体制づくり

フォローアップ

定期的な職場訪問とモニタリング

キャリアアップ等に向けたステップの整理

今後の必要な支援に関する話し合い

今後のフォローアップ計画の提案

【要点】

職場におけるナチュラルサポート9) の形成に向けた職場適応支援

【要点】

定期的な職場訪問や情報共有等のフォローアップを通じて、職場適応状況のモニタリングとキャ
リアアップ等の目標の整理を行い、必要な支援を提案・実施すること。

休職者と事業主との話し合いを通じて、復職に向けたプロセスの整理、職場復帰支援の提案・紹
介・実施や円滑な職場復帰に向けた社内サポート体制づくりの助言を行うこと。

職場において、障害者本人が働き続けるために必要な上司・同僚等による援助を促進するととも
に、上司・同僚等の悩みに寄り添い、社内サポート体制づくりを支援すること。

1133　　職職業業生生活活をを充充実実ささせせるるたためめのの体体調調管管理理やや生生活活のの支支援援

No.49

□

a)

b)

c)

d) 体調不良時の対処に関する支援

No.50

□

a)

b)

c) 住居の確保に向けた情報提供

10)支援制度・サービスだけでなく、利用者のニーズの充足に関連するあらゆる人材、団体、情報、技術等を指す。

No.51

□

a)

b) 生活設計に関する相談

No.52

□

a)

b) 退職後の生活・活動を見据えた支援

1144　　障障害害者者雇雇用用にに取取りり組組むむ企企業業ののアアセセススメメンントトとと支支援援

No.53

□

a)

b)

c)

d) 企業が果たすべきことや支援者の役割の説明

企業の障害者雇用に関する実態把握と情報提供

【要点】

事業主との情報交換による実態・考え方の把握

事業主への障害者雇用の事例・制度・支援サービスの情報提供

企業にとってのメリットの説明

企業の障害者雇用に関する実態や考え方を踏まえて、障害者雇用の意義、実例、支援制度、支援
サービス等の有益な情報を提供すること。

ライフステージに対応したニーズの把握と相談

生活設計の相談

【要点】

今後の生活の目標やニーズの整理

ワークライフバランスと生活の充実のための相談・情報提供

【要点】

仕事と生活のバランスを取りつつ、充実した生活が送れるように、本人との相談や社会資源10)

の開拓・情報提供を行うこと。

将来の生活を見据えた生活設計を立てられるように、本人の目標を明確化し、そこに至るまでの
道筋について相談を行うこと。

様々なライフステージに対応した仕事や生活のニーズを把握し、働き方や生活の仕方についての
相談・調整や必要な社会資源の紹介・連携を行うこと。

ワークライフバランスに関する相談

余暇活動のニーズ把握と情報提供

職業生活における体調管理の支援

【要点】

ストレス・疲労の対処に関する支援

生活習慣に関する支援

職業生活においてストレス・疲労への上手な付き合い方や本人に合った生活習慣、体調不良時の
対処法に気づき、体調管理を行えるよう支援すること。

通院・服薬管理に関する支援

ライフステージに対応した支援

【要点】
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No.54

□

a)

b)

c) 企業同士の情報交換の促進

No.55

□

a)

b) 雇用管理のポイントや合理的配慮の具体例を紹介

No.56

□

a)

b)

c) 職場環境・職務の調整

No.57

□

a)

b)

ｃ) 職務の再構成

ｄ)

No.58

□

a)

b)

c)

d) 作業手順の見える化

事業主の障害者雇用に関するニーズの把握と取組の支援

事業主のニーズや懸念事項の把握

【要点】

事業主の障害者雇用に関するニーズや懸念事項を把握した上で、必要に応じて相談・研修・情報
交換等の機会を作り、企業の障害者受け入れ体制の構築を支援すること。

障害者本人の能力・特性と職場・職務との適合性を考慮して、必要に応じて事業主に職場・職務
の調整を提案すること。

障害者の円滑な作業遂行と職場定着のため、課題分析に基づいて、事業主に適切な解決策の提案
やツール等の提供を行うこと。

事業主に対して、各種障害の理解と合理的配慮の提供に役立つ一般的な障害特性や基本的な対
応、雇用管理のポイントを分かり易く説明すること。

事業主や従業員に対する研修・説明

障害特性や雇用管理のポイントに関する一般的な説明

【要点】

障害特性についての説明

職場・職務のアセスメントと職務の再構成・創出支援

【要点】

職務の情報収集

職務分析の実施

職務の創出

障害者本人の能力・特性・興味の説明

【要点】

課題分析と解決策の提案

【要点】

課題分析の実施と課題の特定

解決策の提案

暗黙のルールの明示化

障害者の配属の候補となり得る職場・職務を人的・物理的視点からアセスメントし、適した職務
の再構成・創出を行うこと。

職場・職務の調整支援

本人と仕事内容や職場環境・条件の適合性の検討

1155　　関関係係機機関関やや家家族族ととのの連連携携

No.59

□

a)

b)

c) 支援ネットワーク立上げ・強化

No.60

□

a)

b) 医療機関等との適切な連携

No.61

□

a)

b)

c) ケース会議等による情報集約・合意形成・役割分担

No.62

□

a)

b)

c)

d) 進捗状況の適宜共有

No.63

□

a)

b) 家族のニーズに応じた情報提供

連携機関への経過の説明

利用者（障害者本人や事業主等）に必要な支援について、適切な連携機関を検討の上、分かり易
く紹介すること。

個別ケースについてのスムーズな連携に向けて、連携機関との適切な情報共有と役割分担等の調
整を行うこと。

関係機関とのチーム支援

【要点】

ケースマネジメントの理解

教育や福祉から雇用への移行プロセスと現状の理解

関係機関との協同関係の構築

家族等との連携

【要点】

家族等との情報共有

【要点】

社会資源の情報収集

地域支援機関との情報交換、連携強化

関係機関との連携の必要性の検討と紹介

【要点】

社会資源に関する情報提供

個別ケースについての連携先機関への情報提供と連携体制の構築

【要点】

連携機関へのケース概要の端的な説明

各地域における関係機関それぞれの役割や機能を理解した上で、障害者本人を共に支える意識を
持ち、チーム支援を行うこと。

障害者本人の同意の下に、家族等と情報や考え方を共有し、社会資源の情報提供を行うなどの連
携を行うこと。

地域の社会資源を最大限に活用するために、社会資源に関する情報収集や、情報交換・研修の場
への参加、支援ネットワーク立上げの参画等を行うこと。

地域の社会資源の情報収集と情報交換・ネットワーク作り
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No.54

□

a)

b)

c) 企業同士の情報交換の促進

No.55

□

a)

b) 雇用管理のポイントや合理的配慮の具体例を紹介

No.56

□

a)

b)

c) 職場環境・職務の調整

No.57

□

a)

b)

ｃ) 職務の再構成

ｄ)

No.58

□

a)

b)

c)

d) 作業手順の見える化

事業主の障害者雇用に関するニーズの把握と取組の支援

事業主のニーズや懸念事項の把握

【要点】

事業主の障害者雇用に関するニーズや懸念事項を把握した上で、必要に応じて相談・研修・情報
交換等の機会を作り、企業の障害者受け入れ体制の構築を支援すること。

障害者本人の能力・特性と職場・職務との適合性を考慮して、必要に応じて事業主に職場・職務
の調整を提案すること。

障害者の円滑な作業遂行と職場定着のため、課題分析に基づいて、事業主に適切な解決策の提案
やツール等の提供を行うこと。

事業主に対して、各種障害の理解と合理的配慮の提供に役立つ一般的な障害特性や基本的な対
応、雇用管理のポイントを分かり易く説明すること。

事業主や従業員に対する研修・説明

障害特性や雇用管理のポイントに関する一般的な説明

【要点】

障害特性についての説明

職場・職務のアセスメントと職務の再構成・創出支援

【要点】

職務の情報収集

職務分析の実施

職務の創出

障害者本人の能力・特性・興味の説明

【要点】

課題分析と解決策の提案

【要点】

課題分析の実施と課題の特定

解決策の提案

暗黙のルールの明示化

障害者の配属の候補となり得る職場・職務を人的・物理的視点からアセスメントし、適した職務
の再構成・創出を行うこと。

職場・職務の調整支援

本人と仕事内容や職場環境・条件の適合性の検討

1155　　関関係係機機関関やや家家族族ととのの連連携携

No.59

□

a)

b)

c) 支援ネットワーク立上げ・強化

No.60

□

a)

b) 医療機関等との適切な連携

No.61

□

a)

b)

c) ケース会議等による情報集約・合意形成・役割分担

No.62

□

a)

b)

c)

d) 進捗状況の適宜共有

No.63

□

a)

b) 家族のニーズに応じた情報提供

連携機関への経過の説明

利用者（障害者本人や事業主等）に必要な支援について、適切な連携機関を検討の上、分かり易
く紹介すること。

個別ケースについてのスムーズな連携に向けて、連携機関との適切な情報共有と役割分担等の調
整を行うこと。

関係機関とのチーム支援

【要点】

ケースマネジメントの理解

教育や福祉から雇用への移行プロセスと現状の理解

関係機関との協同関係の構築

家族等との連携

【要点】

家族等との情報共有

【要点】

社会資源の情報収集

地域支援機関との情報交換、連携強化

関係機関との連携の必要性の検討と紹介

【要点】

社会資源に関する情報提供

個別ケースについての連携先機関への情報提供と連携体制の構築

【要点】

連携機関へのケース概要の端的な説明

各地域における関係機関それぞれの役割や機能を理解した上で、障害者本人を共に支える意識を
持ち、チーム支援を行うこと。

障害者本人の同意の下に、家族等と情報や考え方を共有し、社会資源の情報提供を行うなどの連
携を行うこと。

地域の社会資源を最大限に活用するために、社会資源に関する情報収集や、情報交換・研修の場
への参加、支援ネットワーク立上げの参画等を行うこと。

地域の社会資源の情報収集と情報交換・ネットワーク作り
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1166　　障障害害者者雇雇用用のの啓啓発発とと支支援援人人材材のの育育成成

No.64

□

a)

b) パンフレットやホームページの活用

No.65

□

a)

b)

c) 地域支援機関への助言・援助

引用文献

文献１

文献２ 小川浩（2000）ジョブコーチとナチュラルサポート, 職業リハビリテーション, 13, 25-31

倉知延章 (2020) 職業リハビリテーションのプロセス, 日本職業リハビリテーション学会 ; 職業リハビリテーション用
語集, やどかり印刷, 106-107

【要点】

障害者雇用に関する周知・啓発

支援人材の育成

【要点】

研修・情報交換の場等への参加

地域支援機関との交流・情報交換の機会づくり

障害者雇用の啓発

障害者の権利保障や必要な支援・配慮の提供に繋がるように、障害者本人や家族等、支援団体、
企業・企業団体等に対して、障害者雇用に関する理解を広める周知・啓発を行うこと。

地域全体の就労支援力向上のため、自機関だけでなく地域で支援ノウハウを共有する意識を持
ち、積極的に情報共有や研修等を行い協力をすること。

 

 

 

調査協力依頼内容 

 

 

 

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 

障害者職業総合センター 研究部門 

 

１ 本調査の目的と内容 

本調査は、就労支援実務者が効果的な就労支援を行うために必要な知識・スキル等の習得に

関して、その優優先先度度やや有有効効なな人人材材育育成成のの方方法法を明らかにすることを目的としております。 

 この結果は、今後の全国的な研研修修等等ののあありり方方のの検検討討や、就労支援実務者や人材育成担当者の

専専門門性性向向上上へへのの共共通通認認識識づづくくりり、人人材材育育成成のの方方法法をを検検討討するための基礎資料として活用されま

す。 

＊ 本調査における「必要な知識・スキル等」とは、就労支援の多様な成果に向けて欠かす

ことができないと考えられる知識・スキル・理念・態度を指しています。 

＊ 別添に、本調査の過程で整理した「必要な知識・スキル等」の内容の概要を記載してお

ります。調査内容をイメージしていただくに当たり、必要に応じてご活用ください。 

 

２ 本調査へのご協力をお願いしたい方 

 貴事業所において就就労労支支援援実実務務者者のの人人材材育育成成をを担担当当されている方１１名名。 

＊ 障害者就労支援に従事する貴事業所の職員/社員の支援実務に関して助言や実務指導等の

役割を担っている管理者、実務責任者、経験豊富な実務者を想定しています。 

＊ 調査へのご回答は任意です。すべての質問にお答えいただけない場合は、可能な範囲で

ご回答ください。ご回答の内容によって不利益になることはありません。 

 

３ 回答方法 

本調査は Web 調査です。障害者職業総合センターが提供する Web フォームによりご回答くだ

さい。Web フォームは、裏裏面面にに記記載載ししたた UURRLL よよりりアアククセセススしし、、パパススワワーードドをを入入力力して始めてく

ださい。回答時間の目安は、個人差がありますが、30 分程度です。 

 

４ 回答期限 

 令令和和６６年年１１月月３３１１日日（（水水））までにご回答いただきますようご協力のほどよろしくお願いいた

します。 

知識・スキル

「「就就労労支支援援実実務務者者にに必必要要なな知知識識・・ススキキルル等等習習得得のの優優先先度度とと

方方法法にに関関すするる人人材材育育成成担担当当者者のの認認識識調調査査」」  

調調査査協協力力依依頼頼内内容容  

巻末資料６ 
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1166　　障障害害者者雇雇用用のの啓啓発発とと支支援援人人材材のの育育成成

No.64

□
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No.65

□

a)

b)
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研修・情報交換の場等への参加

地域支援機関との交流・情報交換の機会づくり

障害者雇用の啓発

障害者の権利保障や必要な支援・配慮の提供に繋がるように、障害者本人や家族等、支援団体、
企業・企業団体等に対して、障害者雇用に関する理解を広める周知・啓発を行うこと。

地域全体の就労支援力向上のため、自機関だけでなく地域で支援ノウハウを共有する意識を持
ち、積極的に情報共有や研修等を行い協力をすること。
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（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 

障害者職業総合センター 研究部門 

 

１ 本調査の目的と内容 

本調査は、就労支援実務者が効果的な就労支援を行うために必要な知識・スキル等の習得に

関して、その優優先先度度やや有有効効なな人人材材育育成成のの方方法法を明らかにすることを目的としております。 

 この結果は、今後の全国的な研研修修等等ののあありり方方のの検検討討や、就労支援実務者や人材育成担当者の

専専門門性性向向上上へへのの共共通通認認識識づづくくりり、人人材材育育成成のの方方法法をを検検討討するための基礎資料として活用されま

す。 

＊ 本調査における「必要な知識・スキル等」とは、就労支援の多様な成果に向けて欠かす

ことができないと考えられる知識・スキル・理念・態度を指しています。 

＊ 別添に、本調査の過程で整理した「必要な知識・スキル等」の内容の概要を記載してお

ります。調査内容をイメージしていただくに当たり、必要に応じてご活用ください。 

 

２ 本調査へのご協力をお願いしたい方 

 貴事業所において就就労労支支援援実実務務者者のの人人材材育育成成をを担担当当されている方１１名名。 
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ださい。回答時間の目安は、個人差がありますが、30 分程度です。 

 

４ 回答期限 

 令令和和６６年年１１月月３３１１日日（（水水））までにご回答いただきますようご協力のほどよろしくお願いいた

します。 

知識・スキル

「「就就労労支支援援実実務務者者にに必必要要なな知知識識・・ススキキルル等等習習得得のの優優先先度度とと

方方法法にに関関すするる人人材材育育成成担担当当者者のの認認識識調調査査」」  

調調査査協協力力依依頼頼内内容容  

巻末資料６ 
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ＷＷｅｅｂｂ（（アアンンケケーートト））調調査査のの始始めめ方方  

  

  

 下下記記ＵＵＲＲＬＬ又又はは右右記記二二次次元元ココーードドよよりりアアククセセスス下下ささいい。。  

 

 

 

＊ 障害者職業総合センターのホームページに直接アクセスして 

いただくことも可能です。 

① 「障害者職業総合センター」又は「ＮＩＶＲ」と検索 

② トップページの「お知らせ」より「「就就労労支支援援実実務務者者にに必必要要なな知知識識・・ススキキルル等等習習得得

のの優優先先度度とと方方法法にに関関すするる人人材材育育成成担担当当者者のの認認識識調調査査」」をクリック  

 

 パパススワワーードドををごご入入力力下下ささいい。。（パスワードにより回答者を特定することはありません。） 

 

  

 

 

 

 

 

５ 調査データの管理・取り扱いについて 

調査で得られた情報は、研究以外の目的に使用することはなく、関係法令及び当機構の規定に

基づき厳重に保存し、使用が終了した後廃棄します。 

調査で得られたデータは個人が特定されない方法により分析を行い、報告書に取りまとめて公

表（令和７年３月予定）するとともに、学会等で発表する場合があります。 

公表にあたって、施設名や回答者個人が特定されることはありません。 

 

 

本調査についてご質問などございましたら、下記までお問い合わせください。 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

障害者職業総合センター研究部門（社会的支援部門） 

担当：竹内（たけうち）、大竹（おおたけ） 

〒261-0014 千葉市美浜区若葉３－１－３ 

電話：043－297-9087（月～金 9：15～17：30） 

電子メール：ssdiv@jeed.go.jp 

 
https://www.nivr.jeed.go.jp/chishiki-skill-2nd.html 

★★★★ 

 

ＷＥＢ調査フォームの見本（抜粋） 
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ＷＷｅｅｂｂ（（アアンンケケーートト））調調査査のの始始めめ方方  

  

  

 下下記記ＵＵＲＲＬＬ又又はは右右記記二二次次元元ココーードドよよりりアアククセセスス下下ささいい。。  

 

 

 

＊ 障害者職業総合センターのホームページに直接アクセスして 

いただくことも可能です。 

① 「障害者職業総合センター」又は「ＮＩＶＲ」と検索 

② トップページの「お知らせ」より「「就就労労支支援援実実務務者者にに必必要要なな知知識識・・ススキキルル等等習習得得

のの優優先先度度とと方方法法にに関関すするる人人材材育育成成担担当当者者のの認認識識調調査査」」をクリック  

 

 パパススワワーードドををごご入入力力下下ささいい。。（パスワードにより回答者を特定することはありません。） 

 

  

 

 

 

 

 

５ 調査データの管理・取り扱いについて 

調査で得られた情報は、研究以外の目的に使用することはなく、関係法令及び当機構の規定に

基づき厳重に保存し、使用が終了した後廃棄します。 

調査で得られたデータは個人が特定されない方法により分析を行い、報告書に取りまとめて公

表（令和７年３月予定）するとともに、学会等で発表する場合があります。 

公表にあたって、施設名や回答者個人が特定されることはありません。 

 

 

本調査についてご質問などございましたら、下記までお問い合わせください。 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

障害者職業総合センター研究部門（社会的支援部門） 

担当：竹内（たけうち）、大竹（おおたけ） 

〒261-0014 千葉市美浜区若葉３－１－３ 

電話：043－297-9087（月～金 9：15～17：30） 

電子メール：ssdiv@jeed.go.jp 

 
https://www.nivr.jeed.go.jp/chishiki-skill-2nd.html 

★★★★ 

 

ＷＥＢ調査フォームの見本（抜粋） 
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問Ａで☑した事業の種類に応じて事業名が表示されます。 
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問Ａで☑した事業の種類に応じて事業名が表示されます。 

 

 

－ 329 －
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以下、「必要な知識・スキル等」の内容をランダムに提示し、同じ質問をします。 
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以下、「必要な知識・スキル等」の内容をランダムに提示し、同じ質問をします。 
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以下は省略しますが、「必要な知識・スキル等」の内容（貴センター/事業所に郵送した

調査依頼文書の別添参照）の残りの項目についても同じ質問を繰り返します。 
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以下は省略しますが、「必要な知識・スキル等」の内容（貴センター/事業所に郵送した

調査依頼文書の別添参照）の残りの項目についても同じ質問を繰り返します。 
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ご回答いただいた内容が、一定の条件と合致した場合に、ヒアリング調査へのご協力をお願

いする場合があります。 

ご協力いただける場合は、ＷＥＢフォームの該当箇所に、所定の内容をご記入いただきます

ようお願いします。 
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ご回答いただいた内容が、一定の条件と合致した場合に、ヒアリング調査へのご協力をお願

いする場合があります。 

ご協力いただける場合は、ＷＥＢフォームの該当箇所に、所定の内容をご記入いただきます

ようお願いします。 
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 １１　　障障害害者者本本人人をを中中心心ととししたた多多職職種種連連携携にによよるる職職業業生生活活のの支支援援

●

□

a) 相談の目的の説明・共有

相談の目的を丁寧に説明し、相談中も、適宜、目的を共有する。

b) 支援者の役割と支援内容の説明

支援者・所属機関の役割や支援可能な範囲を明確に説明する。

c)

傾聴のスキルを身に着け、共感的態度で話を聴き、一緒に考える姿勢で相談を行う。

d)

次のステップ・機会やタイミングを共有した上で終了する。

●

□

a) 相手の立場や考え方を尊重したコミュニケーション

障害者、家族、事業主、関係機関等のそれぞれの立場を尊重し、それぞれの考え方に配慮しつつ、
適切な言葉を選んだ上で、対等なコミュニケーションをとる。

b)

職場環境や場面に応じた服装や言葉遣い、振る舞いを行う。

●

□

a) 個人情報保護法の理解と適切な情報の取扱い

支援経過や利用者情報の記録に当たっては、個人情報保護法やそれに伴う保有個人情報の取扱いに
ついて理解した上で適切に行う（取得・利用、保管、提供、開示）。

b)

関係機関等との情報共有の際には、障害者本人に対してその目的を丁寧に説明し、本人の不利益に
ならない最良の内容や方法を一緒に検討した上で、本人の同意を得て行う。

就就労労支支援援実実務務者者がが効効果果的的なな就就労労支支援援をを行行ううたためめにに必必要要なな
知知識識・・ススキキルル等等のの内内容容（（４４領領域域版版））

個人情報保護法の趣旨を十分に理解した上で情報・記録を適切に取り扱う（取得・利用、保管、提供、開
示する）こと。

個人情報の適切な取り扱い

【具体的内容】

本人の同意に基づく情報共有

就労支援において支援者が取るべき態度

相手（障害者・家族・事業主・関係機関等）の立場や考え方を尊重した対等なコミュニケーション及び職
場環境や場面に応じた服装や振る舞いを行うこと。

【具体的内容】

場面に応じた服装、言葉遣い、振る舞い

相談を行う際の基本的な態度

支援者の役割や相談目的を説明した上で、共感的態度で傾聴し、一緒に考える姿勢で相談すること。

【具体的内容】

傾聴や共感的態度による協働的相談

次のステップを明確にした上での相談の終え方

巻末資料７

１１　　障障害害者者本本人人をを中中心心ととししたた多多職職種種連連携携にによよるる職職業業生生活活のの支支援援

●

□

a) 相談の目的の説明・共有

相談の目的を丁寧に説明し、相談中も、適宜、目的を共有する。

b) 支援者の役割と支援内容の説明

支援者・所属機関の役割や支援可能な範囲を明確に説明する。

c)

傾聴のスキルを身に着け、共感的態度で話を聴き、一緒に考える姿勢で相談を行う。

d)

次のステップ・機会やタイミングを共有した上で終了する。

●

□

a) 相手の立場や考え方を尊重したコミュニケーション

障害者、家族、事業主、関係機関等のそれぞれの立場を尊重し、それぞれの考え方に配慮しつつ、
適切な言葉を選んだ上で、対等なコミュニケーションをとる。

b)

職場環境や場面に応じた服装や言葉遣い、振る舞いを行う。

●

□

a) 個人情報保護法の理解と適切な情報の取扱い

支援経過や利用者情報の記録に当たっては、個人情報保護法やそれに伴う保有個人情報の取扱いに
ついて理解した上で適切に行う（取得・利用、保管、提供、開示）。

b)

関係機関等との情報共有の際には、障害者本人に対してその目的を丁寧に説明し、本人の不利益に
ならない最良の内容や方法を一緒に検討した上で、本人の同意を得て行う。

就就労労支支援援実実務務者者がが効効果果的的なな就就労労支支援援をを行行ううたためめにに必必要要なな
知知識識・・ススキキルル等等のの内内容容（（４４領領域域版版））

個人情報保護法の趣旨を十分に理解した上で情報・記録を適切に取り扱う（取得・利用、保管、提供、開
示する）こと。

個人情報の適切な取り扱い

【具体的内容】

本人の同意に基づく情報共有

就労支援において支援者が取るべき態度

相手（障害者・家族・事業主・関係機関等）の立場や考え方を尊重した対等なコミュニケーション及び職
場環境や場面に応じた服装や振る舞いを行うこと。

【具体的内容】

場面に応じた服装、言葉遣い、振る舞い

相談を行う際の基本的な態度

支援者の役割や相談目的を説明した上で、共感的態度で傾聴し、一緒に考える姿勢で相談すること。

【具体的内容】

傾聴や共感的態度による協働的相談

次のステップを明確にした上での相談の終え方

巻末資料７
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 １１　　障障害害者者本本人人をを中中心心ととししたた多多職職種種連連携携にによよるる職職業業生生活活のの支支援援

●

□

a) 相談の目的の説明・共有

相談の目的を丁寧に説明し、相談中も、適宜、目的を共有する。

b) 支援者の役割と支援内容の説明

支援者・所属機関の役割や支援可能な範囲を明確に説明する。

c)

傾聴のスキルを身に着け、共感的態度で話を聴き、一緒に考える姿勢で相談を行う。

d)

次のステップ・機会やタイミングを共有した上で終了する。

●

□

a) 相手の立場や考え方を尊重したコミュニケーション

障害者、家族、事業主、関係機関等のそれぞれの立場を尊重し、それぞれの考え方に配慮しつつ、
適切な言葉を選んだ上で、対等なコミュニケーションをとる。

b)

職場環境や場面に応じた服装や言葉遣い、振る舞いを行う。

●

□

a) 個人情報保護法の理解と適切な情報の取扱い

支援経過や利用者情報の記録に当たっては、個人情報保護法やそれに伴う保有個人情報の取扱いに
ついて理解した上で適切に行う（取得・利用、保管、提供、開示）。

b)

関係機関等との情報共有の際には、障害者本人に対してその目的を丁寧に説明し、本人の不利益に
ならない最良の内容や方法を一緒に検討した上で、本人の同意を得て行う。

就就労労支支援援実実務務者者がが効効果果的的なな就就労労支支援援をを行行ううたためめにに必必要要なな
知知識識・・ススキキルル等等のの内内容容（（４４領領域域版版））

個人情報保護法の趣旨を十分に理解した上で情報・記録を適切に取り扱う（取得・利用、保管、提供、開
示する）こと。

個人情報の適切な取り扱い

【具体的内容】

本人の同意に基づく情報共有

就労支援において支援者が取るべき態度

相手（障害者・家族・事業主・関係機関等）の立場や考え方を尊重した対等なコミュニケーション及び職
場環境や場面に応じた服装や振る舞いを行うこと。

【具体的内容】

場面に応じた服装、言葉遣い、振る舞い

相談を行う際の基本的な態度

支援者の役割や相談目的を説明した上で、共感的態度で傾聴し、一緒に考える姿勢で相談すること。

【具体的内容】

傾聴や共感的態度による協働的相談

次のステップを明確にした上での相談の終え方

巻末資料７

１１　　障障害害者者本本人人をを中中心心ととししたた多多職職種種連連携携にによよるる職職業業生生活活のの支支援援

●

□

a) 相談の目的の説明・共有

相談の目的を丁寧に説明し、相談中も、適宜、目的を共有する。

b) 支援者の役割と支援内容の説明

支援者・所属機関の役割や支援可能な範囲を明確に説明する。

c)

傾聴のスキルを身に着け、共感的態度で話を聴き、一緒に考える姿勢で相談を行う。

d)

次のステップ・機会やタイミングを共有した上で終了する。

●

□

a) 相手の立場や考え方を尊重したコミュニケーション

障害者、家族、事業主、関係機関等のそれぞれの立場を尊重し、それぞれの考え方に配慮しつつ、
適切な言葉を選んだ上で、対等なコミュニケーションをとる。

b)

職場環境や場面に応じた服装や言葉遣い、振る舞いを行う。

●

□

a) 個人情報保護法の理解と適切な情報の取扱い

支援経過や利用者情報の記録に当たっては、個人情報保護法やそれに伴う保有個人情報の取扱いに
ついて理解した上で適切に行う（取得・利用、保管、提供、開示）。

b)

関係機関等との情報共有の際には、障害者本人に対してその目的を丁寧に説明し、本人の不利益に
ならない最良の内容や方法を一緒に検討した上で、本人の同意を得て行う。

就就労労支支援援実実務務者者がが効効果果的的なな就就労労支支援援をを行行ううたためめにに必必要要なな
知知識識・・ススキキルル等等のの内内容容（（４４領領域域版版））

個人情報保護法の趣旨を十分に理解した上で情報・記録を適切に取り扱う（取得・利用、保管、提供、開
示する）こと。

個人情報の適切な取り扱い

【具体的内容】

本人の同意に基づく情報共有

就労支援において支援者が取るべき態度

相手（障害者・家族・事業主・関係機関等）の立場や考え方を尊重した対等なコミュニケーション及び職
場環境や場面に応じた服装や振る舞いを行うこと。

【具体的内容】

場面に応じた服装、言葉遣い、振る舞い

相談を行う際の基本的な態度

支援者の役割や相談目的を説明した上で、共感的態度で傾聴し、一緒に考える姿勢で相談すること。

【具体的内容】

傾聴や共感的態度による協働的相談

次のステップを明確にした上での相談の終え方

巻末資料７
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●

□

a)

障害者の能力について、固定観念にとらわれることなく、様々な可能性を排除せずに支援に取り組
む。

b)

利用者のニーズ1) の充足を常に意識して支援に取り組む。

c)

日頃から職業倫理2) を意識して支援を選択・実施する。

d)

個人情報の取り扱いには細心の注意を払い、守秘義務を遵守する。

1)
利用者が望んでいること、社会（職業）生活上困っていること、専門職の視点で支援が必要と考え
られることの総体を指す。

2)
支援者自身が意識すべき行動規範や倫理観（利用者の権利の尊重、公平・適切なサービス提供等）
を指す。これらを明文化した倫理綱領が、各法人や各種資格の職能団体において定められている場
合がある。

●

□

a) 障害者差別解消法の理解と適切な対応

障害者差別解消法で求められている障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提
供義務について理解し、その趣旨に沿った対応をする。

b)

障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止と合理的配慮の提供義務について理解し、必要に応じて
事業主等への啓発を行い、不適切と思われる事態についてはハローワーク等に相談する。

c)

障害者虐待防止法の概要を理解し、事業主に必要に応じた啓発を行い、使用者による虐待の懸念が
あった場合は、市町村又は都道府県の通報窓口に相談する。

●

□

a) 相談場所・環境の選定

相手が相談しやすい場所や環境3) を選んで相談を行う。

b) 相手の負担の考慮

あらかじめ時間を定める、必要に応じて休憩を挟む、話題の転換を図る等相手の負担を考慮する。

c)

適宜、これまでの相談内容や経過を整理して分かり易くまとめ、相手と共有する。

d)

踏み込んだ話については、信頼関係の構築状況や相手の心理状況、事態の切迫具合などを勘案し
て、適切なタイミングで行う。

3)
相談場所へのアクセスのし易さ、プライバシーに配慮した空間、部屋の明るさや解放感等の雰囲気
が考えられる。

障害者差別解消法や障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止と合理的配慮の提供義務及び障害者虐待防
止法の概要を理解し、これらの趣旨に沿った適切な対応を行うこと。

相手の特性・状況を踏まえた相談

相手の特性（性格や障害特性等）や状況を踏まえて相談をする場所や時間を選択し、相談中も、相手の特
性や反応に応じて相談を進展させたり、まとめたりすること。

【具体的内容】

障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮提供義務の理解と適切な対応

障害者虐待防止法の理解と適切な対応

障害者差別の解消・禁止、虐待防止の理解と対応

支援者が持つべき心構えと倫理意識

支援者自身が倫理観を身につけ、偏見を排し、利用者のニーズ充足を意識して支援に取り組むこと。

【具体的内容】

固定観念に捉われない支援の取組

利用者中心の支援

職業倫理の意識

個人情報の取り扱いと守秘義務の遵守

【具体的内容】

相談内容の要約と共有

相手の心情、タイミングを考慮した話題の選定

●

□

a) 仕事やキャリアに対する興味やニーズの把握

障害者本人の仕事やキャリアに対する考え方や興味、ニーズを引き出す。

b) 生活面や医療面のニーズの把握

仕事に限らず、金銭管理、余暇活動、生活習慣、家族関係、人付き合いなどの生活面のニーズや、
健康状態などの医療面のニーズを把握する。

c) 職場での作業遂行やコミュニケーション等における障害特性が与える影響・課題の把握

職場での作業遂行やコミュニケーション等において、障害特性が与える影響や課題とその背景、必
要な支援を検討する。

d)

障害者本人の強みや能力に注目し、これまでの経過や関係機関等からの情報、行動観察等により、
能力を発揮しやすい環境や職務を見立てる。

●

□

a)

支援者自身の健康管理のため、睡眠、食事、運動など、自身の生活習慣を整える。

b) 問題や悩みの相談

独りで問題や悩みを抱え込まず、上司や同僚と相談し、周囲の協力も得ながら支援に取り組む。

●

□

a) 相手が必要とする情報の簡潔な説明

相手の立場や伝えるべき内容に応じて情報を整理し、簡潔に伝える。

b) 相手の理解に応じた解説や具体例

相手の理解を確認し、必要に応じて解説や具体例を加える。

c)

相手が理解しやすい適切な用語を使用する。

d)

相手が理解しやすい方法4) やツール5) を用いて伝える。

4) 文章化、図示、音声、手話、筆談等を指す。

5) チェックリスト、フローチャートの作成、パンフレットやアプリの活用等を指す。

【具体的内容】

相手の立場やニーズを踏まえた分かりやすい説明

相手の立場やニーズを踏まえた適切な情報を、相手の理解に応じた内容・方法で分かり易く伝えること。

【具体的内容】

相手の知識に応じた用語の使用

図示、見える化、補足資料を使用した説明

支援者自身のセルフケア

支援者自身の身体・精神的なケア

支援者自身の身体・精神的なケアを行いつつ、支援に取り組むこと。

障害者本人のニーズの引き出しや充足に向けた強み・能力の把握

障害者本人の仕事・生活・人生に関する考え方やニーズを引き出し、ニーズの充足に向けて必要な支援や
環境を検討するため、課題だけでなく、障害者本人の強み・能力を把握すること。

【具体的内容】

強みや能力の把握
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●

□

a)

障害者の能力について、固定観念にとらわれることなく、様々な可能性を排除せずに支援に取り組
む。

b)

利用者のニーズ1) の充足を常に意識して支援に取り組む。

c)

日頃から職業倫理2) を意識して支援を選択・実施する。

d)

個人情報の取り扱いには細心の注意を払い、守秘義務を遵守する。

1)
利用者が望んでいること、社会（職業）生活上困っていること、専門職の視点で支援が必要と考え
られることの総体を指す。

2)
支援者自身が意識すべき行動規範や倫理観（利用者の権利の尊重、公平・適切なサービス提供等）
を指す。これらを明文化した倫理綱領が、各法人や各種資格の職能団体において定められている場
合がある。

●

□

a) 障害者差別解消法の理解と適切な対応

障害者差別解消法で求められている障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提
供義務について理解し、その趣旨に沿った対応をする。

b)

障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止と合理的配慮の提供義務について理解し、必要に応じて
事業主等への啓発を行い、不適切と思われる事態についてはハローワーク等に相談する。

c)

障害者虐待防止法の概要を理解し、事業主に必要に応じた啓発を行い、使用者による虐待の懸念が
あった場合は、市町村又は都道府県の通報窓口に相談する。

●

□

a) 相談場所・環境の選定

相手が相談しやすい場所や環境3) を選んで相談を行う。

b) 相手の負担の考慮

あらかじめ時間を定める、必要に応じて休憩を挟む、話題の転換を図る等相手の負担を考慮する。

c)

適宜、これまでの相談内容や経過を整理して分かり易くまとめ、相手と共有する。

d)

踏み込んだ話については、信頼関係の構築状況や相手の心理状況、事態の切迫具合などを勘案し
て、適切なタイミングで行う。

3)
相談場所へのアクセスのし易さ、プライバシーに配慮した空間、部屋の明るさや解放感等の雰囲気
が考えられる。

障害者差別解消法や障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止と合理的配慮の提供義務及び障害者虐待防
止法の概要を理解し、これらの趣旨に沿った適切な対応を行うこと。

相手の特性・状況を踏まえた相談

相手の特性（性格や障害特性等）や状況を踏まえて相談をする場所や時間を選択し、相談中も、相手の特
性や反応に応じて相談を進展させたり、まとめたりすること。

【具体的内容】

障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮提供義務の理解と適切な対応

障害者虐待防止法の理解と適切な対応

障害者差別の解消・禁止、虐待防止の理解と対応

支援者が持つべき心構えと倫理意識

支援者自身が倫理観を身につけ、偏見を排し、利用者のニーズ充足を意識して支援に取り組むこと。

【具体的内容】

固定観念に捉われない支援の取組

利用者中心の支援

職業倫理の意識

個人情報の取り扱いと守秘義務の遵守

【具体的内容】

相談内容の要約と共有

相手の心情、タイミングを考慮した話題の選定

●

□

a) 仕事やキャリアに対する興味やニーズの把握

障害者本人の仕事やキャリアに対する考え方や興味、ニーズを引き出す。

b) 生活面や医療面のニーズの把握

仕事に限らず、金銭管理、余暇活動、生活習慣、家族関係、人付き合いなどの生活面のニーズや、
健康状態などの医療面のニーズを把握する。

c) 職場での作業遂行やコミュニケーション等における障害特性が与える影響・課題の把握

職場での作業遂行やコミュニケーション等において、障害特性が与える影響や課題とその背景、必
要な支援を検討する。

d)

障害者本人の強みや能力に注目し、これまでの経過や関係機関等からの情報、行動観察等により、
能力を発揮しやすい環境や職務を見立てる。

●

□

a)

支援者自身の健康管理のため、睡眠、食事、運動など、自身の生活習慣を整える。

b) 問題や悩みの相談

独りで問題や悩みを抱え込まず、上司や同僚と相談し、周囲の協力も得ながら支援に取り組む。

●

□

a) 相手が必要とする情報の簡潔な説明

相手の立場や伝えるべき内容に応じて情報を整理し、簡潔に伝える。

b) 相手の理解に応じた解説や具体例

相手の理解を確認し、必要に応じて解説や具体例を加える。

c)

相手が理解しやすい適切な用語を使用する。

d)

相手が理解しやすい方法4) やツール5) を用いて伝える。

4) 文章化、図示、音声、手話、筆談等を指す。

5) チェックリスト、フローチャートの作成、パンフレットやアプリの活用等を指す。

【具体的内容】

相手の立場やニーズを踏まえた分かりやすい説明

相手の立場やニーズを踏まえた適切な情報を、相手の理解に応じた内容・方法で分かり易く伝えること。

【具体的内容】

相手の知識に応じた用語の使用

図示、見える化、補足資料を使用した説明

支援者自身のセルフケア

支援者自身の身体・精神的なケア

支援者自身の身体・精神的なケアを行いつつ、支援に取り組むこと。

障害者本人のニーズの引き出しや充足に向けた強み・能力の把握

障害者本人の仕事・生活・人生に関する考え方やニーズを引き出し、ニーズの充足に向けて必要な支援や
環境を検討するため、課題だけでなく、障害者本人の強み・能力を把握すること。

【具体的内容】

強みや能力の把握
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●

□

a) 進路選択の結果や影響の丁寧な説明

今後の進路や支援活用等の選択肢の内容や選択により想定される結果や影響などについて丁寧に説
明し、障害者本人が今後の進路や支援について十分に理解した上で、自己選択・自己決定できるよ
う支援する。

b) 障害者本人と支援者の協働による課題の整理

障害者本人と一緒に課題に取り組む関係を築いた上で、本人が抱えている課題や本人の考え方を、
分かり易く整理して提示することで、自己選択・自己決定を促す。

c)

障害者本人の現状から変わろう（変えたい）とする言動に着目しながら、共感的に本人の考え方を

確認・整理し、就労や職場に適応するために必要な変化6) への動機づけを高める。

6)
例えば、就労に対する考え方の変化、課題に対する補完手段活用に向けた考え方の変化等が考えら
れる。

●

□

a) 客観的なケース記録の書き方

客観的に（主観を交えず行動や結果を記録し、解釈と事実を分けて）伝える。

b) 簡潔で分かり易い記録・伝達の仕方

必要な情報に的を絞り、分かり易い7) 記録・伝達を行う。

c)

利用者の受け止め方を踏まえて使用する言葉を慎重に吟味して、記録・伝達する。

7) 主語述語や起承転結等の基本的な文章構成に気を付ける、箇条書きにする等を指す。

●

□

a) 目標や計画の達成に有益な社会資源やツール等の情報提供

目標や計画の達成に有益な支援サービス8) 、効果的なツール9) の活用や課題への対処方法10) に関
する情報提供や提案を行う。

b) 支援ネットワーク構築に関する説明と同意

目標達成に必要な支援ネットワークの構築に向けて、連携を強化する機関や連携内容について障害
者本人に説明し、同意を得る。

c) 本人の意思決定に基づく就労支援計画の策定

障害者本人の意思決定に基づき就労支援計画を策定する。

d)

目標の達成度や達成状況を定期的に確認し、必要に応じて就労支援計画の見直し・変更を行う。

8) 障害福祉サービスの他、職業訓練、職業準備支援、ジョブコーチ支援の利用等が考えられる。

9) 就労支援機器、アプリ、手帳等の活用が考えられる。

10)例えば、メモの取り方、周囲への相談の仕方、作業確認の仕方等が考えられる。

本人の考え方の汲み取りと確認・整理

就労支援計画策定と定期的なモニタリング

目標や計画の達成に有益な情報を共有した上で、障害者本人の意思決定に基づく就労支援計画の策定と、
その後の定期的な見直しを行うこと。

目標の達成度や達成状況のモニタリング

障害者支援における自己選択・自己決定の支援

伝え方の工夫やカウンセリング技法を効果的に活用して、自己選択・自己決定を支援すること。

【具体的内容】

【具体的内容】

分かり易い記録・伝達

客観的で簡潔な構成や内容にすることを心がけて、支援経過や利用者情報の記録・伝達を行うこと。

【具体的内容】

利用者を意識した言葉の使用

●

□

a) 職業の選択肢や課題等の協働による整理

障害者本人が今後の目標を明確にできるように、総合的なアセスメント情報に基づき、職業選択の
可能性や課題やその背景等を本人と一緒に整理する。

b) 目標達成に向けたステップや必要な支援の確認

目標達成に向けて必要な技能や準備事項、有効なサポート環境11) について、障害者本人と一緒に
整理する。

c)

障害者本人と整理した内容を踏まえて、目標達成に向けた段階的な就労支援計画（いつまでに・誰
が・何に取り組むか等）の案を作成し、本人や家族・関係機関等と共有する。

11)例えば、相談しやすい環境、刺激が少ない環境、1つ1つ教えてもらう等が考えられる。

●

□

a)

障害者が働くに当たっては、仕事・通勤・働く準備の場面等における困難や、働く機会・条件・内
容、昇進、技能向上の機会の制約等、様々な困難があることを理解する。

b)

障害者の就労上の困難12)については、個人の心身機能や健康状態と、障害以外の本人のできること

や社会・環境との相互作用13)として捉え、個人と社会・環境双方への支援を行う。

12)
世界保健機関(WHO)が発表している生活機能・障害・健康の分類・モデルである国際生活機能分類
(ICF)における、「活動制限」「参加制約」に該当する。

13)
国際生活機能分類(ICF)における「心身機能・身体構造」「健康状態」「環境因子」「個人因子」
の相互作用の影響により「参加制限」「参加制約」が生じ、これを「障害」と呼ぶという考え方に
準じている。

●

□

a) 基本的ビジネスマナーについての説明

企業や官公庁で働く場合において必要とされる基本的なマナーや振る舞い方（時間を守る、報告・
連絡・相談、ミスをした時の対応、怒りのコントロール等）について分かり易く説明する。

b) コミュニケーションスキルの習得の支援

SST14) 等の手法を用いて、コミュニケーションスキルの習得を個別またはグループで支援する。

c)

悩みや困りごと等、問題となっている状況や原因を障害者本人自ら整理し、解決策を見つけられる
ように、支援する。

14)
ソーシャル・スキルス・トレーニング。対人場面をはじめとした社会的場面で自身が望む結果が得
られるようなスキルを身に着けることを目的としている。認知行動療法を基盤とした訓練パッケー
ジであり、原則少人数のグループで行われるが、支援者との1対1で行う場合もある。

個人と社会・環境との相互作用としての障害の理解

対人スキルや問題解決スキルの習得のための支援

障害者本人の雇用や職場適応の可能性を広げるために、職場で必要な振る舞い方やコミュニケーション・
問題解決スキルの習得を支援すること。

【具体的内容】

問題解決スキルの習得の支援

障害についての基本的理解

【具体的内容】

就労支援計画（案）の共有

【具体的内容】

就職前から就職後の多様な職業場面での困難状況の理解

アセスメントに基づく見立てや目標と計画の共有

障害者本人が目標を明確にできるように、総合的なアセスメント結果を基に、職業選択の可能性や課題の
背景、必要な技能や有効なサポートなどを一緒に整理し、今後の段階的な就労支援計画（案）を共有する
こと。

障害者が働くに当たっての様々な困難12) については、個人と社会・環境との相互作用13) の問題として捉
え、個人と社会・環境双方への支援を行うこと。
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●

□

a) 進路選択の結果や影響の丁寧な説明

今後の進路や支援活用等の選択肢の内容や選択により想定される結果や影響などについて丁寧に説
明し、障害者本人が今後の進路や支援について十分に理解した上で、自己選択・自己決定できるよ
う支援する。

b) 障害者本人と支援者の協働による課題の整理

障害者本人と一緒に課題に取り組む関係を築いた上で、本人が抱えている課題や本人の考え方を、
分かり易く整理して提示することで、自己選択・自己決定を促す。

c)

障害者本人の現状から変わろう（変えたい）とする言動に着目しながら、共感的に本人の考え方を

確認・整理し、就労や職場に適応するために必要な変化6) への動機づけを高める。

6)
例えば、就労に対する考え方の変化、課題に対する補完手段活用に向けた考え方の変化等が考えら
れる。

●

□

a) 客観的なケース記録の書き方

客観的に（主観を交えず行動や結果を記録し、解釈と事実を分けて）伝える。

b) 簡潔で分かり易い記録・伝達の仕方

必要な情報に的を絞り、分かり易い7) 記録・伝達を行う。

c)

利用者の受け止め方を踏まえて使用する言葉を慎重に吟味して、記録・伝達する。

7) 主語述語や起承転結等の基本的な文章構成に気を付ける、箇条書きにする等を指す。

●

□

a) 目標や計画の達成に有益な社会資源やツール等の情報提供

目標や計画の達成に有益な支援サービス8) 、効果的なツール9) の活用や課題への対処方法10) に関
する情報提供や提案を行う。

b) 支援ネットワーク構築に関する説明と同意

目標達成に必要な支援ネットワークの構築に向けて、連携を強化する機関や連携内容について障害
者本人に説明し、同意を得る。

c) 本人の意思決定に基づく就労支援計画の策定

障害者本人の意思決定に基づき就労支援計画を策定する。

d)

目標の達成度や達成状況を定期的に確認し、必要に応じて就労支援計画の見直し・変更を行う。

8) 障害福祉サービスの他、職業訓練、職業準備支援、ジョブコーチ支援の利用等が考えられる。

9) 就労支援機器、アプリ、手帳等の活用が考えられる。

10)例えば、メモの取り方、周囲への相談の仕方、作業確認の仕方等が考えられる。

本人の考え方の汲み取りと確認・整理

就労支援計画策定と定期的なモニタリング

目標や計画の達成に有益な情報を共有した上で、障害者本人の意思決定に基づく就労支援計画の策定と、
その後の定期的な見直しを行うこと。

目標の達成度や達成状況のモニタリング

障害者支援における自己選択・自己決定の支援

伝え方の工夫やカウンセリング技法を効果的に活用して、自己選択・自己決定を支援すること。

【具体的内容】

【具体的内容】

分かり易い記録・伝達

客観的で簡潔な構成や内容にすることを心がけて、支援経過や利用者情報の記録・伝達を行うこと。

【具体的内容】

利用者を意識した言葉の使用

●

□

a) 職業の選択肢や課題等の協働による整理

障害者本人が今後の目標を明確にできるように、総合的なアセスメント情報に基づき、職業選択の
可能性や課題やその背景等を本人と一緒に整理する。

b) 目標達成に向けたステップや必要な支援の確認

目標達成に向けて必要な技能や準備事項、有効なサポート環境11) について、障害者本人と一緒に
整理する。

c)

障害者本人と整理した内容を踏まえて、目標達成に向けた段階的な就労支援計画（いつまでに・誰
が・何に取り組むか等）の案を作成し、本人や家族・関係機関等と共有する。

11)例えば、相談しやすい環境、刺激が少ない環境、1つ1つ教えてもらう等が考えられる。

●

□

a)

障害者が働くに当たっては、仕事・通勤・働く準備の場面等における困難や、働く機会・条件・内
容、昇進、技能向上の機会の制約等、様々な困難があることを理解する。

b)

障害者の就労上の困難12)については、個人の心身機能や健康状態と、障害以外の本人のできること

や社会・環境との相互作用13)として捉え、個人と社会・環境双方への支援を行う。

12)
世界保健機関(WHO)が発表している生活機能・障害・健康の分類・モデルである国際生活機能分類
(ICF)における、「活動制限」「参加制約」に該当する。

13)
国際生活機能分類(ICF)における「心身機能・身体構造」「健康状態」「環境因子」「個人因子」
の相互作用の影響により「参加制限」「参加制約」が生じ、これを「障害」と呼ぶという考え方に
準じている。

●

□

a) 基本的ビジネスマナーについての説明

企業や官公庁で働く場合において必要とされる基本的なマナーや振る舞い方（時間を守る、報告・
連絡・相談、ミスをした時の対応、怒りのコントロール等）について分かり易く説明する。

b) コミュニケーションスキルの習得の支援

SST14) 等の手法を用いて、コミュニケーションスキルの習得を個別またはグループで支援する。

c)

悩みや困りごと等、問題となっている状況や原因を障害者本人自ら整理し、解決策を見つけられる
ように、支援する。

14)
ソーシャル・スキルス・トレーニング。対人場面をはじめとした社会的場面で自身が望む結果が得
られるようなスキルを身に着けることを目的としている。認知行動療法を基盤とした訓練パッケー
ジであり、原則少人数のグループで行われるが、支援者との1対1で行う場合もある。

個人と社会・環境との相互作用としての障害の理解

対人スキルや問題解決スキルの習得のための支援

障害者本人の雇用や職場適応の可能性を広げるために、職場で必要な振る舞い方やコミュニケーション・
問題解決スキルの習得を支援すること。

【具体的内容】

問題解決スキルの習得の支援

障害についての基本的理解

【具体的内容】

就労支援計画（案）の共有

【具体的内容】

就職前から就職後の多様な職業場面での困難状況の理解

アセスメントに基づく見立てや目標と計画の共有

障害者本人が目標を明確にできるように、総合的なアセスメント結果を基に、職業選択の可能性や課題の
背景、必要な技能や有効なサポートなどを一緒に整理し、今後の段階的な就労支援計画（案）を共有する
こと。

障害者が働くに当たっての様々な困難12) については、個人と社会・環境との相互作用13) の問題として捉
え、個人と社会・環境双方への支援を行うこと。
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●

□

a)

日々の支援を振り返り、自己理解を深め、自分の得意・不得意や限界を把握した上で、自身ができ
る支援について考える。

b)

問題や葛藤が生じた場合は、感情をコントロールし、周囲と相談しつつ冷静に対処する。

c)

就労支援に関する様々な問題や葛藤等の倫理的ジレンマ15) には、その解決に向けて上司・指導担
当者・同僚等と相談をしながら自分なりの考えを整理する。

15)
倫理的観点からはどちらも正しい又は正しくないが、どちらかを選ばなければならないような葛藤
状態。例えば、障害者本人が開示を拒否している重大な内容を雇用主に情報提供すべきかどうかな
ど。

●

□

a)

家族等との情報共有を障害者本人の同意を得て適切に行い、支援方針などに関して家族等の理解を
得る。

b) 家族のニーズに応じた情報提供

家族等に対して本人への関わり方に関する提案や、本人・家族のニーズに応じた社会福祉サービス
や家族会等の社会資源の情報提供を行う。

●

□

a) 基本的生活習慣の確立や生活スキル習得に関する助言や情報提供

必要に応じて身だしなみの整え方、食事の準備、自室の整理・整頓、情報リテラシー等の日常生活
面に関する助言・指導、社会資源活用の提案や情報提供を行う。

b)

金銭管理を適切に行えるように、特性に合わせた有効な方法についての助言、社会資源活用等の提
案や情報提供を行う。

【具体的内容】

支援者自身の感情コントロールと問題解決

倫理的ジレンマへの対応

家族等との連携

障害者本人の同意の下に、家族等と情報や考え方を共有し、社会資源の情報提供を行うなどの連携を行う
こと。

【具体的内容】

支援者自身の自己理解と自身ができる支援の検討

支援者自身の自己理解を深め、就労支援に関する様々な問題や葛藤に対して周囲と相談しながら、自身が
できる支援や最善の方法を検討しつつ、支援に取り組むこと。

【具体的内容】

金銭管理に関する助言や情報提供

支援の振り返りと支援者自身の自己理解

家族等との情報共有

基本的生活習慣の確立や自己管理の支援

障害者本人が自立した生活を送ることができるように、基本的な生活習慣等や金銭管理に関する助言や情
報提供を行うこと。

２２　　地地域域のの企企業業やや関関係係機機関関ととのの関関係係構構築築とと障障害害者者雇雇用用のの周周知知・・啓啓発発

●

□

a)

障害者本人や保護者、支援団体、企業・企業団体等に対して、自治体や関係機関と連携し、障害者
雇用の周知・啓発を行う。

b) パンフレットやホームページの活用

パンフレットやホームページなどを活用して、障害者雇用の啓発を行う。

●

□

a) 企業経営の基礎や障害者雇用状況の把握

民間企業の経営・経済の動向16) や障害者就労に関する動向17) を把握する。

b)

地域の労働市場の動向について関係機関や一般の公開情報等18) を活用して、把握する。

c)

在宅勤務や自営等、多様な働き方に関する事例や活用できる支援等の情報収集を行い、必要に応じ
て情報提供する。

16)グローバリゼーション、技術革新、経営戦略の変化、働き方・雇用形態の多様化等を指す。

17)障害者雇用に関する施策、障害者雇用率、障害者求人の動向等を指す。

18)
都道府県労働局やハローワークが公開している資料、新聞、雑誌、インターネット、企業との関わ
り、企業団体との情報交換等を指す。

●

□

a)

就労支援担当者に必要な知識の充足やスキルの向上を図るため、研修や情報交換等の場に積極的に
参加する。

b)

地域全体の就労支援力向上の重要性を認識し、就労支援実務者同士の支援ノウハウの共有や情報交
換の機会を定期的に作る。

c) 地域支援機関への助言・援助

就労支援に取り組む支援機関に対して、それぞれの役割や実態を踏まえつつ、効果的な支援の実施
に向けた助言・援助や研修等の協力を行う。

障害者雇用に関する周知・啓発

企業経営や労働市場の動向把握

企業経営・経済、労働市場・障害者の働き方の動向を把握しつつ支援を行うこと。

【具体的内容】

地域の労働市場の動向の把握

多様な働き方（在宅勤務、自営等）の情報収集

支援人材の育成

地域全体の就労支援力向上のため、自機関だけでなく地域で支援ノウハウを共有する意識を持ち、積極的
に情報共有や研修等を行い協力をすること。

【具体的内容】

研修・情報交換の場等への参加

地域支援機関との交流・情報交換の機会づくり

障害者雇用の啓発

障害者の権利保障や必要な支援・配慮の提供に繋がるように、障害者本人や家族等、支援団体、企業・企
業団体等に対して、障害者雇用に関する理解を広める周知・啓発を行うこと。

【具体的内容】
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●

□

a)

日々の支援を振り返り、自己理解を深め、自分の得意・不得意や限界を把握した上で、自身ができ
る支援について考える。

b)

問題や葛藤が生じた場合は、感情をコントロールし、周囲と相談しつつ冷静に対処する。

c)

就労支援に関する様々な問題や葛藤等の倫理的ジレンマ15) には、その解決に向けて上司・指導担
当者・同僚等と相談をしながら自分なりの考えを整理する。

15)
倫理的観点からはどちらも正しい又は正しくないが、どちらかを選ばなければならないような葛藤
状態。例えば、障害者本人が開示を拒否している重大な内容を雇用主に情報提供すべきかどうかな
ど。

●

□

a)

家族等との情報共有を障害者本人の同意を得て適切に行い、支援方針などに関して家族等の理解を
得る。

b) 家族のニーズに応じた情報提供

家族等に対して本人への関わり方に関する提案や、本人・家族のニーズに応じた社会福祉サービス
や家族会等の社会資源の情報提供を行う。

●

□

a) 基本的生活習慣の確立や生活スキル習得に関する助言や情報提供

必要に応じて身だしなみの整え方、食事の準備、自室の整理・整頓、情報リテラシー等の日常生活
面に関する助言・指導、社会資源活用の提案や情報提供を行う。

b)

金銭管理を適切に行えるように、特性に合わせた有効な方法についての助言、社会資源活用等の提
案や情報提供を行う。

【具体的内容】

支援者自身の感情コントロールと問題解決

倫理的ジレンマへの対応

家族等との連携

障害者本人の同意の下に、家族等と情報や考え方を共有し、社会資源の情報提供を行うなどの連携を行う
こと。

【具体的内容】

支援者自身の自己理解と自身ができる支援の検討

支援者自身の自己理解を深め、就労支援に関する様々な問題や葛藤に対して周囲と相談しながら、自身が
できる支援や最善の方法を検討しつつ、支援に取り組むこと。

【具体的内容】

金銭管理に関する助言や情報提供

支援の振り返りと支援者自身の自己理解

家族等との情報共有

基本的生活習慣の確立や自己管理の支援

障害者本人が自立した生活を送ることができるように、基本的な生活習慣等や金銭管理に関する助言や情
報提供を行うこと。

２２　　地地域域のの企企業業やや関関係係機機関関ととのの関関係係構構築築とと障障害害者者雇雇用用のの周周知知・・啓啓発発

●

□

a)

障害者本人や保護者、支援団体、企業・企業団体等に対して、自治体や関係機関と連携し、障害者
雇用の周知・啓発を行う。

b) パンフレットやホームページの活用

パンフレットやホームページなどを活用して、障害者雇用の啓発を行う。

●

□

a) 企業経営の基礎や障害者雇用状況の把握

民間企業の経営・経済の動向16) や障害者就労に関する動向17) を把握する。

b)

地域の労働市場の動向について関係機関や一般の公開情報等18) を活用して、把握する。

c)

在宅勤務や自営等、多様な働き方に関する事例や活用できる支援等の情報収集を行い、必要に応じ
て情報提供する。

16)グローバリゼーション、技術革新、経営戦略の変化、働き方・雇用形態の多様化等を指す。

17)障害者雇用に関する施策、障害者雇用率、障害者求人の動向等を指す。

18)
都道府県労働局やハローワークが公開している資料、新聞、雑誌、インターネット、企業との関わ
り、企業団体との情報交換等を指す。

●

□

a)

就労支援担当者に必要な知識の充足やスキルの向上を図るため、研修や情報交換等の場に積極的に
参加する。

b)

地域全体の就労支援力向上の重要性を認識し、就労支援実務者同士の支援ノウハウの共有や情報交
換の機会を定期的に作る。

c) 地域支援機関への助言・援助

就労支援に取り組む支援機関に対して、それぞれの役割や実態を踏まえつつ、効果的な支援の実施
に向けた助言・援助や研修等の協力を行う。

障害者雇用に関する周知・啓発

企業経営や労働市場の動向把握

企業経営・経済、労働市場・障害者の働き方の動向を把握しつつ支援を行うこと。

【具体的内容】

地域の労働市場の動向の把握

多様な働き方（在宅勤務、自営等）の情報収集

支援人材の育成

地域全体の就労支援力向上のため、自機関だけでなく地域で支援ノウハウを共有する意識を持ち、積極的
に情報共有や研修等を行い協力をすること。

【具体的内容】

研修・情報交換の場等への参加

地域支援機関との交流・情報交換の機会づくり

障害者雇用の啓発

障害者の権利保障や必要な支援・配慮の提供に繋がるように、障害者本人や家族等、支援団体、企業・企
業団体等に対して、障害者雇用に関する理解を広める周知・啓発を行うこと。

【具体的内容】
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●

□

a) 障害者雇用促進法（障害者雇用率制度等）の理解

障害者雇用促進法の概要を理解し、障害者雇用率制度や障害者雇用納付金制度、差別禁止や合理的
配慮について、障害者本人や事業主に分かりやすく説明する。

b)

障害者雇用に係る助成金や減税措置等の制度の考え方や仕組み、留意事項を理解した上で、必要に
応じて事業主に申請・相談窓口を紹介する。

c)

障害者雇用関連機関19) の支援サービスの概要や利用方法について理解し、障害者本人や事業主に
紹介する。

19)
ハローワークや障害者職業能力開発校、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター
等が該当する。

●

□

a)

社会福祉サービスや自治体、民間機関の取組など、地域の社会資源の情報を収集する。

b)

関係機関との個別ケースの情報交換以外にも、会議や研修などの場で支援ノウハウや地域の実態な
どを共有し、連携を強化する。

c) 支援ネットワーク立上げ・強化

地域の就労支援力向上のカギとなりうる地域の社会資源への呼びかけを行い、支援ネットワークの
立上げや強化を行う。

●

□

a)

事業所の視察や様々な情報交換の場を通じて、障害者雇用に関する企業の実態や考え方を把握す
る。

b)

事業主に、障害者雇用の実例・支援制度・支援サービスに関する情報を提供する。

c)

障害者雇用に取り組むことによる企業にとってのメリット（生産性向上・人材確保・ダイバーシ
ティなど）を説明する。

d) 企業が果たすべきことや支援者の役割の説明

障害者雇用における企業の社会的責任や役割について支援者自身が理解した上で、必要に応じて企
業が果たすべきことや支援者の役割について説明する。

【具体的内容】

事業主への障害者雇用の事例・制度・支援サービスの情報提供

企業にとってのメリットの説明

事業主との情報交換による実態・考え方の把握

企業の障害者雇用に関する実態把握と情報提供

企業の障害者雇用に関する実態や考え方を踏まえて、障害者雇用の意義、実例、支援制度、支援サービス
等の有益な情報を提供すること。

【具体的内容】

【具体的内容】

障害者雇用促進法と関連支援サービスの理解

障害者雇用促進法や関連支援サービスについて理解し、説明を行うこと。

障害者雇用に係る助成金制度の理解

障害者雇用関連機関の支援サービスの理解

地域の社会資源の情報収集と情報交換・ネットワーク作り

地域の社会資源を最大限に活用するために、社会資源に関する情報収集や、情報交換・研修の場への参
加、支援ネットワーク立上げの参画等を行うこと。

社会資源の情報収集

地域支援機関との情報交換、連携強化

●

□

a) 労働関係法規や社会保険制度の理解

労働関係法規20) や社会保険制度21) に関する基礎的内容を理解し、障害者本人や事業主との相談場
面で活用する。

b)

企業における従業員の募集・採用、配置・昇進、能力開発、定年・退職等の雇用管理に関する基本
的な制度・慣行について理解する。

c)

労働安全衛生や人間工学（人間の特性に基づく動きやすさ・使いやすさ等）の基礎的知識を基に、
業務遂行・手順・安全な職場環境に関する助言を行う。

20)
労働基準法、労働契約法、最低賃金法、パートタイム・有期雇用労働法、職業安定法、労働者派遣
法等を指す。

21)健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険等を指す。

●

□

a) 継続的な自己研鑽と最新情報の収集

日頃から支援を行うに当たっての課題を把握し、最新の知識やスキル、支援事例、調査研究成果な
どに関する情報を積極的に収集する。

b)

対応に困ることや、経験の少ない事例等については、書籍・ＷＥＢ等の情報やその分野に携わる関
係機関等の意見を収集する。

c)

就労支援担当者に必要な知識の充足やスキルの向上を図るため、研修や情報交換等の場に積極的に
参加する。

d)

オンライン相談、情報通信技術（IT、ICT）を活用した支援についての情報を収集し、メリット・
デメリットを考慮しつつ効果的な提案・活用を行う。

●

□

a) 必要な技能訓練についての話し合い

障害者本人のニーズに合った職業で必要な技能と、本人が身につけている技能を整理し、必要な技
能訓練について話し合う。

b)

職業能力開発施設に関する情報を把握した上で、必要に応じて、当該施設への問い合わせやハロー
ワーク等の窓口の紹介を行う。

労働関係法規や雇用管理の理解

労働関係法規や企業の雇用管理に関連する基礎的事項を理解した上で支援を行うこと。

【具体的内容】

企業の雇用管理の理解

最新情報の収集と自己研鑽

効果的な支援を提供するために必要となる最新の知識・技術や事例の情報収集等を積極的に行うこと。

【具体的内容】

情報通信技術の活用

労働安全衛生管理や人間工学の理解

情報収集、専門機関への照会

研修・情報交換の場等への積極的参加

職業能力開発施設の利用に向けた情報提供

障害者本人のニーズに合った職業で求められる技能を整理し、必要に応じて職業能力開発施設に係るサー
ビスの利用に向けた情報提供を行うこと。

【具体的内容】

職業能力開発施設に関する情報把握と提供
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●

□

a) 障害者雇用促進法（障害者雇用率制度等）の理解

障害者雇用促進法の概要を理解し、障害者雇用率制度や障害者雇用納付金制度、差別禁止や合理的
配慮について、障害者本人や事業主に分かりやすく説明する。

b)

障害者雇用に係る助成金や減税措置等の制度の考え方や仕組み、留意事項を理解した上で、必要に
応じて事業主に申請・相談窓口を紹介する。

c)

障害者雇用関連機関19) の支援サービスの概要や利用方法について理解し、障害者本人や事業主に
紹介する。

19)
ハローワークや障害者職業能力開発校、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター
等が該当する。

●

□

a)

社会福祉サービスや自治体、民間機関の取組など、地域の社会資源の情報を収集する。

b)

関係機関との個別ケースの情報交換以外にも、会議や研修などの場で支援ノウハウや地域の実態な
どを共有し、連携を強化する。

c) 支援ネットワーク立上げ・強化

地域の就労支援力向上のカギとなりうる地域の社会資源への呼びかけを行い、支援ネットワークの
立上げや強化を行う。

●

□

a)

事業所の視察や様々な情報交換の場を通じて、障害者雇用に関する企業の実態や考え方を把握す
る。

b)

事業主に、障害者雇用の実例・支援制度・支援サービスに関する情報を提供する。

c)

障害者雇用に取り組むことによる企業にとってのメリット（生産性向上・人材確保・ダイバーシ
ティなど）を説明する。

d) 企業が果たすべきことや支援者の役割の説明

障害者雇用における企業の社会的責任や役割について支援者自身が理解した上で、必要に応じて企
業が果たすべきことや支援者の役割について説明する。

【具体的内容】

事業主への障害者雇用の事例・制度・支援サービスの情報提供

企業にとってのメリットの説明

事業主との情報交換による実態・考え方の把握

企業の障害者雇用に関する実態把握と情報提供

企業の障害者雇用に関する実態や考え方を踏まえて、障害者雇用の意義、実例、支援制度、支援サービス
等の有益な情報を提供すること。

【具体的内容】

【具体的内容】

障害者雇用促進法と関連支援サービスの理解

障害者雇用促進法や関連支援サービスについて理解し、説明を行うこと。

障害者雇用に係る助成金制度の理解

障害者雇用関連機関の支援サービスの理解

地域の社会資源の情報収集と情報交換・ネットワーク作り

地域の社会資源を最大限に活用するために、社会資源に関する情報収集や、情報交換・研修の場への参
加、支援ネットワーク立上げの参画等を行うこと。

社会資源の情報収集

地域支援機関との情報交換、連携強化

●

□

a) 労働関係法規や社会保険制度の理解

労働関係法規20) や社会保険制度21) に関する基礎的内容を理解し、障害者本人や事業主との相談場
面で活用する。

b)

企業における従業員の募集・採用、配置・昇進、能力開発、定年・退職等の雇用管理に関する基本
的な制度・慣行について理解する。

c)

労働安全衛生や人間工学（人間の特性に基づく動きやすさ・使いやすさ等）の基礎的知識を基に、
業務遂行・手順・安全な職場環境に関する助言を行う。

20)
労働基準法、労働契約法、最低賃金法、パートタイム・有期雇用労働法、職業安定法、労働者派遣
法等を指す。

21)健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険等を指す。

●

□

a) 継続的な自己研鑽と最新情報の収集

日頃から支援を行うに当たっての課題を把握し、最新の知識やスキル、支援事例、調査研究成果な
どに関する情報を積極的に収集する。

b)

対応に困ることや、経験の少ない事例等については、書籍・ＷＥＢ等の情報やその分野に携わる関
係機関等の意見を収集する。

c)

就労支援担当者に必要な知識の充足やスキルの向上を図るため、研修や情報交換等の場に積極的に
参加する。

d)

オンライン相談、情報通信技術（IT、ICT）を活用した支援についての情報を収集し、メリット・
デメリットを考慮しつつ効果的な提案・活用を行う。

●

□

a) 必要な技能訓練についての話し合い

障害者本人のニーズに合った職業で必要な技能と、本人が身につけている技能を整理し、必要な技
能訓練について話し合う。

b)

職業能力開発施設に関する情報を把握した上で、必要に応じて、当該施設への問い合わせやハロー
ワーク等の窓口の紹介を行う。

労働関係法規や雇用管理の理解

労働関係法規や企業の雇用管理に関連する基礎的事項を理解した上で支援を行うこと。

【具体的内容】

企業の雇用管理の理解

最新情報の収集と自己研鑽

効果的な支援を提供するために必要となる最新の知識・技術や事例の情報収集等を積極的に行うこと。

【具体的内容】

情報通信技術の活用

労働安全衛生管理や人間工学の理解

情報収集、専門機関への照会

研修・情報交換の場等への積極的参加

職業能力開発施設の利用に向けた情報提供

障害者本人のニーズに合った職業で求められる技能を整理し、必要に応じて職業能力開発施設に係るサー
ビスの利用に向けた情報提供を行うこと。

【具体的内容】

職業能力開発施設に関する情報把握と提供
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●

□

a)

事業主のニーズや懸念事項を把握した上で、雇用計画・方針の策定に向けた相談に乗る。

b)

事業主や従業員の理解を深めるため、ニーズに合った障害者雇用に関する研修・説明22) を行う。

c) 企業同士の情報交換の促進

障害者雇用に取り組む企業同士が情報交換・情報共有できる機会を作る。

22)
障害者雇用の意義、障害特性の理解、良好な関係作り、適切な指導・関わり方等のテーマが考えら
れる。

●

□

a) 障害福祉サービスの理解

障害福祉サービス全体像と各種サービスの概要を理解し、情報提供を行う。

b)

就労系福祉サービス25) のサービス内容や報酬体系について基本的な内容を理解した上で、支援を
行う。

c)

障害福祉サービスを活用しつつ働くことについて検討し、提案を行う。

d)

所得保障に関する社会保障制度の内容や手続きを理解し、収入の見通しを立てる相談で活用すると
ともに、相談窓口の紹介を行う。

23)
障害者総合支援法によるサービスと児童福祉法によるサービス。代表的なサービスとしては、就労
移行支援等の訓練等給付、計画相談支援等の相談支援、医療費の自己負担額を軽減する自立支援医
療等がある。

24)厚生年金、雇用保険、労災保険や公的扶助に基づく給付により所得を保障する制度。

25)就労移行支援、就労継続支援（A型・B型）、就労定着支援を指す。

●

□

a)

障害者本人が仕事と生活のバランスを見つけられるように、必要に応じて相談する。

b)

充実した生活が送れるように、障害者本人の余暇ニーズを把握し、余暇活動の取組方法について一
緒に検討したり社会資源の開拓を行う。

c) 住居の確保に向けた情報提供

生活や通勤のニーズに合った住居の確保に向けて、手続きに係る情報提供や、福祉サービス27) 利
用に向けた相談窓口の紹介を行う。

26)
支援制度・サービスだけでなく、利用者のニーズの充足に関連するあらゆる人材、団体、情報、技
術等を指す。

27)グループホーム等が考えられる。

余暇活動のニーズ把握と情報提供

事業主のニーズや懸念事項の把握

ワークライフバランスと生活の充実のための相談・情報提供

仕事と生活のバランスを取りつつ、充実した生活が送れるように、本人との相談や社会資源26) の開拓・
情報提供を行うこと。

【具体的内容】

ワークライフバランスに関する相談

所得保障に関する社会保障制度の理解

障害福祉サービスの活用事例の提案

事業主の障害者雇用に関するニーズの把握と取組の支援

事業主の障害者雇用に関するニーズや懸念事項を把握した上で、必要に応じて相談・研修・情報交換等の
機会を作り、企業の障害者受け入れ体制の構築を支援すること。

【具体的内容】

事業主や従業員に対する研修・説明

障害福祉サービスや社会保障制度の理解

障害福祉サービス23) や所得保障に関する社会保障制度24) についての基礎的事項を理解し、情報提供を行
うこと。

【具体的内容】

就労系福祉サービスの報酬体系の理解

●

□

a)

働くことが、障害者の経済・精神・生活の自立、健康の維持・回復、所属・役割意識の確立、充実
感の獲得と自己実現等に繋がることの意義を理解して支援に取り組む。

b)

すべての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら生活や仕事ができる社会や職場の実現のため
に、障害者を含む多様な人材の雇用機会拡大や働きやすい職場づくり推進の重要性を理解して、障
害者の権利擁護や事業主等への支援に取り組む。

●

□

a) 体系的な教示（システマティック・インストラクション）

目標とする行動の習得に向け、段階的な計画を立て、支援者又は周囲が手本を見せる、手がかりを
与える、繰り返しの練習を促す、環境を調整するなどの集中的な働きかけを行う。

b) 行動習得のための環境整備

目標の内容によっては、障害者本人が自力で全て行うことを目指すのではなく、周囲の関係者（同

僚・上司等）や職場環境整備等による自然で無理のないサポートを活用29) した習得を目指す。

c)

障害者本人が周囲のサポート等を活用しつつ自立的に行動できるように、目標とする行動の習得度
等を考慮した上で、集中的な働きかけの内容や頻度を段階的に弱める。

28)例えば、応用行動分析学、社会学習理論に基づく技法がある。

29)
例えば、無理のない範囲での上司からの声がけ、報告のタイミングの定型化、休憩の必要性に気づ
くためのタイマーの活用等。

●

□

a)

障害者本人の能力や特性と、実際の仕事内容、求めている知識・スキルや水準、職場の環境、雇用
条件との適合性について検討する。

b)

障害者本人の意向を尊重した上で、本人の能力・特性や興味を説明する。

c) 職場環境・職務の調整

職場のニーズを踏まえつつ、障害者本人が成長できる職場環境・職務の調整を提案する。

障害者の働く意義と権利擁護・共生社会実現の理解

障害の有無や程度に関わらず、働くことには重要な意義があり、すべての人が相互に人格と個性を尊重し
合いながら生活や仕事ができる社会や職場の実現を目指すことの必要性を理解した上で、障害者の権利擁
護や事業主等への支援に取り組むこと。

【具体的内容】

働くことの意義の理解

ノーマライゼーション、インクルージョン、ダイバーシティ実現の重要性の理解

目標とするスキルや行動を習得するための支援

障害者本人が目標とする行動（社会的スキルや課題への対処行動等）を身に付けられるように、行動の習

得に科学的根拠のある技法28) を用いた体系的な支援をすること。

【具体的内容】

障害者本人が目標とする行動を身につけられるように、以下の手法に基づいた体系的な支援を行う。

フェイディング

職場・職務の調整支援

障害者本人の能力・特性と職場・職務との適合性を考慮して、必要に応じて事業主に職場・職務の調整を
提案すること。

【具体的内容】

本人と仕事内容や職場環境・条件の適合性の検討

障害者本人の能力・特性・興味の説明
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●

□

a)

事業主のニーズや懸念事項を把握した上で、雇用計画・方針の策定に向けた相談に乗る。

b)

事業主や従業員の理解を深めるため、ニーズに合った障害者雇用に関する研修・説明22) を行う。

c) 企業同士の情報交換の促進

障害者雇用に取り組む企業同士が情報交換・情報共有できる機会を作る。

22)
障害者雇用の意義、障害特性の理解、良好な関係作り、適切な指導・関わり方等のテーマが考えら
れる。

●

□

a) 障害福祉サービスの理解

障害福祉サービス全体像と各種サービスの概要を理解し、情報提供を行う。

b)

就労系福祉サービス25) のサービス内容や報酬体系について基本的な内容を理解した上で、支援を
行う。

c)

障害福祉サービスを活用しつつ働くことについて検討し、提案を行う。

d)

所得保障に関する社会保障制度の内容や手続きを理解し、収入の見通しを立てる相談で活用すると
ともに、相談窓口の紹介を行う。

23)
障害者総合支援法によるサービスと児童福祉法によるサービス。代表的なサービスとしては、就労
移行支援等の訓練等給付、計画相談支援等の相談支援、医療費の自己負担額を軽減する自立支援医
療等がある。

24)厚生年金、雇用保険、労災保険や公的扶助に基づく給付により所得を保障する制度。

25)就労移行支援、就労継続支援（A型・B型）、就労定着支援を指す。

●

□

a)

障害者本人が仕事と生活のバランスを見つけられるように、必要に応じて相談する。

b)

充実した生活が送れるように、障害者本人の余暇ニーズを把握し、余暇活動の取組方法について一
緒に検討したり社会資源の開拓を行う。

c) 住居の確保に向けた情報提供

生活や通勤のニーズに合った住居の確保に向けて、手続きに係る情報提供や、福祉サービス27) 利
用に向けた相談窓口の紹介を行う。

26)
支援制度・サービスだけでなく、利用者のニーズの充足に関連するあらゆる人材、団体、情報、技
術等を指す。

27)グループホーム等が考えられる。

余暇活動のニーズ把握と情報提供

事業主のニーズや懸念事項の把握

ワークライフバランスと生活の充実のための相談・情報提供

仕事と生活のバランスを取りつつ、充実した生活が送れるように、本人との相談や社会資源26) の開拓・
情報提供を行うこと。

【具体的内容】

ワークライフバランスに関する相談

所得保障に関する社会保障制度の理解

障害福祉サービスの活用事例の提案

事業主の障害者雇用に関するニーズの把握と取組の支援

事業主の障害者雇用に関するニーズや懸念事項を把握した上で、必要に応じて相談・研修・情報交換等の
機会を作り、企業の障害者受け入れ体制の構築を支援すること。

【具体的内容】

事業主や従業員に対する研修・説明

障害福祉サービスや社会保障制度の理解

障害福祉サービス23) や所得保障に関する社会保障制度24) についての基礎的事項を理解し、情報提供を行
うこと。

【具体的内容】

就労系福祉サービスの報酬体系の理解

●

□

a)

働くことが、障害者の経済・精神・生活の自立、健康の維持・回復、所属・役割意識の確立、充実
感の獲得と自己実現等に繋がることの意義を理解して支援に取り組む。

b)

すべての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら生活や仕事ができる社会や職場の実現のため
に、障害者を含む多様な人材の雇用機会拡大や働きやすい職場づくり推進の重要性を理解して、障
害者の権利擁護や事業主等への支援に取り組む。

●

□

a) 体系的な教示（システマティック・インストラクション）

目標とする行動の習得に向け、段階的な計画を立て、支援者又は周囲が手本を見せる、手がかりを
与える、繰り返しの練習を促す、環境を調整するなどの集中的な働きかけを行う。

b) 行動習得のための環境整備

目標の内容によっては、障害者本人が自力で全て行うことを目指すのではなく、周囲の関係者（同

僚・上司等）や職場環境整備等による自然で無理のないサポートを活用29) した習得を目指す。

c)

障害者本人が周囲のサポート等を活用しつつ自立的に行動できるように、目標とする行動の習得度
等を考慮した上で、集中的な働きかけの内容や頻度を段階的に弱める。

28)例えば、応用行動分析学、社会学習理論に基づく技法がある。

29)
例えば、無理のない範囲での上司からの声がけ、報告のタイミングの定型化、休憩の必要性に気づ
くためのタイマーの活用等。

●

□

a)

障害者本人の能力や特性と、実際の仕事内容、求めている知識・スキルや水準、職場の環境、雇用
条件との適合性について検討する。

b)

障害者本人の意向を尊重した上で、本人の能力・特性や興味を説明する。

c) 職場環境・職務の調整

職場のニーズを踏まえつつ、障害者本人が成長できる職場環境・職務の調整を提案する。

障害者の働く意義と権利擁護・共生社会実現の理解

障害の有無や程度に関わらず、働くことには重要な意義があり、すべての人が相互に人格と個性を尊重し
合いながら生活や仕事ができる社会や職場の実現を目指すことの必要性を理解した上で、障害者の権利擁
護や事業主等への支援に取り組むこと。

【具体的内容】

働くことの意義の理解

ノーマライゼーション、インクルージョン、ダイバーシティ実現の重要性の理解

目標とするスキルや行動を習得するための支援

障害者本人が目標とする行動（社会的スキルや課題への対処行動等）を身に付けられるように、行動の習

得に科学的根拠のある技法28) を用いた体系的な支援をすること。

【具体的内容】

障害者本人が目標とする行動を身につけられるように、以下の手法に基づいた体系的な支援を行う。

フェイディング

職場・職務の調整支援

障害者本人の能力・特性と職場・職務との適合性を考慮して、必要に応じて事業主に職場・職務の調整を
提案すること。

【具体的内容】

本人と仕事内容や職場環境・条件の適合性の検討

障害者本人の能力・特性・興味の説明
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３３　　職職場場適適応応・・定定着着ののたためめのの障障害害者者本本人人とと企企業業双双方方へへのの支支援援

●

□

a)

障害者本人と職場の管理者や同僚と一緒に、本人が仕事の手順を習得して遂行力を高められる方法
を検討する。

b)

障害者本人に対する業務指示の方法や職場環境について、安心及び仕事への意欲に繋がるように障
害者本人と管理者や同僚と一緒に検討する。

c)

障害者本人が自ら周囲に援助要請31) を行えるように、障害者本人と職場の管理者・同僚が直接話
し合う場の設定を調整する。

d) 職場環境や職務内容等の変化への対応の検討

職場環境や職務内容等の変化32) に対応できるように、障害者本人が対応可能な方法を検討する。

30)必要に応じて人事担当者、障害者雇用担当者等を含む。

31)自分から困ったことを相談すること。

32)障害者本人や管理者・同僚の異動、指示系統の複雑化、職務の追加、スケジュールの変化等。

●

□

a)

障害者本人に、職場見学・職場実習の目的や内容を説明し、実施の意向を確認する。

b)

障害者本人の興味や希望に合わせて職場見学・職場実習の受入れ先を開拓する。

c)

企業に対して、職場実習の目的やメリットを説明し、実施の調整をする。

d)

職場実習中の災害や賃金の問題に留意しつつ、職場実習の支援事業の活用について企業への説明を
行う。

e) 職場実習中の本人と職場への支援

職場実習を実施し、職場適応に向けて障害者本人と職場双方への支援を行う。

f)

職場実習の振り返りを障害者本人、事業主や関係機関等と行い、今後の働き方や必要なサポート・
環境等を整理する。

●

□

a)

各種障害の理解と配慮に必要な一般的な障害特性を分かり易く、簡潔に説明する。

b) 雇用管理のポイントや合理的配慮の具体例を紹介

各種障害の特性を踏まえた一般的な雇用管理のポイントや合理的配慮の具体例を紹介する。

障害者本人のニーズに合った職場見学・職場実習の支援

障害者本人のニーズに合った職場見学・職場実習の機会を設定し、職場のサポートや環境を整えるための
支援を行うこと。

【具体的内容】

職場見学・職場実習の説明

興味・希望に合った受入れ先の開拓

企業に対する職場見学・職場実習の説明

障害特性や雇用管理のポイントに関する一般的な説明

事業主に対して、各種障害の理解と合理的配慮の提供に役立つ一般的な障害特性や基本的な対応、雇用管
理のポイントを分かり易く説明すること。

【具体的内容】

障害特性についての説明

職場実習の支援事業の説明

職場実習の振り返り

【具体的内容】

仕事の手順習得と職務遂行力向上の支援

職場適応・定着に繋がる人的・物理的環境の調整

障害者本人の援助要請の促進と管理者・職場との話し合いの場の設定

障害者本人が職場において仕事の遂行力を高め、精神的にも安定・充実した働き方ができるように、本人

と職場の管理者30) や同僚と一緒に職場適応・定着の方法を検討すること。

仕事の遂行力向上と職場適応のための支援

●

□

a)

障害者本人の退職の意向が聞かれた際には、その理由や背景を聴取して、今後の進路について一緒
に検討する。

b)

障害者本人が退職する必要がある時は、円滑な退職に向けて取るべき適切な手続き33) について助
言する。

c)

障害者本人の意向や状況に応じて、退職後に利用できる制度やサービス（雇用保険の受給の仕方等
の所得保障を含む）の情報を提供する。

d) これまでの仕事の経験の振り返りと再就職に向けた相談

これまでの仕事の経験を振り返り、仕事での強みを確認するとともに、再就職に向けて自分に適し
た仕事・職務の条件や今後必要なサポートについて話し合う。

33)
退職の申し出や退職願の提出、貸与されている物の返却、退職後の社会保険の手続きに向けた準備
等がある。

●

□

a)

障害者本人の同意を得た上で、個別ケースにおける本人の特徴や支援目標を端的に説明し、スムー
ズな支援の展開や情報の引継ぎを行う。

b)

個別ケースについて新たに連携する機関に、障害者本人が現在関わっている支援機関がどのような
支援を行っているか、本人の同意を得た上で説明を行う。

c) ケース会議等による情報集約・合意形成・役割分担

障害者本人や関係機関を交えた話し合いやケース会議34) 等により、情報集約と合意形成や役割分
担を行う。

34)
利用者の課題解決及びより充実した職業生活に向けて、関係者が集まり情報共有し、より良い支援
に繋げるために行う会議。

●

□

a)

定期的な職場訪問による状況確認を実施し、障害者本人の職場適応状況と社内サポート体制、要求
内容や要求水準の変化などをモニタリングする。

b)

今後のキャリアアップ等の目標とそのために必要なステップを、障害者本人や事業主と共に整理す
る。

c)

本人の安定的な職場適応と企業の継続可能で自立的な雇用に向けて、障害者本人、事業主、家族、
関係機関と必要な支援について話し合う。

d)

支援者としての役割・限界を理解し、障害者本人・企業の自立と定期的フォローアップの必要性を
見極め、必要に応じた支援を継続的に提供する方法を提案する。

e) 在職者同士の交流の場の提供・紹介

必要に応じて、障害者本人の精神的サポート及び継続的支援体制構築のため、働いている障害者同
士の交流の機会を提供又は紹介する。

今後の必要な支援に関する話し合い

今後のフォローアップ計画の提案

退職の意向と背景の確認

円滑な退職に向けた手続きの助言

個別ケースについての連携先機関への情報提供と連携体制の構築

定期的な職場訪問とモニタリング

フォローアップ

定期的な職場訪問や情報共有等のフォローアップを通じて、職場適応状況のモニタリングとキャリアアッ
プ等の目標の整理を行い、必要な支援を提案・実施すること。

【具体的内容】

キャリアアップ等に向けたステップの整理

退職後に利用できる制度・サービスの情報提供

退職と再就職に向けた支援

退職する必要が生じた場合には、今後の見通しを整理した上で、適切な退職の手続きや、退職後に必要と
なるサポートについての情報提供等を行うこと。

【具体的内容】

連携機関へのケース概要の端的な説明

個別ケースについてのスムーズな連携に向けて、連携機関との適切な情報共有と役割分担等の調整を行う
こと。

【具体的内容】

連携機関への経過の説明
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●

□

a)

障害者本人と職場の管理者や同僚と一緒に、本人が仕事の手順を習得して遂行力を高められる方法
を検討する。

b)

障害者本人に対する業務指示の方法や職場環境について、安心及び仕事への意欲に繋がるように障
害者本人と管理者や同僚と一緒に検討する。

c)

障害者本人が自ら周囲に援助要請31) を行えるように、障害者本人と職場の管理者・同僚が直接話
し合う場の設定を調整する。

d) 職場環境や職務内容等の変化への対応の検討

職場環境や職務内容等の変化32) に対応できるように、障害者本人が対応可能な方法を検討する。

30)必要に応じて人事担当者、障害者雇用担当者等を含む。

31)自分から困ったことを相談すること。

32)障害者本人や管理者・同僚の異動、指示系統の複雑化、職務の追加、スケジュールの変化等。

●

□

a)

障害者本人に、職場見学・職場実習の目的や内容を説明し、実施の意向を確認する。

b)

障害者本人の興味や希望に合わせて職場見学・職場実習の受入れ先を開拓する。

c)

企業に対して、職場実習の目的やメリットを説明し、実施の調整をする。

d)

職場実習中の災害や賃金の問題に留意しつつ、職場実習の支援事業の活用について企業への説明を
行う。

e) 職場実習中の本人と職場への支援

職場実習を実施し、職場適応に向けて障害者本人と職場双方への支援を行う。

f)

職場実習の振り返りを障害者本人、事業主や関係機関等と行い、今後の働き方や必要なサポート・
環境等を整理する。

●

□

a)

各種障害の理解と配慮に必要な一般的な障害特性を分かり易く、簡潔に説明する。

b) 雇用管理のポイントや合理的配慮の具体例を紹介

各種障害の特性を踏まえた一般的な雇用管理のポイントや合理的配慮の具体例を紹介する。

障害者本人のニーズに合った職場見学・職場実習の支援

障害者本人のニーズに合った職場見学・職場実習の機会を設定し、職場のサポートや環境を整えるための
支援を行うこと。

【具体的内容】

職場見学・職場実習の説明

興味・希望に合った受入れ先の開拓

企業に対する職場見学・職場実習の説明

障害特性や雇用管理のポイントに関する一般的な説明

事業主に対して、各種障害の理解と合理的配慮の提供に役立つ一般的な障害特性や基本的な対応、雇用管
理のポイントを分かり易く説明すること。

【具体的内容】

障害特性についての説明

職場実習の支援事業の説明

職場実習の振り返り

【具体的内容】

仕事の手順習得と職務遂行力向上の支援

職場適応・定着に繋がる人的・物理的環境の調整

障害者本人の援助要請の促進と管理者・職場との話し合いの場の設定

障害者本人が職場において仕事の遂行力を高め、精神的にも安定・充実した働き方ができるように、本人

と職場の管理者30) や同僚と一緒に職場適応・定着の方法を検討すること。

仕事の遂行力向上と職場適応のための支援

●

□

a)

障害者本人の退職の意向が聞かれた際には、その理由や背景を聴取して、今後の進路について一緒
に検討する。

b)

障害者本人が退職する必要がある時は、円滑な退職に向けて取るべき適切な手続き33) について助
言する。

c)

障害者本人の意向や状況に応じて、退職後に利用できる制度やサービス（雇用保険の受給の仕方等
の所得保障を含む）の情報を提供する。

d) これまでの仕事の経験の振り返りと再就職に向けた相談

これまでの仕事の経験を振り返り、仕事での強みを確認するとともに、再就職に向けて自分に適し
た仕事・職務の条件や今後必要なサポートについて話し合う。

33)
退職の申し出や退職願の提出、貸与されている物の返却、退職後の社会保険の手続きに向けた準備
等がある。

●

□

a)

障害者本人の同意を得た上で、個別ケースにおける本人の特徴や支援目標を端的に説明し、スムー
ズな支援の展開や情報の引継ぎを行う。

b)

個別ケースについて新たに連携する機関に、障害者本人が現在関わっている支援機関がどのような
支援を行っているか、本人の同意を得た上で説明を行う。

c) ケース会議等による情報集約・合意形成・役割分担

障害者本人や関係機関を交えた話し合いやケース会議34) 等により、情報集約と合意形成や役割分
担を行う。

34)
利用者の課題解決及びより充実した職業生活に向けて、関係者が集まり情報共有し、より良い支援
に繋げるために行う会議。

●

□

a)

定期的な職場訪問による状況確認を実施し、障害者本人の職場適応状況と社内サポート体制、要求
内容や要求水準の変化などをモニタリングする。

b)

今後のキャリアアップ等の目標とそのために必要なステップを、障害者本人や事業主と共に整理す
る。

c)

本人の安定的な職場適応と企業の継続可能で自立的な雇用に向けて、障害者本人、事業主、家族、
関係機関と必要な支援について話し合う。

d)

支援者としての役割・限界を理解し、障害者本人・企業の自立と定期的フォローアップの必要性を
見極め、必要に応じた支援を継続的に提供する方法を提案する。

e) 在職者同士の交流の場の提供・紹介

必要に応じて、障害者本人の精神的サポート及び継続的支援体制構築のため、働いている障害者同
士の交流の機会を提供又は紹介する。

今後の必要な支援に関する話し合い

今後のフォローアップ計画の提案

退職の意向と背景の確認

円滑な退職に向けた手続きの助言

個別ケースについての連携先機関への情報提供と連携体制の構築

定期的な職場訪問とモニタリング

フォローアップ

定期的な職場訪問や情報共有等のフォローアップを通じて、職場適応状況のモニタリングとキャリアアッ
プ等の目標の整理を行い、必要な支援を提案・実施すること。

【具体的内容】

キャリアアップ等に向けたステップの整理

退職後に利用できる制度・サービスの情報提供

退職と再就職に向けた支援

退職する必要が生じた場合には、今後の見通しを整理した上で、適切な退職の手続きや、退職後に必要と
なるサポートについての情報提供等を行うこと。

【具体的内容】

連携機関へのケース概要の端的な説明

個別ケースについてのスムーズな連携に向けて、連携機関との適切な情報共有と役割分担等の調整を行う
こと。

【具体的内容】

連携機関への経過の説明
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●

□

a)

事業主からの聞き取りや職場観察を行い、業務と人的・物理的環境を総合的に見て、障害者に適し
た職場・職務を見つける。

b)

配属候補の部署における様々な作業の目的、責任、内容や求められる知識・スキルや水準（正確
性・スピード等）を明確にし、リストアップする。

ｃ) 職務の再構成

職務分析によりリストアップした中から適切な作業を組合せ、一人分の職務に再構成する。

ｄ)

事業主・職場関係者からの聞き取り等により、業務上の課題、職場としてできれば助かること、今
後新たに取り組みたいことを明確にし、障害者に適した職務の創出に繋げることができないか検討
する。

●

□

a) 企業の求人内容の詳細把握

事業所への訪問や聞き取りにより、仕事内容、職場環境35) 、求人のきっかけ、仕事の要求水準、
求める人物像等を情報収集する。

b)

事業所への訪問（障害者本人同行の職場見学を含む）により、求人企業の職場環境や仕事内容につ
いて情報収集した上で、必要に応じて職場実習等を提案する。

35)人数、温度、騒音、休憩の取り方、社風等が考えられる。

●

□

a)

障害者本人が所属する職場の文化・ルールや本人に求められている役割を把握するため、他の従業
員への聞き取りや職場の様子の観察を行う。

b) 職場での適切な振る舞い方についての助言

職場の文化・ルールや本人に求められている役割を踏まえた適切な振る舞い方について、理由を丁
寧に説明し、具体的な例を交えて本人が理解できるように伝える。

●

□

a)

課題分析を行い、職務の構成要素や具体的な手順を明確化し、障害者が作業を遂行するに当たり課
題となっている要素を明らかにする。

b)

課題分析により明らかになった課題の解決に繋がる教え方やツール（補助具、作業手順書等）を事
業主に提案する。

c)

明確に示されていない事項（休憩の取り方・過ごし方など）やマニュアル化されていない作業の工
程を確認し、事業主と共有する。

d) 作業手順の見える化

事業主との相談を通じて、障害者本人に合わせた作業手順書やマニュアル等の作成を提案・提供す
る。

事業所訪問を通した職場環境・仕事内容の情報収集

職場に適応する行動習得のための支援

障害者本人が職場に適応する行動がとれるように、所属する職場の文化・ルールや本人に求められている
役割について、職場の観察や聞き取りを通して情報収集し、本人に助言すること。

【具体的内容】

職場の文化・ルール、本人に求められている役割の把握

課題分析と解決策の提案

職場・職務のアセスメントと職務の再構成・創出支援

障害者の配属の候補となり得る職場・職務を人的・物理的視点からアセスメントし、適した職務の再構
成・創出を行うこと。

【具体的内容】

職務の情報収集

職務の創出

求人とのマッチングのための職場の情報収集

求人とのマッチングの参考にするため、求人企業の職場環境や詳しい仕事内容、応募者に求める条件等の
情報収集を行うこと。

【具体的内容】

職務分析の実施

障害者の円滑な作業遂行と職場定着のため、課題分析に基づいて、事業主に適切な解決策の提案やツール
等の提供を行うこと。

【具体的内容】

課題分析の実施と課題の特定

解決策の提案

暗黙のルールの明示化

●

□

a)

利用者のニーズに応じて社会資源やプログラムを紹介し、その内容と利用方法を利用者が理解でき
るように説明する。

b) 医療機関等との適切な連携

障害者本人に症状の悪化や懸念すべき状況が見られた場合は、医療機関等の適切な機関と連携をと
る。

●

□

a) 応募する求人の自己選択の支援

障害者本人の希望・適性と求人情報とを照らし合わせた整理を一緒に行い、応募する求人の自己選
択をサポートする。

b) ハローワークや民間の職業紹介機関の活用

ハローワークや民間の職業紹介機関、求人メディアなどの求人情報を活用し、希望や適性に合った
求人情報を障害者本人と共有する。

c) 求人検索方法の説明

障害者本人自ら検索できるように、求人情報の検索方法を説明する。

d)

必要があれば、ハローワークや地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター等と連携
して、職場開拓を行う。

●

□

a)

休職者と事業主双方と話し合い、職場復帰に向けて必要な事項を整理する。

b)

休職者の円滑な職場復帰のため、職場復帰支援（リワーク支援）やリハビリ出勤等のプログラムの
提案、実施の助言を行う。

c)

必要に応じて職場復帰支援（リワーク支援）を実施又は紹介する。

d) 社内サポート体制作りの助言

休職者の職場復帰後の社内サポート体制作りについて事業主や職場の管理者に助言する。

職場復帰までに必要な事項の整理

復職に向けたプログラム等の提案

職場復帰支援の実施

休職者の職場復帰支援

休職者と事業主との話し合いを通じて、復職に向けたプロセスの整理、職場復帰支援の提案・紹介・実施
や円滑な職場復帰に向けた社内サポート体制づくりの助言を行うこと。

【具体的内容】

職場開拓

障害者本人が希望や適性に合った仕事を自己選択できるよう、求人情報の収集・整理の支援を行うこと。

【具体的内容】

関係機関との連携の必要性の検討と紹介

利用者（障害者本人や事業主等）に必要な支援について、適切な連携機関を検討の上、分かり易く紹介す
ること。

【具体的内容】

社会資源に関する情報提供

障害者本人の仕事の選択の支援
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●

□

a)

事業主からの聞き取りや職場観察を行い、業務と人的・物理的環境を総合的に見て、障害者に適し
た職場・職務を見つける。

b)

配属候補の部署における様々な作業の目的、責任、内容や求められる知識・スキルや水準（正確
性・スピード等）を明確にし、リストアップする。

ｃ) 職務の再構成

職務分析によりリストアップした中から適切な作業を組合せ、一人分の職務に再構成する。

ｄ)

事業主・職場関係者からの聞き取り等により、業務上の課題、職場としてできれば助かること、今
後新たに取り組みたいことを明確にし、障害者に適した職務の創出に繋げることができないか検討
する。

●

□

a) 企業の求人内容の詳細把握

事業所への訪問や聞き取りにより、仕事内容、職場環境35) 、求人のきっかけ、仕事の要求水準、
求める人物像等を情報収集する。

b)

事業所への訪問（障害者本人同行の職場見学を含む）により、求人企業の職場環境や仕事内容につ
いて情報収集した上で、必要に応じて職場実習等を提案する。

35)人数、温度、騒音、休憩の取り方、社風等が考えられる。

●

□

a)

障害者本人が所属する職場の文化・ルールや本人に求められている役割を把握するため、他の従業
員への聞き取りや職場の様子の観察を行う。

b) 職場での適切な振る舞い方についての助言

職場の文化・ルールや本人に求められている役割を踏まえた適切な振る舞い方について、理由を丁
寧に説明し、具体的な例を交えて本人が理解できるように伝える。

●

□

a)

課題分析を行い、職務の構成要素や具体的な手順を明確化し、障害者が作業を遂行するに当たり課
題となっている要素を明らかにする。

b)

課題分析により明らかになった課題の解決に繋がる教え方やツール（補助具、作業手順書等）を事
業主に提案する。

c)

明確に示されていない事項（休憩の取り方・過ごし方など）やマニュアル化されていない作業の工
程を確認し、事業主と共有する。

d) 作業手順の見える化

事業主との相談を通じて、障害者本人に合わせた作業手順書やマニュアル等の作成を提案・提供す
る。

事業所訪問を通した職場環境・仕事内容の情報収集

職場に適応する行動習得のための支援

障害者本人が職場に適応する行動がとれるように、所属する職場の文化・ルールや本人に求められている
役割について、職場の観察や聞き取りを通して情報収集し、本人に助言すること。

【具体的内容】

職場の文化・ルール、本人に求められている役割の把握

課題分析と解決策の提案

職場・職務のアセスメントと職務の再構成・創出支援

障害者の配属の候補となり得る職場・職務を人的・物理的視点からアセスメントし、適した職務の再構
成・創出を行うこと。

【具体的内容】

職務の情報収集

職務の創出

求人とのマッチングのための職場の情報収集

求人とのマッチングの参考にするため、求人企業の職場環境や詳しい仕事内容、応募者に求める条件等の
情報収集を行うこと。

【具体的内容】

職務分析の実施

障害者の円滑な作業遂行と職場定着のため、課題分析に基づいて、事業主に適切な解決策の提案やツール
等の提供を行うこと。

【具体的内容】

課題分析の実施と課題の特定

解決策の提案

暗黙のルールの明示化

●

□

a)

利用者のニーズに応じて社会資源やプログラムを紹介し、その内容と利用方法を利用者が理解でき
るように説明する。

b) 医療機関等との適切な連携

障害者本人に症状の悪化や懸念すべき状況が見られた場合は、医療機関等の適切な機関と連携をと
る。

●

□

a) 応募する求人の自己選択の支援

障害者本人の希望・適性と求人情報とを照らし合わせた整理を一緒に行い、応募する求人の自己選
択をサポートする。

b) ハローワークや民間の職業紹介機関の活用

ハローワークや民間の職業紹介機関、求人メディアなどの求人情報を活用し、希望や適性に合った
求人情報を障害者本人と共有する。

c) 求人検索方法の説明

障害者本人自ら検索できるように、求人情報の検索方法を説明する。

d)

必要があれば、ハローワークや地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター等と連携
して、職場開拓を行う。

●

□

a)

休職者と事業主双方と話し合い、職場復帰に向けて必要な事項を整理する。

b)

休職者の円滑な職場復帰のため、職場復帰支援（リワーク支援）やリハビリ出勤等のプログラムの
提案、実施の助言を行う。

c)

必要に応じて職場復帰支援（リワーク支援）を実施又は紹介する。

d) 社内サポート体制作りの助言

休職者の職場復帰後の社内サポート体制作りについて事業主や職場の管理者に助言する。

職場復帰までに必要な事項の整理

復職に向けたプログラム等の提案

職場復帰支援の実施

休職者の職場復帰支援

休職者と事業主との話し合いを通じて、復職に向けたプロセスの整理、職場復帰支援の提案・紹介・実施
や円滑な職場復帰に向けた社内サポート体制づくりの助言を行うこと。

【具体的内容】

職場開拓

障害者本人が希望や適性に合った仕事を自己選択できるよう、求人情報の収集・整理の支援を行うこと。

【具体的内容】

関係機関との連携の必要性の検討と紹介

利用者（障害者本人や事業主等）に必要な支援について、適切な連携機関を検討の上、分かり易く紹介す
ること。

【具体的内容】

社会資源に関する情報提供

障害者本人の仕事の選択の支援
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●

□

a)

障害者本人・事業主それぞれの希望やニーズ36) を確認し、必要な配慮・サポートを検討する。

b)

障害者本人に対して、事業主に提案可能な仕事上の配慮の選択肢を伝え、本人が主体的に選択でき
るよう支援する。

c)

障害者本人が、事業主に対して懸念事項を伝え、本人が力を発揮できるとともに企業全体の生産性
向上や働きやすさにも繋がる方策について話し合えるよう調整する。

d) 権利擁護の視点からの話し合いの調整

障害者本人の権利擁護の視点から、本人と事業主の双方にとって有益なものになっているかを支援
者自身が内省しつつ、話し合いの調整を行う。

e)

就労支援機器37) やIT・ICT38) の活用が、障害者本人の仕事のやり易さ向上や効率的な業務遂行に
役立つと考えられる場合は、これらの活用を提案する。

f)

障害者本人だけでなく、一緒に働く従業員にとっても働きやすい方法・工夫を検討し、本人と事業
主双方に提案する。

36)具体的には、勤務時間、職務内容、作業場所、休憩時間などの希望やニーズを指す。

37)
障害者が効率的に業務遂行するために必要な機能を備えた機器。例えば、拡大読書器、画面読み上
げソフト、補聴システム、イヤーマフ等がある。

38)PCソフトやスマホアプリ等が考えられる。

●

□

a) 障害の開示・非開示の意思決定支援

障害者本人が、障害を開示して（もしくは非開示で）働くことによって起こりうる状況について情
報提供を行い、意思決定できるよう支援する。

b)

障害の開示を希望する場合は、事業主に対する特性や配慮事項の適切な説明方法39) をアドバイス
する。

39)簡潔で、真意が伝わる、誤解を生まない説明方法。

障害の開示・非開示に関する意思決定の支援

障害者本人が、自らの障害の開示・非開示の目的とその選択によって起こりうる状況を踏まえて意思決定
や事業主への説明ができるよう支援すること。

【具体的内容】

障害特性と配慮事項の事業主への説明方法の検討

配慮事項の障害者本人の選択の支援

合理的配慮に係る話し合いの調整

就労支援機器やＩＴ・ＩＣＴ（アシスティブ・テクノロジー）活用に関する提案

ユニバーサルデザインの検討・提案

就職後の合理的配慮提供に向けた支援

障害者本人と事業主それぞれの立場や視点を理解した上で、双方の話し合いを通じて、合理的配慮の提供
について調整すること。

【具体的内容】

障害者本人及び事業主のニーズ把握

●

□

a)

仕事における指示・命令を受けたり、職場でコミュニケーションを取ることの多い、複数のキー

パーソン41) を場面観察や関係者の情報により把握する。

b)

同僚・上司への障害者本人との関わり方の見本の提示、解説や研修、本人とのコミュニケーション
のきっかけづくりを通じて障害者本人への支援的な関わりを促進する。

c)

ナチュラルサポートの形成・維持のため、同僚・上司が障害者本人と関わる上での悩みに寄り添
い、状況を改善するための工夫や社内サポート体制づくりを提案する。

d) 専門的支援のフェイディング

同僚・上司等による主体的な取組を促進するため、障害者本人の職場適応と、ナチュラルサポート
形成が確認できた段階で、計画的に専門的な支援をフェードアウトする。

40)
「障害のある人が働いている職場の一般従業員（上司や同僚など）が職場内において（通勤は含
む）、障害のある人が働き続けるために必要なさまざまな援助を、自然にもしくは計画的に提供す
ること」（文献２より引用）。

41)ここでは、障害者が仕事を行うにあたって力になってくれる同僚・上司を指す。

●

□

a) 応募書類作成の支援

アピール・ポイントと配慮を得たい内容が適切に伝わるよう、応募書類42) の作成に係る助言・サ
ポートを行う。

b) 採用面接対策の支援

採用面接を想定したシミュレーションにおいて、自己PRや面接官とのコミュニケーションの取り
方、面接の受け方の練習を実施する。

c)

就職差別につながる恐れがあるような採用面接における不適切な質問については、答える必要がな

いことを障害者本人と確認する43) 。

42)履歴書、職務経歴書の他、自己紹介ツール、就労パスポート等が考えられる。

43)不適切な質問の代表例を一緒に確認しておくこと等が考えられる。

●

□

a) 通勤の方法の提案・助言

通勤経路や交通手段について提案・助言する。

b)

通勤支援を実施し、必要に応じて関連する社会資源を紹介する。

職場におけるナチュラルサポート40) の形成に向けた職場適応支援

職場において、障害者本人が働き続けるために必要な上司・同僚等による援助を促進するとともに、上
司・同僚等の悩みに寄り添い、社内サポート体制づくりを支援すること。

【具体的内容】

就職差別と不適切な質問の理解

通勤支援

通勤経路や交通手段の利用についての提案・助言や通勤支援を行うこと。

【具体的内容】

職場のキーパーソンの把握

同僚・上司による支援的な関わりの促進

職場の悩みに寄り添う支援体制づくり

障害者本人の求職活動の支援

求職活動の場面において、アピール・ポイントや配慮を得たい内容が適切に伝わるように、応募書類の作
成や面接の受け方に関する助言・支援を行うこと。

【具体的内容】

通勤支援に関わる社会資源の活用
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●

□

a)

障害者本人・事業主それぞれの希望やニーズ36) を確認し、必要な配慮・サポートを検討する。

b)

障害者本人に対して、事業主に提案可能な仕事上の配慮の選択肢を伝え、本人が主体的に選択でき
るよう支援する。

c)

障害者本人が、事業主に対して懸念事項を伝え、本人が力を発揮できるとともに企業全体の生産性
向上や働きやすさにも繋がる方策について話し合えるよう調整する。

d) 権利擁護の視点からの話し合いの調整

障害者本人の権利擁護の視点から、本人と事業主の双方にとって有益なものになっているかを支援
者自身が内省しつつ、話し合いの調整を行う。

e)

就労支援機器37) やIT・ICT38) の活用が、障害者本人の仕事のやり易さ向上や効率的な業務遂行に
役立つと考えられる場合は、これらの活用を提案する。

f)

障害者本人だけでなく、一緒に働く従業員にとっても働きやすい方法・工夫を検討し、本人と事業
主双方に提案する。

36)具体的には、勤務時間、職務内容、作業場所、休憩時間などの希望やニーズを指す。

37)
障害者が効率的に業務遂行するために必要な機能を備えた機器。例えば、拡大読書器、画面読み上
げソフト、補聴システム、イヤーマフ等がある。

38)PCソフトやスマホアプリ等が考えられる。

●

□

a) 障害の開示・非開示の意思決定支援

障害者本人が、障害を開示して（もしくは非開示で）働くことによって起こりうる状況について情
報提供を行い、意思決定できるよう支援する。

b)

障害の開示を希望する場合は、事業主に対する特性や配慮事項の適切な説明方法39) をアドバイス
する。

39)簡潔で、真意が伝わる、誤解を生まない説明方法。

障害の開示・非開示に関する意思決定の支援

障害者本人が、自らの障害の開示・非開示の目的とその選択によって起こりうる状況を踏まえて意思決定
や事業主への説明ができるよう支援すること。

【具体的内容】

障害特性と配慮事項の事業主への説明方法の検討

配慮事項の障害者本人の選択の支援

合理的配慮に係る話し合いの調整

就労支援機器やＩＴ・ＩＣＴ（アシスティブ・テクノロジー）活用に関する提案

ユニバーサルデザインの検討・提案

就職後の合理的配慮提供に向けた支援

障害者本人と事業主それぞれの立場や視点を理解した上で、双方の話し合いを通じて、合理的配慮の提供
について調整すること。

【具体的内容】

障害者本人及び事業主のニーズ把握

●

□

a)

仕事における指示・命令を受けたり、職場でコミュニケーションを取ることの多い、複数のキー

パーソン41) を場面観察や関係者の情報により把握する。

b)

同僚・上司への障害者本人との関わり方の見本の提示、解説や研修、本人とのコミュニケーション
のきっかけづくりを通じて障害者本人への支援的な関わりを促進する。

c)

ナチュラルサポートの形成・維持のため、同僚・上司が障害者本人と関わる上での悩みに寄り添
い、状況を改善するための工夫や社内サポート体制づくりを提案する。

d) 専門的支援のフェイディング

同僚・上司等による主体的な取組を促進するため、障害者本人の職場適応と、ナチュラルサポート
形成が確認できた段階で、計画的に専門的な支援をフェードアウトする。

40)
「障害のある人が働いている職場の一般従業員（上司や同僚など）が職場内において（通勤は含
む）、障害のある人が働き続けるために必要なさまざまな援助を、自然にもしくは計画的に提供す
ること」（文献２より引用）。

41)ここでは、障害者が仕事を行うにあたって力になってくれる同僚・上司を指す。

●

□

a) 応募書類作成の支援

アピール・ポイントと配慮を得たい内容が適切に伝わるよう、応募書類42) の作成に係る助言・サ
ポートを行う。

b) 採用面接対策の支援

採用面接を想定したシミュレーションにおいて、自己PRや面接官とのコミュニケーションの取り
方、面接の受け方の練習を実施する。

c)

就職差別につながる恐れがあるような採用面接における不適切な質問については、答える必要がな

いことを障害者本人と確認する43) 。

42)履歴書、職務経歴書の他、自己紹介ツール、就労パスポート等が考えられる。

43)不適切な質問の代表例を一緒に確認しておくこと等が考えられる。

●

□

a) 通勤の方法の提案・助言

通勤経路や交通手段について提案・助言する。

b)

通勤支援を実施し、必要に応じて関連する社会資源を紹介する。

職場におけるナチュラルサポート40) の形成に向けた職場適応支援

職場において、障害者本人が働き続けるために必要な上司・同僚等による援助を促進するとともに、上
司・同僚等の悩みに寄り添い、社内サポート体制づくりを支援すること。

【具体的内容】

就職差別と不適切な質問の理解

通勤支援

通勤経路や交通手段の利用についての提案・助言や通勤支援を行うこと。

【具体的内容】

職場のキーパーソンの把握

同僚・上司による支援的な関わりの促進

職場の悩みに寄り添う支援体制づくり

障害者本人の求職活動の支援

求職活動の場面において、アピール・ポイントや配慮を得たい内容が適切に伝わるように、応募書類の作
成や面接の受け方に関する助言・支援を行うこと。

【具体的内容】

通勤支援に関わる社会資源の活用
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●

□

a)

ケースマネジメント44) の意義・方法を理解し、関係機関との連携を行う。

b)

教育や福祉から雇用への移行の現状45) やそのプロセスを理解して、教育や福祉機関との連携を行
う。

c)

様々な関係者が互いに補い合い、障害者本人を共に支える対等・平等な関係を築く意識を持ち、関
係機関と一緒に考える姿勢で連携を行う。

d) 進捗状況の適宜共有

関係機関と適宜連携を取り、ケースの進捗状況を共有する。

44)
障害者本人のニーズ充足のため、各種支援サービスを調整・提供し、支援ネットワークを作ること
で本人の職業生活を支える援助方法。

45)
教育現場における進路指導の実態、各学校や就労移行・継続支援事業所の雇用への移行実績と課題
等。

●

□

a) 障害者本人との相談場面での情報収集

継続的な相談を行う中で、障害者本人との信頼関係や必要なタイミングなども踏まえつつ、必要な
情報を収集する。

b) 障害者本人を取り巻く周囲からの情報収集

障害者本人の同意を得た上で、家族や関係機関から必要な情報を収集する。

c)

主治医からの情報46) を得て、障害者本人の現在の状態、予後や今後の治療方針等を把握する。

46)
通院同行等により直接やりとりする方法の他、診断書・意見書、障害者本人を介した情報共有等が
考えられる。

関係機関との協同関係の構築

関係機関とのチーム支援

各地域における関係機関それぞれの役割や機能を理解した上で、障害者本人を共に支える意識を持ち、
チーム支援を行うこと。

【具体的内容】

ケースマネジメントの理解

教育や福祉から雇用への移行プロセスと現状の理解

聞き取りや資料等による情報収集

障害者本人・家族・関係機関からの聞き取り、履歴書・職務経歴書、関係機関等からの情報提供書等の提
供などにより、情報を適切に収集すること。

【具体的内容】

医療機関からの情報収集

４４　　障障害害者者本本人人のの自自己己理理解解とと自自信信向向上上のの支支援援

●

□

a) 行動分析と行動記録

実際の職場や職場に近い作業場面での様子について、何がきっかけとなり、どのような言動（思
考）をして、どのような結果になったのか、行動レベルで記録をつける。

b)

具体的に記録した内容に基づいて、対人技能や本人に合った作業内容や環境、必要な支援について
障害者本人と一緒に整理・分析する。

●

□

a) 自己肯定感の回復の支援

障害者本人が本来の力を発揮できるように、自己肯定感の回復に着目した支援を行う。

b)

障害者本人が自身の強みや力を発揮できる職務や職場環境への気づきを得られるように支援する。

●

□

a) 言いかえ、解釈、確認の質問等

言いかえ、解釈、確認の質問等の内省を促すカウンセリングの技法を用いて、障害者本人が自己に
向き合うきっかけを作る。

b) 体験や振り返りを通した強みや課題への気づきの支援

障害者本人が自身でできること・強みや課題と必要な支援に気づけるように、体験47) や振り返り
の支援を行う。

c)

グループワークを通じて、様々な意見やグループメンバーの言動から、自分自身に関する気づきが
得られるよう支援する。

47)
例えば、職場実習、実際に働く経験、模擬的就労場面（就労移行支援事業所における作業等）等の
職業的な体験の他、生活場面の様々な体験も含むリアルな体験の場。

●

□

a) 様々な仕事・働き方の体験と振り返り

様々な仕事・働き方について、体験48) と振り返りを通して理解を深め、それぞれの仕事・働き方
を選択した際に自身に起こりうる状況を障害者本人とともに整理する。

b) 自己評価と他者評価のすり合わせ

障害者本人の自己評価と支援者や職場の上司等の他者評価を共有し、すり合わせを行う。

c)

働く希望や目標の達成に向けて課題となる内的要因（スキル不足など）や外的要因（景気の悪化な
ど）の整理と対応法の検討を本人と一緒に行う。

48)
例えば、職場実習、実際に働く経験、対価を得る経験、模擬的就労場面（就労移行支援事業所にお
ける作業等）等の職業的な体験で、職場見学、求人情報の閲覧等の求職活動の体験も含まれる。

障害者本人が自身の強みに気づき、自己肯定感を回復することで、本来の力を発揮できるよう支援するこ
と。

ストレングスへの着目

障害者本人の自己探求を促進する支援

障害者本人が自分自身を深く理解するための様々な気づきが得られるように、カウンセリング技法を活用
した相談、体験や振り返り等の支援を行うこと。

【具体的内容】

職業との関わりの中での自己の理解を深める支援

希望や目標に向けた課題と対応法の整理

グループワークを通した自己理解の深化

【具体的内容】

障害者本人が自分に合った働き方と希望・目標の達成方法を見つけられるように、職業との関わりの中で
の自己の理解を深める支援を行うこと。

【具体的内容】

実際の職場（実習等含む）又は職場に近い作業場面（模擬的就労場面等）での行動観察を通して、対人技
能や本人に合った作業内容や環境、必要な支援を障害者本人と一緒に整理・分析すること。

【具体的内容】

行動記録に基づく課題と解決策の整理・分析

障害者本人の自己肯定感の回復の支援

行動観察
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●

□

a)

ケースマネジメント44) の意義・方法を理解し、関係機関との連携を行う。

b)

教育や福祉から雇用への移行の現状45) やそのプロセスを理解して、教育や福祉機関との連携を行
う。

c)

様々な関係者が互いに補い合い、障害者本人を共に支える対等・平等な関係を築く意識を持ち、関
係機関と一緒に考える姿勢で連携を行う。

d) 進捗状況の適宜共有

関係機関と適宜連携を取り、ケースの進捗状況を共有する。

44)
障害者本人のニーズ充足のため、各種支援サービスを調整・提供し、支援ネットワークを作ること
で本人の職業生活を支える援助方法。

45)
教育現場における進路指導の実態、各学校や就労移行・継続支援事業所の雇用への移行実績と課題
等。

●

□

a) 障害者本人との相談場面での情報収集

継続的な相談を行う中で、障害者本人との信頼関係や必要なタイミングなども踏まえつつ、必要な
情報を収集する。

b) 障害者本人を取り巻く周囲からの情報収集

障害者本人の同意を得た上で、家族や関係機関から必要な情報を収集する。

c)

主治医からの情報46) を得て、障害者本人の現在の状態、予後や今後の治療方針等を把握する。

46)
通院同行等により直接やりとりする方法の他、診断書・意見書、障害者本人を介した情報共有等が
考えられる。

関係機関との協同関係の構築

関係機関とのチーム支援

各地域における関係機関それぞれの役割や機能を理解した上で、障害者本人を共に支える意識を持ち、
チーム支援を行うこと。

【具体的内容】

ケースマネジメントの理解

教育や福祉から雇用への移行プロセスと現状の理解

聞き取りや資料等による情報収集

障害者本人・家族・関係機関からの聞き取り、履歴書・職務経歴書、関係機関等からの情報提供書等の提
供などにより、情報を適切に収集すること。

【具体的内容】

医療機関からの情報収集

４４　　障障害害者者本本人人のの自自己己理理解解とと自自信信向向上上のの支支援援

●

□

a) 行動分析と行動記録

実際の職場や職場に近い作業場面での様子について、何がきっかけとなり、どのような言動（思
考）をして、どのような結果になったのか、行動レベルで記録をつける。

b)

具体的に記録した内容に基づいて、対人技能や本人に合った作業内容や環境、必要な支援について
障害者本人と一緒に整理・分析する。

●

□

a) 自己肯定感の回復の支援

障害者本人が本来の力を発揮できるように、自己肯定感の回復に着目した支援を行う。

b)

障害者本人が自身の強みや力を発揮できる職務や職場環境への気づきを得られるように支援する。

●

□

a) 言いかえ、解釈、確認の質問等

言いかえ、解釈、確認の質問等の内省を促すカウンセリングの技法を用いて、障害者本人が自己に
向き合うきっかけを作る。

b) 体験や振り返りを通した強みや課題への気づきの支援

障害者本人が自身でできること・強みや課題と必要な支援に気づけるように、体験47) や振り返り
の支援を行う。

c)

グループワークを通じて、様々な意見やグループメンバーの言動から、自分自身に関する気づきが
得られるよう支援する。

47)
例えば、職場実習、実際に働く経験、模擬的就労場面（就労移行支援事業所における作業等）等の
職業的な体験の他、生活場面の様々な体験も含むリアルな体験の場。

●

□

a) 様々な仕事・働き方の体験と振り返り

様々な仕事・働き方について、体験48) と振り返りを通して理解を深め、それぞれの仕事・働き方
を選択した際に自身に起こりうる状況を障害者本人とともに整理する。

b) 自己評価と他者評価のすり合わせ

障害者本人の自己評価と支援者や職場の上司等の他者評価を共有し、すり合わせを行う。

c)

働く希望や目標の達成に向けて課題となる内的要因（スキル不足など）や外的要因（景気の悪化な
ど）の整理と対応法の検討を本人と一緒に行う。

48)
例えば、職場実習、実際に働く経験、対価を得る経験、模擬的就労場面（就労移行支援事業所にお
ける作業等）等の職業的な体験で、職場見学、求人情報の閲覧等の求職活動の体験も含まれる。

障害者本人が自身の強みに気づき、自己肯定感を回復することで、本来の力を発揮できるよう支援するこ
と。

ストレングスへの着目

障害者本人の自己探求を促進する支援

障害者本人が自分自身を深く理解するための様々な気づきが得られるように、カウンセリング技法を活用
した相談、体験や振り返り等の支援を行うこと。

【具体的内容】

職業との関わりの中での自己の理解を深める支援

希望や目標に向けた課題と対応法の整理

グループワークを通した自己理解の深化

【具体的内容】

障害者本人が自分に合った働き方と希望・目標の達成方法を見つけられるように、職業との関わりの中で
の自己の理解を深める支援を行うこと。

【具体的内容】

実際の職場（実習等含む）又は職場に近い作業場面（模擬的就労場面等）での行動観察を通して、対人技
能や本人に合った作業内容や環境、必要な支援を障害者本人と一緒に整理・分析すること。

【具体的内容】

行動記録に基づく課題と解決策の整理・分析

障害者本人の自己肯定感の回復の支援

行動観察
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●

□

a) 本人と一緒に行う作業遂行面と必要な配慮についての整理・分析

作業指示の理解、指示に基づく遂行、作業の正確性、スピード、安全な遂行等の作業遂行力と必要
な配慮を障害者本人と一緒に整理・分析する。

b) コミュニケーションや対人関係についての聞き取りや行動観察

コミュニケーションの取り方や対人関係の傾向を、障害者本人の認識と関係機関や職場、家族等か
らの情報、行動観察等を踏まえて整理・分析する。

c)

職業生活への影響を考慮して、交通機関の利用や身辺自立など、生活的自立に影響する要因を把握
する。

●

□

a) 就労意欲の背景の理解

障害・疾病の特性、周囲との関わりや環境、社会的立場・経済的要因等様々な要因を総合的に整
理・分析して、障害者本人の就労意欲の背景を理解する。

b)

障害者本人の障害や症状に対する理解や考え方を把握する。

●

□

a) 障害特性の知識に基づく特徴や状態の把握

障害・疾病の特性や症状・原因・予後等の基本的知識を踏まえつつ、関係機関等からの情報や行動
観察等を基づいて障害者本人の特徴や状態を把握する。

b) 医療情報や行動観察による認知機能の特性の把握

認知機能（知能・注意・記憶・実行機能等）の特性を医療機関等からの情報や行動観察等を基づい
て把握する。

c) 身体機能の制限・程度の把握

身体機能（身体動作、視力・視野、聴力・言語機能等）の制限・程度や、社会生活においてできる
こと（支援・機会があればできることを含む）を把握する。

d)

ストレスが生じるメカニズムを踏まえつつ、精神疾患による症状と職場環境等のストレス要因を総
合的に整理・分析して障害者本人の状況を把握する。

身辺自立、生活面の把握

障害者本人の心理面とその背景の整理・分析

障害者本人の就労や障害に対する理解や考え方を把握した上で、障害特性・環境・経済状況なども含めた
総合的な視点からその背景を整理・分析すること。

【具体的内容】

医学・心理学的知見を踏まえた情報把握

障害・疾病に関する医学・心理学の知見を踏まえ、認知機能や身体機能の特徴、疾病やストレスの状態を
様々な情報から把握すること。

【具体的内容】

障害者本人に生じているストレスの把握

障害に対する理解や考え方の把握

作業遂行面・対人面・生活面の整理・分析

作業遂行面、対人面、生活面に関して情報収集を行い、能力を発揮しやすい作業種・作業環境等を障害者
本人と一緒に整理・分析すること。

【具体的内容】

●

□

a)

障害者本人の社会経済的地位や地域社会における役割、居住地域の特徴50) 等を把握する。

b) 職場の人間関係・環境の把握

現在又は過去の職場での周囲との関係やサポート、職場環境（人数、騒音、温度、配置など）につ
いての情報を把握する。

c) 職場以外の周囲のサポート環境の把握

家族、友人、地域社会との関係やサポート環境、障害への理解を把握する。

49)現職・前職での役職・立場、地域で担当している役などを指す。

50)文化・習慣、気候、地域住民の交流の多さ、交通の発達等を指す。

●

□

a) アセスメントシートやチェックリスト等の活用

アセスメントシートやチェックリスト等の様々な評価ツールに関する情報を収集し、使用する。

b)

自機関又は関係機関で実施された検査等の結果を参考に、障害者本人の状態像や特性・能力を把握
する。

51)
神経心理学的検査、性格検査、職業適性検査（GATB等）、興味検査（VRT、VPI等）、ワークサンプ
ル法等を指す。

●

□

a)

障害者本人がストレスや疲労と上手く付き合っていけるように、ストレスや疲労のメカニズムを説
明した上で、そのサインと自分に合った対処法について気づきを高める支援を行う。

b)

障害者本人が、睡眠・食生活・運動などの生活習慣とストレス・疲労や体調・体力の関係に気づ
き、本人に合った生活習慣を意識して生活を送れるように支援する。

c)

適切な通院と処方に沿った服薬が行えるように、通院時間の調整方法、薬の飲み忘れを防ぐ方法等
について障害者本人と一緒に検討する。

d) 体調不良時の対処に関する支援

主治医等の意見や医学・心理学の知見を踏まえ、体調不良への対処に関する助言を行う。

専門的なアセスメントツールの活用

アセスメントシートやチェックリスト等の評価ツールや各種検査51) から得られた情報を活用して、障害
者本人の職業・心理・対人的な特性を把握すること。

心理検査・職業検査の活用

職業生活における体調管理の支援

職業生活においてストレス・疲労への上手な付き合い方や本人に合った生活習慣、体調不良時の対処法に
気づき、体調管理を行えるよう支援すること。

【具体的内容】

生活習慣に関する支援

通院・服薬管理に関する支援

【具体的内容】

ストレス・疲労の対処に関する支援

社会生活や職場の環境的側面の把握

障害者本人の社会生活や職場の中での役割49) ・環境や周囲との関係を把握すること。

【具体的内容】

障害者本人の社会経済的地位、役割及び地域の環境の把握
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●

□

a) 本人と一緒に行う作業遂行面と必要な配慮についての整理・分析

作業指示の理解、指示に基づく遂行、作業の正確性、スピード、安全な遂行等の作業遂行力と必要
な配慮を障害者本人と一緒に整理・分析する。

b) コミュニケーションや対人関係についての聞き取りや行動観察

コミュニケーションの取り方や対人関係の傾向を、障害者本人の認識と関係機関や職場、家族等か
らの情報、行動観察等を踏まえて整理・分析する。

c)

職業生活への影響を考慮して、交通機関の利用や身辺自立など、生活的自立に影響する要因を把握
する。

●

□

a) 就労意欲の背景の理解

障害・疾病の特性、周囲との関わりや環境、社会的立場・経済的要因等様々な要因を総合的に整
理・分析して、障害者本人の就労意欲の背景を理解する。

b)

障害者本人の障害や症状に対する理解や考え方を把握する。

●

□

a) 障害特性の知識に基づく特徴や状態の把握

障害・疾病の特性や症状・原因・予後等の基本的知識を踏まえつつ、関係機関等からの情報や行動
観察等を基づいて障害者本人の特徴や状態を把握する。

b) 医療情報や行動観察による認知機能の特性の把握

認知機能（知能・注意・記憶・実行機能等）の特性を医療機関等からの情報や行動観察等を基づい
て把握する。

c) 身体機能の制限・程度の把握

身体機能（身体動作、視力・視野、聴力・言語機能等）の制限・程度や、社会生活においてできる
こと（支援・機会があればできることを含む）を把握する。

d)

ストレスが生じるメカニズムを踏まえつつ、精神疾患による症状と職場環境等のストレス要因を総
合的に整理・分析して障害者本人の状況を把握する。

身辺自立、生活面の把握

障害者本人の心理面とその背景の整理・分析

障害者本人の就労や障害に対する理解や考え方を把握した上で、障害特性・環境・経済状況なども含めた
総合的な視点からその背景を整理・分析すること。

【具体的内容】

医学・心理学的知見を踏まえた情報把握

障害・疾病に関する医学・心理学の知見を踏まえ、認知機能や身体機能の特徴、疾病やストレスの状態を
様々な情報から把握すること。

【具体的内容】

障害者本人に生じているストレスの把握

障害に対する理解や考え方の把握

作業遂行面・対人面・生活面の整理・分析

作業遂行面、対人面、生活面に関して情報収集を行い、能力を発揮しやすい作業種・作業環境等を障害者
本人と一緒に整理・分析すること。

【具体的内容】

●

□

a)

障害者本人の社会経済的地位や地域社会における役割、居住地域の特徴50) 等を把握する。

b) 職場の人間関係・環境の把握

現在又は過去の職場での周囲との関係やサポート、職場環境（人数、騒音、温度、配置など）につ
いての情報を把握する。

c) 職場以外の周囲のサポート環境の把握

家族、友人、地域社会との関係やサポート環境、障害への理解を把握する。

49)現職・前職での役職・立場、地域で担当している役などを指す。

50)文化・習慣、気候、地域住民の交流の多さ、交通の発達等を指す。

●

□

a) アセスメントシートやチェックリスト等の活用

アセスメントシートやチェックリスト等の様々な評価ツールに関する情報を収集し、使用する。

b)

自機関又は関係機関で実施された検査等の結果を参考に、障害者本人の状態像や特性・能力を把握
する。

51)
神経心理学的検査、性格検査、職業適性検査（GATB等）、興味検査（VRT、VPI等）、ワークサンプ
ル法等を指す。

●

□

a)

障害者本人がストレスや疲労と上手く付き合っていけるように、ストレスや疲労のメカニズムを説
明した上で、そのサインと自分に合った対処法について気づきを高める支援を行う。

b)

障害者本人が、睡眠・食生活・運動などの生活習慣とストレス・疲労や体調・体力の関係に気づ
き、本人に合った生活習慣を意識して生活を送れるように支援する。

c)

適切な通院と処方に沿った服薬が行えるように、通院時間の調整方法、薬の飲み忘れを防ぐ方法等
について障害者本人と一緒に検討する。

d) 体調不良時の対処に関する支援

主治医等の意見や医学・心理学の知見を踏まえ、体調不良への対処に関する助言を行う。

専門的なアセスメントツールの活用

アセスメントシートやチェックリスト等の評価ツールや各種検査51) から得られた情報を活用して、障害
者本人の職業・心理・対人的な特性を把握すること。

心理検査・職業検査の活用

職業生活における体調管理の支援

職業生活においてストレス・疲労への上手な付き合い方や本人に合った生活習慣、体調不良時の対処法に
気づき、体調管理を行えるよう支援すること。

【具体的内容】

生活習慣に関する支援

通院・服薬管理に関する支援

【具体的内容】

ストレス・疲労の対処に関する支援

社会生活や職場の環境的側面の把握

障害者本人の社会生活や職場の中での役割49) ・環境や周囲との関係を把握すること。

【具体的内容】

障害者本人の社会経済的地位、役割及び地域の環境の把握
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●

□

a)

将来の生活の目標を明確化するため、現在の生活のニーズ、今後重視したい事項や考え方を整理す
る。

b) 生活設計に関する相談

障害者本人が目標に向けたプランを立てることができるように、目標達成に向けての段階的なプロ
セスを本人と相談する。

●

□

a)

障害者本人の結婚・出産・子育てや家族等の介護・死亡等により変化するライフステージに対応し
た本人のニーズを把握し、働き方や生活の相談・調整や活用できる社会資源の情報提供を行う。

b) 退職後の生活・活動を見据えた支援

障害者本人の定年・高齢化等に伴う退職や福祉サービスの利用とその後の生活について、適切な関
係機関と連携を図り、円滑な移行に向け本人との相談を行う。

【具体的内容】

今後の生活の目標やニーズの整理

ライフステージに対応した支援

様々なライフステージに対応した仕事や生活のニーズを把握し、働き方や生活の仕方についての相談・調
整や必要な社会資源の紹介・連携を行うこと。

【具体的内容】

ライフステージに対応したニーズの把握と相談

生活設計の相談

将来の生活を見据えた生活設計を立てられるように、本人の目標を明確化し、そこに至るまでの道筋につ
いて相談を行うこと。

◎◎研研修修ＯＯＪＪＴＴ
情情報報
交交換換

a)就職前から就職後の多様な職業場面での困難状況の理解
障害者が働くに当たっては、仕事・通勤・働く準備の場面等における困難や、
働く機会・条件・内容、昇進、技能向上の機会の制約等、様々な困難があるこ
とを理解する。

b)個人と社会・環境との相互作用としての障害の理解
障害者の就労上の困難については、個人の心身機能や健康状態と、障害以外の
本人のできることや社会・環境との相互作用として捉え、個人と社会・環境双
方への支援を行う。

a)働くことの意義の理解
働くことが、障害者の経済・精神・生活の自立、健康の維持・回復、所属・役
割意識の確立、充実感の獲得と自己実現等に繋がることの意義を理解して支援
に取り組む。

b)ノーマライゼーション、インクルージョン、ダイバーシティ実現の重要性の
理解
すべての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら生活や仕事ができる社会や
職場の実現のために、障害者を含む多様な人材の雇用機会拡大や働きやすい職
場づくり推進の重要性を理解して、障害者の権利擁護や事業主等への支援に取
り組む。

a)固定概念に捉われない支援の取組
障害者の能力について、固定観念にとらわれることなく、様々な可能性を排除
せずに支援に取り組む。

b)利用者中心の支援
利用者のニーズの充足を常に意識して支援に取り組む。

c)職業倫理の意識
日頃から職業倫理を意識して支援を選択・実施する。

d)個人情報の取り扱いと守秘義務の遵守
個人情報の取り扱いには細心の注意を払い、守秘義務を遵守する。

a)支援者自身のセルフケア
支援者自身の健康管理のため、睡眠、食事、運動など、自身の生活習慣を整え
る。

b)問題や悩みの相談
独りで問題や悩みを抱え込まず、上司や同僚と相談し、周囲の協力も得ながら
支援に取り組む。

NNoo..77

支支援援者者自自身身のの身身体体・・精精
神神的的ななケケアア：：支支援援者者自自
身身のの身身体体・・精精神神的的ななケケ
アアをを行行いいつつつつ、、支支援援にに
取取りり組組むむこことと。。

研研修修やや助助言言・・援援助助等等をを検検討討ででききるるチチェェッッククリリスストト（（試試案案））

①①  研研修修をを中中心心にに習習得得にに取取りり組組むむ知知識識・・ススキキルル等等（（1188項項目目））

  №№
知知識識・・ススキキルル等等

（（完完全全版版  知知識識・・ススキキ
ルル等等リリスストト））

具具体体的的内内容容

習習得得にに向向けけててのの取取組組

NNoo..11

障障害害ににつついいててのの基基本本的的
理理解解：：障障害害者者がが働働くくにに
当当たたっっててのの様様々々なな困困難難
ににつついいててはは、、個個人人とと社社
会会・・環環境境ととのの相相互互作作用用
のの問問題題ととししてて捉捉ええ、、個個
人人とと社社会会・・環環境境双双方方へへ
のの支支援援をを行行ううこことと。。

NNoo..22

障障害害者者のの働働くく意意義義とと権権
利利擁擁護護・・共共生生社社会会実実現現
のの理理解解：：障障害害のの有有無無やや
程程度度にに関関わわららずず、、働働くく
ここととににはは重重要要なな意意義義がが
あありり、、すすべべててのの人人がが相相
互互にに人人格格とと個個性性をを尊尊重重
しし合合いいななががらら生生活活やや仕仕
事事ががででききるる社社会会やや職職場場
のの実実現現をを目目指指すすここととのの
必必要要性性をを理理解解ししたた上上
でで、、障障害害者者のの権権利利擁擁護護
やや事事業業主主等等へへのの支支援援にに
取取りり組組むむこことと。。

NNoo..33

支支援援者者がが持持つつべべきき心心構構
ええとと倫倫理理意意識識：：支支援援者者
自自身身がが倫倫理理観観をを身身ににつつ
けけ、、偏偏見見をを排排しし、、利利用用
者者ののニニーーズズ充充足足をを意意識識
ししてて支支援援にに取取りり組組むむここ
とと。。

巻末資料８
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●

□

a)

将来の生活の目標を明確化するため、現在の生活のニーズ、今後重視したい事項や考え方を整理す
る。

b) 生活設計に関する相談

障害者本人が目標に向けたプランを立てることができるように、目標達成に向けての段階的なプロ
セスを本人と相談する。

●

□

a)

障害者本人の結婚・出産・子育てや家族等の介護・死亡等により変化するライフステージに対応し
た本人のニーズを把握し、働き方や生活の相談・調整や活用できる社会資源の情報提供を行う。

b) 退職後の生活・活動を見据えた支援

障害者本人の定年・高齢化等に伴う退職や福祉サービスの利用とその後の生活について、適切な関
係機関と連携を図り、円滑な移行に向け本人との相談を行う。

【具体的内容】

今後の生活の目標やニーズの整理

ライフステージに対応した支援

様々なライフステージに対応した仕事や生活のニーズを把握し、働き方や生活の仕方についての相談・調
整や必要な社会資源の紹介・連携を行うこと。

【具体的内容】

ライフステージに対応したニーズの把握と相談

生活設計の相談

将来の生活を見据えた生活設計を立てられるように、本人の目標を明確化し、そこに至るまでの道筋につ
いて相談を行うこと。

◎◎研研修修ＯＯＪＪＴＴ
情情報報
交交換換

a)就職前から就職後の多様な職業場面での困難状況の理解
障害者が働くに当たっては、仕事・通勤・働く準備の場面等における困難や、
働く機会・条件・内容、昇進、技能向上の機会の制約等、様々な困難があるこ
とを理解する。

b)個人と社会・環境との相互作用としての障害の理解
障害者の就労上の困難については、個人の心身機能や健康状態と、障害以外の
本人のできることや社会・環境との相互作用として捉え、個人と社会・環境双
方への支援を行う。

a)働くことの意義の理解
働くことが、障害者の経済・精神・生活の自立、健康の維持・回復、所属・役
割意識の確立、充実感の獲得と自己実現等に繋がることの意義を理解して支援
に取り組む。

b)ノーマライゼーション、インクルージョン、ダイバーシティ実現の重要性の
理解
すべての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら生活や仕事ができる社会や
職場の実現のために、障害者を含む多様な人材の雇用機会拡大や働きやすい職
場づくり推進の重要性を理解して、障害者の権利擁護や事業主等への支援に取
り組む。

a)固定概念に捉われない支援の取組
障害者の能力について、固定観念にとらわれることなく、様々な可能性を排除
せずに支援に取り組む。

b)利用者中心の支援
利用者のニーズの充足を常に意識して支援に取り組む。

c)職業倫理の意識
日頃から職業倫理を意識して支援を選択・実施する。

d)個人情報の取り扱いと守秘義務の遵守
個人情報の取り扱いには細心の注意を払い、守秘義務を遵守する。

a)支援者自身のセルフケア
支援者自身の健康管理のため、睡眠、食事、運動など、自身の生活習慣を整え
る。

b)問題や悩みの相談
独りで問題や悩みを抱え込まず、上司や同僚と相談し、周囲の協力も得ながら
支援に取り組む。

NNoo..77

支支援援者者自自身身のの身身体体・・精精
神神的的ななケケアア：：支支援援者者自自
身身のの身身体体・・精精神神的的ななケケ
アアをを行行いいつつつつ、、支支援援にに
取取りり組組むむこことと。。

研研修修やや助助言言・・援援助助等等をを検検討討ででききるるチチェェッッククリリスストト（（試試案案））

①①  研研修修をを中中心心にに習習得得にに取取りり組組むむ知知識識・・ススキキルル等等（（1188項項目目））

  №№
知知識識・・ススキキルル等等

（（完完全全版版  知知識識・・ススキキ
ルル等等リリスストト））

具具体体的的内内容容

習習得得にに向向けけててのの取取組組

NNoo..11

障障害害ににつついいててのの基基本本的的
理理解解：：障障害害者者がが働働くくにに
当当たたっっててのの様様々々なな困困難難
ににつついいててはは、、個個人人とと社社
会会・・環環境境ととのの相相互互作作用用
のの問問題題ととししてて捉捉ええ、、個個
人人とと社社会会・・環環境境双双方方へへ
のの支支援援をを行行ううこことと。。

NNoo..22

障障害害者者のの働働くく意意義義とと権権
利利擁擁護護・・共共生生社社会会実実現現
のの理理解解：：障障害害のの有有無無やや
程程度度にに関関わわららずず、、働働くく
ここととににはは重重要要なな意意義義がが
あありり、、すすべべててのの人人がが相相
互互にに人人格格とと個個性性をを尊尊重重
しし合合いいななががらら生生活活やや仕仕
事事ががででききるる社社会会やや職職場場
のの実実現現をを目目指指すすここととのの
必必要要性性をを理理解解ししたた上上
でで、、障障害害者者のの権権利利擁擁護護
やや事事業業主主等等へへのの支支援援にに
取取りり組組むむこことと。。

NNoo..33

支支援援者者がが持持つつべべきき心心構構
ええとと倫倫理理意意識識：：支支援援者者
自自身身がが倫倫理理観観をを身身ににつつ
けけ、、偏偏見見をを排排しし、、利利用用
者者ののニニーーズズ充充足足をを意意識識
ししてて支支援援にに取取りり組組むむここ
とと。。

巻末資料８

◎◎研研修修ＯＯＪＪＴＴ
情情報報
交交換換

a)就職前から就職後の多様な職業場面での困難状況の理解
障害者が働くに当たっては、仕事・通勤・働く準備の場面等における困難や、
働く機会・条件・内容、昇進、技能向上の機会の制約等、様々な困難があるこ
とを理解する。

b)個人と社会・環境との相互作用としての障害の理解
障害者の就労上の困難については、個人の心身機能や健康状態と、障害以外の
本人のできることや社会・環境との相互作用として捉え、個人と社会・環境双
方への支援を行う。

a)働くことの意義の理解
働くことが、障害者の経済・精神・生活の自立、健康の維持・回復、所属・役
割意識の確立、充実感の獲得と自己実現等に繋がることの意義を理解して支援
に取り組む。

b)ノーマライゼーション、インクルージョン、ダイバーシティ実現の重要性の
理解
すべての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら生活や仕事ができる社会や
職場の実現のために、障害者を含む多様な人材の雇用機会拡大や働きやすい職
場づくり推進の重要性を理解して、障害者の権利擁護や事業主等への支援に取
り組む。

a)固定概念に捉われない支援の取組
障害者の能力について、固定観念にとらわれることなく、様々な可能性を排除
せずに支援に取り組む。

b)利用者中心の支援
利用者のニーズの充足を常に意識して支援に取り組む。

c)職業倫理の意識
日頃から職業倫理を意識して支援を選択・実施する。

d)個人情報の取り扱いと守秘義務の遵守
個人情報の取り扱いには細心の注意を払い、守秘義務を遵守する。

a)支援者自身のセルフケア
支援者自身の健康管理のため、睡眠、食事、運動など、自身の生活習慣を整え
る。

b)問題や悩みの相談
独りで問題や悩みを抱え込まず、上司や同僚と相談し、周囲の協力も得ながら
支援に取り組む。

NNoo..77

支支援援者者自自身身のの身身体体・・精精
神神的的ななケケアア：：支支援援者者自自
身身のの身身体体・・精精神神的的ななケケ
アアをを行行いいつつつつ、、支支援援にに
取取りり組組むむこことと。。

研研修修やや助助言言・・援援助助等等をを検検討討ででききるるチチェェッッククリリスストト（（試試案案））

①①  研研修修をを中中心心にに習習得得にに取取りり組組むむ知知識識・・ススキキルル等等（（1188項項目目））

  №№
知知識識・・ススキキルル等等

（（完完全全版版  知知識識・・ススキキ
ルル等等リリスストト））

具具体体的的内内容容

習習得得にに向向けけててのの取取組組

NNoo..11

障障害害ににつついいててのの基基本本的的
理理解解：：障障害害者者がが働働くくにに
当当たたっっててのの様様々々なな困困難難
ににつついいててはは、、個個人人とと社社
会会・・環環境境ととのの相相互互作作用用
のの問問題題ととししてて捉捉ええ、、個個
人人とと社社会会・・環環境境双双方方へへ
のの支支援援をを行行ううこことと。。

NNoo..22

障障害害者者のの働働くく意意義義とと権権
利利擁擁護護・・共共生生社社会会実実現現
のの理理解解：：障障害害のの有有無無やや
程程度度にに関関わわららずず、、働働くく
ここととににはは重重要要なな意意義義がが
あありり、、すすべべててのの人人がが相相
互互にに人人格格とと個個性性をを尊尊重重
しし合合いいななががらら生生活活やや仕仕
事事ががででききるる社社会会やや職職場場
のの実実現現をを目目指指すすここととのの
必必要要性性をを理理解解ししたた上上
でで、、障障害害者者のの権権利利擁擁護護
やや事事業業主主等等へへのの支支援援にに
取取りり組組むむこことと。。

NNoo..33

支支援援者者がが持持つつべべきき心心構構
ええとと倫倫理理意意識識：：支支援援者者
自自身身がが倫倫理理観観をを身身ににつつ
けけ、、偏偏見見をを排排しし、、利利用用
者者ののニニーーズズ充充足足をを意意識識
ししてて支支援援にに取取りり組組むむここ
とと。。
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a)障害者差別解消法の理解と適切な対応
障害者差別解消法で求められている障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁
止と合理的配慮の提供義務について理解し、その趣旨に沿った対応をする。

b)障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮提供義務の理解と適
切な対応
障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止と合理的配慮の提供義務について理
解し、必要に応じて事業主等への啓発を行い、不適切と思われる事態について
はハローワーク等に相談する。

c)障害者虐待防止法の理解と適切な対応
障害者虐待防止法の概要を理解し、事業主に必要に応じた啓発を行い、使用者
による虐待の懸念があった場合は、市町村又は都道府県の通報窓口に相談す
る。

a)障害者雇用促進法（障害者雇用率制度等）の理解
障害者雇用促進法の概要を理解し、障害者雇用率制度や障害者雇用納付金制
度、差別禁止や合理的配慮について、障害者本人や事業主に分かりやすく説明
する。

b)障害者雇用に係る助成金制度の理解
障害者雇用に係る助成金や減税措置等の制度の考え方や仕組み、留意事項を理
解した上で、必要に応じて事業主に申請・相談窓口を紹介する。

c)障害者雇用関連機関の支援サービスの理解
障害者雇用関連機関の支援サービスの概要や利用方法について理解し、障害者
本人や事業主に紹介する。

a)障害福祉サービスの理解
障害福祉サービス全体像と各種サービスの概要を理解し、情報提供を行う。

b)就労系福祉サービスの報酬体系の理解
就労系福祉サービスのサービス内容や報酬体系について基本的な内容を理解し
た上で、支援を行う。

c)障害福祉サービスの活用事例の提案
障害福祉サービスを活用しつつ働くことについて検討し、提案を行う。

d)所得保障に関する社会保障制度の理解
所得保障に関する社会保障制度の内容や手続きを理解し、収入の見通しを立て
る相談で活用するとともに、相談窓口の紹介を行う。

a)労働関係法規や社会保険制度の理解
労働関係法規や社会保険制度に関する基礎的内容を理解し、障害者本人や事業
主との相談場面で活用する。

b)企業の雇用管理の理解
企業における従業員の募集・採用、配置・昇進、能力開発、定年・退職等の雇
用管理に関する基本的な制度・慣行について理解する。

c)労働安全衛生管理や人間工学の理解
労働安全衛生や人間工学（人間の特性に基づく動きやすさ・使いやすさ等）の
基礎的知識を基に、業務遂行・手順・安全な職場環境に関する助言を行う。

a)自己肯定感の回復の支援
障害者本人が本来の力を発揮できるように、自己肯定感の回復に着目した支援
を行う。

b)ストレングスへの着目
障害者本人が自身の強みや力を発揮できる職務や職場環境への気づきを得られ
るように支援する。

NNoo..99

障障害害者者雇雇用用促促進進法法とと関関
連連支支援援ササーービビススのの理理
解解：：障障害害者者雇雇用用促促進進法法
やや関関連連支支援援ササーービビススにに
つついいてて理理解解しし、、説説明明をを
行行ううこことと。。

NNoo..1100

障障害害福福祉祉ササーービビススやや社社
会会保保障障制制度度のの理理解解：：障障
害害福福祉祉ササーービビススやや所所得得
保保障障にに関関すするる社社会会保保障障
制制度度ににつついいててのの基基礎礎的的
事事項項をを理理解解しし、、情情報報提提
供供をを行行ううこことと。。

NNoo..1122

労労働働関関係係法法規規やや雇雇用用管管
理理のの理理解解：：労労働働関関係係法法
規規やや企企業業のの雇雇用用管管理理にに
関関連連すするる基基礎礎的的事事項項をを
理理解解ししたた上上でで支支援援をを行行
ううこことと。。

NNoo..88

障障害害者者差差別別のの解解消消・・禁禁
止止、、虐虐待待防防止止のの理理解解とと
対対応応：：障障害害者者差差別別解解消消
法法やや障障害害者者雇雇用用促促進進法法
にに基基づづくく障障害害者者差差別別禁禁
止止とと合合理理的的配配慮慮のの提提供供
義義務務及及びび障障害害者者虐虐待待防防
止止法法のの概概要要をを理理解解しし、、
ここれれららのの趣趣旨旨にに沿沿っったた
適適切切なな対対応応をを行行ううここ
とと。。

NNoo..1188

障障害害者者本本人人のの自自己己肯肯定定
感感のの回回復復のの支支援援：：障障害害
者者本本人人がが自自身身のの強強みみにに
気気づづきき、、自自己己肯肯定定感感をを
回回復復すするるここととでで、、本本来来
のの力力をを発発揮揮ででききるるよようう
支支援援すするるこことと。。

a)様々な仕事・働き方の体験と振り返り
様々な仕事・働き方について、体験と振り返りを通して理解を深め、それぞれ
の仕事・働き方を選択した際に自身に起こりうる状況を障害者本人とともに整
理する。

b)自己評価と他者評価のすり合わせ
障害者本人の自己評価と支援者や職場の上司等の他者評価を共有し、すり合わ
せを行う。

c)希望や目標に向けた課題と対応法の整理
働く希望や目標の達成に向けて課題となる内的要因（スキル不足など）や外的
要因（景気の悪化など）の整理と対応法の検討を本人と一緒に行う。

a)進路選択の結果や影響の丁寧な説明
今後の進路や支援活用等の選択肢の内容や選択により想定される結果や影響な
どについて丁寧に説明し、障害者本人が今後の進路や支援について十分に理解
した上で、自己選択・自己決定できるよう支援する。

b)障害者本人と支援者の協働による課題の整理
障害者本人と一緒に課題に取り組む関係を築いた上で、本人が抱えている課題
や本人の考え方を、分かり易く整理して提示することで、自己選択・自己決定
を促す。

c)本人の考え方の汲み取りと確認・整理
障害者本人の現状から変わろう（変えたい）とする言動に着目しながら、共感
的に本人の考え方を確認・整理し、就労や職場に適応するために必要な変化へ
の動機づけを高める。

a)仕事やキャリアに対する興味やニーズの把握
障害者本人の仕事やキャリアに対する考え方や興味、ニーズを引き出す。

b)生活面や医療面のニーズの把握
仕事に限らず、金銭管理、余暇活動、生活習慣、家族関係、人付き合いなどの
生活面のニーズや、健康状態などの医療面のニーズを把握する。

c)職場での作業遂行やコミュニケーション等における障害特性が与える影響・
課題の把握
職場での作業遂行やコミュニケーション等において、障害特性が与える影響や
課題とその背景、必要な支援を検討する。

d)強みや能力の把握
障害者本人の強みや能力に注目し、これまでの経過や関係機関等からの情報、
行動観察等により、能力を発揮しやすい環境や職務を見立てる。

a)障害特性の知識に基づく特徴や状態の把握
障害・疾病の特性や症状・原因・予後等の基本的知識を踏まえつつ、関係機関
等からの情報や行動観察等を基づいて障害者本人の特徴や状態を把握する。

b)医療情報や行動観察による認知機能の特性の把握
認知機能（知能・注意・記憶・実行機能等）の特性を医療機関等からの情報や
行動観察等を基づいて把握する。

c)身体機能の制限・程度の把握
身体機能（身体動作、視力・視野、聴力・言語機能等）の制限・程度や、社会
生活においてできること（支援・機会があればできることを含む）を把握す
る。

d)障害者本人に生じているストレスの把握
ストレスが生じるメカニズムを踏まえつつ、精神疾患による症状と職場環境等
のストレス要因を総合的に整理・分析して障害者本人の状況を把握する。

NNoo..2255

医医学学・・心心理理学学的的知知見見をを
踏踏ままええたた情情報報把把握握：：障障
害害・・疾疾病病にに関関すするる医医
学学・・心心理理学学のの知知見見をを踏踏
ままええ、、認認知知機機能能やや身身体体
機機能能のの特特徴徴、、疾疾病病ややスス
トトレレススのの状状態態をを様様々々なな
情情報報かからら把把握握すするるここ
とと。。

NNoo..2222

障障害害者者本本人人ののニニーーズズのの
引引きき出出ししやや充充足足にに向向けけ
たた強強みみ・・能能力力のの把把握握：：
障障害害者者本本人人のの仕仕事事・・生生
活活・・人人生生にに関関すするる考考ええ
方方ややニニーーズズをを引引きき出出
しし、、ニニーーズズのの充充足足にに向向
けけてて必必要要なな支支援援やや環環境境
をを検検討討すするるたためめ、、課課題題
だだけけででななくく、、障障害害者者本本
人人のの強強みみ・・能能力力をを把把握握
すするるこことと。。

NNoo..2211

障障害害者者支支援援ににおおけけるる自自
己己選選択択・・自自己己決決定定のの支支
援援：：伝伝ええ方方のの工工夫夫ややカカ
ウウンンセセリリンンググ技技法法をを効効
果果的的にに活活用用ししてて、、自自己己
選選択択・・自自己己決決定定をを支支援援
すするるこことと。。

NNoo..2200

職職業業ととのの関関わわりりのの中中でで
のの自自己己のの理理解解をを深深めめるる
支支援援：：障障害害者者本本人人がが自自
分分にに合合っったた働働きき方方とと希希
望望・・目目標標のの達達成成方方法法をを
見見つつけけらられれるるよよううにに、、
職職業業ととのの関関わわりりのの中中でで
のの自自己己のの理理解解をを深深めめるる
支支援援をを行行ううこことと。。
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a)障害者差別解消法の理解と適切な対応
障害者差別解消法で求められている障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁
止と合理的配慮の提供義務について理解し、その趣旨に沿った対応をする。

b)障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮提供義務の理解と適
切な対応
障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止と合理的配慮の提供義務について理
解し、必要に応じて事業主等への啓発を行い、不適切と思われる事態について
はハローワーク等に相談する。

c)障害者虐待防止法の理解と適切な対応
障害者虐待防止法の概要を理解し、事業主に必要に応じた啓発を行い、使用者
による虐待の懸念があった場合は、市町村又は都道府県の通報窓口に相談す
る。

a)障害者雇用促進法（障害者雇用率制度等）の理解
障害者雇用促進法の概要を理解し、障害者雇用率制度や障害者雇用納付金制
度、差別禁止や合理的配慮について、障害者本人や事業主に分かりやすく説明
する。

b)障害者雇用に係る助成金制度の理解
障害者雇用に係る助成金や減税措置等の制度の考え方や仕組み、留意事項を理
解した上で、必要に応じて事業主に申請・相談窓口を紹介する。

c)障害者雇用関連機関の支援サービスの理解
障害者雇用関連機関の支援サービスの概要や利用方法について理解し、障害者
本人や事業主に紹介する。

a)障害福祉サービスの理解
障害福祉サービス全体像と各種サービスの概要を理解し、情報提供を行う。

b)就労系福祉サービスの報酬体系の理解
就労系福祉サービスのサービス内容や報酬体系について基本的な内容を理解し
た上で、支援を行う。

c)障害福祉サービスの活用事例の提案
障害福祉サービスを活用しつつ働くことについて検討し、提案を行う。

d)所得保障に関する社会保障制度の理解
所得保障に関する社会保障制度の内容や手続きを理解し、収入の見通しを立て
る相談で活用するとともに、相談窓口の紹介を行う。

a)労働関係法規や社会保険制度の理解
労働関係法規や社会保険制度に関する基礎的内容を理解し、障害者本人や事業
主との相談場面で活用する。

b)企業の雇用管理の理解
企業における従業員の募集・採用、配置・昇進、能力開発、定年・退職等の雇
用管理に関する基本的な制度・慣行について理解する。

c)労働安全衛生管理や人間工学の理解
労働安全衛生や人間工学（人間の特性に基づく動きやすさ・使いやすさ等）の
基礎的知識を基に、業務遂行・手順・安全な職場環境に関する助言を行う。

a)自己肯定感の回復の支援
障害者本人が本来の力を発揮できるように、自己肯定感の回復に着目した支援
を行う。

b)ストレングスへの着目
障害者本人が自身の強みや力を発揮できる職務や職場環境への気づきを得られ
るように支援する。

NNoo..99

障障害害者者雇雇用用促促進進法法とと関関
連連支支援援ササーービビススのの理理
解解：：障障害害者者雇雇用用促促進進法法
やや関関連連支支援援ササーービビススにに
つついいてて理理解解しし、、説説明明をを
行行ううこことと。。

NNoo..1100

障障害害福福祉祉ササーービビススやや社社
会会保保障障制制度度のの理理解解：：障障
害害福福祉祉ササーービビススやや所所得得
保保障障にに関関すするる社社会会保保障障
制制度度ににつついいててのの基基礎礎的的
事事項項をを理理解解しし、、情情報報提提
供供をを行行ううこことと。。

NNoo..1122

労労働働関関係係法法規規やや雇雇用用管管
理理のの理理解解：：労労働働関関係係法法
規規やや企企業業のの雇雇用用管管理理にに
関関連連すするる基基礎礎的的事事項項をを
理理解解ししたた上上でで支支援援をを行行
ううこことと。。

NNoo..88

障障害害者者差差別別のの解解消消・・禁禁
止止、、虐虐待待防防止止のの理理解解とと
対対応応：：障障害害者者差差別別解解消消
法法やや障障害害者者雇雇用用促促進進法法
にに基基づづくく障障害害者者差差別別禁禁
止止とと合合理理的的配配慮慮のの提提供供
義義務務及及びび障障害害者者虐虐待待防防
止止法法のの概概要要をを理理解解しし、、
ここれれららのの趣趣旨旨にに沿沿っったた
適適切切なな対対応応をを行行ううここ
とと。。

NNoo..1188

障障害害者者本本人人のの自自己己肯肯定定
感感のの回回復復のの支支援援：：障障害害
者者本本人人がが自自身身のの強強みみにに
気気づづきき、、自自己己肯肯定定感感をを
回回復復すするるここととでで、、本本来来
のの力力をを発発揮揮ででききるるよようう
支支援援すするるこことと。。

a)様々な仕事・働き方の体験と振り返り
様々な仕事・働き方について、体験と振り返りを通して理解を深め、それぞれ
の仕事・働き方を選択した際に自身に起こりうる状況を障害者本人とともに整
理する。

b)自己評価と他者評価のすり合わせ
障害者本人の自己評価と支援者や職場の上司等の他者評価を共有し、すり合わ
せを行う。

c)希望や目標に向けた課題と対応法の整理
働く希望や目標の達成に向けて課題となる内的要因（スキル不足など）や外的
要因（景気の悪化など）の整理と対応法の検討を本人と一緒に行う。

a)進路選択の結果や影響の丁寧な説明
今後の進路や支援活用等の選択肢の内容や選択により想定される結果や影響な
どについて丁寧に説明し、障害者本人が今後の進路や支援について十分に理解
した上で、自己選択・自己決定できるよう支援する。

b)障害者本人と支援者の協働による課題の整理
障害者本人と一緒に課題に取り組む関係を築いた上で、本人が抱えている課題
や本人の考え方を、分かり易く整理して提示することで、自己選択・自己決定
を促す。

c)本人の考え方の汲み取りと確認・整理
障害者本人の現状から変わろう（変えたい）とする言動に着目しながら、共感
的に本人の考え方を確認・整理し、就労や職場に適応するために必要な変化へ
の動機づけを高める。

a)仕事やキャリアに対する興味やニーズの把握
障害者本人の仕事やキャリアに対する考え方や興味、ニーズを引き出す。

b)生活面や医療面のニーズの把握
仕事に限らず、金銭管理、余暇活動、生活習慣、家族関係、人付き合いなどの
生活面のニーズや、健康状態などの医療面のニーズを把握する。

c)職場での作業遂行やコミュニケーション等における障害特性が与える影響・
課題の把握
職場での作業遂行やコミュニケーション等において、障害特性が与える影響や
課題とその背景、必要な支援を検討する。

d)強みや能力の把握
障害者本人の強みや能力に注目し、これまでの経過や関係機関等からの情報、
行動観察等により、能力を発揮しやすい環境や職務を見立てる。

a)障害特性の知識に基づく特徴や状態の把握
障害・疾病の特性や症状・原因・予後等の基本的知識を踏まえつつ、関係機関
等からの情報や行動観察等を基づいて障害者本人の特徴や状態を把握する。

b)医療情報や行動観察による認知機能の特性の把握
認知機能（知能・注意・記憶・実行機能等）の特性を医療機関等からの情報や
行動観察等を基づいて把握する。

c)身体機能の制限・程度の把握
身体機能（身体動作、視力・視野、聴力・言語機能等）の制限・程度や、社会
生活においてできること（支援・機会があればできることを含む）を把握す
る。

d)障害者本人に生じているストレスの把握
ストレスが生じるメカニズムを踏まえつつ、精神疾患による症状と職場環境等
のストレス要因を総合的に整理・分析して障害者本人の状況を把握する。

NNoo..2255

医医学学・・心心理理学学的的知知見見をを
踏踏ままええたた情情報報把把握握：：障障
害害・・疾疾病病にに関関すするる医医
学学・・心心理理学学のの知知見見をを踏踏
ままええ、、認認知知機機能能やや身身体体
機機能能のの特特徴徴、、疾疾病病ややスス
トトレレススのの状状態態をを様様々々なな
情情報報かからら把把握握すするるここ
とと。。

NNoo..2222

障障害害者者本本人人ののニニーーズズのの
引引きき出出ししやや充充足足にに向向けけ
たた強強みみ・・能能力力のの把把握握：：
障障害害者者本本人人のの仕仕事事・・生生
活活・・人人生生にに関関すするる考考ええ
方方ややニニーーズズをを引引きき出出
しし、、ニニーーズズのの充充足足にに向向
けけてて必必要要なな支支援援やや環環境境
をを検検討討すするるたためめ、、課課題題
だだけけででななくく、、障障害害者者本本
人人のの強強みみ・・能能力力をを把把握握
すするるこことと。。

NNoo..2211

障障害害者者支支援援ににおおけけるる自自
己己選選択択・・自自己己決決定定のの支支
援援：：伝伝ええ方方のの工工夫夫ややカカ
ウウンンセセリリンンググ技技法法をを効効
果果的的にに活活用用ししてて、、自自己己
選選択択・・自自己己決決定定をを支支援援
すするるこことと。。

NNoo..2200

職職業業ととのの関関わわりりのの中中でで
のの自自己己のの理理解解をを深深めめるる
支支援援：：障障害害者者本本人人がが自自
分分にに合合っったた働働きき方方とと希希
望望・・目目標標のの達達成成方方法法をを
見見つつけけらられれるるよよううにに、、
職職業業ととのの関関わわりりのの中中でで
のの自自己己のの理理解解をを深深めめるる
支支援援をを行行ううこことと。。
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a)行動分析と行動記録
実際の職場や職場に近い作業場面での様子について、何がきっかけとなり、ど
のような言動（思考）をして、どのような結果になったのか、行動レベルで記
録をつける。

b)行動記録に基づく課題と解決策の整理・分析
具体的に記録した内容に基づいて、対人技能や本人に合った作業内容や環境、
必要な支援について障害者本人と一緒に整理・分析する。

a)アセスメントシートやチェックリスト等の活用
アセスメントシートやチェックリスト等の様々な評価ツールに関する情報を収
集し、使用する。

b)心理検査・職業検査の活用
自機関又は関係機関で実施された検査等の結果を参考に、障害者本人の状態像
や特性・能力を把握する。

a)体系的な教示（システマティック・インストラクション）
目標とする行動の習得に向け、段階的な計画を立て、支援者又は周囲が手本を
見せる、手がかりを与える、繰り返しの練習を促す、環境を調整するなどの集
中的な働きかけを行う。

b)行動習得のための環境整備
目標の内容によっては、障害者本人が自力で全て行うことを目指すのではな
く、周囲の関係者（同僚・上司等）や職場環境整備等による自然で無理のない
サポートを活用した習得を目指す。

c)フェイディング
障害者本人が周囲のサポート等を活用しつつ自立的に行動できるように、目標
とする行動の習得度等を考慮した上で、集中的な働きかけの内容や頻度を段階
的に弱める。

a)基本的ビジネスマナーについての説明
企業や官公庁で働く場合において必要とされる基本的なマナーや振る舞い方
（時間を守る、報告・連絡・相談、ミスをした時の対応、怒りのコントロール
等）について分かり易く説明する。

b)コミュニケーションスキルの習得の支援
SST等の手法を用いて、コミュニケーションスキルの習得を個別またはグルー
プで支援する。

c)問題解決スキルの習得の支援
悩みや困りごと等、問題となっている状況や原因を障害者本人自ら整理し、解
決策を見つけられるように、支援する。

a)ストレス・疲労の対処に関する支援
障害者本人がストレスや疲労と上手く付き合っていけるように、ストレスや疲
労のメカニズムを説明した上で、そのサインと自分に合った対処法について気
づきを高める支援を行う。

b)生活習慣に関する支援
障害者本人が、睡眠・食生活・運動などの生活習慣とストレス・疲労や体調・
体力の関係に気づき、本人に合った生活習慣を意識して生活を送れるように支
援する。

c)通院・服薬管理に関する支援
適切な通院と処方に沿った服薬が行えるように、通院時間の調整方法、薬の飲
み忘れを防ぐ方法等について障害者本人と一緒に検討する。

d)体調不良時の対処に関する支援
主治医等の意見や医学・心理学の知見を踏まえ、体調不良への対処に関する助
言を行う。

NNoo..4499

職職業業生生活活ににおおけけるる体体調調
管管理理のの支支援援：：職職業業生生活活
ににおおいいててスストトレレスス・・疲疲
労労へへのの上上手手なな付付きき合合いい
方方やや本本人人にに合合っったた生生活活
習習慣慣、、体体調調不不良良時時のの対対
処処法法にに気気づづきき、、体体調調管管
理理をを行行ええるるよようう支支援援すす
るるこことと。。

NNoo..3322

目目標標ととすするるススキキルルやや行行
動動をを習習得得すするるたためめのの支支
援援：：障障害害者者本本人人がが目目標標
ととすするる行行動動（（社社会会的的スス
キキルルやや課課題題へへのの対対処処行行
動動等等））をを身身にに付付けけらられれ
るるよよううにに、、行行動動のの習習得得
にに科科学学的的根根拠拠ののああるる技技
法法3300))をを用用いいたた体体系系的的
なな支支援援ををすするるこことと。。

NNoo..2299

専専門門的的ななアアセセススメメンントト
ツツーールルのの活活用用：：アアセセスス
メメンントトシシーートトややチチェェッッ
ククリリスストト等等のの評評価価ツツーー
ルルやや各各種種検検査査かからら得得らら
れれたた情情報報をを活活用用ししてて、、
障障害害者者本本人人のの職職業業・・心心
理理・・対対人人的的なな特特性性をを把把
握握すするるこことと。。

NNoo..2288

行行動動観観察察：：実実際際のの職職場場
（（実実習習等等含含むむ））又又はは職職
場場にに近近いい作作業業場場面面（（模模
擬擬的的就就労労場場面面等等））ででのの
行行動動観観察察をを通通ししてて、、対対
人人技技能能やや本本人人にに合合っったた
作作業業内内容容やや環環境境、、必必要要
なな支支援援をを障障害害者者本本人人とと
一一緒緒にに整整理理・・分分析析すするる
こことと。。

NNoo..3344

対対人人ススキキルルやや問問題題解解決決
ススキキルルのの習習得得ののたためめのの
支支援援：：障障害害者者本本人人のの雇雇
用用やや職職場場適適応応のの可可能能性性
をを広広げげるるたためめにに、、職職場場
でで必必要要なな振振るる舞舞いい方方やや
ココミミュュニニケケーーシショョンン・・
問問題題解解決決ススキキルルのの習習得得
をを支支援援すするるこことと。。

研研修修 ◎◎ＯＯＪＪＴＴ
情情報報
交交換換

a)相手の立場や考え方を尊重したコミュニケーション
障害者、家族、事業主、関係機関等のそれぞれの立場を尊重し、それぞれの考
え方に配慮しつつ、適切な言葉を選んだ上で、対等なコミュニケーションをと
る。

b)場面に応じた服装、言葉遣い、振る舞い
職場環境や場面に応じた服装や言葉遣い、振る舞いを行う。

a)支援の振り返りと支援者自身の自己理解
日々の支援を振り返り、自己理解を深め、自分の得意・不得意や限界を把握し
た上で、自身ができる支援について考える。

b)支援者自身の感情コントロールと問題解決
問題や葛藤が生じた場合は、感情をコントロールし、周囲と相談しつつ冷静に
対処する。

c)倫理的ジレンマへの対応
就労支援に関する様々な問題や葛藤等の倫理的ジレンマには、その解決に向け
て上司・指導担当者・同僚等と相談をしながら自分なりの考えを整理する。

a)客観的なケース記録の書き方
客観的に（主観を交えず行動や結果を記録し、解釈と事実を分けて）伝える。

b)簡潔で分かり易い記録・伝達の仕方
必要な情報に的を絞り、分かり易い記録・伝達を行う。

c)利用者を意識した言葉の使用
利用者の受け止め方を踏まえて使用する言葉を慎重に吟味して、記録・伝達す
る。

a)応募書類作成の支援
アピール・ポイントと配慮を得たい内容が適切に伝わるよう、応募書類の作成
に係る助言・サポートを行う。

b)採用面接対策の支援
採用面接を想定したシミュレーションにおいて、自己PRや面接官とのコミュニ
ケーションの取り方、面接の受け方の練習を実施する。

c)就職差別と不適切な質問の理解
就職差別につながる恐れがあるような採用面接における不適切な質問について
は、答える必要がないことを障害者本人と確認する。

a)退職の意向と背景の確認
障害者本人の退職の意向が聞かれた際には、その理由や背景を聴取して、今後
の進路について一緒に検討する。

b)円滑な退職に向けた手続きの助言
障害者本人が退職する必要がある時は、円滑な退職に向けて取るべき適切な手
続きについて助言する。

c)退職後に利用できる制度・サービスの情報提供
障害者本人の意向や状況に応じて、退職後に利用できる制度やサービス（雇用
保険の受給の仕方等の所得保障を含む）の情報を提供する。

d)これまでの仕事の経験の振り返りと再就職に向けた相談
これまでの仕事の経験を振り返り、仕事での強みを確認するとともに、再就職
に向けて自分に適した仕事・職務の条件や今後必要なサポートについて話し合
う。

a)本人と仕事内容や職場環境・条件の適合性の検討
障害者本人の能力や特性と、実際の仕事内容、求めている知識・スキルや水
準、職場の環境、雇用条件との適合性について検討する。

b)障害者本人の能力・特性・興味の説明
障害者本人の意向を尊重した上で、本人の能力・特性や興味を説明する。

c)職場環境・職務の調整
職場のニーズを踏まえつつ、障害者本人が成長できる職場環境・職務の調整を
提案する。

NNoo..4488

退退職職とと再再就就職職にに向向けけたた支支
援援：：退退職職すするる必必要要がが生生じじ
たた場場合合ににはは、、今今後後のの見見通通
ししをを整整理理ししたた上上でで、、適適切切
なな退退職職のの手手続続ききやや、、退退職職
後後にに必必要要ととななるるササポポーートト
ににつついいててのの情情報報提提供供等等をを
行行ううこことと。。

NNoo..5566

職職場場・・職職務務のの調調整整支支援援：：
障障害害者者本本人人のの能能力力・・特特性性
とと職職場場・・職職務務ととのの適適合合性性
をを考考慮慮ししてて、、必必要要にに応応じじ
てて事事業業主主にに職職場場・・職職務務のの
調調整整をを提提案案すするるこことと。。

NNoo..3399

障障害害者者本本人人のの求求職職活活動動のの
支支援援：：求求職職活活動動のの場場面面にに
おおいいてて、、アアピピーールル・・ポポイイ
ンントトやや配配慮慮をを得得たたいい内内容容
がが適適切切にに伝伝わわるるよよううにに、、
応応募募書書類類のの作作成成やや面面接接のの
受受けけ方方にに関関すするる助助言言・・支支
援援をを行行ううこことと。。

NNoo..55

支支援援者者自自身身のの自自己己理理解解とと
自自身身ががででききるる支支援援のの検検
討討：：支支援援者者自自身身のの自自己己理理
解解をを深深めめ、、就就労労支支援援にに関関
すするる様様々々なな問問題題やや葛葛藤藤にに
対対ししてて周周囲囲とと相相談談ししなながが
らら、、自自身身ががででききるる支支援援やや
最最善善のの方方法法をを検検討討ししつつ
つつ、、支支援援にに取取りり組組むむここ
とと。。

NNoo..1166

分分かかりり易易いい記記録録・・伝伝達達：：
客客観観的的でで簡簡潔潔なな構構成成やや内内
容容ににすするるここととをを心心ががけけ
てて、、支支援援経経過過やや利利用用者者情情
報報のの記記録録・・伝伝達達をを行行ううここ
とと。。

②②  OOJJTTをを中中心心にに習習得得にに取取りり組組むむ知知識識・・ススキキルル等等（（６６項項目目））

  №№

知知識識・・ススキキルル等等
（（完完全全版版  知知識識・・ススキキ

ルル等等リリスストト））
具具体体的的内内容容

習習得得にに向向けけててのの取取組組

NNoo..44

就就労労支支援援ににおおいいてて支支援援者者
がが取取るるべべきき態態度度：：相相手手
（（障障害害者者・・家家族族・・事事業業
主主・・関関係係機機関関等等））のの立立場場
やや考考ええ方方をを尊尊重重ししたた対対等等
ななココミミュュニニケケーーシショョンン及及
びび職職場場環環境境やや場場面面にに応応じじ
たた服服装装やや振振るる舞舞いいをを行行うう
こことと。。
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a)行動分析と行動記録
実際の職場や職場に近い作業場面での様子について、何がきっかけとなり、ど
のような言動（思考）をして、どのような結果になったのか、行動レベルで記
録をつける。

b)行動記録に基づく課題と解決策の整理・分析
具体的に記録した内容に基づいて、対人技能や本人に合った作業内容や環境、
必要な支援について障害者本人と一緒に整理・分析する。

a)アセスメントシートやチェックリスト等の活用
アセスメントシートやチェックリスト等の様々な評価ツールに関する情報を収
集し、使用する。

b)心理検査・職業検査の活用
自機関又は関係機関で実施された検査等の結果を参考に、障害者本人の状態像
や特性・能力を把握する。

a)体系的な教示（システマティック・インストラクション）
目標とする行動の習得に向け、段階的な計画を立て、支援者又は周囲が手本を
見せる、手がかりを与える、繰り返しの練習を促す、環境を調整するなどの集
中的な働きかけを行う。

b)行動習得のための環境整備
目標の内容によっては、障害者本人が自力で全て行うことを目指すのではな
く、周囲の関係者（同僚・上司等）や職場環境整備等による自然で無理のない
サポートを活用した習得を目指す。

c)フェイディング
障害者本人が周囲のサポート等を活用しつつ自立的に行動できるように、目標
とする行動の習得度等を考慮した上で、集中的な働きかけの内容や頻度を段階
的に弱める。

a)基本的ビジネスマナーについての説明
企業や官公庁で働く場合において必要とされる基本的なマナーや振る舞い方
（時間を守る、報告・連絡・相談、ミスをした時の対応、怒りのコントロール
等）について分かり易く説明する。

b)コミュニケーションスキルの習得の支援
SST等の手法を用いて、コミュニケーションスキルの習得を個別またはグルー
プで支援する。

c)問題解決スキルの習得の支援
悩みや困りごと等、問題となっている状況や原因を障害者本人自ら整理し、解
決策を見つけられるように、支援する。

a)ストレス・疲労の対処に関する支援
障害者本人がストレスや疲労と上手く付き合っていけるように、ストレスや疲
労のメカニズムを説明した上で、そのサインと自分に合った対処法について気
づきを高める支援を行う。

b)生活習慣に関する支援
障害者本人が、睡眠・食生活・運動などの生活習慣とストレス・疲労や体調・
体力の関係に気づき、本人に合った生活習慣を意識して生活を送れるように支
援する。

c)通院・服薬管理に関する支援
適切な通院と処方に沿った服薬が行えるように、通院時間の調整方法、薬の飲
み忘れを防ぐ方法等について障害者本人と一緒に検討する。

d)体調不良時の対処に関する支援
主治医等の意見や医学・心理学の知見を踏まえ、体調不良への対処に関する助
言を行う。

NNoo..4499

職職業業生生活活ににおおけけるる体体調調
管管理理のの支支援援：：職職業業生生活活
ににおおいいててスストトレレスス・・疲疲
労労へへのの上上手手なな付付きき合合いい
方方やや本本人人にに合合っったた生生活活
習習慣慣、、体体調調不不良良時時のの対対
処処法法にに気気づづきき、、体体調調管管
理理をを行行ええるるよようう支支援援すす
るるこことと。。

NNoo..3322

目目標標ととすするるススキキルルやや行行
動動をを習習得得すするるたためめのの支支
援援：：障障害害者者本本人人がが目目標標
ととすするる行行動動（（社社会会的的スス
キキルルやや課課題題へへのの対対処処行行
動動等等））をを身身にに付付けけらられれ
るるよよううにに、、行行動動のの習習得得
にに科科学学的的根根拠拠ののああるる技技
法法3300))をを用用いいたた体体系系的的
なな支支援援ををすするるこことと。。

NNoo..2299

専専門門的的ななアアセセススメメンントト
ツツーールルのの活活用用：：アアセセスス
メメンントトシシーートトややチチェェッッ
ククリリスストト等等のの評評価価ツツーー
ルルやや各各種種検検査査かからら得得らら
れれたた情情報報をを活活用用ししてて、、
障障害害者者本本人人のの職職業業・・心心
理理・・対対人人的的なな特特性性をを把把
握握すするるこことと。。

NNoo..2288

行行動動観観察察：：実実際際のの職職場場
（（実実習習等等含含むむ））又又はは職職
場場にに近近いい作作業業場場面面（（模模
擬擬的的就就労労場場面面等等））ででのの
行行動動観観察察をを通通ししてて、、対対
人人技技能能やや本本人人にに合合っったた
作作業業内内容容やや環環境境、、必必要要
なな支支援援をを障障害害者者本本人人とと
一一緒緒にに整整理理・・分分析析すするる
こことと。。

NNoo..3344

対対人人ススキキルルやや問問題題解解決決
ススキキルルのの習習得得ののたためめのの
支支援援：：障障害害者者本本人人のの雇雇
用用やや職職場場適適応応のの可可能能性性
をを広広げげるるたためめにに、、職職場場
でで必必要要なな振振るる舞舞いい方方やや
ココミミュュニニケケーーシショョンン・・
問問題題解解決決ススキキルルのの習習得得
をを支支援援すするるこことと。。

研研修修 ◎◎ＯＯＪＪＴＴ
情情報報
交交換換

a)相手の立場や考え方を尊重したコミュニケーション
障害者、家族、事業主、関係機関等のそれぞれの立場を尊重し、それぞれの考
え方に配慮しつつ、適切な言葉を選んだ上で、対等なコミュニケーションをと
る。

b)場面に応じた服装、言葉遣い、振る舞い
職場環境や場面に応じた服装や言葉遣い、振る舞いを行う。

a)支援の振り返りと支援者自身の自己理解
日々の支援を振り返り、自己理解を深め、自分の得意・不得意や限界を把握し
た上で、自身ができる支援について考える。

b)支援者自身の感情コントロールと問題解決
問題や葛藤が生じた場合は、感情をコントロールし、周囲と相談しつつ冷静に
対処する。

c)倫理的ジレンマへの対応
就労支援に関する様々な問題や葛藤等の倫理的ジレンマには、その解決に向け
て上司・指導担当者・同僚等と相談をしながら自分なりの考えを整理する。

a)客観的なケース記録の書き方
客観的に（主観を交えず行動や結果を記録し、解釈と事実を分けて）伝える。

b)簡潔で分かり易い記録・伝達の仕方
必要な情報に的を絞り、分かり易い記録・伝達を行う。

c)利用者を意識した言葉の使用
利用者の受け止め方を踏まえて使用する言葉を慎重に吟味して、記録・伝達す
る。

a)応募書類作成の支援
アピール・ポイントと配慮を得たい内容が適切に伝わるよう、応募書類の作成
に係る助言・サポートを行う。

b)採用面接対策の支援
採用面接を想定したシミュレーションにおいて、自己PRや面接官とのコミュニ
ケーションの取り方、面接の受け方の練習を実施する。

c)就職差別と不適切な質問の理解
就職差別につながる恐れがあるような採用面接における不適切な質問について
は、答える必要がないことを障害者本人と確認する。

a)退職の意向と背景の確認
障害者本人の退職の意向が聞かれた際には、その理由や背景を聴取して、今後
の進路について一緒に検討する。

b)円滑な退職に向けた手続きの助言
障害者本人が退職する必要がある時は、円滑な退職に向けて取るべき適切な手
続きについて助言する。

c)退職後に利用できる制度・サービスの情報提供
障害者本人の意向や状況に応じて、退職後に利用できる制度やサービス（雇用
保険の受給の仕方等の所得保障を含む）の情報を提供する。

d)これまでの仕事の経験の振り返りと再就職に向けた相談
これまでの仕事の経験を振り返り、仕事での強みを確認するとともに、再就職
に向けて自分に適した仕事・職務の条件や今後必要なサポートについて話し合
う。

a)本人と仕事内容や職場環境・条件の適合性の検討
障害者本人の能力や特性と、実際の仕事内容、求めている知識・スキルや水
準、職場の環境、雇用条件との適合性について検討する。

b)障害者本人の能力・特性・興味の説明
障害者本人の意向を尊重した上で、本人の能力・特性や興味を説明する。

c)職場環境・職務の調整
職場のニーズを踏まえつつ、障害者本人が成長できる職場環境・職務の調整を
提案する。

NNoo..4488

退退職職とと再再就就職職にに向向けけたた支支
援援：：退退職職すするる必必要要がが生生じじ
たた場場合合ににはは、、今今後後のの見見通通
ししをを整整理理ししたた上上でで、、適適切切
なな退退職職のの手手続続ききやや、、退退職職
後後にに必必要要ととななるるササポポーートト
ににつついいててのの情情報報提提供供等等をを
行行ううこことと。。

NNoo..5566

職職場場・・職職務務のの調調整整支支援援：：
障障害害者者本本人人のの能能力力・・特特性性
とと職職場場・・職職務務ととのの適適合合性性
をを考考慮慮ししてて、、必必要要にに応応じじ
てて事事業業主主にに職職場場・・職職務務のの
調調整整をを提提案案すするるこことと。。

NNoo..3399

障障害害者者本本人人のの求求職職活活動動のの
支支援援：：求求職職活活動動のの場場面面にに
おおいいてて、、アアピピーールル・・ポポイイ
ンントトやや配配慮慮をを得得たたいい内内容容
がが適適切切にに伝伝わわるるよよううにに、、
応応募募書書類類のの作作成成やや面面接接のの
受受けけ方方にに関関すするる助助言言・・支支
援援をを行行ううこことと。。

NNoo..55

支支援援者者自自身身のの自自己己理理解解とと
自自身身ががででききるる支支援援のの検検
討討：：支支援援者者自自身身のの自自己己理理
解解をを深深めめ、、就就労労支支援援にに関関
すするる様様々々なな問問題題やや葛葛藤藤にに
対対ししてて周周囲囲とと相相談談ししなながが
らら、、自自身身ががででききるる支支援援やや
最最善善のの方方法法をを検検討討ししつつ
つつ、、支支援援にに取取りり組組むむここ
とと。。

NNoo..1166

分分かかりり易易いい記記録録・・伝伝達達：：
客客観観的的でで簡簡潔潔なな構構成成やや内内
容容ににすするるここととをを心心ががけけ
てて、、支支援援経経過過やや利利用用者者情情
報報のの記記録録・・伝伝達達をを行行ううここ
とと。。

②②  OOJJTTをを中中心心にに習習得得にに取取りり組組むむ知知識識・・ススキキルル等等（（６６項項目目））

  №№

知知識識・・ススキキルル等等
（（完完全全版版  知知識識・・ススキキ

ルル等等リリスストト））
具具体体的的内内容容

習習得得にに向向けけててのの取取組組

NNoo..44

就就労労支支援援ににおおいいてて支支援援者者
がが取取るるべべきき態態度度：：相相手手
（（障障害害者者・・家家族族・・事事業業
主主・・関関係係機機関関等等））のの立立場場
やや考考ええ方方をを尊尊重重ししたた対対等等
ななココミミュュニニケケーーシショョンン及及
びび職職場場環環境境やや場場面面にに応応じじ
たた服服装装やや振振るる舞舞いいをを行行うう
こことと。。
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研研修修 ＯＯＪＪＴＴ
◎◎情情報報
交交換換

a)企業経営の基礎や障害者雇用状況の把握
民間企業の経営・経済の動向や障害者就労に関する動向11) を把握する。

b)地域の労働市場の動向の把握
地域の労働市場の動向について関係機関や一般の公開情報等を活用して、把握
する。

c)多様な働き方（在宅勤務、自営等）の情報収集
在宅勤務や自営等、多様な働き方に関する事例や活用できる支援等の情報収集
を行い、必要に応じて情報提供する。

a)応募する求人の自己選択の支援
障害者本人の希望・適性と求人情報とを照らし合わせた整理を一緒に行い、応
募する求人の自己選択をサポートする。

b)ハローワークや民間の職業紹介機関の活用
ハローワークや民間の職業紹介機関、求人メディアなどの求人情報を活用し、
希望や適性に合った求人情報を障害者本人と共有する。

c)求人検索方法の説明
障害者本人自ら検索できるように、求人情報の検索方法を説明する。

d)職場開拓
必要があれば、ハローワークや地域障害者職業センター、障害者就業・生活支
援センター等と連携して、職場開拓を行う。

a)企業の求人内容の詳細把握
事業所への訪問や聞き取りにより、仕事内容、職場環境、求人のきっかけ、仕
事の要求水準、求める人物像等を情報収集する。

b)事業所訪問を通した職場環境・仕事内容の情報収集
事業所への訪問（障害者本人同行の職場見学を含む）により、求人企業の職場
環境や仕事内容について情報収集した上で、必要に応じて職場実習等を提案す
る。

a)必要な技能訓練についての話し合い
障害者本人のニーズに合った職業で必要な技能と、本人が身につけている技能
を整理し、必要な技能訓練について話し合う。

b)職業能力開発施設に関する情報把握と提供
職業能力開発施設に関する情報を把握した上で、必要に応じて、当該施設への
問い合わせやハローワーク等の窓口の紹介を行う。

a)職場復帰までに必要な事項の整理
休職者と事業主双方と話し合い、職場復帰に向けて必要な事項を整理する。

b)復職に向けたプログラム等の提案
休職者の円滑な職場復帰のため、職場復帰支援（リワーク支援）やリハビリ出
勤等のプログラムの提案、実施の助言を行う。

c)職場復帰支援の実施
必要に応じて職場復帰支援（リワーク支援）を実施又は紹介する。

d)社内サポート体制作りの助言
休職者の職場復帰後の社内サポート体制作りについて事業主や職場の管理者に
助言する。

NNoo..4477

休休職職者者のの職職場場復復帰帰支支
援援：：休休職職者者とと事事業業主主とと
のの話話しし合合いいをを通通じじてて、、
復復職職にに向向けけたたププロロセセスス
のの整整理理、、職職場場復復帰帰支支援援
のの提提案案・・紹紹介介・・実実施施やや
円円滑滑なな職職場場復復帰帰にに向向けけ
たた社社内内ササポポーートト体体制制づづ
くくりりのの助助言言をを行行ううここ
とと。。

NNoo..4400

職職業業能能力力開開発発施施設設のの利利
用用にに向向けけたた情情報報提提供供：：
障障害害者者本本人人ののニニーーズズにに
合合っったた職職業業でで求求めめらられれ
るる技技能能をを整整理理しし、、必必要要
にに応応じじてて職職業業能能力力開開発発
施施設設にに係係るるササーービビススのの
利利用用にに向向けけたた情情報報提提供供
をを行行ううこことと。。

NNoo..1111

企企業業経経営営やや労労働働市市場場のの
動動向向把把握握：：企企業業経経営営・・
経経済済、、労労働働市市場場・・障障害害
者者のの働働きき方方のの動動向向をを把把
握握ししつつつつ支支援援をを行行ううここ
とと。。

NNoo..3366

障障害害者者本本人人のの仕仕事事のの選選
択択のの支支援援：：障障害害者者本本人人
がが希希望望やや適適性性にに合合っったた
仕仕事事をを自自己己選選択択ででききるる
よようう、、求求人人情情報報のの収収
集集・・整整理理のの支支援援をを行行うう
こことと。。

NNoo..3388

求求人人ととののママッッチチンンググのの
たためめのの職職場場のの情情報報収収
集集：：求求人人ととののママッッチチンン
ググのの参参考考ににすするるたためめ、、
求求人人企企業業のの職職場場環環境境やや
詳詳ししいい仕仕事事内内容容、、応応募募
者者にに求求めめるる条条件件等等のの情情
報報収収集集をを行行ううこことと。。

③③  情情報報交交換換をを中中心心にに習習得得にに取取りり組組むむ知知識識・・ススキキルル等等（（1166項項目目））

  №№
知知識識・・ススキキルル等等

（（完完全全版版  知知識識・・ススキキ
ルル等等リリスストト））

具具体体的的内内容容

習習得得にに向向けけててのの取取組組

a)ワークライフバランスに関する相談
障害者本人が仕事と生活のバランスを見つけられるように、必要に応じて相談
する。

b)余暇活動のニーズ把握と情報提供
充実した生活が送れるように、障害者本人の余暇ニーズを把握し、余暇活動の
取組方法について一緒に検討したり社会資源の開拓を行う。

c)住居の確保に向けた情報提供
生活や通勤のニーズに合った住居の確保に向けて、手続きに係る情報提供や、
福祉サービス利用に向けた相談窓口の紹介を行う。

a)ライフステージに対応したニーズの把握と相談
障害者本人の結婚・出産・子育てや家族等の介護・死亡等により変化するライ
フステージに対応した本人のニーズを把握し、働き方や生活の相談・調整や活
用できる社会資源の情報提供を行う。

b)退職後の生活・活動を見据えた支援
障害者本人の定年・高齢化等に伴う退職や福祉サービスの利用とその後の生活
について、適切な関係機関と連携を図り、円滑な移行に向け本人との相談を行
う。

a)事業主との情報交換による実態・考え方の把握
事業所の視察や様々な情報交換の場を通じて、障害者雇用に関する企業の実態
や考え方を把握する。

b)事業主への障害者雇用の事例・制度・支援サービスの情報提供
事業主に、障害者雇用の実例・支援制度・支援サービスに関する情報を提供す
る。

c)企業にとってのメリットの説明
障害者雇用に取り組むことによる企業にとってのメリット（生産性向上・人材
確保・ダイバーシティなど）を説明する。

d)企業が果たすべきことや支援者の役割の説明
障害者雇用における企業の社会的責任や役割について支援者自身が理解した上
で、必要に応じて企業が果たすべきことや支援者の役割について説明する。

a)事業主のニーズや懸念事項の把握
事業主のニーズや懸念事項を把握した上で、雇用計画・方針の策定に向けた相
談に乗る。

b)事業主や従業員に対する研修・説明
事業主や従業員の理解を深めるため、ニーズに合った障害者雇用に関する研
修・説明を行う。

c)企業同士の情報交換の促進
障害者雇用に取り組む企業同士が情報交換・情報共有できる機会を作る。

a)社会資源の情報収集
社会福祉サービスや自治体、民間機関の取組など、地域の社会資源の情報を収
集する。

b)地域支援機関との情報交換、連携強化
関係機関との個別ケースの情報交換以外にも、会議や研修などの場で支援ノウ
ハウや地域の実態などを共有し、連携を強化する。

c)支援ネットワーク立上げ・強化
地域の就労支援力向上のカギとなりうる地域の社会資源への呼びかけを行い、
支援ネットワークの立上げや強化を行う。

NNoo..5522

ラライイフフスステテーージジにに対対応応
ししたた支支援援：：様様々々ななラライイ
フフスステテーージジにに対対応応ししたた
仕仕事事やや生生活活ののニニーーズズをを
把把握握しし、、働働きき方方やや生生活活
のの仕仕方方ににつついいててのの相相
談談・・調調整整やや必必要要なな社社会会
資資源源のの紹紹介介・・連連携携をを行行
ううこことと。。

NNoo..5533

企企業業のの障障害害者者雇雇用用にに関関
すするる実実態態把把握握とと情情報報提提
供供：：企企業業のの障障害害者者雇雇用用
にに関関すするる実実態態やや考考ええ方方
をを踏踏ままええてて、、障障害害者者雇雇
用用のの意意義義、、実実例例、、支支援援
制制度度、、支支援援ササーービビスス等等
のの有有益益なな情情報報をを提提供供すす
るるこことと。。

NNoo..5500

ワワーーククラライイフフババラランンスス
とと生生活活のの充充実実ののたためめのの
相相談談・・情情報報提提供供：：仕仕事事
とと生生活活ののババラランンススをを取取
りりつつつつ、、充充実実ししたた生生活活
がが送送れれるるよよううにに、、本本人人
ととのの相相談談やや社社会会資資源源のの
開開拓拓・・情情報報提提供供をを行行うう
こことと。。

NNoo..5599

地地域域のの社社会会資資源源のの情情報報
収収集集とと情情報報交交換換・・ネネッッ
トトワワーークク作作りり：：地地域域のの
社社会会資資源源をを最最大大限限にに活活
用用すするるたためめにに、、社社会会資資
源源にに関関すするる情情報報収収集集
やや、、情情報報交交換換・・研研修修のの
場場へへのの参参加加、、支支援援ネネッッ
トトワワーークク立立上上げげのの参参画画
等等をを行行ううこことと。。

NNoo..5544

事事業業主主のの障障害害者者雇雇用用にに
関関すするるニニーーズズのの把把握握とと
取取組組のの支支援援：：事事業業主主のの
障障害害者者雇雇用用にに関関すするる
ニニーーズズやや懸懸念念事事項項をを把把
握握ししたた上上でで、、必必要要にに応応
じじてて相相談談・・研研修修・・情情報報
交交換換等等のの機機会会をを作作りり、、
企企業業のの障障害害者者受受けけ入入れれ
体体制制のの構構築築をを支支援援すするる
こことと。。
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研研修修 ＯＯＪＪＴＴ
◎◎情情報報
交交換換

a)企業経営の基礎や障害者雇用状況の把握
民間企業の経営・経済の動向や障害者就労に関する動向11) を把握する。

b)地域の労働市場の動向の把握
地域の労働市場の動向について関係機関や一般の公開情報等を活用して、把握
する。

c)多様な働き方（在宅勤務、自営等）の情報収集
在宅勤務や自営等、多様な働き方に関する事例や活用できる支援等の情報収集
を行い、必要に応じて情報提供する。

a)応募する求人の自己選択の支援
障害者本人の希望・適性と求人情報とを照らし合わせた整理を一緒に行い、応
募する求人の自己選択をサポートする。

b)ハローワークや民間の職業紹介機関の活用
ハローワークや民間の職業紹介機関、求人メディアなどの求人情報を活用し、
希望や適性に合った求人情報を障害者本人と共有する。

c)求人検索方法の説明
障害者本人自ら検索できるように、求人情報の検索方法を説明する。

d)職場開拓
必要があれば、ハローワークや地域障害者職業センター、障害者就業・生活支
援センター等と連携して、職場開拓を行う。

a)企業の求人内容の詳細把握
事業所への訪問や聞き取りにより、仕事内容、職場環境、求人のきっかけ、仕
事の要求水準、求める人物像等を情報収集する。

b)事業所訪問を通した職場環境・仕事内容の情報収集
事業所への訪問（障害者本人同行の職場見学を含む）により、求人企業の職場
環境や仕事内容について情報収集した上で、必要に応じて職場実習等を提案す
る。

a)必要な技能訓練についての話し合い
障害者本人のニーズに合った職業で必要な技能と、本人が身につけている技能
を整理し、必要な技能訓練について話し合う。

b)職業能力開発施設に関する情報把握と提供
職業能力開発施設に関する情報を把握した上で、必要に応じて、当該施設への
問い合わせやハローワーク等の窓口の紹介を行う。

a)職場復帰までに必要な事項の整理
休職者と事業主双方と話し合い、職場復帰に向けて必要な事項を整理する。

b)復職に向けたプログラム等の提案
休職者の円滑な職場復帰のため、職場復帰支援（リワーク支援）やリハビリ出
勤等のプログラムの提案、実施の助言を行う。

c)職場復帰支援の実施
必要に応じて職場復帰支援（リワーク支援）を実施又は紹介する。

d)社内サポート体制作りの助言
休職者の職場復帰後の社内サポート体制作りについて事業主や職場の管理者に
助言する。

NNoo..4477

休休職職者者のの職職場場復復帰帰支支
援援：：休休職職者者とと事事業業主主とと
のの話話しし合合いいをを通通じじてて、、
復復職職にに向向けけたたププロロセセスス
のの整整理理、、職職場場復復帰帰支支援援
のの提提案案・・紹紹介介・・実実施施やや
円円滑滑なな職職場場復復帰帰にに向向けけ
たた社社内内ササポポーートト体体制制づづ
くくりりのの助助言言をを行行ううここ
とと。。

NNoo..4400

職職業業能能力力開開発発施施設設のの利利
用用にに向向けけたた情情報報提提供供：：
障障害害者者本本人人ののニニーーズズにに
合合っったた職職業業でで求求めめらられれ
るる技技能能をを整整理理しし、、必必要要
にに応応じじてて職職業業能能力力開開発発
施施設設にに係係るるササーービビススのの
利利用用にに向向けけたた情情報報提提供供
をを行行ううこことと。。

NNoo..1111

企企業業経経営営やや労労働働市市場場のの
動動向向把把握握：：企企業業経経営営・・
経経済済、、労労働働市市場場・・障障害害
者者のの働働きき方方のの動動向向をを把把
握握ししつつつつ支支援援をを行行ううここ
とと。。

NNoo..3366

障障害害者者本本人人のの仕仕事事のの選選
択択のの支支援援：：障障害害者者本本人人
がが希希望望やや適適性性にに合合っったた
仕仕事事をを自自己己選選択択ででききるる
よようう、、求求人人情情報報のの収収
集集・・整整理理のの支支援援をを行行うう
こことと。。

NNoo..3388

求求人人ととののママッッチチンンググのの
たためめのの職職場場のの情情報報収収
集集：：求求人人ととののママッッチチンン
ググのの参参考考ににすするるたためめ、、
求求人人企企業業のの職職場場環環境境やや
詳詳ししいい仕仕事事内内容容、、応応募募
者者にに求求めめるる条条件件等等のの情情
報報収収集集をを行行ううこことと。。

③③  情情報報交交換換をを中中心心にに習習得得にに取取りり組組むむ知知識識・・ススキキルル等等（（1166項項目目））

  №№
知知識識・・ススキキルル等等

（（完完全全版版  知知識識・・ススキキ
ルル等等リリスストト））

具具体体的的内内容容

習習得得にに向向けけててのの取取組組

a)ワークライフバランスに関する相談
障害者本人が仕事と生活のバランスを見つけられるように、必要に応じて相談
する。

b)余暇活動のニーズ把握と情報提供
充実した生活が送れるように、障害者本人の余暇ニーズを把握し、余暇活動の
取組方法について一緒に検討したり社会資源の開拓を行う。

c)住居の確保に向けた情報提供
生活や通勤のニーズに合った住居の確保に向けて、手続きに係る情報提供や、
福祉サービス利用に向けた相談窓口の紹介を行う。

a)ライフステージに対応したニーズの把握と相談
障害者本人の結婚・出産・子育てや家族等の介護・死亡等により変化するライ
フステージに対応した本人のニーズを把握し、働き方や生活の相談・調整や活
用できる社会資源の情報提供を行う。

b)退職後の生活・活動を見据えた支援
障害者本人の定年・高齢化等に伴う退職や福祉サービスの利用とその後の生活
について、適切な関係機関と連携を図り、円滑な移行に向け本人との相談を行
う。

a)事業主との情報交換による実態・考え方の把握
事業所の視察や様々な情報交換の場を通じて、障害者雇用に関する企業の実態
や考え方を把握する。

b)事業主への障害者雇用の事例・制度・支援サービスの情報提供
事業主に、障害者雇用の実例・支援制度・支援サービスに関する情報を提供す
る。

c)企業にとってのメリットの説明
障害者雇用に取り組むことによる企業にとってのメリット（生産性向上・人材
確保・ダイバーシティなど）を説明する。

d)企業が果たすべきことや支援者の役割の説明
障害者雇用における企業の社会的責任や役割について支援者自身が理解した上
で、必要に応じて企業が果たすべきことや支援者の役割について説明する。

a)事業主のニーズや懸念事項の把握
事業主のニーズや懸念事項を把握した上で、雇用計画・方針の策定に向けた相
談に乗る。

b)事業主や従業員に対する研修・説明
事業主や従業員の理解を深めるため、ニーズに合った障害者雇用に関する研
修・説明を行う。

c)企業同士の情報交換の促進
障害者雇用に取り組む企業同士が情報交換・情報共有できる機会を作る。

a)社会資源の情報収集
社会福祉サービスや自治体、民間機関の取組など、地域の社会資源の情報を収
集する。

b)地域支援機関との情報交換、連携強化
関係機関との個別ケースの情報交換以外にも、会議や研修などの場で支援ノウ
ハウや地域の実態などを共有し、連携を強化する。

c)支援ネットワーク立上げ・強化
地域の就労支援力向上のカギとなりうる地域の社会資源への呼びかけを行い、
支援ネットワークの立上げや強化を行う。

NNoo..5522

ラライイフフスステテーージジにに対対応応
ししたた支支援援：：様様々々ななラライイ
フフスステテーージジにに対対応応ししたた
仕仕事事やや生生活活ののニニーーズズをを
把把握握しし、、働働きき方方やや生生活活
のの仕仕方方ににつついいててのの相相
談談・・調調整整やや必必要要なな社社会会
資資源源のの紹紹介介・・連連携携をを行行
ううこことと。。

NNoo..5533

企企業業のの障障害害者者雇雇用用にに関関
すするる実実態態把把握握とと情情報報提提
供供：：企企業業のの障障害害者者雇雇用用
にに関関すするる実実態態やや考考ええ方方
をを踏踏ままええてて、、障障害害者者雇雇
用用のの意意義義、、実実例例、、支支援援
制制度度、、支支援援ササーービビスス等等
のの有有益益なな情情報報をを提提供供すす
るるこことと。。

NNoo..5500

ワワーーククラライイフフババラランンスス
とと生生活活のの充充実実ののたためめのの
相相談談・・情情報報提提供供：：仕仕事事
とと生生活活ののババラランンススをを取取
りりつつつつ、、充充実実ししたた生生活活
がが送送れれるるよよううにに、、本本人人
ととのの相相談談やや社社会会資資源源のの
開開拓拓・・情情報報提提供供をを行行うう
こことと。。

NNoo..5599

地地域域のの社社会会資資源源のの情情報報
収収集集とと情情報報交交換換・・ネネッッ
トトワワーークク作作りり：：地地域域のの
社社会会資資源源をを最最大大限限にに活活
用用すするるたためめにに、、社社会会資資
源源にに関関すするる情情報報収収集集
やや、、情情報報交交換換・・研研修修のの
場場へへのの参参加加、、支支援援ネネッッ
トトワワーークク立立上上げげのの参参画画
等等をを行行ううこことと。。

NNoo..5544

事事業業主主のの障障害害者者雇雇用用にに
関関すするるニニーーズズのの把把握握とと
取取組組のの支支援援：：事事業業主主のの
障障害害者者雇雇用用にに関関すするる
ニニーーズズやや懸懸念念事事項項をを把把
握握ししたた上上でで、、必必要要にに応応
じじてて相相談談・・研研修修・・情情報報
交交換換等等のの機機会会をを作作りり、、
企企業業のの障障害害者者受受けけ入入れれ
体体制制のの構構築築をを支支援援すするる
こことと。。
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a)社会資源に関する情報提供
利用者のニーズに応じて社会資源やプログラムを紹介し、その内容と利用方法
を利用者が理解できるように説明する。

b)医療機関等との適切な連携
障害者本人に症状の悪化や懸念すべき状況が見られた場合は、医療機関等の適
切な機関と連携をとる。

a)連携機関へのケース概要の端的な説明
障害者本人の同意を得た上で、個別ケースにおける本人の特徴や支援目標を端
的に説明し、スムーズな支援の展開や情報の引継ぎを行う。

b)連携機関への経過の説明
個別ケースについて新たに連携する機関に、障害者本人が現在関わっている支
援機関がどのような支援を行っているか、本人の同意を得た上で説明を行う。

c)ケース会議等による情報集約・合意形成・役割分担
障害者本人や関係機関を交えた話し合いやケース会議等により、情報集約と合
意形成や役割分担を行う。

a)ケースマネジメントの理解
ケースマネジメントの意義・方法を理解し、関係機関との連携を行う。

b)教育や福祉から雇用への移行プロセスと現状の理解
教育や福祉から雇用への移行の現状 やそのプロセスを理解して、教育や福祉
機関との連携を行う。

c)関係機関との協同関係の構築
様々な関係者が互いに補い合い、障害者本人を共に支える対等・平等な関係を
築く意識を持ち、関係機関と一緒に考える姿勢で連携を行う。

d)進捗状況の適宜共有
関係機関と適宜連携を取り、ケースの進捗状況を共有する。

a)家族等との情報共有
家族等との情報共有を障害者本人の同意を得て適切に行い、支援方針などに関
して家族等の理解を得る。

b)家族のニーズに応じた情報提供
家族等に対して本人への関わり方に関する提案や、本人・家族のニーズに応じ
た社会福祉サービスや家族会等の社会資源の情報提供を行う。

a)障害者雇用に関する周知・啓発
障害者本人や保護者、支援団体、企業・企業団体等に対して、自治体や関係機
関と連携し、障害者雇用の周知・啓発を行う。

b)パンフレットやホームページの活用
パンフレットやホームページなどを活用して、障害者雇用の啓発を行う。

a)研修・情報交換の場等への参加
就労支援担当者に必要な知識の充足やスキルの向上を図るため、研修や情報交
換等の場に積極的に参加する。

b)地域支援機関との交流・情報交換の機会づくり
地域全体の就労支援力向上の重要性を認識し、就労支援実務者同士の支援ノウ
ハウの共有や情報交換の機会を定期的に作る。

c)地域支援機関への助言・援助
就労支援に取り組む支援機関に対して、それぞれの役割や実態を踏まえつつ、
効果的な支援の実施に向けた助言・援助や研修等の協力を行う。

NNoo..6644

障障害害者者雇雇用用のの啓啓発発：：障障
害害者者のの権権利利保保障障やや必必要要
なな支支援援・・配配慮慮のの提提供供にに
繋繋ががるるよよううにに、、障障害害者者
本本人人やや家家族族等等、、支支援援団団
体体、、企企業業・・企企業業団団体体等等
にに対対ししてて、、障障害害者者雇雇用用
にに関関すするる理理解解をを広広めめるる
周周知知・・啓啓発発をを行行ううここ
とと。。

NNoo..6655

支支援援人人材材のの育育成成：：地地域域
全全体体のの就就労労支支援援力力向向上上
ののたためめ、、自自機機関関だだけけでで
ななくく地地域域でで支支援援ノノウウハハ
ウウをを共共有有すするる意意識識をを持持
ちち、、積積極極的的にに情情報報共共有有
やや研研修修等等をを行行いい協協力力をを
すするるこことと。。

NNoo..6600

関関係係機機関関ととのの連連携携のの必必
要要性性のの検検討討とと紹紹介介：：利利
用用者者（（障障害害者者本本人人やや事事
業業主主等等））にに必必要要なな支支援援
ににつついいてて、、適適切切なな連連携携
機機関関をを検検討討のの上上、、分分かか
りり易易くく紹紹介介すするるこことと。。

NNoo..6633

家家族族等等ととのの連連携携：：障障害害
者者本本人人のの同同意意のの下下にに、、
家家族族等等とと情情報報やや考考ええ方方
をを共共有有しし、、社社会会資資源源のの
情情報報提提供供をを行行ううななどどのの
連連携携をを行行ううこことと。。

NNoo..6622

関関係係機機関関ととののチチーームム支支
援援：：各各地地域域ににおおけけるる関関
係係機機関関そそれれぞぞれれのの役役割割
やや機機能能をを理理解解ししたた上上
でで、、障障害害者者本本人人をを共共にに
支支ええるる意意識識をを持持ちち、、
チチーームム支支援援をを行行ううここ
とと。。

NNoo..6611

個個別別ケケーーススににつついいててのの
連連携携先先機機関関へへのの情情報報提提
供供とと連連携携体体制制のの構構築築：：
個個別別ケケーーススににつついいててのの
ススムムーーズズなな連連携携にに向向けけ
てて、、連連携携機機関関ととのの適適切切
なな情情報報共共有有とと役役割割分分担担
等等のの調調整整をを行行ううこことと。。

◎◎研研修修 ◎◎ＯＯＪＪＴＴ
情情報報
交交換換

a)相談の目的の説明・共有
相談の目的を丁寧に説明し、相談中も、適宜、目的を共有する。

b)支援者の役割と支援内容の説明
支援者・所属機関の役割や支援可能な範囲を明確に説明する。

c)傾聴や共感的態度による協働的相談
傾聴のスキルを身に着け、共感的態度で話を聴き、一緒に考える姿勢で相談を
行う。

d)次のステップを明確にした上での相談の終え方
次のステップ・機会やタイミングを共有した上で終了する。

a)相手が必要とする情報の簡潔な説明
相手の立場や伝えるべき内容に応じて情報を整理し、簡潔に伝える。

b)相手の理解に応じた解説や具体例
相手の理解を確認し、必要に応じて解説や具体例を加える。

c)相手の知識に応じた用語の使用
相手が理解しやすい適切な用語を使用する。

d)図示、見える化、補足資料を使用した説明
相手が理解しやすい方法やツールを用いて伝える。

a)相談場所・環境の選定
相手が相談しやすい場所や環境を選んで相談を行う。

b)相手の負担の考慮
あらかじめ時間を定める、必要に応じて休憩を挟む、話題の転換を図る等相手
の負担を考慮する。

c)相談内容の要約と共有
適宜、これまでの相談内容や経過を整理して分かり易くまとめ、相手と共有す
る。

d)相手の心情、タイミングを考慮した話題の選定
踏み込んだ話については、信頼関係の構築状況や相手の心理状況、事態の切迫
具合などを勘案して、適切なタイミングで行う。

a)個人情報保護法の理解と適切な情報の取扱い
支援経過や利用者情報の記録に当たっては、個人情報保護法やそれに伴う保有
個人情報の取扱いについて理解した上で適切に行う（取得・利用、保管、提
供、開示）。

b)本人の同意に基づく情報共有
関係機関等との情報共有の際には、障害者本人に対してその目的を丁寧に説明
し、本人の不利益にならない最良の内容や方法を一緒に検討した上で、本人の
同意を得て行う。

a)本人と一緒に行う作業遂行面と必要な配慮についての整理・分析
作業指示の理解、指示に基づく遂行、作業の正確性、スピード、安全な遂行等
の作業遂行力と必要な配慮を障害者本人と一緒に整理・分析する。

b)コミュニケーションや対人関係についての聞き取りや行動観察
コミュニケーションの取り方や対人関係の傾向を、障害者本人の認識と関係機
関や職場、家族等からの情報、行動観察等を踏まえて整理・分析する。

c)身辺自立、生活面の把握
職業生活への影響を考慮して、交通機関の利用や身辺自立など、生活的自立に
影響する要因を把握する。

NNoo..1144

相相手手のの立立場場ややニニーーズズをを
踏踏ままええたた分分かかりりややすすいい
説説明明：：相相手手のの立立場場やや
ニニーーズズをを踏踏ままええたた適適切切
なな情情報報をを、、相相手手のの理理解解
にに応応じじたた内内容容・・方方法法でで
分分かかりり易易くく伝伝ええるるここ
とと。。

NNoo..2233

作作業業遂遂行行面面・・対対人人面面・・
生生活活面面のの整整理理・・分分析析：：
作作業業遂遂行行面面、、対対人人面面、、
生生活活面面にに関関ししてて情情報報収収
集集をを行行いい、、能能力力をを発発揮揮
ししややすすいい作作業業種種・・作作業業
環環境境等等をを障障害害者者本本人人とと
一一緒緒にに整整理理・・分分析析すするる
こことと。。

NNoo..1133

相相談談をを行行うう際際のの基基本本的的
なな態態度度：：支支援援者者のの役役割割
やや相相談談目目的的をを説説明明ししたた
上上でで、、共共感感的的態態度度でで傾傾
聴聴しし、、一一緒緒にに考考ええるる姿姿
勢勢でで相相談談すするるこことと。。

NNoo..1155

相相手手のの特特性性・・状状況況をを踏踏
ままええたた相相談談：：相相手手のの特特
性性（（性性格格やや障障害害特特性性
等等））やや状状況況をを踏踏ままええてて
相相談談ををすするる場場所所やや時時間間
をを選選択択しし、、相相談談中中もも、、
相相手手のの特特性性やや反反応応にに応応
じじてて相相談談をを進進展展ささせせたた
りり、、ままととめめたたりりすするるここ
とと。。

NNoo..1177

個個人人情情報報のの適適切切なな取取りり
扱扱いい：：個個人人情情報報保保護護法法
のの趣趣旨旨をを十十分分にに理理解解しし
たた上上でで情情報報・・記記録録をを適適
切切にに取取りり扱扱うう（（取取得得・・
利利用用、、保保管管、、提提供供、、開開
示示すするる））こことと。。

④④  複複合合的的なな方方法法：：研研修修・・OOJJTTをを中中心心にに習習得得にに取取りり組組むむ知知識識・・ススキキルル等等（（７７項項目目））

  №№
知知識識・・ススキキルル等等

（（完完全全版版  知知識識・・ススキキ
ルル等等リリスストト））

具具体体的的内内容容

習習得得にに向向けけててのの取取組組

－ 370 －



a)社会資源に関する情報提供
利用者のニーズに応じて社会資源やプログラムを紹介し、その内容と利用方法
を利用者が理解できるように説明する。

b)医療機関等との適切な連携
障害者本人に症状の悪化や懸念すべき状況が見られた場合は、医療機関等の適
切な機関と連携をとる。

a)連携機関へのケース概要の端的な説明
障害者本人の同意を得た上で、個別ケースにおける本人の特徴や支援目標を端
的に説明し、スムーズな支援の展開や情報の引継ぎを行う。

b)連携機関への経過の説明
個別ケースについて新たに連携する機関に、障害者本人が現在関わっている支
援機関がどのような支援を行っているか、本人の同意を得た上で説明を行う。

c)ケース会議等による情報集約・合意形成・役割分担
障害者本人や関係機関を交えた話し合いやケース会議等により、情報集約と合
意形成や役割分担を行う。

a)ケースマネジメントの理解
ケースマネジメントの意義・方法を理解し、関係機関との連携を行う。

b)教育や福祉から雇用への移行プロセスと現状の理解
教育や福祉から雇用への移行の現状 やそのプロセスを理解して、教育や福祉
機関との連携を行う。

c)関係機関との協同関係の構築
様々な関係者が互いに補い合い、障害者本人を共に支える対等・平等な関係を
築く意識を持ち、関係機関と一緒に考える姿勢で連携を行う。

d)進捗状況の適宜共有
関係機関と適宜連携を取り、ケースの進捗状況を共有する。

a)家族等との情報共有
家族等との情報共有を障害者本人の同意を得て適切に行い、支援方針などに関
して家族等の理解を得る。

b)家族のニーズに応じた情報提供
家族等に対して本人への関わり方に関する提案や、本人・家族のニーズに応じ
た社会福祉サービスや家族会等の社会資源の情報提供を行う。

a)障害者雇用に関する周知・啓発
障害者本人や保護者、支援団体、企業・企業団体等に対して、自治体や関係機
関と連携し、障害者雇用の周知・啓発を行う。

b)パンフレットやホームページの活用
パンフレットやホームページなどを活用して、障害者雇用の啓発を行う。

a)研修・情報交換の場等への参加
就労支援担当者に必要な知識の充足やスキルの向上を図るため、研修や情報交
換等の場に積極的に参加する。

b)地域支援機関との交流・情報交換の機会づくり
地域全体の就労支援力向上の重要性を認識し、就労支援実務者同士の支援ノウ
ハウの共有や情報交換の機会を定期的に作る。

c)地域支援機関への助言・援助
就労支援に取り組む支援機関に対して、それぞれの役割や実態を踏まえつつ、
効果的な支援の実施に向けた助言・援助や研修等の協力を行う。

NNoo..6644

障障害害者者雇雇用用のの啓啓発発：：障障
害害者者のの権権利利保保障障やや必必要要
なな支支援援・・配配慮慮のの提提供供にに
繋繋ががるるよよううにに、、障障害害者者
本本人人やや家家族族等等、、支支援援団団
体体、、企企業業・・企企業業団団体体等等
にに対対ししてて、、障障害害者者雇雇用用
にに関関すするる理理解解をを広広めめるる
周周知知・・啓啓発発をを行行ううここ
とと。。

NNoo..6655

支支援援人人材材のの育育成成：：地地域域
全全体体のの就就労労支支援援力力向向上上
ののたためめ、、自自機機関関だだけけでで
ななくく地地域域でで支支援援ノノウウハハ
ウウをを共共有有すするる意意識識をを持持
ちち、、積積極極的的にに情情報報共共有有
やや研研修修等等をを行行いい協協力力をを
すするるこことと。。

NNoo..6600

関関係係機機関関ととのの連連携携のの必必
要要性性のの検検討討とと紹紹介介：：利利
用用者者（（障障害害者者本本人人やや事事
業業主主等等））にに必必要要なな支支援援
ににつついいてて、、適適切切なな連連携携
機機関関をを検検討討のの上上、、分分かか
りり易易くく紹紹介介すするるこことと。。

NNoo..6633

家家族族等等ととのの連連携携：：障障害害
者者本本人人のの同同意意のの下下にに、、
家家族族等等とと情情報報やや考考ええ方方
をを共共有有しし、、社社会会資資源源のの
情情報報提提供供をを行行ううななどどのの
連連携携をを行行ううこことと。。

NNoo..6622

関関係係機機関関ととののチチーームム支支
援援：：各各地地域域ににおおけけるる関関
係係機機関関そそれれぞぞれれのの役役割割
やや機機能能をを理理解解ししたた上上
でで、、障障害害者者本本人人をを共共にに
支支ええるる意意識識をを持持ちち、、
チチーームム支支援援をを行行ううここ
とと。。

NNoo..6611

個個別別ケケーーススににつついいててのの
連連携携先先機機関関へへのの情情報報提提
供供とと連連携携体体制制のの構構築築：：
個個別別ケケーーススににつついいててのの
ススムムーーズズなな連連携携にに向向けけ
てて、、連連携携機機関関ととのの適適切切
なな情情報報共共有有とと役役割割分分担担
等等のの調調整整をを行行ううこことと。。

◎◎研研修修 ◎◎ＯＯＪＪＴＴ
情情報報
交交換換

a)相談の目的の説明・共有
相談の目的を丁寧に説明し、相談中も、適宜、目的を共有する。

b)支援者の役割と支援内容の説明
支援者・所属機関の役割や支援可能な範囲を明確に説明する。

c)傾聴や共感的態度による協働的相談
傾聴のスキルを身に着け、共感的態度で話を聴き、一緒に考える姿勢で相談を
行う。

d)次のステップを明確にした上での相談の終え方
次のステップ・機会やタイミングを共有した上で終了する。

a)相手が必要とする情報の簡潔な説明
相手の立場や伝えるべき内容に応じて情報を整理し、簡潔に伝える。

b)相手の理解に応じた解説や具体例
相手の理解を確認し、必要に応じて解説や具体例を加える。

c)相手の知識に応じた用語の使用
相手が理解しやすい適切な用語を使用する。

d)図示、見える化、補足資料を使用した説明
相手が理解しやすい方法やツールを用いて伝える。

a)相談場所・環境の選定
相手が相談しやすい場所や環境を選んで相談を行う。

b)相手の負担の考慮
あらかじめ時間を定める、必要に応じて休憩を挟む、話題の転換を図る等相手
の負担を考慮する。

c)相談内容の要約と共有
適宜、これまでの相談内容や経過を整理して分かり易くまとめ、相手と共有す
る。

d)相手の心情、タイミングを考慮した話題の選定
踏み込んだ話については、信頼関係の構築状況や相手の心理状況、事態の切迫
具合などを勘案して、適切なタイミングで行う。

a)個人情報保護法の理解と適切な情報の取扱い
支援経過や利用者情報の記録に当たっては、個人情報保護法やそれに伴う保有
個人情報の取扱いについて理解した上で適切に行う（取得・利用、保管、提
供、開示）。

b)本人の同意に基づく情報共有
関係機関等との情報共有の際には、障害者本人に対してその目的を丁寧に説明
し、本人の不利益にならない最良の内容や方法を一緒に検討した上で、本人の
同意を得て行う。

a)本人と一緒に行う作業遂行面と必要な配慮についての整理・分析
作業指示の理解、指示に基づく遂行、作業の正確性、スピード、安全な遂行等
の作業遂行力と必要な配慮を障害者本人と一緒に整理・分析する。

b)コミュニケーションや対人関係についての聞き取りや行動観察
コミュニケーションの取り方や対人関係の傾向を、障害者本人の認識と関係機
関や職場、家族等からの情報、行動観察等を踏まえて整理・分析する。

c)身辺自立、生活面の把握
職業生活への影響を考慮して、交通機関の利用や身辺自立など、生活的自立に
影響する要因を把握する。

NNoo..1144

相相手手のの立立場場ややニニーーズズをを
踏踏ままええたた分分かかりりややすすいい
説説明明：：相相手手のの立立場場やや
ニニーーズズをを踏踏ままええたた適適切切
なな情情報報をを、、相相手手のの理理解解
にに応応じじたた内内容容・・方方法法でで
分分かかりり易易くく伝伝ええるるここ
とと。。

NNoo..2233

作作業業遂遂行行面面・・対対人人面面・・
生生活活面面のの整整理理・・分分析析：：
作作業業遂遂行行面面、、対対人人面面、、
生生活活面面にに関関ししてて情情報報収収
集集をを行行いい、、能能力力をを発発揮揮
ししややすすいい作作業業種種・・作作業業
環環境境等等をを障障害害者者本本人人とと
一一緒緒にに整整理理・・分分析析すするる
こことと。。

NNoo..1133

相相談談をを行行うう際際のの基基本本的的
なな態態度度：：支支援援者者のの役役割割
やや相相談談目目的的をを説説明明ししたた
上上でで、、共共感感的的態態度度でで傾傾
聴聴しし、、一一緒緒にに考考ええるる姿姿
勢勢でで相相談談すするるこことと。。

NNoo..1155

相相手手のの特特性性・・状状況況をを踏踏
ままええたた相相談談：：相相手手のの特特
性性（（性性格格やや障障害害特特性性
等等））やや状状況況をを踏踏ままええてて
相相談談ををすするる場場所所やや時時間間
をを選選択択しし、、相相談談中中もも、、
相相手手のの特特性性やや反反応応にに応応
じじてて相相談談をを進進展展ささせせたた
りり、、ままととめめたたりりすするるここ
とと。。

NNoo..1177

個個人人情情報報のの適適切切なな取取りり
扱扱いい：：個個人人情情報報保保護護法法
のの趣趣旨旨をを十十分分にに理理解解しし
たた上上でで情情報報・・記記録録をを適適
切切にに取取りり扱扱うう（（取取得得・・
利利用用、、保保管管、、提提供供、、開開
示示すするる））こことと。。

④④  複複合合的的なな方方法法：：研研修修・・OOJJTTをを中中心心にに習習得得にに取取りり組組むむ知知識識・・ススキキルル等等（（７７項項目目））

  №№
知知識識・・ススキキルル等等

（（完完全全版版  知知識識・・ススキキ
ルル等等リリスストト））

具具体体的的内内容容

習習得得にに向向けけててのの取取組組

－ 371 －



a)職業の選択肢や課題等の協働による整理
障害者本人が今後の目標を明確にできるように、総合的なアセスメント情報に
基づき、職業選択の可能性や課題やその背景等を本人と一緒に整理する。

b)目標達成に向けたステップや必要な支援の確認
目標達成に向けて必要な技能や準備事項、有効なサポート環境について、障害
者本人と一緒に整理する。

c)就労支援計画（案）の共有
障害者本人と整理した内容を踏まえて、目標達成に向けた段階的な就労支援計
画（いつまでに・誰が・何に取り組むか等）の案を作成し、本人や家族・関係
機関等と共有する。

a)目標や計画の達成に有益な社会資源やツール等の情報提供
目標や計画の達成に有益な支援サービス、効果的なツール の活用や課題への
対処方法に関する情報提供や提案を行う。

b)支援ネットワーク構築に関する説明と同意
目標達成に必要な支援ネットワークの構築に向けて、連携を強化する機関や連
携内容について障害者本人に説明し、同意を得る。

c)本人の意思決定に基づく就労支援計画の策定
障害者本人の意思決定に基づき就労支援計画を策定する。

d)目標の達成度や達成状況のモニタリング
目標の達成度や達成状況を定期的に確認し、必要に応じて就労支援計画の見直
し・変更を行う。

NNoo..3311

就就労労支支援援計計画画策策定定とと定定
期期的的ななモモニニタタリリンンググ：：
目目標標やや計計画画のの達達成成にに有有
益益なな情情報報をを共共有有ししたた上上
でで、、障障害害者者本本人人のの意意思思
決決定定にに基基づづくく就就労労支支援援
計計画画のの策策定定とと、、そそのの後後
のの定定期期的的なな見見直直ししをを行行
ううこことと。。

NNoo..3300

アアセセススメメンントトにに基基づづくく
見見立立ててやや目目標標とと計計画画のの
共共有有：：障障害害者者本本人人がが目目
標標をを明明確確ににででききるるよようう
にに、、総総合合的的ななアアセセススメメ
ンントト結結果果をを基基にに、、職職業業
選選択択のの可可能能性性やや課課題題のの
背背景景、、必必要要なな技技能能やや有有
効効ななササポポーートトななどどをを一一
緒緒にに整整理理しし、、今今後後のの段段
階階的的なな就就労労支支援援計計画画
（（案案））をを共共有有すするるここ
とと。。

◎◎研研修修 ＯＯＪＪＴＴ
◎◎情情報報
交交換換

a)継続的な自己研鑽と最新情報の収集
日頃から支援を行うに当たっての課題を把握し、最新の知識やスキル、支援事
例、調査研究成果などに関する情報を積極的に収集する。

b)情報収集、専門機関への照会
対応に困ることや、経験の少ない事例等については、書籍・ＷＥＢ等の情報や
その分野に携わる関係機関等の意見を収集する。

c)研修・情報交換の場等への積極的参加
就労支援担当者に必要な知識の充足やスキルの向上を図るため、研修や情報交
換等の場に積極的に参加する。

d)情報通信技術の活用
オンライン相談、情報通信技術（IT、ICT）を活用した支援についての情報を
収集し、メリット・デメリットを考慮しつつ効果的な提案・活用を行う。

研研修修 ◎◎ＯＯＪＪＴＴ
◎◎情情報報
交交換換

a)通勤の方法の提案・助言
通勤経路や交通手段について提案・助言する。

b)通勤支援に関わる社会資源の活用
通勤支援を実施し、必要に応じて関連する社会資源を紹介する。

a)職場見学・職場実習の説明
障害者本人に、職場見学・職場実習の目的や内容を説明し、実施の意向を確認
する。

b)興味・希望に合った受入れ先の開拓
障害者本人の興味や希望に合わせて職場見学・職場実習の受入れ先を開拓す
る。

c)企業に対する職場見学・職場実習の説明
企業に対して、職場実習の目的やメリットを説明し、実施の調整をする。

d)職場実習の支援事業の説明
職場実習中の災害や賃金の問題に留意しつつ、職場実習の支援事業の活用につ
いて企業への説明を行う。

e)職場実習中の本人と職場への支援
職場実習を実施し、職場適応に向けて障害者本人と職場双方への支援を行う。

f)職場実習の振り返り
職場実習の振り返りを障害者本人、事業主や関係機関等と行い、今後の働き方
や必要なサポート・環境等を整理する。

NNoo..4411

障障害害者者本本人人ののニニーーズズにに
合合っったた職職場場見見学学・・職職場場
実実習習のの支支援援：：障障害害者者本本
人人ののニニーーズズにに合合っったた職職
場場見見学学・・職職場場実実習習のの機機
会会をを設設定定しし、、職職場場ののササ
ポポーートトやや環環境境をを整整ええるる
たためめのの支支援援をを行行ううここ
とと。。

NNoo..3355

通通勤勤支支援援：：通通勤勤経経路路やや
交交通通手手段段のの利利用用ににつついい
ててのの提提案案・・助助言言やや通通勤勤
支支援援をを行行ううこことと。。

NNoo..66

最最新新情情報報のの収収集集とと自自己己
研研鑽鑽：：効効果果的的なな支支援援をを
提提供供すするるたためめにに必必要要とと
ななるる最最新新のの知知識識・・技技術術
やや事事例例のの情情報報収収集集等等をを
積積極極的的にに行行ううこことと。。

⑥⑥  複複合合的的なな方方法法：：OOJJTT・・情情報報交交換換をを中中心心にに習習得得にに取取りり組組むむ知知識識・・ススキキルル等等（（２２項項目目））

  №№
知知識識・・ススキキルル等等

（（完完全全版版  知知識識・・ススキキ
ルル等等リリスストト））

具具体体的的内内容容
習習得得にに向向けけててのの取取組組

⑤⑤  複複合合的的なな方方法法：：研研修修・・情情報報交交換換をを中中心心にに習習得得にに取取りり組組むむ知知識識・・ススキキルル等等（（１１項項目目））

  №№
知知識識・・ススキキルル等等

（（完完全全版版  知知識識・・ススキキ
ルル等等リリスストト））

具具体体的的内内容容

習習得得にに向向けけててのの取取組組

－ 372 －



a)職業の選択肢や課題等の協働による整理
障害者本人が今後の目標を明確にできるように、総合的なアセスメント情報に
基づき、職業選択の可能性や課題やその背景等を本人と一緒に整理する。

b)目標達成に向けたステップや必要な支援の確認
目標達成に向けて必要な技能や準備事項、有効なサポート環境について、障害
者本人と一緒に整理する。

c)就労支援計画（案）の共有
障害者本人と整理した内容を踏まえて、目標達成に向けた段階的な就労支援計
画（いつまでに・誰が・何に取り組むか等）の案を作成し、本人や家族・関係
機関等と共有する。

a)目標や計画の達成に有益な社会資源やツール等の情報提供
目標や計画の達成に有益な支援サービス、効果的なツール の活用や課題への
対処方法に関する情報提供や提案を行う。

b)支援ネットワーク構築に関する説明と同意
目標達成に必要な支援ネットワークの構築に向けて、連携を強化する機関や連
携内容について障害者本人に説明し、同意を得る。

c)本人の意思決定に基づく就労支援計画の策定
障害者本人の意思決定に基づき就労支援計画を策定する。

d)目標の達成度や達成状況のモニタリング
目標の達成度や達成状況を定期的に確認し、必要に応じて就労支援計画の見直
し・変更を行う。

NNoo..3311

就就労労支支援援計計画画策策定定とと定定
期期的的ななモモニニタタリリンンググ：：
目目標標やや計計画画のの達達成成にに有有
益益なな情情報報をを共共有有ししたた上上
でで、、障障害害者者本本人人のの意意思思
決決定定にに基基づづくく就就労労支支援援
計計画画のの策策定定とと、、そそのの後後
のの定定期期的的なな見見直直ししをを行行
ううこことと。。

NNoo..3300

アアセセススメメンントトにに基基づづくく
見見立立ててやや目目標標とと計計画画のの
共共有有：：障障害害者者本本人人がが目目
標標をを明明確確ににででききるるよようう
にに、、総総合合的的ななアアセセススメメ
ンントト結結果果をを基基にに、、職職業業
選選択択のの可可能能性性やや課課題題のの
背背景景、、必必要要なな技技能能やや有有
効効ななササポポーートトななどどをを一一
緒緒にに整整理理しし、、今今後後のの段段
階階的的なな就就労労支支援援計計画画
（（案案））をを共共有有すするるここ
とと。。

◎◎研研修修 ＯＯＪＪＴＴ
◎◎情情報報
交交換換

a)継続的な自己研鑽と最新情報の収集
日頃から支援を行うに当たっての課題を把握し、最新の知識やスキル、支援事
例、調査研究成果などに関する情報を積極的に収集する。

b)情報収集、専門機関への照会
対応に困ることや、経験の少ない事例等については、書籍・ＷＥＢ等の情報や
その分野に携わる関係機関等の意見を収集する。

c)研修・情報交換の場等への積極的参加
就労支援担当者に必要な知識の充足やスキルの向上を図るため、研修や情報交
換等の場に積極的に参加する。

d)情報通信技術の活用
オンライン相談、情報通信技術（IT、ICT）を活用した支援についての情報を
収集し、メリット・デメリットを考慮しつつ効果的な提案・活用を行う。

研研修修 ◎◎ＯＯＪＪＴＴ
◎◎情情報報
交交換換

a)通勤の方法の提案・助言
通勤経路や交通手段について提案・助言する。

b)通勤支援に関わる社会資源の活用
通勤支援を実施し、必要に応じて関連する社会資源を紹介する。

a)職場見学・職場実習の説明
障害者本人に、職場見学・職場実習の目的や内容を説明し、実施の意向を確認
する。

b)興味・希望に合った受入れ先の開拓
障害者本人の興味や希望に合わせて職場見学・職場実習の受入れ先を開拓す
る。

c)企業に対する職場見学・職場実習の説明
企業に対して、職場実習の目的やメリットを説明し、実施の調整をする。

d)職場実習の支援事業の説明
職場実習中の災害や賃金の問題に留意しつつ、職場実習の支援事業の活用につ
いて企業への説明を行う。

e)職場実習中の本人と職場への支援
職場実習を実施し、職場適応に向けて障害者本人と職場双方への支援を行う。

f)職場実習の振り返り
職場実習の振り返りを障害者本人、事業主や関係機関等と行い、今後の働き方
や必要なサポート・環境等を整理する。

NNoo..4411

障障害害者者本本人人ののニニーーズズにに
合合っったた職職場場見見学学・・職職場場
実実習習のの支支援援：：障障害害者者本本
人人ののニニーーズズにに合合っったた職職
場場見見学学・・職職場場実実習習のの機機
会会をを設設定定しし、、職職場場ののササ
ポポーートトやや環環境境をを整整ええるる
たためめのの支支援援をを行行ううここ
とと。。

NNoo..3355

通通勤勤支支援援：：通通勤勤経経路路やや
交交通通手手段段のの利利用用ににつついい
ててのの提提案案・・助助言言やや通通勤勤
支支援援をを行行ううこことと。。

NNoo..66

最最新新情情報報のの収収集集とと自自己己
研研鑽鑽：：効効果果的的なな支支援援をを
提提供供すするるたためめにに必必要要とと
ななるる最最新新のの知知識識・・技技術術
やや事事例例のの情情報報収収集集等等をを
積積極極的的にに行行ううこことと。。

⑥⑥  複複合合的的なな方方法法：：OOJJTT・・情情報報交交換換をを中中心心にに習習得得にに取取りり組組むむ知知識識・・ススキキルル等等（（２２項項目目））

  №№
知知識識・・ススキキルル等等

（（完完全全版版  知知識識・・ススキキ
ルル等等リリスストト））

具具体体的的内内容容
習習得得にに向向けけててのの取取組組

⑤⑤  複複合合的的なな方方法法：：研研修修・・情情報報交交換換をを中中心心にに習習得得にに取取りり組組むむ知知識識・・ススキキルル等等（（１１項項目目））

  №№
知知識識・・ススキキルル等等

（（完完全全版版  知知識識・・ススキキ
ルル等等リリスストト））

具具体体的的内内容容

習習得得にに向向けけててのの取取組組

－ 373 －



◎◎研研修修 ◎◎ＯＯＪＪＴＴ
◎◎情情報報
交交換換

a)言いかえ、解釈、確認の質問等
言いかえ、解釈、確認の質問等の内省を促すカウンセリングの技法を用いて、
障害者本人が自己に向き合うきっかけを作る。

b)体験や振り返りを通した強みや課題への気づきの支援
障害者本人が自身でできること・強みや課題と必要な支援に気づけるように、
体験や振返りの支援を行う。

c)グループワークを通した自己理解の深化
グループワークを通じて、様々な意見やグループメンバーの言動から、自分自
身に関する気づきが得られるよう支援する。

a)就労意欲の背景の理解
障害・疾病の特性、周囲との関わりや環境、社会的立場・経済的要因等様々な
要因を総合的に整理・分析して、障害者本人の就労意欲の背景を理解する。

b)障害に対する理解や考え方の把握
障害者本人の障害や症状に対する理解や考え方を把握する。

a)障害者本人の社会経済的地位、役割及び地域の環境の把握
障害者本人の社会経済的地位や地域社会における役割、居住地域の特徴 等を
把握する。

b)職場の人間関係・環境の把握
現在又は過去の職場での周囲との関係やサポート、職場環境（人数、騒音、温
度、配置など）についての情報を把握する。

c)職場以外の周囲のサポート環境の把握
家族、友人、地域社会との関係やサポート環境、障害への理解を把握する。

a)障害者本人との相談場面での情報収集
継続的な相談を行う中で、障害者本人との信頼関係や必要なタイミングなども
踏まえつつ、必要な情報を収集する。

b)障害者本人を取り巻く周囲からの情報収集
障害者本人の同意を得た上で、家族や関係機関から必要な情報を収集する。

c)医療機関からの情報収集
主治医からの情報を得て、障害者本人の現在の状態、予後や今後の治療方針等
を把握する。

a)基本的生活習慣の確立や生活スキル習得に関する助言や情報提供
必要に応じて身だしなみの整え方、食事の準備、自室の整理・整頓、情報リテ
ラシー等の日常生活面に関する助言・指導、社会資源活用の提案や情報提供を
行う。

b)金銭管理に関する助言や情報提供
金銭管理を適切に行えるように、特性に合わせた有効な方法についての助言、
社会資源活用等の提案や情報提供を行う。

NNoo..1199

障障害害者者本本人人のの自自己己探探求求
をを促促進進すするる支支援援：：障障害害
者者本本人人がが自自分分自自身身をを深深
くく理理解解すするるたためめのの様様々々
なな気気づづききがが得得らられれるるよよ
ううにに、、カカウウンンセセリリンンググ
技技法法をを活活用用ししたた相相談談、、
体体験験やや振振りり返返りり等等のの支支
援援をを行行ううこことと。。

NNoo..2266

社社会会生生活活やや職職場場のの環環境境
的的側側面面のの把把握握：：障障害害者者
本本人人のの社社会会生生活活やや職職場場
のの中中ででのの役役割割・・環環境境やや
周周囲囲ととのの関関係係をを把把握握すす
るるこことと。。

NNoo..3333

基基本本的的生生活活習習慣慣のの確確立立
やや自自己己管管理理のの支支援援：：障障
害害者者本本人人がが自自立立ししたた生生
活活をを送送るるここととががででききるる
よよううにに、、基基本本的的なな生生活活
習習慣慣等等やや金金銭銭管管理理にに関関
すするる助助言言やや情情報報提提供供をを
行行ううこことと。。

NNoo..2244

障障害害者者本本人人のの心心理理面面とと
そそのの背背景景のの整整理理・・分分
析析：：障障害害者者本本人人のの就就労労
やや障障害害にに対対すするる理理解解やや
考考ええ方方をを把把握握ししたた上上
でで、、障障害害特特性性・・環環境境・・
経経済済状状況況ななどどもも含含めめたた
総総合合的的なな視視点点かかららそそのの
背背景景をを整整理理・・分分析析すするる
こことと。。

NNoo..2277

聞聞きき取取りりやや資資料料等等にによよ
るる情情報報収収集集：：障障害害者者本本
人人・・家家族族・・関関係係機機関関かか
ららのの聞聞きき取取りり、、履履歴歴
書書・・職職務務経経歴歴書書、、関関係係
機機関関等等かかららのの情情報報提提供供
書書等等のの提提供供ななどどにによよ
りり、、情情報報をを適適切切にに収収集集
すするるこことと。。

⑦⑦  総総合合的的なな方方法法：：研研修修・・OOJJTT・・情情報報交交換換のの組組合合せせにによよりり習習得得にに取取りり組組むむ知知識識・・ススキキルル等等（（1155項項目目））

  №№
知知識識・・ススキキルル等等

（（完完全全版版  知知識識・・ススキキ
ルル等等リリスストト））

具具体体的的内内容容
習習得得にに向向けけててのの取取組組

a)障害の開示・非開示の意思決定支援
障害者本人が、障害を開示して（もしくは非開示で）働くことによって起こり
うる状況について情報提供を行い、意思決定できるよう支援する。

b)障害特性と配慮事項の事業主への説明方法の検討
障害の開示を希望する場合は、事業主に対する特性や配慮事項の適切な説明方
法をアドバイスする。

a)障害者本人及び事業主のニーズ把握
障害者本人・事業主それぞれの希望やニーズを確認し、必要な配慮・サポート
を検討する。

b)配慮事項の障害者本人の選択の支援
障害者本人に対して、事業主に提案可能な仕事上の配慮の選択肢を伝え、本人
が主体的に選択できるよう支援する。

c)合理的配慮に係る話し合いの調整
障害者本人が、事業主に対して懸念事項を伝え、本人が力を発揮できるととも
に企業全体の生産性向上や働きやすさにも繋がる方策について話し合えるよう
調整する。

d)権利擁護の視点からの話し合いの調整
障害者本人の権利擁護の視点から、本人と事業主の双方にとって有益なものに
なっているかを支援者自身が内省しつつ、話し合いの調整を行う。

e)就労支援機器やＩＴ・ＩＣＴ（アシスティブ・テクノロジー）活用に関する
提案
就労支援機器やIT・ICTの活用が、障害者本人の仕事のやり易さ向上や効率的
な業務遂行に役立つと考えられる場合は、これらの活用を提案する。

f)ユニバーサルデザインの検討・提案
障害者本人だけでなく、一緒に働く従業員にとっても働きやすい方法・工夫を
検討し、本人と事業主双方に提案する。

a)仕事の手順習得と職務遂行力向上の支援
障害者本人と職場の管理者や同僚と一緒に、本人が仕事の手順を習得して遂行
力を高められる方法を検討する。

b)職場適応・定着に繋がる人的・物理的環境の調整
障害者本人に対する業務指示の方法や職場環境について、安心及び仕事への意
欲に繋がるように障害者本人と管理者や同僚と一緒に検討する。

c)障害者本人の援助要請の促進と管理者・職場との話し合いの場の設定
障害者本人が自ら周囲に援助要請 を行えるように、障害者本人と職場の管理
者・同僚が直接話し合う場の設定を調整する。

d)職場環境や職務内容等の変化への対応の検討
職場環境や職務内容等の変化に対応できるように、障害者本人が対応可能な方
法を検討する。

a)職場の文化・ルール、本人に求められている役割の把握
障害者本人が所属する職場の文化・ルールや本人に求められている役割を把握
するため、他の従業員への聞き取りや職場の様子の観察を行う。

b)職場での適切な振る舞い方についての助言
職場の文化・ルールや本人に求められている役割を踏まえた適切な振る舞い方
について、理由を丁寧に説明し、具体的な例を交えて本人が理解できるように
伝える。

NNoo..4433

仕仕事事のの遂遂行行力力向向上上とと職職
場場適適応応ののたためめのの支支援援：：
障障害害者者本本人人がが職職場場ににおお
いいてて仕仕事事のの遂遂行行力力をを高高
めめ、、精精神神的的ににもも安安定定・・
充充実実ししたた働働きき方方ががでできき
るるよよううにに、、本本人人とと職職場場
のの管管理理者者やや同同僚僚とと一一緒緒
にに職職場場適適応応・・定定着着のの方方
法法をを検検討討すするるこことと。。

NNoo..4444

職職場場にに適適応応すするる行行動動習習
得得ののたためめのの支支援援：：障障害害
者者本本人人がが職職場場にに適適応応すす
るる行行動動ががととれれるるよようう
にに、、所所属属すするる職職場場のの文文
化化・・ルルーールルやや本本人人にに求求
めめらられれてていいるる役役割割ににつつ
いいてて、、職職場場のの観観察察やや聞聞
きき取取りりをを通通ししてて情情報報収収
集集しし、、本本人人にに助助言言すするる
こことと。。

NNoo..4422

就就職職後後のの合合理理的的配配慮慮提提
供供にに向向けけたた支支援援：：障障害害
者者本本人人とと事事業業主主そそれれぞぞ
れれのの立立場場やや視視点点をを理理解解
ししたた上上でで、、双双方方のの話話しし
合合いいをを通通じじてて、、合合理理的的
配配慮慮のの提提供供ににつついいてて調調
整整すするるこことと。。

NNoo..3377

障障害害のの開開示示・・非非開開示示にに
関関すするる意意思思決決定定のの支支
援援：：障障害害者者本本人人がが、、自自
ららのの障障害害のの開開示示・・非非開開
示示のの目目的的ととそそのの選選択択にに
よよっってて起起ここりりううるる状状況況
をを踏踏ままええてて意意思思決決定定やや
事事業業主主へへのの説説明明ががでできき
るるよようう支支援援すするるこことと。。
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交交換換

a)言いかえ、解釈、確認の質問等
言いかえ、解釈、確認の質問等の内省を促すカウンセリングの技法を用いて、
障害者本人が自己に向き合うきっかけを作る。

b)体験や振り返りを通した強みや課題への気づきの支援
障害者本人が自身でできること・強みや課題と必要な支援に気づけるように、
体験や振返りの支援を行う。

c)グループワークを通した自己理解の深化
グループワークを通じて、様々な意見やグループメンバーの言動から、自分自
身に関する気づきが得られるよう支援する。

a)就労意欲の背景の理解
障害・疾病の特性、周囲との関わりや環境、社会的立場・経済的要因等様々な
要因を総合的に整理・分析して、障害者本人の就労意欲の背景を理解する。

b)障害に対する理解や考え方の把握
障害者本人の障害や症状に対する理解や考え方を把握する。

a)障害者本人の社会経済的地位、役割及び地域の環境の把握
障害者本人の社会経済的地位や地域社会における役割、居住地域の特徴 等を
把握する。

b)職場の人間関係・環境の把握
現在又は過去の職場での周囲との関係やサポート、職場環境（人数、騒音、温
度、配置など）についての情報を把握する。

c)職場以外の周囲のサポート環境の把握
家族、友人、地域社会との関係やサポート環境、障害への理解を把握する。

a)障害者本人との相談場面での情報収集
継続的な相談を行う中で、障害者本人との信頼関係や必要なタイミングなども
踏まえつつ、必要な情報を収集する。

b)障害者本人を取り巻く周囲からの情報収集
障害者本人の同意を得た上で、家族や関係機関から必要な情報を収集する。

c)医療機関からの情報収集
主治医からの情報を得て、障害者本人の現在の状態、予後や今後の治療方針等
を把握する。

a)基本的生活習慣の確立や生活スキル習得に関する助言や情報提供
必要に応じて身だしなみの整え方、食事の準備、自室の整理・整頓、情報リテ
ラシー等の日常生活面に関する助言・指導、社会資源活用の提案や情報提供を
行う。

b)金銭管理に関する助言や情報提供
金銭管理を適切に行えるように、特性に合わせた有効な方法についての助言、
社会資源活用等の提案や情報提供を行う。

NNoo..1199

障障害害者者本本人人のの自自己己探探求求
をを促促進進すするる支支援援：：障障害害
者者本本人人がが自自分分自自身身をを深深
くく理理解解すするるたためめのの様様々々
なな気気づづききがが得得らられれるるよよ
ううにに、、カカウウンンセセリリンンググ
技技法法をを活活用用ししたた相相談談、、
体体験験やや振振りり返返りり等等のの支支
援援をを行行ううこことと。。

NNoo..2266

社社会会生生活活やや職職場場のの環環境境
的的側側面面のの把把握握：：障障害害者者
本本人人のの社社会会生生活活やや職職場場
のの中中ででのの役役割割・・環環境境やや
周周囲囲ととのの関関係係をを把把握握すす
るるこことと。。

NNoo..3333

基基本本的的生生活活習習慣慣のの確確立立
やや自自己己管管理理のの支支援援：：障障
害害者者本本人人がが自自立立ししたた生生
活活をを送送るるここととががででききるる
よよううにに、、基基本本的的なな生生活活
習習慣慣等等やや金金銭銭管管理理にに関関
すするる助助言言やや情情報報提提供供をを
行行ううこことと。。

NNoo..2244

障障害害者者本本人人のの心心理理面面とと
そそのの背背景景のの整整理理・・分分
析析：：障障害害者者本本人人のの就就労労
やや障障害害にに対対すするる理理解解やや
考考ええ方方をを把把握握ししたた上上
でで、、障障害害特特性性・・環環境境・・
経経済済状状況況ななどどもも含含めめたた
総総合合的的なな視視点点かかららそそのの
背背景景をを整整理理・・分分析析すするる
こことと。。

NNoo..2277

聞聞きき取取りりやや資資料料等等にによよ
るる情情報報収収集集：：障障害害者者本本
人人・・家家族族・・関関係係機機関関かか
ららのの聞聞きき取取りり、、履履歴歴
書書・・職職務務経経歴歴書書、、関関係係
機機関関等等かかららのの情情報報提提供供
書書等等のの提提供供ななどどにによよ
りり、、情情報報をを適適切切にに収収集集
すするるこことと。。

⑦⑦  総総合合的的なな方方法法：：研研修修・・OOJJTT・・情情報報交交換換のの組組合合せせにによよりり習習得得にに取取りり組組むむ知知識識・・ススキキルル等等（（1155項項目目））

  №№
知知識識・・ススキキルル等等

（（完完全全版版  知知識識・・ススキキ
ルル等等リリスストト））

具具体体的的内内容容
習習得得にに向向けけててのの取取組組

a)障害の開示・非開示の意思決定支援
障害者本人が、障害を開示して（もしくは非開示で）働くことによって起こり
うる状況について情報提供を行い、意思決定できるよう支援する。

b)障害特性と配慮事項の事業主への説明方法の検討
障害の開示を希望する場合は、事業主に対する特性や配慮事項の適切な説明方
法をアドバイスする。

a)障害者本人及び事業主のニーズ把握
障害者本人・事業主それぞれの希望やニーズを確認し、必要な配慮・サポート
を検討する。

b)配慮事項の障害者本人の選択の支援
障害者本人に対して、事業主に提案可能な仕事上の配慮の選択肢を伝え、本人
が主体的に選択できるよう支援する。

c)合理的配慮に係る話し合いの調整
障害者本人が、事業主に対して懸念事項を伝え、本人が力を発揮できるととも
に企業全体の生産性向上や働きやすさにも繋がる方策について話し合えるよう
調整する。

d)権利擁護の視点からの話し合いの調整
障害者本人の権利擁護の視点から、本人と事業主の双方にとって有益なものに
なっているかを支援者自身が内省しつつ、話し合いの調整を行う。

e)就労支援機器やＩＴ・ＩＣＴ（アシスティブ・テクノロジー）活用に関する
提案
就労支援機器やIT・ICTの活用が、障害者本人の仕事のやり易さ向上や効率的
な業務遂行に役立つと考えられる場合は、これらの活用を提案する。

f)ユニバーサルデザインの検討・提案
障害者本人だけでなく、一緒に働く従業員にとっても働きやすい方法・工夫を
検討し、本人と事業主双方に提案する。

a)仕事の手順習得と職務遂行力向上の支援
障害者本人と職場の管理者や同僚と一緒に、本人が仕事の手順を習得して遂行
力を高められる方法を検討する。

b)職場適応・定着に繋がる人的・物理的環境の調整
障害者本人に対する業務指示の方法や職場環境について、安心及び仕事への意
欲に繋がるように障害者本人と管理者や同僚と一緒に検討する。

c)障害者本人の援助要請の促進と管理者・職場との話し合いの場の設定
障害者本人が自ら周囲に援助要請 を行えるように、障害者本人と職場の管理
者・同僚が直接話し合う場の設定を調整する。

d)職場環境や職務内容等の変化への対応の検討
職場環境や職務内容等の変化に対応できるように、障害者本人が対応可能な方
法を検討する。

a)職場の文化・ルール、本人に求められている役割の把握
障害者本人が所属する職場の文化・ルールや本人に求められている役割を把握
するため、他の従業員への聞き取りや職場の様子の観察を行う。

b)職場での適切な振る舞い方についての助言
職場の文化・ルールや本人に求められている役割を踏まえた適切な振る舞い方
について、理由を丁寧に説明し、具体的な例を交えて本人が理解できるように
伝える。

NNoo..4433

仕仕事事のの遂遂行行力力向向上上とと職職
場場適適応応ののたためめのの支支援援：：
障障害害者者本本人人がが職職場場ににおお
いいてて仕仕事事のの遂遂行行力力をを高高
めめ、、精精神神的的ににもも安安定定・・
充充実実ししたた働働きき方方ががでできき
るるよよううにに、、本本人人とと職職場場
のの管管理理者者やや同同僚僚とと一一緒緒
にに職職場場適適応応・・定定着着のの方方
法法をを検検討討すするるこことと。。

NNoo..4444

職職場場にに適適応応すするる行行動動習習
得得ののたためめのの支支援援：：障障害害
者者本本人人がが職職場場にに適適応応すす
るる行行動動ががととれれるるよようう
にに、、所所属属すするる職職場場のの文文
化化・・ルルーールルやや本本人人にに求求
めめらられれてていいるる役役割割ににつつ
いいてて、、職職場場のの観観察察やや聞聞
きき取取りりをを通通ししてて情情報報収収
集集しし、、本本人人にに助助言言すするる
こことと。。

NNoo..4422

就就職職後後のの合合理理的的配配慮慮提提
供供にに向向けけたた支支援援：：障障害害
者者本本人人とと事事業業主主そそれれぞぞ
れれのの立立場場やや視視点点をを理理解解
ししたた上上でで、、双双方方のの話話しし
合合いいをを通通じじてて、、合合理理的的
配配慮慮のの提提供供ににつついいてて調調
整整すするるこことと。。

NNoo..3377

障障害害のの開開示示・・非非開開示示にに
関関すするる意意思思決決定定のの支支
援援：：障障害害者者本本人人がが、、自自
ららのの障障害害のの開開示示・・非非開開
示示のの目目的的ととそそのの選選択択にに
よよっってて起起ここりりううるる状状況況
をを踏踏ままええてて意意思思決決定定やや
事事業業主主へへのの説説明明ががでできき
るるよようう支支援援すするるこことと。。
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a)職場のキーパーソンの把握
仕事における指示・命令を受けたり、職場でコミュニケーションを取ることの
多い、複数のキーパーソンを場面観察や関係者の情報により把握する。

b)同僚・上司による支援的な関わりの促進
同僚・上司への障害者本人との関わり方の見本の提示、解説や研修、本人との
コミュニケーションのきっかけづくりを通じて障害者本人への支援的な関わり
を促進する。

c)職場の悩みに寄り添う支援体制づくり
ナチュラルサポートの形成・維持のため、同僚・上司が障害者本人と関わる上
での悩みに寄り添い、状況を改善するための工夫や社内サポート体制づくりを
提案する。

d)専門的支援のフェイディング
同僚・上司等による主体的な取組を促進するため、障害者本人の職場適応と、
ナチュラルサポート形成が確認できた段階で、計画的に専門的な支援をフェー
ドアウトする。

a)定期的な職場訪問とモニタリング
定期的な職場訪問による状況確認を実施し、障害者本人の職場適応状況と社内
サポート体制、要求内容や要求水準の変化などをモニタリングする。

b)キャリアアップ等に向けたステップの整理
今後のキャリアアップ等の目標とそのために必要なステップを、障害者本人や
事業主と共に整理する。

c)今後の必要な支援に関する話し合い
本人の安定的な職場適応と企業の継続可能で自立的な雇用に向けて、障害者本
人、事業主、家族、関係機関と必要な支援について話し合う。

d)今後のフォローアップ計画の提案
支援者としての役割・限界を理解し、障害者本人・企業の自立と定期的フォ
ローアップの必要性を見極め、必要に応じた支援を継続的に提供する方法を提
案する。

e)在職者同士の交流の場の提供・紹介
必要に応じて、障害者本人の精神的サポート及び継続的支援体制構築のため、
働いている障害者同士の交流の機会を提供又は紹介する。

a)今後の生活の目標やニーズの整理
将来の生活の目標を明確化するため、現在の生活のニーズ、今後重視したい事
項や考え方を整理する。

b)生活設計に関する相談
障害者本人が目標に向けたプランを立てることができるように、目標達成に向
けての段階的なプロセスを本人と相談する。

a)障害特性についての説明
各種障害の理解と配慮に必要な一般的な障害特性を分かり易く、簡潔に説明す
る。

b)雇用管理のポイントや合理的配慮の具体例を紹介
各種障害の特性を踏まえた一般的な雇用管理のポイントや合理的配慮の具体例
を紹介する。

NNoo..5555

障障害害特特性性やや雇雇用用管管理理のの
ポポイインントトにに関関すするる一一般般
的的なな説説明明：：事事業業主主にに対対
ししてて、、各各種種障障害害のの理理解解
とと合合理理的的配配慮慮のの提提供供にに
役役立立つつ一一般般的的なな障障害害特特
性性やや基基本本的的なな対対応応、、雇雇
用用管管理理ののポポイインントトをを分分
かかりり易易くく説説明明すするるここ
とと。。

NNoo..4455

職職場場ににおおけけるるナナチチュュララ
ルルササポポーートトのの形形成成にに向向
けけたた職職場場適適応応支支援援：：職職
場場ににおおいいてて、、障障害害者者本本
人人がが働働きき続続けけるるたためめにに
必必要要なな上上司司・・同同僚僚等等にに
よよるる援援助助をを促促進進すするるとと
ととももにに、、上上司司・・同同僚僚等等
のの悩悩みみにに寄寄りり添添いい、、社社
内内ササポポーートト体体制制づづくくりり
をを支支援援すするるこことと。。

NNoo..4466

フフォォロローーアアッッププ：：定定期期
的的なな職職場場訪訪問問やや情情報報共共
有有等等ののフフォォロローーアアッッププ
をを通通じじてて、、職職場場適適応応状状
況況ののモモニニタタリリンンググとと
キキャャリリアアアアッッププ等等のの目目
標標のの整整理理をを行行いい、、必必要要
なな支支援援をを提提案案・・実実施施すす
るるこことと。。

NNoo..5511

生生活活設設計計のの相相談談：：将将来来
のの生生活活をを見見据据ええたた生生活活
設設計計をを立立ててらられれるるよようう
にに、、本本人人のの目目標標をを明明確確
化化しし、、そそここにに至至るるままでで
のの道道筋筋ににつついいてて相相談談をを
行行ううこことと。。

a)職務の情報収集
事業主からの聞き取りや職場観察を行い、業務と人的・物理的環境を総合的に
見て、障害者に適した職場・職務を見つける。

b)職務分析の実施
配属候補の部署における様々な作業の目的、責任、内容や求められる知識・ス
キルや水準（正確性・スピード等）を明確にし、リストアップする。

ｃ)職務の再構成
職務分析によりリストアップした中から適切な作業を組合せ、一人分の職務に
再構成する。

ｄ)職務の創出
事業主・職場関係者からの聞き取り等により、業務上の課題、職場としてでき
れば助かること、今後新たに取り組みたいことを明確にし、障害者に適した職
務の創出に繋げることができないか検討する。

a)課題分析の実施と課題の特定
課題分析を行い、職務の構成要素や具体的な手順を明確化し、障害者が作業を
遂行するに当たり課題となっている要素を明らかにする。

b)解決策の提案
課題分析により明らかになった課題の解決に繋がる教え方やツール（補助具、
作業手順書等）を事業主に提案する。

c)暗黙のルールの明示化
明確に示されていない事項（休憩の取り方・過ごし方など）やマニュアル化さ
れていない作業の工程を確認し、事業主と共有する。

d)作業手順の見える化
事業主との相談を通じて、障害者本人に合わせた作業手順書やマニュアル等の
作成を提案・提供する。

NNoo..5577

職職場場・・職職務務ののアアセセススメメ
ンントトとと職職務務のの再再構構成成・・
創創出出支支援援：：障障害害者者のの配配
属属のの候候補補ととななりり得得るる職職
場場・・職職務務をを人人的的・・物物理理
的的視視点点かかららアアセセススメメンン
トトしし、、適適ししたた職職務務のの再再
構構成成・・創創出出をを行行ううここ
とと。。

NNoo..5588

課課題題分分析析とと解解決決策策のの提提
案案：：障障害害者者のの円円滑滑なな作作
業業遂遂行行とと職職場場定定着着ののたた
めめ、、課課題題分分析析にに基基づづいい
てて、、事事業業主主にに適適切切なな解解
決決策策のの提提案案ややツツーールル等等
のの提提供供をを行行ううこことと。。
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a)職場のキーパーソンの把握
仕事における指示・命令を受けたり、職場でコミュニケーションを取ることの
多い、複数のキーパーソンを場面観察や関係者の情報により把握する。

b)同僚・上司による支援的な関わりの促進
同僚・上司への障害者本人との関わり方の見本の提示、解説や研修、本人との
コミュニケーションのきっかけづくりを通じて障害者本人への支援的な関わり
を促進する。

c)職場の悩みに寄り添う支援体制づくり
ナチュラルサポートの形成・維持のため、同僚・上司が障害者本人と関わる上
での悩みに寄り添い、状況を改善するための工夫や社内サポート体制づくりを
提案する。

d)専門的支援のフェイディング
同僚・上司等による主体的な取組を促進するため、障害者本人の職場適応と、
ナチュラルサポート形成が確認できた段階で、計画的に専門的な支援をフェー
ドアウトする。

a)定期的な職場訪問とモニタリング
定期的な職場訪問による状況確認を実施し、障害者本人の職場適応状況と社内
サポート体制、要求内容や要求水準の変化などをモニタリングする。

b)キャリアアップ等に向けたステップの整理
今後のキャリアアップ等の目標とそのために必要なステップを、障害者本人や
事業主と共に整理する。

c)今後の必要な支援に関する話し合い
本人の安定的な職場適応と企業の継続可能で自立的な雇用に向けて、障害者本
人、事業主、家族、関係機関と必要な支援について話し合う。

d)今後のフォローアップ計画の提案
支援者としての役割・限界を理解し、障害者本人・企業の自立と定期的フォ
ローアップの必要性を見極め、必要に応じた支援を継続的に提供する方法を提
案する。

e)在職者同士の交流の場の提供・紹介
必要に応じて、障害者本人の精神的サポート及び継続的支援体制構築のため、
働いている障害者同士の交流の機会を提供又は紹介する。

a)今後の生活の目標やニーズの整理
将来の生活の目標を明確化するため、現在の生活のニーズ、今後重視したい事
項や考え方を整理する。

b)生活設計に関する相談
障害者本人が目標に向けたプランを立てることができるように、目標達成に向
けての段階的なプロセスを本人と相談する。

a)障害特性についての説明
各種障害の理解と配慮に必要な一般的な障害特性を分かり易く、簡潔に説明す
る。

b)雇用管理のポイントや合理的配慮の具体例を紹介
各種障害の特性を踏まえた一般的な雇用管理のポイントや合理的配慮の具体例
を紹介する。

NNoo..5555

障障害害特特性性やや雇雇用用管管理理のの
ポポイインントトにに関関すするる一一般般
的的なな説説明明：：事事業業主主にに対対
ししてて、、各各種種障障害害のの理理解解
とと合合理理的的配配慮慮のの提提供供にに
役役立立つつ一一般般的的なな障障害害特特
性性やや基基本本的的なな対対応応、、雇雇
用用管管理理ののポポイインントトをを分分
かかりり易易くく説説明明すするるここ
とと。。

NNoo..4455

職職場場ににおおけけるるナナチチュュララ
ルルササポポーートトのの形形成成にに向向
けけたた職職場場適適応応支支援援：：職職
場場ににおおいいてて、、障障害害者者本本
人人がが働働きき続続けけるるたためめにに
必必要要なな上上司司・・同同僚僚等等にに
よよるる援援助助をを促促進進すするるとと
ととももにに、、上上司司・・同同僚僚等等
のの悩悩みみにに寄寄りり添添いい、、社社
内内ササポポーートト体体制制づづくくりり
をを支支援援すするるこことと。。

NNoo..4466

フフォォロローーアアッッププ：：定定期期
的的なな職職場場訪訪問問やや情情報報共共
有有等等ののフフォォロローーアアッッププ
をを通通じじてて、、職職場場適適応応状状
況況ののモモニニタタリリンンググとと
キキャャリリアアアアッッププ等等のの目目
標標のの整整理理をを行行いい、、必必要要
なな支支援援をを提提案案・・実実施施すす
るるこことと。。

NNoo..5511

生生活活設設計計のの相相談談：：将将来来
のの生生活活をを見見据据ええたた生生活活
設設計計をを立立ててらられれるるよようう
にに、、本本人人のの目目標標をを明明確確
化化しし、、そそここにに至至るるままでで
のの道道筋筋ににつついいてて相相談談をを
行行ううこことと。。

a)職務の情報収集
事業主からの聞き取りや職場観察を行い、業務と人的・物理的環境を総合的に
見て、障害者に適した職場・職務を見つける。

b)職務分析の実施
配属候補の部署における様々な作業の目的、責任、内容や求められる知識・ス
キルや水準（正確性・スピード等）を明確にし、リストアップする。

ｃ)職務の再構成
職務分析によりリストアップした中から適切な作業を組合せ、一人分の職務に
再構成する。

ｄ)職務の創出
事業主・職場関係者からの聞き取り等により、業務上の課題、職場としてでき
れば助かること、今後新たに取り組みたいことを明確にし、障害者に適した職
務の創出に繋げることができないか検討する。

a)課題分析の実施と課題の特定
課題分析を行い、職務の構成要素や具体的な手順を明確化し、障害者が作業を
遂行するに当たり課題となっている要素を明らかにする。

b)解決策の提案
課題分析により明らかになった課題の解決に繋がる教え方やツール（補助具、
作業手順書等）を事業主に提案する。

c)暗黙のルールの明示化
明確に示されていない事項（休憩の取り方・過ごし方など）やマニュアル化さ
れていない作業の工程を確認し、事業主と共有する。

d)作業手順の見える化
事業主との相談を通じて、障害者本人に合わせた作業手順書やマニュアル等の
作成を提案・提供する。

NNoo..5577

職職場場・・職職務務ののアアセセススメメ
ンントトとと職職務務のの再再構構成成・・
創創出出支支援援：：障障害害者者のの配配
属属のの候候補補ととななりり得得るる職職
場場・・職職務務をを人人的的・・物物理理
的的視視点点かかららアアセセススメメンン
トトしし、、適適ししたた職職務務のの再再
構構成成・・創創出出をを行行ううここ
とと。。

NNoo..5588

課課題題分分析析とと解解決決策策のの提提
案案：：障障害害者者のの円円滑滑なな作作
業業遂遂行行とと職職場場定定着着ののたた
めめ、、課課題題分分析析にに基基づづいい
てて、、事事業業主主にに適適切切なな解解
決決策策のの提提案案ややツツーールル等等
のの提提供供をを行行ううこことと。。
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就労支援実務者の人材育成については、各関係機関の創意工夫で実施されていますが、必ずしも

明文化されているものばかりではありません。 

一方で、効果的な就労支援に向けた人材育成を実施している組織の特徴は先行研究により明らか

になっていますが、今回のヒアリング調査ではその特徴にあてはまる組織の皆さまにご協力をいた

だき、事例を収集いたしました。 

集約した事例の分析は第４章の通りですが、実際にヒアリングをした皆さまの語りの中から就労

支援機関における組織的な人材育成に取り組む際の具体的なポイントや留意点を整理しました。 

 

 組織としてどのように人材育成を進めればよいか分からない 

  ●研修等の機会確保の課題 

  ●人材確保・定着の課題 

  ●個人に応じた人材育成の課題 

 

 優先して習得すべき知識・スキル等への取組方法が分からない 

●就労支援の基本的姿勢 

   ～障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援 

●企業とのコミュニケーションや連携 

   ～職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援 

●就労支援における適切なアセスメント 

   ～障害者本人の自己理解と自信向上の支援 

●地域ネットワークの構築 

   ～地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発 

 

 
 
  

こんなことでお困りではありませんか？ 

～人材育成のポイントと留意点～ 

巻末資料９ 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
就労支援実務者の人材育成については、各関係機関の創意工夫で実施されていますが、必ずしも

明文化されているものばかりではありません。 

一方で、効果的な就労支援に向けた人材育成を実施している組織の特徴は先行研究により明らか

になっていますが、今回のヒアリング調査ではその特徴にあてはまる組織の皆さまにご協力をいた

だき、事例を収集いたしました。 

集約した事例の分析は第４章の通りですが、実際にヒアリングをした皆さまの語りの中から就労

支援機関における組織的な人材育成に取り組む際の具体的なポイントや留意点を整理しました。 

 

 組織としてどのように人材育成を進めればよいか分からない 

  ●研修等の機会確保の課題 

  ●人材確保・定着の課題 

  ●個人に応じた人材育成の課題 

 

 優先して習得すべき知識・スキル等への取組方法が分からない 

●就労支援の基本的姿勢 

   ～障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援 

●企業とのコミュニケーションや連携 

   ～職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援 

●就労支援における適切なアセスメント 

   ～障害者本人の自己理解と自信向上の支援 

●地域ネットワークの構築 

   ～地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発 

 

 
 
  

こんなことでお困りではありませんか？ 

～人材育成のポイントと留意点～ 

巻末資料９ 
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組織としてどのように人材育成を進めればよいか分からない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

業務として研修に行ってほしいので、できるだけ業務時間で対応

できるように、運営に支障のない範囲で利用者のその日の利用時

間を短縮していただくこともあります。 

オンデマンド動画で研修をすることもあります。勤務中の隙間時間

に「障害者雇用とは」のような基礎的なものを各自で視聴して、対

話をするようにしています。 

☆ポイント・留意点 

 研修参加は日々の業務を圧迫しないことが前提となる。一方で、研修の参加が支援実

務者のモチベーションにつながることもある。 

 管理職においては、意識的に学ぶ機会を作り出すことについての優先順位を上げるこ

とも重要。 

 支援実務者においては、研修の受講によって得られたことを報告・実践し、身につけ

た知識・スキルをまずは組織内で実装を試みることも重要。 

 また、受講者の人数等により外部研修受講の費用負担が大きい場合には、講師の方に

来ていただき事業所内研修をした方が負担の少ない場合もある。 

就労支援に関する研修に行ってほしいけれど、人員や時間などが不

足していてどうやってその機会を作ったらいいかわからない。 

研修等の機会確保の課題 
－マンパワー不足や業務多忙により研修の機会を確保できずに 

悩んでいませんか？－ 

 

組織としてどのように人材育成を進めればよいか分からない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法人内の異動や退職により人材が確保できず、効果的な就労支援が

実施できない。 

法人がある程度の規模があって人事異動が必ずあるので、人が変わ

ると中堅職であっても一からお伝えしなければならない難しさがあ

りますよね。 

そうですね。ただ、例えば生活支援の現場などで働いたことがある

方は、利用者との距離の取り方が上手だとも思います。そういった

同じ目線で同じ人間として話す、というようなことは比較的得意な

ように感じます。 

うちの事業所では、ざっくりとした指南書を作っている途中です。そ

れを読むことで日々の活動や利用者の理解を深めていけるといいなと

思っています。新しく来られた方にはとりあえずその指南書を読んで

もらうことで、利用者に向ける時間を増やし、よりよい関係構築を目

指してもらえるといいな、と思っています。 

☆ポイント・留意点 

 法人や事業所の考え方にもよるが、多くの事業所で離転職や異動による就労支援実務者の

定着に悩んでいる事業所も多い。 

 転職者の採用にあたっては、採用面接前に事業所の理念や職場の雰囲気を確認してもらう

ための見学、就労支援の説明、体験などを行うことにより、事業所や職場を理解して面接

を受けてもらうような工夫をしている事業所もあった。 

 異動者においては、これまでの業務の経験による得意不得意を管理者が見極め、必要な研

修等を提供しながら、相談しやすい雰囲気を作ることが重要。 

人材確保・定着の課題 
－人材の確保や定着に悩んでいませんか？－ 
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組織としてどのように人材育成を進めればよいか分からない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

業務として研修に行ってほしいので、できるだけ業務時間で対応

できるように、運営に支障のない範囲で利用者のその日の利用時

間を短縮していただくこともあります。 

オンデマンド動画で研修をすることもあります。勤務中の隙間時間

に「障害者雇用とは」のような基礎的なものを各自で視聴して、対

話をするようにしています。 

☆ポイント・留意点 

 研修参加は日々の業務を圧迫しないことが前提となる。一方で、研修の参加が支援実

務者のモチベーションにつながることもある。 

 管理職においては、意識的に学ぶ機会を作り出すことについての優先順位を上げるこ

とも重要。 

 支援実務者においては、研修の受講によって得られたことを報告・実践し、身につけ

た知識・スキルをまずは組織内で実装を試みることも重要。 

 また、受講者の人数等により外部研修受講の費用負担が大きい場合には、講師の方に

来ていただき事業所内研修をした方が負担の少ない場合もある。 

就労支援に関する研修に行ってほしいけれど、人員や時間などが不

足していてどうやってその機会を作ったらいいかわからない。 

研修等の機会確保の課題 
－マンパワー不足や業務多忙により研修の機会を確保できずに 

悩んでいませんか？－ 

 

組織としてどのように人材育成を進めればよいか分からない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法人内の異動や退職により人材が確保できず、効果的な就労支援が

実施できない。 

法人がある程度の規模があって人事異動が必ずあるので、人が変わ

ると中堅職であっても一からお伝えしなければならない難しさがあ

りますよね。 

そうですね。ただ、例えば生活支援の現場などで働いたことがある

方は、利用者との距離の取り方が上手だとも思います。そういった

同じ目線で同じ人間として話す、というようなことは比較的得意な

ように感じます。 

うちの事業所では、ざっくりとした指南書を作っている途中です。そ

れを読むことで日々の活動や利用者の理解を深めていけるといいなと

思っています。新しく来られた方にはとりあえずその指南書を読んで

もらうことで、利用者に向ける時間を増やし、よりよい関係構築を目

指してもらえるといいな、と思っています。 

☆ポイント・留意点 

 法人や事業所の考え方にもよるが、多くの事業所で離転職や異動による就労支援実務者の

定着に悩んでいる事業所も多い。 

 転職者の採用にあたっては、採用面接前に事業所の理念や職場の雰囲気を確認してもらう

ための見学、就労支援の説明、体験などを行うことにより、事業所や職場を理解して面接

を受けてもらうような工夫をしている事業所もあった。 

 異動者においては、これまでの業務の経験による得意不得意を管理者が見極め、必要な研

修等を提供しながら、相談しやすい雰囲気を作ることが重要。 

人材確保・定着の課題 
－人材の確保や定着に悩んでいませんか？－ 
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組織としてどのように人材育成を進めればよいか分からない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

職員個人の能力や経験が違うので、組織としてどのように人材を育

成したらいいかわからない。 

管理職がその方の社会人経験やこれまでの支援の経過を見ながら OJT

の進め方を検討しています。 

年度はじめに各個人で目標管理シートに 1 年間でどのような目標を立

てて支援に臨むかを記入してもらっています。そのシートを用いて３

か月に 1 回上司と面談をして上司からのフィードバックをする等、人

材育成について面談を通して各職員と一緒にすり合わせをしながら実

施しています。 

☆ポイント・留意点 

 これまでの経験を踏まえた指導は管理職の方への負担が非常に大きいのが現実。 

 管理職を交えた数名で、事業所内でのキャリアアップシートの基本形を作ることで就労支

援実務者がシートを確認しつつ自らのキャリアアップについて考えている事業所もある。 

 キャリアアップシートは記入するだけではなく、定期的な面談において活用することで法

人や組織の考えを共有することにもつながる。 

うちの事業所は同業からの転職組であるとか、全く他業種からの転

職組っていうのがすごく多いので、下からこう積み上げていくとい

うような考え方よりも、今のベースラインに対して何が足りている

か、何が足りていないかっていうのを見極めていくということのほ

うが大事なんだろうと思っています。 

個人に応じた人材育成の課題 
－職員個人の能力・経験の違いに合わせた人材育成に 

悩んでいませんか？－ 

 

優先して習得すべき知識・スキル等への取組方法が分からない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支援者としての基本的姿勢を育てるにはどうしたらいいだろう？ 

就労支援の方法論だけが独り歩きしないように、持つべき心構えや倫

理、行動基準がある、というのも OJT ではきちんと伝えるようにしてい

ます。 

最初は利用者目線を学んでいただくために、状況を見ながら利用者と同じ

プログラムを受けてもらいます。最初は記録も何もせずにただ利用者目線

で学んでほしいという意図があります。 

☆ポイント・留意点 

 就労支援における基本的姿勢としては、支援者がとるべき態度や、心構え、倫理意識など

が考えられる。このような基本的姿勢を育てるためには、外部研修や内部研修で基本を学

び OJT につなげていくことが重要。 

 就労支援における基本的姿勢については、資格取得やその勉強を組織として支えることで

習得を促すケースもあったが、倫理的な課題に直面した時や虐待防止研修の際に、あえて

支援の価値観を中心に伝えることで育成されている事業所もあった。 

障害者本人を中心とした多職種連携による 

職業生活の支援 
－就労支援における支援者の基本的姿勢の育成に 

悩んでいませんか？－ 

内部研修で動画を視聴してもらっています。特に、倫理観に関わるように

虐待防止など、全体で学ぶべきことについては会議の場面とかで共通して

見るような形にしています。 

－ 382 －



 

組織としてどのように人材育成を進めればよいか分からない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

職員個人の能力や経験が違うので、組織としてどのように人材を育

成したらいいかわからない。 

管理職がその方の社会人経験やこれまでの支援の経過を見ながら OJT

の進め方を検討しています。 

年度はじめに各個人で目標管理シートに 1 年間でどのような目標を立

てて支援に臨むかを記入してもらっています。そのシートを用いて３

か月に 1 回上司と面談をして上司からのフィードバックをする等、人

材育成について面談を通して各職員と一緒にすり合わせをしながら実

施しています。 

☆ポイント・留意点 

 これまでの経験を踏まえた指導は管理職の方への負担が非常に大きいのが現実。 

 管理職を交えた数名で、事業所内でのキャリアアップシートの基本形を作ることで就労支

援実務者がシートを確認しつつ自らのキャリアアップについて考えている事業所もある。 

 キャリアアップシートは記入するだけではなく、定期的な面談において活用することで法

人や組織の考えを共有することにもつながる。 

うちの事業所は同業からの転職組であるとか、全く他業種からの転

職組っていうのがすごく多いので、下からこう積み上げていくとい

うような考え方よりも、今のベースラインに対して何が足りている

か、何が足りていないかっていうのを見極めていくということのほ

うが大事なんだろうと思っています。 

個人に応じた人材育成の課題 
－職員個人の能力・経験の違いに合わせた人材育成に 

悩んでいませんか？－ 

 

優先して習得すべき知識・スキル等への取組方法が分からない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支援者としての基本的姿勢を育てるにはどうしたらいいだろう？ 

就労支援の方法論だけが独り歩きしないように、持つべき心構えや倫

理、行動基準がある、というのも OJT ではきちんと伝えるようにしてい

ます。 

最初は利用者目線を学んでいただくために、状況を見ながら利用者と同じ

プログラムを受けてもらいます。最初は記録も何もせずにただ利用者目線

で学んでほしいという意図があります。 

☆ポイント・留意点 

 就労支援における基本的姿勢としては、支援者がとるべき態度や、心構え、倫理意識など

が考えられる。このような基本的姿勢を育てるためには、外部研修や内部研修で基本を学

び OJT につなげていくことが重要。 

 就労支援における基本的姿勢については、資格取得やその勉強を組織として支えることで

習得を促すケースもあったが、倫理的な課題に直面した時や虐待防止研修の際に、あえて

支援の価値観を中心に伝えることで育成されている事業所もあった。 

障害者本人を中心とした多職種連携による 

職業生活の支援 
－就労支援における支援者の基本的姿勢の育成に 

悩んでいませんか？－ 

内部研修で動画を視聴してもらっています。特に、倫理観に関わるように

虐待防止など、全体で学ぶべきことについては会議の場面とかで共通して

見るような形にしています。 
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優先して習得すべき知識・スキル等への取組方法が分からない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

企業とのコミュニケーションや、連携っていったいどんなものかわ

からない。 

私の事業所は中小企業の方に対応することが多いので、どういう障

害者雇用を進めていったらいいのか、企業がどう外部の人たちから

評価されることがいいのか、それが企業の利益にどのように繋がる

のかを一緒に考えていってもらえるようにしています。 

どんな環境であれば働けるのかとか、ご本人さんの強みとか、障害特性

とかを、職員がしっかりとアセスメントを取って把握をし、それを企業

さんにどう伝えていくかということを考えています。私たちは障害のこ

とを知っていますけど、企業の方は知らないので、専門用語を使わずに

きちんと伝えるにはどうしたらいいかを考えながらコミュニケーション

を取っています。 

☆ポイント・留意点 

 就職前の支援から就職後の支援まで一貫した支援を実施することが重要。 

 企業支援についても利用者が就職する前から企業と関わることで、障害者雇用についてだ

けではなく、その企業について一緒に考えていけるような姿勢が重要。 

 福祉の論理や専門用語を使わずに企業と理解しあうことが重要なポイント。 

職場適応・定着のための障害者本人と 

企業双方への支援 
－企業とのコミュニケーションや連携に悩んでいませんか？－ 

 

優先して習得すべき知識・スキル等への取組方法が分からない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

障害者本人の自己理解と自信向上の支援 
－就労支援における適切なアセスメントスキルを習得してもらう方法

に悩んでいませんか？－ 

☆ポイント・留意点 

 適切なアセスメントの実施には一人で抱え込まないことが重要。 

 ヒアリングした事業所では、アセスメントに関わらず一人での支援をなるべく避けてペ

アで実施している場合もあった。 

 その理由は、一人でアセスメントするよりも視野が広がり色々な可能性が見えてくるこ

と。 

 適切なアセスメントを習得してもらうためには、様々な視点を持った者とともにアセス

メントを実施すること、自らのアセスメントを他者と共有し視野を広げることが重要。 

適切なアセスメントを実施してほしいけど、どうやってスキルを習

得してもらったらいいだろう？ 

新人でもベテランでも、アセスメントの会議では全員で共有していま

す。課題も得意とするところも含めて、長所、短所を含めてみんなで

共有する場になっています。 

生活支援の方が面談して、就労支援の方が面談して、お互いに話し合って、

どういうことが目標かっていうことを決めて、最後はサービス管理責任者が

面談するっていう。３段階です。そこで、お互いの視点による情報や役割を

すり合わせをしています。 

－ 384 －



 

優先して習得すべき知識・スキル等への取組方法が分からない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

企業とのコミュニケーションや、連携っていったいどんなものかわ

からない。 

私の事業所は中小企業の方に対応することが多いので、どういう障

害者雇用を進めていったらいいのか、企業がどう外部の人たちから

評価されることがいいのか、それが企業の利益にどのように繋がる

のかを一緒に考えていってもらえるようにしています。 

どんな環境であれば働けるのかとか、ご本人さんの強みとか、障害特性

とかを、職員がしっかりとアセスメントを取って把握をし、それを企業

さんにどう伝えていくかということを考えています。私たちは障害のこ

とを知っていますけど、企業の方は知らないので、専門用語を使わずに

きちんと伝えるにはどうしたらいいかを考えながらコミュニケーション

を取っています。 

☆ポイント・留意点 

 就職前の支援から就職後の支援まで一貫した支援を実施することが重要。 

 企業支援についても利用者が就職する前から企業と関わることで、障害者雇用についてだ

けではなく、その企業について一緒に考えていけるような姿勢が重要。 

 福祉の論理や専門用語を使わずに企業と理解しあうことが重要なポイント。 

職場適応・定着のための障害者本人と 

企業双方への支援 
－企業とのコミュニケーションや連携に悩んでいませんか？－ 

 

優先して習得すべき知識・スキル等への取組方法が分からない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

障害者本人の自己理解と自信向上の支援 
－就労支援における適切なアセスメントスキルを習得してもらう方法

に悩んでいませんか？－ 

☆ポイント・留意点 

 適切なアセスメントの実施には一人で抱え込まないことが重要。 

 ヒアリングした事業所では、アセスメントに関わらず一人での支援をなるべく避けてペ

アで実施している場合もあった。 

 その理由は、一人でアセスメントするよりも視野が広がり色々な可能性が見えてくるこ

と。 

 適切なアセスメントを習得してもらうためには、様々な視点を持った者とともにアセス

メントを実施すること、自らのアセスメントを他者と共有し視野を広げることが重要。 

適切なアセスメントを実施してほしいけど、どうやってスキルを習

得してもらったらいいだろう？ 

新人でもベテランでも、アセスメントの会議では全員で共有していま

す。課題も得意とするところも含めて、長所、短所を含めてみんなで

共有する場になっています。 

生活支援の方が面談して、就労支援の方が面談して、お互いに話し合って、

どういうことが目標かっていうことを決めて、最後はサービス管理責任者が

面談するっていう。３段階です。そこで、お互いの視点による情報や役割を

すり合わせをしています。 
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ホームページについて  

 本冊子のほか、障害者職業総合センターの研究成果物については、一部を除いて、

下記のホームページから PDF ファイルによりダウンロードできます。 

【障害者職業総合センターホームページ】 

https://www.nivr.jeed.go.jp/ 
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地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用

の周知・啓発 
－地域ネットワークの構築に悩んでいませんか？－ 

☆ポイント・留意点 

 地域ネットワークはすでに構築されている地域や運営には参加していない就労支援事

業所もあるので一概に構築が必要とはならないが、実例にもあるように日々の支援で繋

がった支援者と繋がり続けることで地域全体の就労支援力が向上していく。 

 地域ネットワークは日々の支援の積み重ねでの構築や、研修での出会いがネットワーク

になっていく等、様々な形で成立することがある。 

地域のネットワークが重要なことはわかるけど、何から始めたらいい

だろう？ 

ネットワークがどこでできてきたかっていうと、一人ひとりに一生懸命向

き合ってきた中で手をつなげた人たちです。この人なら適当に答えないだ

ろうなっていう人が何人かいますが、そういった方に何人か必要な時にア

ドバイスもらったりしていると自然と地域の中でネットワークが構築され

てきたような気もします。 

外部の研修とかですと、そこでネットワークができたりもしますので、以前、

コロナ禍で研修がなかったりとかでオンラインとかもありましたが、対面の研

修が最近復活してきているので、やはり対面がいいなと感じる部分も付随的は

あったりするのですが、という感じですね。 

地域の中で私たちがやってきたことってミクロ、メゾ、マクロのネットワ

ークに近いようなものをイメージしながらやってきました。研修だけで

は、なかなか次のステージに繋げられるようなところに行きつかないと思

うので、そういうステージを地域の中にどう整えられるかということも、

実務の中ではやっていく必要があるんだろうなというふうには思っていま

す。 
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